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裏表紙。 

表紙及び裏表紙は、令和５年度郡山市障害しゃ作品展において展示された作品の一部を掲載しています。 
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「障がい」「障害」の表記について
１. 本市では、障害の「害」という漢字表記について、
　 「障がい」「障がい者」という表記に改めています。
　 （例）発達障がい、障がい児
２. 法律や条例、団体、施設、催事等の固有名称は
　 そのまま「障害」「障害者」と表記します。
　 （例）身体障害者手帳、障害者総合支援法

「障がい」「障害」の表記について

１、本市では、障害の「害」という漢字表記について、「障がい」「障がい者」という一部ひらがな表記

に改めています。

（例）発達障がい、障がい児

２、法律や条例、団体、施設、催事等の固有名称はそのまま漢字で「障害」「障害者」と表記します。

（例）身体障害者手帳、障害者総合支援法
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第６期郡山市障がい者福祉プランに   　     おける主な施策と実施主体マトリクス

施策

対象・
実施主体

障がい
当事者
及び

その家族
(自助)

障害福祉
サービス
事業所
・関係団体
（共助）

行政
（公助）

●共助・公助サービスの利用等による日常生活・社会生　　　　 活における自立 
●社会活動への参加
●疾病の予防と健康管理
●有効な資源の活用

●障害福祉サービス
　の提供
●福祉人材の確保
●相談支援

●重層的支援体制
　整備事業の活用
●重度化・高齢化
　への対応
●障害福祉サービス
　量の調整
●意思疎通支援

〈生活支援〉
地域で

生活しやすい
まちづくり

〈雇用・就業〉
経済的な自立に
向けた

就労支援の充実

スポーツ・文化
国際交流

社会参加の促進

〈保健・医療〉
予防と健康

〈療育・教育・育成〉
ライフステージに

応じた支援体制の充実

〈啓発・広報〉
こころの

バリアフリーと
ＩＣＴの活用

〈生活環境〉
セーフコミュニティに
基づく安全・安心の
まちづくりの推進

●障がい者雇用の促進
●農福連携
●授産事業

●障がい者雇用に関
　する各種助成制度
　周知
●共同受注体制の
　構築
●優先調達

●ボランティア団体
　によるイベントの
　開催や参加促進

●障がい者の相互
　理解の啓発
●障がい者の
　イベントへの
　参加促進

●感染症対策
●依存症対策
●各種制度の利用支援

●各種健康診査
●医療費助成
●精神障がい者、
　難病患者等の家族
　への支援
●重症心身障害(児)、
　医療的ケア児(者)へ
　の支援

●子育てサポートブック、
　医療的ケア児等
　生活支援調整の手引き
　の活用
●交流及び交流学習
●関係機関連携による
　重層的支援体制の構築

●インクルーシブ教育
　システムの推進
●きょうだい児、ヤング
　ケアラーへの配慮
●ＩＣＴ等を活用した
　学習環境の整備
●教職員研修
●障害児通所支援の
　サービス量の調整

●障害者差別解消法の
　理解
●障がい者と地域の交流
●ヘルプマークの推進

●アクセシビリティに
　配慮した情報提供
●音声コードの活用
●差別に関する相談へ
　の対応、事例共有
●成年後見制度
●障がい者虐待防止
　センター

●避難行動要支援者の
　支援
●おもいやり駐車場

●公共施設・市道等の
　バリアフリー化
●福祉避難所
●適切な災害情報の
　伝達
●障がい特性に配慮
　したハザードマップ
　サイトの活用

連 

携

第６期郡山市障がい者福祉プランに係る主な施策と実施主体マトリクス

対象・実施主体と主な施策

障がい当事者及びその家族（じじょ）

以下のせつにおいて、共通

第１せつ、生活支援（地域で生活しやすいまちづくり）、第２せつ、雇用・就業（経済的な自立に向け

た就労支援の充実）、第３せつ、スポーツ・文化・国際交流（社会参加の促進）、第４せつ、保健・医療

（予防と健康）、第５せつ、療育・教育・育成（ライフステージに応じた支援体制の充実）、第６せつ、

啓発・広報（こころのバリアフリーとアイシーティ、の活用）、第７せつ、生活環境（セーフコミュニ

ティに基づく安全・安心のまちづくりの推進）

取組内容

１、障害福祉サービス事業所や関係団体からの支援（きょうじょ）や行政からの支援（こうじょ）の利

用などによる日常生活、社会生活における自立

２、社会活動への参加。３、疾病の予防と健康管理。４、有効な資源の活用。

障害福祉サービス事業所や関係団体からの支援（きょうじょ）

第１せつ、生活支援（地域で生活しやすいまちづくり）。１、障害福祉サービスの提供、２、福祉人材

の確保、３、相談支援。

第２せつ、雇用・就業（経済的な自立に向けた就労支援の充実）、１、障がいしゃ雇用の促進、２、農

福連携、３、授産事業。

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流（社会参加の促進）、ボランティア団体によるイベントの開催や

参加促進。

第４せつ、保健・医療（予防と健康）、１、感染症対策、２、依存症対策、３、各種制度の利用支援。

第５せつ、療育・教育・育成（ライフステージに応じた支援体制の充実）、１、子育てサポートブック

や医療的ケア児とう生活支援調整の手引きの活用、２、交流及び交流学習、３、関係機関連携による重

層的支援体制の構築。

第６せつ、啓発・広報（こころのバリアフリーとアイシーティ、の活用）、１、障害しゃ差別解消法の

理解、２、障害しゃと地域の交流、３、ヘルプマークの推進。

第７せつ、生活環境（セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進）、１、避難行動要

支援者への支援、２、おもいやり駐車場。
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まちづくりの推進

●障がい者雇用の促進
●農福連携
●授産事業

●障がい者雇用に関
　する各種助成制度
　周知
●共同受注体制の
　構築
●優先調達

●ボランティア団体
　によるイベントの
　開催や参加促進

●障がい者の相互
　理解の啓発
●障がい者の
　イベントへの
　参加促進

●感染症対策
●依存症対策
●各種制度の利用支援

●各種健康診査
●医療費助成
●精神障がい者、
　難病患者等の家族
　への支援
●重症心身障害(児)、
　医療的ケア児(者)へ
　の支援

●子育てサポートブック、
　医療的ケア児等
　生活支援調整の手引き
　の活用
●交流及び交流学習
●関係機関連携による
　重層的支援体制の構築

●インクルーシブ教育
　システムの推進
●きょうだい児、ヤング
　ケアラーへの配慮
●ＩＣＴ等を活用した
　学習環境の整備
●教職員研修
●障害児通所支援の
　サービス量の調整

●障害者差別解消法の
　理解
●障がい者と地域の交流
●ヘルプマークの推進

●アクセシビリティに
　配慮した情報提供
●音声コードの活用
●差別に関する相談へ
　の対応、事例共有
●成年後見制度
●障がい者虐待防止
　センター

●避難行動要支援者の
　支援
●おもいやり駐車場

●公共施設・市道等の
　バリアフリー化
●福祉避難所
●適切な災害情報の
　伝達
●障がい特性に配慮
　したハザードマップ
　サイトの活用

連 

携

行政からの支援（こうじょ）

第１せつ、生活支援（地域で生活しやすいまちづくり）、１、重層的支援体制整備事業の活用、２、重

度化や高齢化への対応、３、障害福祉サービス料の調整、４、意思疎通支援の推進。

第２せつ、雇用・就業（経済的な自立に向けた就労支援の充実）、１、障害しゃ雇用に関する各種助成

制度の周知、２、共同受注体制の構築、３、優先調達の推進。

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流（社会参加の促進）、１、障害しゃの相互理解の促進、２、障害

しゃのイベントへの参加促進。

第４せつ、保健・医療（予防と健康）、１、各種健康診査の推進、２、医療費の助成、３、精神障害し

ゃや難病患者などへの支援、４、重症心身障害じしゃ及び医療的ケアじしゃへの支援

第５せつ、療育・教育・育成（ライフステージに応じた支援体制の充実）、１、インクルーシブ教育シ

ステムの推進、２、きょうだいじ、ヤングケアラーへの配慮、３、アイシーティ、などを活用した学習

環境の整備、４、教職員への研修の推進、５、障害児通所支援のサービス量の調整。

第６せつ、啓発・広報（こころのバリアフリーとアイシーティ、の活用）、１、アクセシビリティに配

慮した情報提供、２、音声コードの活用、３、差別に関する相談への対応及び事例共有、４，成年後見

制度の推進、５、障害しゃ虐待防止センターの活用。

第７せつ 生活環境（セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進）、１、公共施設や

しどうなどのバリアフリー化、２、福祉避難所の周知、３、適切な災害情報の伝達、４、障がい特性に

配慮したハザードマップサイトの活用



【第６期郡山市障がい者福祉プラン施策一覧】

計画の構成 第１節　生活支援

施　
策　
目　
標

第
１

第
２

第
３

第
４

第
５

地
域
共
生
社
会
の

実
現

地
域
福
祉
の
推
進

在
宅
福
祉
の
充
実

施
設
福
祉
の
充
実
と

地
域
移
行
の
推
進

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

質
の
向
上

施　
策　
の　
方　
向

1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1
関
係
機
関
の
協
働
に
よ
る

包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築

地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

充
実

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
推
進

障
が
い
者
関
係
団
体
の
活
動
の

推
進

相
談
支
援
体
制
の
充
実

情
報
提
供
の
充
実

生
活
支
援
対
策
の
充
実

訓
練
の
充
実
と
社
会
参
加
の

た
め
の
施
策
の
充
実

施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

地
域
移
行
の
推
進

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

対　
　
象　
　
者

身体障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
知的障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
精神障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
発達障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

難病の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児 ● ● ● ● ●

児童生徒 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

成年高齢者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
実
施
主
体

事業所
関係団体 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

行政 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
該当ページ 20 21 21 22 22 24 26 28 29 29 30

第６期 郡山市障害しゃ福祉プラン、せさく一覧

第１せつ、生活支援

せさく目標第 1、地域共生社会の実現、せさくの方向１、関係機関の協働による包括的な支援体制の構

築。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、

乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、20 ページ。

せさく目標第２、地域福祉の推進、せさくの方向１、地域福祉ネットワークの充実。対象者、しんたい

障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢

しゃ、該当ページ、21 ページ。

せさくの方向２、ボランティア活動の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害

のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、21 ページ。

せさくの方向３、障害しゃ関係団体の活動の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精

神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、22 ページ。

せさく目標第３、在宅福祉の充実、せさくの方向１、相談支援体制の充実。対象者、しんたい障害のか

た、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢

しゃ、該当ページ、22 ページ。

せさくの方向２、情報提供の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、

発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、24 ページ。

せさくの方向３、生活支援対策の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のか

た、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、26 ページ。

せさくの方向４、訓練の充実と社会参加のためのせさくの充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障

害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、

28 ページ。

せさく目標第４、施設福祉の充実と地域移行の推進、せさくの方向１、施設福祉サービスの充実。対象

者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生

徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、29 ページ。

せさくの方向２、地域移行の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、

発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、29 ページ。

せさく目標第５、福祉サービスの質の向上、せさくの方向１、福祉サービスの質の向上。対象者、しん

たい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生

徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、30 ページ。



計画の構成 第２節　雇用・就業 第３節
スポーツ・文化・国際交流

施　
策　
目　
標

第
１

第
２

第
３

第
１

第
２

第
３

雇
用
の
促
進
と

職
場
定
着
の
支
援

就
業
機
会
の
拡
大

福
祉
的
就
労
の
促
進

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
活
動
の
充
実

文
化
・
芸
術
活
動
の

充
実

国
際
交
流
の
促
進

施　
策　
の　
方　
向

1 2 1 1 2 3 1 1 1
相
談
支
援
体
制
の
充
実

雇
用
の
促
進
と
安
定

多
様
な
就
業
機
会
の
確
保

福
祉
的
就
労
の
場
の
確
保

農
福
連
携
の
推
進

福
祉
的
就
労
の
質
の
向
上

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
活
動
の
充
実

文
化
・
芸
術
活
動
（
ア
ー
ル
・

ブ
リ
ュ
ッ
ト
等
）の
充
実

国
際
交
流
の
促
進

対　
　
象　
　
者

身体障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
知的障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
精神障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
発達障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

難病の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児 ● ● ●

児童生徒 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

成年高齢者 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
実
施
主
体

事業所
関係団体 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

行政 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
該当ページ 32 33 34 35 35 36 38 39 40

第２せつ、雇用、就業。

せさく目標第１、雇用の促進と職場定着の支援、せさくの方向１、相談支援体制の充実。対象者、しん

たい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、

高齢しゃ、該当ページ、32 ページ。

せさくの方向２、雇用の促進と安定。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のか

た、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、33 ページ。

せさく目標第２、就業機会の拡大、せさくの方向１、多様な就業機会の確保。対象者、しんたい障害の

かた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、、成年、高齢し

ゃ、該当ページ、34 ページ。

せさく目標第３、福祉的就労の促進、せさくの方向１、福祉的就労の場の確保。対象者、しんたい障害

のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、、成年、高齢し

ゃ、該当ページ、35 ページ。

せさくの方向２、農福連携の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、

発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、35 ページ。

せさくの方向３、福祉的就労の質の向上。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害の

かた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、36 ページ。

第３せつ、スポーツ、文化、国際交流。

せさく目標第１、スポーツ、レクリエーション活動の充実、せさくの方向１、スポーツ、レクリエーシ

ョン活動の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、

難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、38 ページ。

せさく目標第２、文化、芸術活動の充実、せさくの方向１、文化、芸術活動（アール、ブリュットな

ど）の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病

のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、39 ページ。

せさく目標第３、国際交流の促進、せさくの方向 1、国際交流の促進。対象者、しんたい障害のかた、

知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢し

ゃ、該当ページ、40 ページ。



計画の構成 第４節　保健・医療 第５節　療育・教育・育成

施　
策　
目　
標

第
１

第
２

第
３

第
４

第
１

第
２

第
３

第
４

障
が
い
の
早
期
発
見

と
早
期
治
療
の
推
進

医
療
の
充
実

精
神
保
健
・

難
病
対
策
の
推
進

保
健
・
医
療
・
福
祉

の
連
携

重
層
的
な
障
が
い
児

支
援
体
制
の
構
築

教
育
施
策
の
充
実

切
れ
目
な
い
療
育
・

教
育
体
制
の
確
立

生
涯
学
習
施
策
の

充
実

施　
策　
の　
方　
向

1 1 1 1 1 2 1 1 1
健
康
管
理
対
策
の
充
実

医
療
の
充
実

精
神
保
健
・
難
病
対
策
の
推
進

保
健
・
医
療
・
福
祉
の

連
携
強
化

相
談
支
援
体
制
の
充
実

障
が
い
児
支
援
の
充
実

教
育
施
策
の
充
実

切
れ
目
な
い
療
育
・
教
育
体
制

の
確
立

生
涯
学
習
施
策
の
充
実

対　
　
象　
　
者

身体障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ●
知的障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ●
精神障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
発達障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

難病の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児 ● ● ● ● ● ● ● ●

児童生徒 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

成年高齢者 ● ● ● ● ● ●
実
施
主
体

事業所
関係団体 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

行政 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
該当ページ 42 44 45 46 48 49 50 52 53

第４せつ、保健、医療。

せさく目標第１、障害の早期発見と早期治療の推進、せさくの方向１、健康管理対策の充実。対象者、

しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童

生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、42 ページ。

せさく目標第２、医療の充実、せさくの方向１、医療の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害

のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ペ

ージ、44 ページ。

せさく目標第３、精神保健・難病対策の推進、せさくの方向１、精神保健・難病対策の推進。対象者、

精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、45 ページ。

せさく目標第４、保健、医療、福祉の連携、せさくの方向、１、保健、医療、福祉の連携強化。対象

者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、

児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、46 ページ。

第５せつ、療育、教育、育成。

せさく目標第１、重層的な障害児支援体制の構築、せさくの方向１、相談支援体制の充実。対象者、し

んたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生

徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、48 ページ。

せさくの方向２、障害児支援の充実。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のか

た、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、該当ページ、49 ページ。

せさく目標第２、教育せさくの充実、せさくの方向１、教育せさくの充実。対象者、しんたい障害のか

た、、知的障害のかた、、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、該当ペー

ジ、51 ページ。

せさく目標第３、切れ目ない療育、教育体制の確立、せさくの方向１、切れ目ない療育、教育体制の確

立。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、

乳幼児、児童生徒、該当ページ、52 ページ。

せさく目標第４、生涯学習せさくの充実、せさくの方向１、生涯学習せさくの充実。対象者、しんたい

障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成

年、高齢しゃ、該当ページ、53 ページ。



計画の構成 第６節　啓発・広報 第７節　生活環境

施　
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標

第
１
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１

第
２
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Ｃ
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り
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進

施　
策　
の　
方　
向

1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る

情
報
の
利
用
し
や
す
さ
の
推
進

啓
発
・
広
報
活
動
の
推
進

障
が
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を
理
由
と
す
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差
別
の

解
消
及
び
権
利
擁
護
の
推
進

福
祉
に
関
す
る
教
育
の
推
進

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

　
意
識
啓
発
の
推
進

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
推
進

開
か
れ
た
施
設
の
推
進

障
が
い
者
自
身
の
主
体
的
な

　
地
域
活
動
の
推
進

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の

考
え
方
に
基
づ
い
た

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

防
災
・
防
犯
対
策
の
推
進

安
全
で
快
適
な
住
環
境
の
整
備

促
進

対　
　
象　
　
者

身体障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
知的障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
精神障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
発達障がい
の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

難病の方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児 ● ● ● ● ● ● ●

児童生徒 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

成年高齢者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
実
施
主
体

事業所
関係団体 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

行政 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
該当ページ 56 57 58 59 59 60 60 60 62 63 64

第６せつ、啓発、広報。

せさく目標第１、ICT、とうの活用による情報の利用しやすさの推進、せさくの方向１、ICT、とうの

活用による情報の利用しやすさの推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のか

た、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、56 ページ。

せさく目標第２、理解とふれあいの促進、せさくの方向１、啓発・広報活動の推進。対象者、しんたい

障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成

年、高齢しゃ、該当ページ、57 ページ。

せさくの方向２、障害を理由とする差別の解消及び権利擁護の推進。対象者、しんたい障害のかた、知

的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、

該当ページ、58 ページ。

せさくの方向３、福祉に関する教育の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害

のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、59 ページ。

せさくの方向４、ノーマライゼーションの意識啓発の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害の

かた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ペー

ジ 59 ページ。

せさく目標第３、地域における交流の促進、せさくの方向１、ボランティア活動の推進。対象者、しん

たい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、、成

年、高齢しゃ、該当ページ、60 ページ。

せさくの方向２、開かれた施設の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のか

た、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、60 ページ。

せさくの方向３、障害しゃ自身の主体的な地域活動の推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害の

かた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、60 ペ

ージ。



第６期郡山市障がい者福祉プランにおける

各　　論 施策の方向

障
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い
福
祉
課

保
健
所
保
健・感
染
症
課
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防
災
危
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Ｄ
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略
課
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市
民・Ｎ
Ｐ
Ｏ
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進
課

男
女
共
同
参
画
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
活
用
課

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課

第１節
生活支援

《地域で生活しや
すいまちづくり》

第１ 地域共生社会の実現 1 関係機関の協働による包括的な支援体制の構築 ● ● ●

第２ 地域福祉の推進

1 地域福祉ネットワークの充実

2 ボランティア活動の推進 ●
3 障がい者関係団体の活動の推進 ● ●

第３ 在宅福祉の充実

1 相談支援体制の充実 ● ●
2 情報提供の充実 ● ●
3 生活支援対策の充実 ● ●
4 訓練の充実と社会参加のための施策の充実 ● ●

第４ 施設福祉の充実と地域移行の推進
1 施設福祉サービスの充実 ● ●
2 地域移行の推進 ● ●

第５ 福祉サービスの質の向上 1 福祉サービスの質の向上 ● ●

第２節
雇用・就業

《経済的な自立に
向けた就労支援の

充実》

第１ 雇用の促進と職場定着の支援
1 相談支援体制の充実 ●
2 雇用の促進と安定 ● ● ●

第２ 就業機会の拡大 1 多様な就業機会の確保 ● ●

第３ 福祉的就労の促進

1 福祉的就労の場の確保 ● ● ●
2 農福連携の推進 ●
3 福祉的就労の質の向上 ●

第３節
スポーツ・
文化・国際交流

《社会参加の促進》

第１ スポーツ・レクリエーション活動の充実 1 スポーツ・レクリエーション活動の充実 ●
第２ 文化・芸術活動の充実 1 文化・芸術活動（アール・ブリュット等）の充実 ● ●
第３ 国際交流の促進 1 国際交流の促進 ●

第４節
保健・医療

《予防と健康》

第１ 障がいの早期発見と早期治療の推進 1 健康管理対策の充実 ● ●
第２ 医療の充実 1 医療の充実 ● ●
第３ 精神保健・難病対策の推進 1 精神保健・難病対策の推進 ●
第４ 保健・医療・福祉の連携 1 保健・医療・福祉の連携強化 ● ●

第５節
療育・教育・育成
《ライフステージ
に応じた支援体制

の充実》

第１ 重層的な障がい児支援体制の構築
1 相談支援体制の充実 ● ●
2 障がい児支援の充実 ●

第２ 教育施策の充実 1 教育施策の充実 ●
第３ 切れ目ない療育・教育体制の確立 1 切れ目ない療育・教育体制の確立 ●
第４ 生涯学習施策の充実 1 生涯学習施策の充実 ●

第６節
啓発・広報

《こころのバリア
フリーとＩＣＴ等

の活用》

第１ ICT等の活用による情報の利用しやすさの
推進 1 ICT等の活用による情報の利用しやすさの推進 ● ● ●

第２ 理解とふれあいの促進

1 啓発・広報活動の推進 ● ● ● ● ●
2 障がいを理由とする差別の解消及び権利擁護の推進 ● ●
3 福祉に関する教育の推進 ●
4 ノーマライゼーションの意識啓発の推進 ● ● ●

第３ 地域における交流の促進

1 ボランティア活動の推進 ●
2 開かれた施設の推進 ●
3 障がい者自身の主体的な地域活動の推進 ●

第７節　生活環境
《セーフコミュニティ
に基づく安全・安心の
まちづくりの推進》

第１ ユニバーサルデザインの考え方に基づいた
まちづくりの推進 1 ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進 ● ●

第２ 安全・安心のまちづくりの推進 1 防災・防犯対策の推進 ● ● ● ●
第３ 住環境の整備促進 1 安全で快適な住環境の整備促進 ●

前のページのつづきです。

第７せつ、生活環境。

せさく目標第１、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進、せさくの方向１、ユニ

バーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進。対象者、しんたい障害のかた、知的障害のか

た、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生徒、成年、高齢しゃ、該当ペー

ジ、62 ページ。

せさく目標第２、安全、安心のまちづくりの推進、せさくの方向１、防災・防犯対策の推進。対象者、

しんたい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童

生徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、63 ページ。

せさく目標第３、住環境の整備促進、せさくの方向１、安全で快適な住環境の整備促進。対象者、しん

たい障害のかた、知的障害のかた、精神障害のかた、発達障害のかた、難病のかた、乳幼児、児童生

徒、成年、高齢しゃ、該当ページ、64 ページ。

このページの内容です。

第６期郡山市障がい者福祉プランにおけるせさく体系と関係課マトリクス

各せさくの方向ごとに、関係課において所管せさくのありなし、関係性のうむについて、一覧で示して

います。



施策体系と関係課マトリクス
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●：所管施策あり　　　　：関係所属前のページの続きです。

第６期郡山市障がい者福祉プランにおけるせさく体系と関係課マトリクス

各せさくの方向ごとに、関係課において所管せさくのありなし、関係性のうむについて、一覧で示して

います。



令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
「太っちょな金魚達」

郡山市緑豊園 川
かわ
崎
さき
竜
りゅうき
輝 さん

令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
「陽気なみんなの太陽」

社会福祉法人郡山コスモス会 内
ないとう
藤 享

きょうじ
二 さん

このページには、令和５年度郡山市障害しゃ作品展、展示作品の中から、

こおりやまし、りょくほうえん、かわさき、りゅうきさん、の作品「ふとっちょなきんぎょたち」。

社会福祉法人こおりやまこすもすかい、ないとう、きょうじさん、の作品、「ようきなみんなの太陽」。

の２作品を掲載しています。
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第
１
章

第１節　 計画の基本事項

第１　計画策定の趣旨
　2002（平成14）年、国において「障害者基本計画」が示され、これを受けて本市では、2004
（平成16）年３月に2004（平成16）年度から2013（平成25）年度の10か年を計画年度とした
「第二次郡山市障がい者計画」を策定し、「障がいのある人もない人も、お互いに人権、人格、
個性を尊重し、ともに生きる社会の実現」を基本理念として、障がい者施策を総合的・計画的
に進めてまいりました。
　2006（平成18）年４月の「障害者自立支援法」の施行により、福祉施策が障がい者の自立し
た日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよ
う抜本的に改革され、併せて、障害福祉サービスの提供体制の確保を目的とした市町村障害
福祉計画の策定が義務付けられたことに伴い、本市では、2007（平成19）年度から2008（平
成20）年度を第１期として「郡山市障がい福祉計画」を策定しました。
　また、2009（平成21）年度からは、これら２つの計画を取り込んだ「郡山市障がい者福祉プ
ラン」を策定し、以降３か年ごとに、2012（平成24）年度に「第２期郡山市障がい者福祉プラ
ン」を、2015（平成27）年度に「第３期障がい者福祉プラン」を策定してまいりました。
　さらに、2016（平成28）年度に成立した「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支
援するための法律及び※児童福祉法の一部を改正する法律」により、障害児支援の提供体制の
確保を図るため市町村障害児福祉計画の策定が義務付けられたことに伴い、本市においても、
「郡山市障がい者計画」、「郡山市障がい福祉計画」及び「郡山市障がい児福祉計画」を統合
し、2018（平成30）年度から３か年を計画期間とした「第４期郡山市障がい者福祉プラン」を
策定し、各種施策を実施してまいりました。
その他国においては、2012（平成24）年に「※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下、障害者総合支援法）」、2013（平成25）年には「※障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（以下、障害者差別解消法）」「※障害者の雇用の促進等に関
する法律（以下、障害者雇用促進法）」、2014（平成26）年６月に「※国等による障害者就労施
設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下、障害者優先調達推進法）」、2018（平
成30）年には「※障害者の文化芸術活動の推進に関する法律（以下、障害者文化芸術活動推進
法）」「※ギャンブル等依存症対策基本法」、2019（令和元）年には「※視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に関する法律（以下、読書バリアフリー法）」が施行されるなど、障がい者を取
り巻く環境は大きく変化しました。
　これらを踏まえ、ニーズの多様化及び法制度の変化に的確に対応した総合的な障がい者福
祉施策の展開を図るため2021（令和３）年度から３か年を計画期間とした「第５期郡山市障が
い者福祉プラン」を策定し各種施策を実施してまいりました。

2 ページ。

第１せつ、計画の基本事項

第１、計画策定の趣旨

2002 年、国において「障害しゃ基本計画」が示され、これを受けて本しでは、2004 年３月に 2004 年

度から 2013 年度の 10 か年を計画年度とした「第二次郡山市障害しゃ計画」を策定し、「障害のある人

もない人も、お互いに人権、人格、個性を尊重し、ともに生きる社会の実現」を基本理念として、障害

しゃせさくを総合的・計画的に進めてまいりました。

2006 年４月の「障害しゃ自立支援法」の施行により、福祉せさくが障害しゃの自立した日常生活また

は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう抜本的に改革され、併

せて、障害福祉サービスの提供体制の確保を目的とした市町村障害福祉計画の策定が義務付けられたこ

とに伴い、本しでは、2007 年度から 2008 年度を第１期として「郡山市障害福祉計画」を策定しまし

た。

また、2009 年度からは、これらふたつの計画を取り込んだ「郡山市障害しゃ福祉プラン」を策定し、

以降３か年ごとに、2012 年度に「第２期郡山市障害しゃ福祉プラン」を、2015 年度に「第３期郡山市

障害しゃ福祉プラン」を策定してまいりました。

さらに、2016 年度に成立した「障害しゃの日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び

※、児童福祉法の一部を改正する法律」により、障害児支援の提供体制の確保を図るため市町村障害児

福祉計画の策定が義務付けられたことに伴い、本しにおいても、「郡山市障害しゃ計画」、「郡山市障害

福祉計画」及び「郡山市障害児福祉計画」を統合し、2018 年度から３か年を計画期間とした「第４期

郡山市障害しゃ福祉プラン」を策定し、各種せさくを実施してまいりました。

その他くににおいては、2012 年に「※、障害しゃの日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（以下、障害しゃ総合支援法）」、2013 年には「※、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（以下、障害しゃ差別解消法）」「※、障害しゃの雇用の促進とうに関する法律（以下、障害者雇用

促進法）」、2014 年６月に「※、国等による障害しゃ就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律（以下、障害しゃ優先調達推進法）」、2018 年には「※、障害しゃの文化芸術活動の推進に関する

法律（以下、障害しゃ文化芸術活動推進法）」「※、ギャンブル等依存症対策基本法」、施行。

次のページに続きます。
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第２　計画の性格

　また第５期郡山市障がい者福祉プランの計画期間の３か年においては、2021（令和３）年度
に「※医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（以下、医ケア児支援法）」が施行
され、「障害者差別解消法」の改正、2022（令和４）年度に「※障害者による情報の取得及び利
用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（以下、障害者情報アクセシビリティ・コミュ
ニケーション施策推進法）」が施行され、「障害者総合支援法」の改正が行われました。
　2023（令和５）年度には「こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのでき
る社会」の実現を目指し、内閣府の外局として新たにこども家庭庁が設置され、こどものため
の福祉の増進及び保健の向上など、こどもの視点に立った政策が推進されることとなりました。
　このような状況を踏まえ、「第６期郡山市障がい者福祉プラン」では、障がい者及び障がい
児、また、その家族に対し、総合的な障がい者福祉施策の展開を図っていく必要があると考え
ております。
　このため、「第６期郡山市障がい者福祉プラン」においては、ＳＤＧｓの基本理念「誰ひとり
取り残されない」及び多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が
幸せや豊かさを感じられる「※well-being（ウェルビーイング）」の考えに立ち、「障がいのある
人もない人も、互いに尊重し支え合い、障がい者が地域で安心して暮らすことのできる誰ひとり
取り残されない『共生社会』の実現」を基本理念とし、国の「障害者基本計画」並びに福島県の
「第５次福島県障がい者計画」及び「第７期福島県障がい福祉計画・第３期福島県障がい児福
祉計画」との整合性を図りながら「第６期郡山市障がい者福祉プラン」を策定するものです。

１　この計画は、「郡山市まちづくり基本指針」に基づき、「郡山市地域福祉計画」をはじめと
した関連する計画等との整合性を図りながら、障がい者の自立と社会参加を促進するため
の施策の基本的な方向性及び障害福祉サービス等、障害児通所支援等並びに地域生活支
援事業の見込量と提供体制の確保に関する方策を示すものです。

　　また、障害者文化芸術活動推進法第８条に基づき策定する「障害者による文化芸術活動
の推進に関する計画」及び読書バリアフリー法第８条に基づき策定する「視覚障害者等の読
書環境の整備の推進に関する計画」としての性格も併せ持ちます。

２　この計画は、下記の３つの計画を併せて策定するものです。

障
が
い
者
福
祉
プ
ラ
ン

市町村障害者計画 ⇒ 障がい者のための施策（障害者基本法　第11条第３項）

市町村障害福祉計画
（第 7期） ⇒ 障害福祉サービス等の確保（障害者総合支援法　第88条）

市町村障害児福祉計画
（第 3期） ⇒ 障害児通所支援等の確保（児童福祉法　第33条の20）

3 ページ。

2019 年には「※、視覚障害しゃとうの読書環境の整備の推進に関する法律（以下、読書バリアフリー

法）」がせこうされるなど、障がい者を取り巻く環境は大きく変化しました。

これらを踏まえ、ニーズの多様化及び法制度の変化に的確に対応した総合的な障がい者福祉せさくの展

開を図るため 2021 年度から３か年を計画期間とした「第５期郡山市障がいしゃ福祉プラン」を策定し

各種せさくを実施してまいりました。

また第５期郡山市障がいしゃ福祉プランの計画期間の３か年においては、2021 年度に「※、医療的ケ

ア児及びその家族に対する支援に関する法律（以下、医ケア児支援法）」が施行され、「障害しゃ差別解

消法」の改正、2022 年度に「※、障害しゃによる情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推

進にかんする法律（以下、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）」がせこう

され、「※、障害しゃ総合支援法」の改正が行われました。

2023 年度には「こどもが自立した個人としてひとしくすこやかに成長することのできる社会」の実現

を目指し、内閣府のがいきょくとして新たにこども家庭ちょうが設置され、こどものための福祉の増進

及び保健の向上など、こどもの視点に立った政策が推進されることとなりました。

このような状況を踏まえ、「第６期郡山市障がいしゃ福祉プラン」では、障がいしゃ及び障がい児、ま

た、その家族に対し、総合的な障がいしゃ福祉せさくの展開を図っていく必要があると考えておりま

す。

このため、「第６期郡山市障がいしゃ福祉プラン」においては、ＳＤＧｓの基本理念「誰ひとり取り残

されない」及び多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを

感じられる「※、ウェルビーイング」の考えに立ち、「障がいのある人もない人も、互いに尊重し支え

合い、障がい者が地域で安心して暮らすことのできる誰ひとり取り残されない『共生社会』の実現」を

基本理念とし、国の「障害しゃ基本計画」並びに福島県の「第５次福島県障がいしゃ計画」及び「第７

期福島県障がい福祉計画・第３期福島県障がい児福祉計画」との整合性を図りながら「第６期郡山市障

がいしゃ福祉プラン」を策定するものです。
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第４　基本理念

　「障がいのある人もない人も、互いに尊重し支え合い、障がい者が地域で安心して
暮らすことのできる誰ひとり取り残されない『共生社会』の実現」を基本理念とします。

第３　計画の期間
　国の基本指針(令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号)により、第７期「市町村障害
福祉計画」及び第３期「市町村障害児福祉計画」は令和６年度から令和８年度までの３か年を
計画期間として策定することが示されているため、「第６期郡山市障がい者福祉プラン」も同
期間となります。

構　　成

障害福祉計画

障害児福祉計画

障害者計画
郡山市
障がい者
福祉プラン

2015 2017 20192016 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
名　称

年　　　　　度

第３期
第４期 第５期 第６期

4 ページ。

第２ 計画の性格

１ この計画は、「郡山市まちづくり基本指針」に基づき、「郡山市地域福祉計画」をはじめとした関連

する計画などとの整合性を図りながら、障害しゃの自立と社会参加を促進するためのせさくの基本的な

方向性及び障害福祉サービスなど、障害児通所支援など並びに地域生活支援事業の見込量と提供体制の

確保に関する方策を示すものです。

また、※、障害しゃ文化芸術活動推進法第８条に基づき策定する「障害しゃによる文化芸術活動の推

進に関する計画」及び読書バリアフリー法第８条に基づき策定する「視覚障害しゃとうの読書環境の整

備の推進に関する計画」としての性格も併せ持ちます。

２ この計画は、「市町村障害しゃ計画」「市町村障害福祉計画」「市町村障害児福祉計画」の、みっつ

の計画を併せて策定するものです。

第３ 計画の期間

国の基本指針(れいわ５年こども家庭ちょう・厚生労働省告示第１号)において、第７期「市町村障害

福祉計画」及び第３期「市町村障害児福祉計画」はれいわ６年度かられいわ８年度までの３か年を計画

期間として策定することが示されているため、「第６期郡山市障害しゃ福祉プラン」も同期間となりま

す。

第４ 基本理念

「障害のある人もない人も、互いに尊重し支え合い、障害しゃが地域で安心して暮らすことのできる誰

ひとり取り残されない『共生社会』の実現」を基本理念とします。
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第５　基本目標

　障がい者の自立と社会参加を支えるため、ニーズや障がい特性等に応じ
た生活支援の充実を図り、共に支え合えるまちづくりを推進します。
　障がい者自身がライフスタイルに応じて選択し、自立して社会参加しながら生活で
きるよう、支援ニーズや障がい特性に応じたサービス体制の充実などを図りながら、
地域で支え合えるまちづくりを推進します。

　子どもの健やかな発達のため、包容(インクルージョン)の視点から重層的
支援体制の構築と教育システムの充実を推進します。
　「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」に基づく子育て支援施策と連携を図りな
がら、障がいのあるこどもに対しても地域社会への参加・包容（インクルージョン）を
推進する観点等を踏まえ、既存の相談支援や地域づくり支援を活かし、障がいの有無
に関わらず可能な限り共に教育を受けられるよう環境の整備に努めるとともに、点在
する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制づくりを推進します。

　「障害者基本法」に基づき、ソフト・ハードの両面にわたり社会全体にお
ける※バリアフリーに取り組み、※ノーマライゼーション社会を推進します。
　障がいを理由とする差別を解消し、安心して生活できるようにするため、障がい者
の活動を制限している、事物、制度、意識、文化・情報面等のバリアフリーや※ユニ
バーサルデザインの導入を進め、社会全体でのバリアフリー化を推進します。

※セーフコミュニティの理念を踏まえ誰もが地域の中で安心して生活でき
る誰ひとり取り残されないまちづくりを推進します。
　地域の中で安全・安心に生活することができるよう、防災・防犯対策の推進、住ま
いの場と日常生活の場の整備を促進し、障がい者に配慮したまちづくりに努めます。

１

2

3

4

5 ページ。

第５ 基本目標

１、障害しゃの自立と社会参加を支えるため、ニーズや障がい特性とうに応じた生活支援の充実をはか

り、共に支え合えるまちづくりを推進します。

障害しゃ自身がライフスタイルに応じて選択し、自立して社会参加しながら生活できるよう、支援ニー

ズや障がい特性に応じたサービス体制の充実などをはかりながら、地域で支え合えるまちづくりを推進

します。

２、子どもの健やかな発達のため、包容(インクルージョン)の視点から重層的支援体制の構築と教育シ

ステムの充実を推進します。

「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」に基づく子育て支援施策と連携を図りながら、障がいのある

こどもに対しても地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する観点とうを踏まえ、既存の

相談支援や地域づくり支援を活かし、障がいの有無に関わらず可能な限り共に教育を受けられるよう環

境の整備に努めるとともに、点在する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制づくりを推進します。

３、「障害しゃ基本法」に基づき、ソフト・ハードの両面にわたり社会全体における、※、バリアフリ

ーに取り組み、※、ノーマライゼーション社会を推進します。

障害を理由とする差別を解消し、安心して生活できるようにするため、障害しゃの活動を制限してい

る、事物、制度、意識、文化・情報面とうのバリアフリーや※、ユニバーサルデザインの導入を進め、

社会全体でのバリアフリー化を推進します。

４ ※、セーフコミュニティの理念を踏まえ誰もが地域の中で安心して生活できる誰ひとり取り残され

ないまちづくりを推進します。

地域の中で安全・安心に生活することができるよう、防災・防犯対策の推進、住まいの場と日常生活の

場の整備を促進し、障害しゃに配慮したまちづくりに努めます。
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第６　施策の推進に必要な視点
１　※ＳＤＧｓ
　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、2015（平成27）年に国連において採択された国際社
会の総合的な目標であり、17 のゴール（目標）から構成されています。“誰ひとり取り残され
ない”社会の実現のために先進国も途上国もすべての国が関わって解決していくものです。
本市では、福島県内で初めて、2019（令和元）年７月１日に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され
たところであり、17のゴールを目指し各種施策に取り組んでいます。
　障がい福祉施策においても、ＳＤＧｓの視点を取り入れて互いに支え合える持続可能なま
ちづくりに取り組みます。

6 ページ。

第６ せさくの推進に必要な視点

（１） ※、エスディージーズ

エスディージーズ（持続可能な開発目標）は、2015 年に国連において採択された国際社会の総合的な

目標であり、17 のゴール（目標）から構成されています。“だれひとり取り残されない”社会の実現の

ために先進国も途上国もすべての国が関わって解決していくものです。

本しでは、福島県内で初めて、2019 年７月１日に「エスディージーズ未来都市」に選定されたところ

であり、17 のゴールを目指し各種せさくに取り組んでいます。

障害福祉せさくにおいても、エスディージーズの視点を取り入れて、互いに支え合える持続可能なま

ちづくりに取り組みます。
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２　※ＩＣＴの活用
　ＩＣＴの活用は、私たちの生活や価値観に大きな変化と高い利便性をもたらすものと考え
られ、各施策を推進する上でも重要な視点であると考えます。
　障がい福祉分野においては、障がい者がＩＣＴを活用することにより、円滑に情報を取
得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるようになり、※アクセシビリティが向上す
るなど、※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進に伴って社会全体のバリアフリー
化が進むことから、ＩＣＴを活用した施策の推進に積極的に取り組みます。

３　※こおりやま広域連携中枢都市圏
　本市は、近隣市町村と「こおりやま広域連携中枢都市圏」を形成し、連携する市町村がお
互いの強みをいかした「広め合う、高め合う、助け合う」関係の構築を推進するとともに、将
来にわたり持続可能な圏域形成を目指しています。
　障がい福祉分野においても、障がい者が障害福祉サービス等を身近な地域で受けられる
ようにするためには、機能分担や各種サービスの整備を多様なネットワークにより構築する
必要があり、構成市町村の都市機能、サービスの相乗的な向上を図るため、「第５次福島県
障がい者計画」及び「第７期福島県障がい福祉計画・第３期福島県障がい児福祉計画」との
整合性を図りながら、常に「こおりやま広域連携中枢都市圏」を意識した視点を持った施策
の推進に取り組みます。

４　気候変動
　本市は、近年著しい変化が見られる気候変動について、災害や気温上昇などにより起こり
える事故等について把握し、未然に防止する取り組み及び発生時の対策について検討し、施
策の推進に取り組みます。
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（２）※、アイシーティーの活用

アイシーティーの活用は、私たちの生活や価値観に大きな変化と高い利便性をもたらすものと考えら

れ、各せさくを推進する上でも重要な視点であると考えます。

障がい福祉分野においては、障害しゃがアイシーティーを活用することにより、円滑に情報を取得・

利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるようになり、※、アクセシビリティが向上するなど、

※、ディーエックス（デジタルトランスフォーメーション）の推進に伴って社会全体のバリアフリー化

が進むことから、アイシーティー、を活用したせさくの推進に積極的に取り組みます。

（３）※、こおりやま広域連携中枢都市圏

本しは、近隣市町村と「こおりやま広域連携中枢都市圏」を形成し、連携する市町村がお互いの強み

をいかした「広め合う、高め合う、助け合う」関係の構築を推進するとともに、将来にわたり持続可能

な圏域形成を目指しています。

障がい福祉分野においても、障がいしゃが障害福祉サービス等を身近な地域で受けられるようにするた

めには、機能分担や各種サービスの整備を多様なネットワークにより構築する必要があり、構成市町村

の都市機能、サービスの相乗的な向上を図るため、「第５次福島県障がいしゃ計画」及び「第７期福島

県障がい福祉計画・第３期福島県障がい児福祉計画」との整合性を図りながら、常に「こおりやま広域

連携中枢都市圏」を意識した視点を持ったせさくの推進に取り組みます。

（４）気候変動

本しは、近年いちじるしい変化が見られる気候変動について、災害や気温上昇などにより起こりえる事

故とうについて把握し、未然に防止する取り組み及び発生時の対策について検討し、せさくの推進に取

り組みます。
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第７　計画の構成（各論）

第８　計画の推進

　本計画は、次の７つの部門からなり、部門毎に「施策目標」を設け、「現状と課題」を整理す
るとともに、「施策の基本的方向」と「具体的方策」を示しています。

　　１　生活支援

　　２　雇用・就業

　　３　スポーツ・文化・国際交流

　　４　保健・医療

　　５　療育・教育・育成

　　６　啓発・広報

　　７　生活環境

 　計画の推進については、「郡山市まちづくり基本指針」の実施計画に反映させて、セーフコ
ミュニティの理念を踏まえ、障がい者、その家族、各種団体、福祉関係施設、民間企業及びボラ
ンティアを含めた市民の幅広い参加と連携を図ってまいります。
　また、本計画の進捗状況については、年１回の※ＰＤＣＡサイクルの実施により中間評価とし
て分析・評価を行い、進行管理をします。また、中間評価にあたっては、※郡山市障がい者自立
支援協議会の意見を聴き、必要があると認めるときは事業の見直し等を行うとともに、次の計
画等に反映させていきます。

8 ページ。

第７ 計画の構成（各論）

本計画は、次の７つの部門からなり、部門毎に「せさく目標」を設け、「現状と課題」を整理するとと

もに、「せさくの基本的方向」と「具体的方策」を示しています。

１ 生活支援

２ 雇用・就業

３ スポーツ・文化・国際交流

４ 保健・医療

５ 療育・教育・育成

６ 啓発・広報

７ 生活環境

第８ 計画の推進

計画の推進については、「郡山市まちづくり基本指針」の実施計画に反映させて、セーフコミュニティ

の理念を踏まえ、障害しゃ、その家族、各種団体、福祉関係施設、民間企業及びボランティアを含めた

市民の幅広い参加と連携を図ってまいります。

また、本計画の進捗状況については、ねん１回の、※、ピーディーシーエーサイクルの考えのもと中間

評価として分析・評価を行い、進行管理をします。また、中間評価にあたっては、※、郡山市障害しゃ

自立支援協議会の意見を聴き、必要があると認めるときは事業の見直し等を行うとともに、次の計画等

に反映させていきます。
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■「郡山市障がい者福祉プラン」相関図

■ＰＤＣＡサイクルイメージ図

障がい者福祉プランの目標達成

事業者団体

障がい者関係団体

福祉関係施設

保健医療機関 郡山市

関係行政機関民 間 企 業

郡山市障がい者自立支援協議会

地域社会の連携・協力

市民

強
化

活
用

成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害
福祉サービス等の見込量の設定やその他確保方策
等を定める。

計画（Plan）

実施結果を把握し、分析・評価を行う。
成果目標及び活動指標については、少なくとも年
に1回、中間評価を行う。

評価（Check）

評価等の結果を踏まえ、必要があると認める
ときは計画の見直し等を実施する。

改善（Act）

計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

実行（Do）

9 ページ。

郡山市障害しゃ福祉プラン相関図

郡山市障害しゃ自立支援協議会を活用し、市民、障害しゃ関係団体、民間企業、保健医療機関、関係行

政機関、事業者団体、福祉関係施設など、地域社会の連携及び協力を強化しながら、障害しゃ福祉プラ

ンの目標を達成していきます。

ピーディーシーエーサイクルのイメージ図

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）を実施し、進行管理をします。

障害しゃ福祉プランにおける「計画」は、成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福祉サービ

ス等の見込み量の設定やその他確保方策等を定めます。

「実行」は、計画の内容を踏まえ、事業を実施します。

「評価」は、実施結果を把握し、分析・評価を行います。成果目標及び活動指標については、少なくと

も、ねんに１回、中間評価を行います。

「改善」は、評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、計画の見直し等を実施します。



－ 10－

第
１
章

第２節　障がい者の状況

第１　身体障がい者の現状と推移

※各年４月１日現在
※2023年までは実績。2024年以降は推計。

　身体障がい者数は2019（平成31）年４月１日から2023（令和５）年４月１日までの５年間
で、10,955人から10,371人へと、584人の減少となっており、人口に占める割合も3.39％から
3.28％へと0.11ポイント減少しています。　
　また、年齢別にみても、どの年代も減少傾向にあることがわかります。身体障がい者手帳所
持者全体に占める割合は、65歳以上が68.97％から69.59％へと0.62ポイント減少しています。
今後の身体障がい者数の推移は、過去５年間の年齢別平均伸び率から、2026（令和８）年度
には9,933人になると推計します。
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2020年 2021年 2022年2019年

（単位：人）

身体障がい者手帳所持者数の推移（年齢別）

2023年 2024年 2025年 2026年

10,371 10,225 10,079 9,933

7,217 7,132 7,048 6,963
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18歳未満　　　18～64歳　　　65歳以上
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第２せつ 障害しゃの状況

第１ しんたい障害しゃの現状と推移

しんたい障害しゃすうは 2019 年４月１日から 2023 年４月１日までの 5 年間で、10955 人から 10371
人へと、584 人の減少となっており、人口に占める割合も、さんてん、さんきゅう％から、さんてん、

にいはち％へと、れいてん、いちいちポイント減少しています。

また、年齢別にみても、どの年代も減少傾向にあることがわかります。身体障害しゃ手帳所持しゃ全体

に占める割合は、65 歳以上が 68 てん、きゅうなな％から、69 てん、ごうきゅう％へとれいてん、ろく

にいポイント減少しています。

今後の身体障害しゃ数の推移は、過去 5 年間の年齢別平均伸び率から、2026 年度には 9933 人になるも

のと推計します。

身体障害しゃ手帳所持者数の推移、年齢別、かくねん４月１日現在

2019 年、18 歳未満 244 人、18 歳から 64 歳 3155 人、65 歳以上 7556 人、合計 10955 人

2020 年、18 歳未満 246 人、18 歳から 64 歳 3110 人、65 歳以上 7530 人、合計 10886 人

2021 年、18 歳未満 231 人、18 歳から 64 歳 2997 人、65 歳以上 7489 人、合計 10717 人

2022 年、18 歳未満 220 人、18 歳から 64 歳 2930 人、65 歳以上 7361 人、合計 10511 人

2023 年、18 歳未満 227 人、18 歳から 64 歳 2927 人、65 歳以上 7217 人、合計 10371 人

身体障害しゃ手帳所持者数の推計、年齢別

2024 年、18 歳未満 223 人、18 歳から 64 歳 2870 人、65 歳以上 7132 人、合計 10225 人

2025 年、18 歳未満 219 人、18 歳から 64 歳 2813 人、65 歳以上 7048 人、合計 10079 人

2026 年、18 歳未満 214 人、18 歳から 64 歳 2756 人、65 歳以上 6963 人、合計 9933 人
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※各年４月１日現在
※2023年までは実績。2024年以降は推計。

　障がい別にみると、肢体不自由者が5,681人（51.86％）から5,131人(51.09％)へと550人、
聴覚・平衡機能障がい者は993人(9.06％）から934人（9.01％）へと59人、内部障がい者は
3,516人（32.10％）から3,511人（33.85％）へと５人減少しています。
　視覚障がい者は666人（6.08％）から691人（6.66％）へと25人の増加となっており、身体
障がい者手帳所持者全体に占める割合も増加しています。
　音声・言語・そしゃく機能障がい者はほぼ横ばいの推移となっていますが、身体障がい者手
帳所持者全体に占める割合は0.90％から1.00％と0.1ポイント増加しています。
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10,955

3,516

5,681

993

99

666 691 697 704 710

2020年 2021年 2022年2019年

（単位：人）

身体障がい者手帳所持者数の推移（障がい別）

2023年 2024年 2025年 2026年

視覚　　　聴覚平衡　　　音声言語そしゃく　　　肢体不自由　　　内部
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障害別にみると、肢体不自由者が 5681 人、（５１てん、はちろく％）から 5131 人、(５１てん、ぜろ

きゅう％)へと 550 人の減少、聴覚・平衡機能障害しゃは 993 人、(９てん、ぜろろく％）から 934 人、

（９てん、ぜろいち％）へと 59 人の減少、内部障害しゃは 3516 人、（３２てん、いち％）から 3511
人、（３３てん、はちご％）へと 5 人減少しています。

視覚障害しゃが 666 人、（ろくてん、ぜろはち％）から 691 人、（ろくてん、ろくろく％）へと 25 人の

増加となっており、身体障害しゃ手帳所持者全体に占める割合も増加しています。

音声・言語・そしゃく機能障害しゃは、ほぼ横ばいの推移となっていますが、身体障害しゃ手帳所持者

全体に占める割合は、れいてん、ぜろきゅう％から、１％と、れいてん、１ポイント増加しています。

身体障害しゃ手帳所持者数の推移、障害別、各年４月１日現在

2019 年、視覚 666 人、聴覚平衡 993 人、音声言語、そしゃく 99 人、肢体不自由 5681 人、内部 3516
人、合計 10955 人、

2020 年、視覚 676 人、聴覚平衡 999 人、音声言語、そしゃく 103 人、肢体不自由 5562 人、内部 3546
人、合計 10886 人

2021 年、視覚 673 人、聴覚平衡 974 人、音声言語、そしゃく 101 人、肢体不自由 5415 人、内部 3554
人、合計 10717 人

2022 年、視覚 669 人、聴覚平衡 956 人、音声言語、そしゃく 100 人、肢体不自由 5265 人、内部 3521
人、合計 10511 人

2023 年、視覚 691 人、聴覚平衡 934 人、音声言語、そしゃく 104 人、肢体不自由 5131 人、内部 3511
人、合計 10371 人

身体障害しゃ手帳所持者数の推計、障害別

2024 年、視覚 697 人、聴覚平衡 919 人、音声言語、そしゃく 105 人、肢体不自由 4994 人、内部 3510
人、合計 10225 人

2025 年、視覚 704 人、聴覚平衡 905 人、音声言語、そしゃく 107 人、肢体不自由 4856 人、内部 3509
人、合計 10079 人

2026 年、視覚 710 人、聴覚平衡 890 人、音声言語、そしゃく 108 人、肢体不自由 4719 人、内部 3507
人、合計 9933 人
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第２　知的障がい者の現状と推移
　知的障がい者数は、2019（平成31）年４月１日から2023（令和５）年４月１日までの５年
間で、2,787人から2,864人へと77人の増加となっており、人口に占める割合も0.86％から
0.91％へと0.05ポイント上昇しています。
　年齢別にみても、どの年代も増加傾向にあり、18歳未満が836人（29.30％）から865人
（30.20％）へと29人増加しています。一方、18歳以上64歳未満は1,756人（63.00％）から
1,802人（62.92％）へと46人の増加、65歳以上は195人（7.00％）から197人（6.88％）へと２
人の増加となっておりますが、療育手帳所持者全体に占める割合は微減しています。
　今後の知的障がい者数の推移は過去５年間の年齢別平均伸び率から、2026（令和８）年に
は2,922人になると推計します。

※各年４月１日現在
※2023年までは実績。2024年以降は推計。

18歳未満　　　18～64歳　　　65歳以上
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第２ 知的障害しゃの現状と推移

知的障害者数は、2019 年４月１日から 2023 年４月１日までの４年間で、2787 人から 2864 人へと

77 人の増加となっており、人口に占める割合も、れいてん、はちろく％から、れいてん、きゅういち％

へと、れいてん、れいごポイント上昇しています。

年齢別にみても、どの年代も増加傾向にあり、18 歳未満が 836 人、（２９てん、さん％）から 865 人、

（さんじゅってん、に％）へと 29 人増加しています。一方、18 歳以上 64 歳未満は 1756 人、（６

３％）から 1802 人、（６２てん、きゅうに％）へと 46 人の増加、65 歳以上は 195 人、（７％）から

197 人、（６てん、はちはち％）へと２人の増加となっておりますが、療育手帳所持者全体に占める割合

は微減しています。

今後の知的障害しゃ数の推移は過去５年の年齢別平均伸び率から、2026 年には 2922 人になるものと推

計します。

療育手帳所持者数の推移、年齢別、かくねん４月１日現在

2019 年、18 歳未満 836 人、18 歳から 64 歳 1756 人、65 歳以上 195 人、合計 2787 人

2020 年、18 歳未満 817 人、18 歳から 64 歳 1660 人、65 歳以上 174 人、合計 2651 人

2021 年、18 歳未満 823 人、18 歳から 64 歳 1707 人、65 歳以上 186 人、合計 2716 人

2022 年、18 歳未満 863 人、18 歳から 64 歳 1760 人、65 歳以上 190 人、合計 2813 人

2023 年、18 歳未満 865 人、18 歳から 64 歳 1802 人、65 歳以上 197 人、合計 2864 人

療育手帳所持者数の推計、年齢別

2024 年、18 歳未満 872 人、18 歳から 64 歳 1814 人、65 歳以上 198 人、合計 2883 人

2025 年、18 歳未満 880 人、18 歳から 64 歳 1825 人、65 歳以上 198 人、合計 2903 人

2026 年、18 歳未満 887 人、18 歳から 64 歳 1837 人、65 歳以上 199 人、合計 2922 人
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第３　精神障がい者の現状と推移
　精神障がい者数は2019（平成31）年４月１日から2023（令和５）年４月１日までの５年間で
2,318人から2,989人へと671人の増加となっており、人口に占める割合も0.72％から0.94％
へと0.22ポイント上昇しています。
　年齢別にみると、18歳未満は114人（4.91％）から131人（4.38％）へと17人増加している
ものの精神障がい者全体に占める割合は0.53ポイント減少。18歳以上64歳以下は1,840人
（79.38％）から2,425人（81.13％）へと585人の増加となっており、割合も増加しています。
一方、65歳以上の高齢者は364人（15.70％）から433人（14.49％）へと69人の増加となって
いるものの、精神障がい者全体に占める割合は1.21ポイントの減少となっており、18歳以上
64歳以下の精神障がい者数の伸び率が高いことがわかります。
　今後の精神障がい者数の推移は過去５年間の年齢別平均伸び率から、2026（令和８）年に
は3,492人になると推計します。

※各年４月１日現在
※2023年までは実績。2024年以降は推計。

13 ページ。

第３ 精神障害しゃの現状と推移

精神障害者数は 2019 年４月１日から 2023 年４月１日までの５年間で、2318 人から 2989 人へと

671 人の増加となっており、人口に占める割合も、れいてん、ななにい％から、れいてん、きゅうよ

ん％へと、れいてん、にいにいポイント上昇しています。

年齢別にみると、18 歳未満は 114 人、（４てん、きゅういち％）から 131 人、（よんてん、さんは

ち％）へと 17 人の増加しているものの精神障害しゃ全体に占める割合は、れいてん、ごうさんポイン

トの減少、18 歳以上 64 歳以下は 1840 人、（７９てん、さんはち％）から 2425 人、（８１てん、いちさ

ん％）へと 585 人の増加となっており、割合も増加しています。一方、65 歳以上の高齢者は 364 人、

（１５てん、なな％）から 433 人、（じゅうよんてん、よんきゅう％）へと 69 人の増加となっているも

のの、精神障害しゃ全体に占める割合は、いちてん、にいいちポイントの減少となっており、64 歳以下

の精神障害者数の伸び率が高いことがわかります。

今後の精神障害しゃ数の推移は過去５年間の年齢別平均伸び率から、2026 年には 3492 人になるものと

推計します。

精神障害しゃ保健福祉手帳所持者数の推移、年齢別、かくねん４月 1 日現在

2019 年、18 歳未満 114 人、18 歳から 64 歳 1840 人、65 歳以上 364 人、合計 2318 人

2020 年、18 歳未満 130 人、18 歳から 64 歳 1964 人、65 歳以上 375 人、合計 2469 人

2021 年、18 歳未満 123 人、18 歳から 64 歳 2098 人、65 歳以上 393 人、合計 2614 人

2022 年、18 歳未満 128 人、18 歳から 64 歳 2280 人、65 歳以上 410 人、合計 2818 人

2023 年、18 歳未満 131 人、18 歳から 64 歳 2425 人、65 歳以上 433 人、合計 2989 人

精神障害しゃ保健福祉手帳所持者数の推計、年齢別

2024 年、18 歳未満 135 人、18 歳から 64 歳 2571 人、65 歳以上 450 人、合計 3157 人

2025 年、18 歳未満 140 人、18 歳から 64 歳 2718 人、65 歳以上 468 人、合計 3325 人

2023 年、18 歳未満 144 人、18 歳から 64 歳 2864 人、65 歳以上 485 人、合計 3492 人
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障がい者の自立と社会参加を支えるため、
ニーズや障がい特性等に応じた生活支援の充実を図り、

共に支え合えるまちづくりを推進します。

子どもの健やかな発達のため、包容(インクルージョン)の視点から
重層的支援体制の構築と教育システムの充実を推進します。

「障害者基本法」に基づき、ソフト・ハードの両面にわたり
社会全体におけるバリアフリーに取り組み、
※ノーマライゼーション社会を推進します。

セーフコミュニティの理念を踏まえ
誰もが地域の中で安心して生活できる誰ひとり取り残されない

まちづくりを推進します。
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基本理念 基本目標（関連するSDGs） 各論（計画の構成） 施策目標 施策の方向
１ 関係機関の協働による包括的な支援体制の構築
１ 地域福祉ネットワークの充実
２ ボランティア活動の推進
３ 障がい者関係団体の活動の推進
１ 相談支援体制の充実
２ 情報提供の充実
３ 生活支援対策の充実
４ 訓練の充実と社会参加のための施策の充実
１ 施設福祉サービスの充実
２ 地域移行の推進
１ 福祉サービスの質の向上

第１ 地域共生社会の実現

第５ 福祉サービスの質の向上

第２ 地域福祉の推進

第４ 施設福祉の充実と地域移行の推進

第３ 在宅福祉の充実

第１節　生活支援
地域で生活しやすい

まちづくり

１ 健康管理対策の充実
１ 医療の充実
１ 精神保健・難病対策の推進
１ 保健・医療・福祉の連携強化

第１ 障がいの早期発見と早期治療の推進

第４ 保健・医療・福祉の連携
第３ 精神保健・難病対策の推進
第２ 医療の充実第４節　保健・医療

《予防と健康》

１ 相談支援体制の充実
２ 障がい児支援の充実
１ 教育施策の充実
１ 切れ目ない療育・教育体制の確立
１ 生涯学習施策の充実

第２ 教育施策の充実
第３ 切れ目ない療育・教育体制の確立
第４ 生涯学習施策の充実

第１ 重層的な障がい児支援体制の構築第５節　療育・教育・育成
ライフステージに応じた
支援体制の充実

１ ICT等の活用による情報の利用しやすさの推進
１ 啓発・広報活動の推進
２ 障がいを理由とする差別の解消及び権利擁護の推進
３ 福祉に関する教育の推進
４ ノーマライゼーションの意識啓発の推進
１ ボランティア活動の推進
２ 開かれた施設の推進
３ 障がい者自身の主体的な地域活動の推進

第１ ICT等の活用による情報の利用しやすさの推進

第３ 地域における交流の促進

第２ 理解とふれあいの促進第６節　啓発・広報
こころのバリアフリーと
ＩＣＴ等の活用

１ スポーツ・レクリエーション活動の充実
１ 文化・芸術活動（アール・ブリュット等）の充実
１ 国際交流の促進

第１ スポーツ・レクリエーション活動の充実

第３ 国際交流の促進
第２ 文化・芸術活動の充実第３節　スポーツ・文化・国際交流

《社会参加の促進》

１ ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進
１ 防災・防犯対策の推進
１ 安全で快適な住環境の整備促進

第１ ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進

第３ 住環境の整備促進
第２ 安全・安心のまちづくりの推進

第７節　生活環境
セーフコミュニティに基づく
安全・安心のまちづくりの推進

１ 相談支援体制の充実
２ 雇用の促進と安定
１ 多様な就業機会の確保

２ 農福連携の推進
３ 福祉的就労の質の向上

１ 福祉的就労の場の確保
第３ 福祉的就労の促進

第１ 雇用の促進と職場定着の支援

第２ 就業機会の拡大
第２節　雇用・就業
経済的な自立に向けた
就労支援の充実

第３節　施策の体系14 ページ。

第３節 せさくの体系

基本理念

障害のある人もない人も、互いに尊重し支え合い、障害しゃが地域で安心して暮らすことのできる誰ひ

とり取り残されない「共生社会」の実現

基本目標

１、障害しゃの自立と社会参加を支えるため、ニーズや障害特性とうに応じた生活支援の充実を図り、

共に支え合えるまちづくりを推進します。

２、子どもの健やかな発達のため、包容（インクルージョン）の視点から重層的支援体制の構築と教育

システムの充実を推進します。

３、「障害しゃ基本法」に基づき、ソフト・ハードの両面にわたり社会全体におけるバリアフリーに取

組、ノーマライゼーション社会を推進します。

４、セーフコミュニティの理念を踏まえ、誰もが地域の中で安心して生活できる誰ひとり取り残されな

いまちづくりを推進します

関連するエスディージーズ

ゴール１、貧困をなくそう

ゴール３、全ての人に健康と福祉を

ゴール４、質の高い教育をみんなに

ゴール５、ジェンダー平等を実現しよう

ゴール８、働きがいも経済成長も

ゴール９、産業と技術革新の基礎をつくろう

ゴール 10、人や国の不平等をなくそう

ゴール 11、住み続けられるまちづくりを

ゴール 16、平和と公正をすべての人に

ゴール 17、パートナーシップで目標を達成しよう

各論、計画の構成

第１せつ、生活支援、地域で生活しやすいまちづくり

せさく目標第１、地域共生社会の実現。せさくの方向１、関係機関の協働による包括的な支援体制の構

築

せさく目標第２、地域福祉の推進。せさくの方向１、地域福祉ネットワークの充実、２、ボランティア

活動の推進、３、障害しゃ関係団体の活動の推進

せさく目標第３、在宅福祉の充実。せさくの方向１、相談支援体制の充実、２、情報提供の充実、３、

生活支援対策の充実、４、訓練の充実と社会参加のためのせさくの充実

せさく目標第４、施設福祉の充実と地域移行の推進。せさくの方向１、施設福祉サービスの充実、２、

地域移行の推進

せさく目標第５、福祉サービスの質の向上。せさくの方向１、福祉サービスの質の向上

次のページに続きます。
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障がい者の自立と社会参加を支えるため、
ニーズや障がい特性等に応じた生活支援の充実を図り、

共に支え合えるまちづくりを推進します。

子どもの健やかな発達のため、包容(インクルージョン)の視点から
重層的支援体制の構築と教育システムの充実を推進します。

「障害者基本法」に基づき、ソフト・ハードの両面にわたり
社会全体におけるバリアフリーに取り組み、
※ノーマライゼーション社会を推進します。

セーフコミュニティの理念を踏まえ
誰もが地域の中で安心して生活できる誰ひとり取り残されない

まちづくりを推進します。
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基本理念 基本目標（関連するSDGs） 各論（計画の構成） 施策目標 施策の方向
１ 関係機関の協働による包括的な支援体制の構築
１ 地域福祉ネットワークの充実
２ ボランティア活動の推進
３ 障がい者関係団体の活動の推進
１ 相談支援体制の充実
２ 情報提供の充実
３ 生活支援対策の充実
４ 訓練の充実と社会参加のための施策の充実
１ 施設福祉サービスの充実
２ 地域移行の推進
１ 福祉サービスの質の向上

第１ 地域共生社会の実現

第５ 福祉サービスの質の向上

第２ 地域福祉の推進

第４ 施設福祉の充実と地域移行の推進

第３ 在宅福祉の充実

第１節　生活支援
地域で生活しやすい

まちづくり

１ 健康管理対策の充実
１ 医療の充実
１ 精神保健・難病対策の推進
１ 保健・医療・福祉の連携強化

第１ 障がいの早期発見と早期治療の推進

第４ 保健・医療・福祉の連携
第３ 精神保健・難病対策の推進
第２ 医療の充実第４節　保健・医療

《予防と健康》

１ 相談支援体制の充実
２ 障がい児支援の充実
１ 教育施策の充実
１ 切れ目ない療育・教育体制の確立
１ 生涯学習施策の充実

第２ 教育施策の充実
第３ 切れ目ない療育・教育体制の確立
第４ 生涯学習施策の充実

第１ 重層的な障がい児支援体制の構築第５節　療育・教育・育成
ライフステージに応じた
支援体制の充実

１ ICT等の活用による情報の利用しやすさの推進
１ 啓発・広報活動の推進
２ 障がいを理由とする差別の解消及び権利擁護の推進
３ 福祉に関する教育の推進
４ ノーマライゼーションの意識啓発の推進
１ ボランティア活動の推進
２ 開かれた施設の推進
３ 障がい者自身の主体的な地域活動の推進

第１ ICT等の活用による情報の利用しやすさの推進

第３ 地域における交流の促進

第２ 理解とふれあいの促進第６節　啓発・広報
こころのバリアフリーと
ＩＣＴ等の活用

１ スポーツ・レクリエーション活動の充実
１ 文化・芸術活動（アール・ブリュット等）の充実
１ 国際交流の促進

第１ スポーツ・レクリエーション活動の充実

第３ 国際交流の促進
第２ 文化・芸術活動の充実第３節　スポーツ・文化・国際交流

《社会参加の促進》

１ ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進
１ 防災・防犯対策の推進
１ 安全で快適な住環境の整備促進

第１ ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進

第３ 住環境の整備促進
第２ 安全・安心のまちづくりの推進

第７節　生活環境
セーフコミュニティに基づく
安全・安心のまちづくりの推進

１ 相談支援体制の充実
２ 雇用の促進と安定
１ 多様な就業機会の確保

２ 農福連携の推進
３ 福祉的就労の質の向上

１ 福祉的就労の場の確保
第３ 福祉的就労の促進

第１ 雇用の促進と職場定着の支援

第２ 就業機会の拡大
第２節　雇用・就業
経済的な自立に向けた
就労支援の充実

15 ページ。

第２せつ、雇用・就業 経済的な自立に向けた就労支援の充実

せさく目標第１、雇用の促進と職場定着の支援。せさくの方向１、相談支援体制の充実、２、雇用の促

進と安定

せさく目標第２、就業機会の拡大。せさくの方向１、多様な就業機会の確保

せさく目標第３、福祉的就労の促進。せさくの方向１、福祉的就労の場の確保２、農福連携の推進、

３、福祉的就労の質の向上。

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流。社会参加の促進

せさく目標第１、スポーツ・レクリエーション活動の充実。せさくの方向１、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の充実

せさく目標第２、文化・芸術活動の充実。せさくの方向１、文化・芸術活動（アール・ブリュット等）

の充実

せさく目標第３、国際交流の促進、せさくの方向１、国際交流の促進

第４せつ、保健・医療、予防と健康

せさく目標第１、障害の早期発見と早期治療の推進。せさくの方向１、健康管理対策の充実

せさく目標第２、医療の充実。せさくの方向１、医療の充実

せさく目標第３、精神保健・難病対策の推進。せさくの方向１、精神保健・難病対策の推進

せさく目標第４、保健・医療・福祉の連携。せさくの方向１、保健・医療・福祉の連携強化

第５せつ、療育・教育・育成、ライフステージに応じた支援体制の充実

せさく目標第１、重層的な障害児支援体制の構築。せさくの方向１、相談支援体制の充実、２、障害児

支援の充実

せさく目標第２、教育せさくの充実。せさくの方向１、教育せさくの充実

せさく目標第３、切れ目ない療育・教育体制の確立。せさくの方向１、切れ目ない療育・教育体制の確

立

せさく目標第４、生涯学習せさくの充実。せさくの方向１、生涯学習せさくの充実

第６せつ、啓発・広報、こころのバリアフリーと ICT などの活用

せさく目標第１、ICT などの活用による情報の利用しやすさの推進。せさくの方向１、ICT などの活用

による情報の利用しやすさの推進

せさく目標第２、理解とふれあいの促進。せさくの方向１、啓発・広報活動の推進、２、障害を理由と

する差別の解消及び権利擁護の推進、３、福祉に関する教育の推進、４、ノーマライゼーションの意識

啓発の推進

せさく目標第３、地域における交流の促進。せさくの方向１、ボランティア活動の推進、２、開かれた

施設の推進、３、障害しゃ自身の主体的な地域活動の推進

次のページに続きます。
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令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
「何かを見つめる」

福島県立あぶくま支援学校 佐
さ
藤
とう
翔
しょう
太
た
 さん

令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
「ワイヤーアート　赤い恐竜」

郡山市立西田学園義務教育学校　増
まし
子
こ
光
こう
星
せい
 さん

第　２　章

【　各　論　】

第１節　　生活支援

第２節　　雇用・就業

第３節　　スポーツ・文化・国際交流

第４節　　保健・医療

第５節　　療育・教育・育成

第６節　　啓発・広報

第７節　　生活環境
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第２章

各論

第１せつ、生活支援

第２せつ、雇用・就業

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流

第４せつ、保健・医療

第５せつ、療育・教育・育成

第６せつ、啓発・広報

第７せつ、生活環境

15 ページの続きです。

第７せつ、生活環境、セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進

せさく目標第１、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進。せさくの方向１、

ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進

せさく目標第２、安全・安心のまちづくりの推進。せさくの方向１、防災・防犯対策の推進

せさく目標第３、住環境の整備促進。せさくの方向１、安全で快適な住環境の整備促進

16 ページ。

このページには、令和５年度郡山市障害しゃ作品展、展示作品の中から、

福島県立あぶくま支援学校、高等部、さとう、しょうたさん、の作品「何かをみつめる」

郡山しりつ、にした学園義務教育学校、ましこ、こうせいさん、の作品、「ワイヤーアート、赤い恐

竜」。

の２作品を掲載しています。
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第２章

各論

第１せつ、生活支援

第２せつ、雇用・就業

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流

第４せつ、保健・医療

第５せつ、療育・教育・育成

第６せつ、啓発・広報

第７せつ、生活環境
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第１節　生活支援
テーマ　「地域で生活しやすいまちづくり」

≪　現状・課題　≫
　障がい者が地域で安全に安心して暮らしていくためには、関係機関が連携し、相談・支援体
制の強化を図るとともに、保健、医療、福祉等の関係機関が共通の理解に基づき協働し、包括
的かつ総合的な支援が必要となります。
　また、障がい者の日常生活及び社会生活を支えるため、障害者総合支援法に基づき居宅介
護等や生活介護の介護給付並びに就労移行支援等の訓練等給付などの障害福祉サービス及
び更生医療の給付や補装具の交付・修理を実施しています。
　また、障がい者の生活課題やニーズは複合化・多様化しており、これらへの対応を図るため
には、相談支援体制の強化やサービスの量的・質的な充実を計画的に推進することが必要で
す。
　そして、今後も障がい者の自立と社会参加を進めていくためには、必要とする障害福祉サー
ビス、その他の支援を受けながら、障がい者が居住する場所を選択できることが重要であり、
本人の意向を尊重した上で、生活の場を地域生活へと移行していくことが大切です。例えば重
度化・高齢化した障がい者が地域生活を希望する場合には、日中サービス支援型共同生活援
助により常時の支援体制を確保するなど、サービス提供体制を充実させる必要があります。こ
のため、地域における相談支援体制の充実を図るとともに、自立生活援助等による移行後の
地域生活の支援が課題となっています。
　また、障がい者とその家族が必要とするサービスを選択できる基盤整備を促進するとともに、
必要なサービス量の確保を図る必要があります。
　さらに、将来にわたって安定した障害福祉サービスを提供するためには、提供体制だけでは
なく、それを担う人材の確保が必要です。障害福祉サービス事業所等に対する指導監査業務等
を通して、障がい者一人一人に合った支援を提供できる質の高い人材の育成を進めるとともに、
他職種間の連携の推進や障がい福祉の魅力に関する積極的な周知・広報等を関係機関と連
携して取り組んでいくことが重要となっています。

施策目標　第１　地域共生社会の実現
　　　　　第２　地域福祉の推進
　　　　　第３　在宅福祉の充実
　　　　　第４　施設福祉の充実と地域移行の推進
　　　　　第５　福祉サービスの質の向上

19
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第１せつ、生活支援

テーマ 「地域で生活しやすいまちづくり」

せさく目標

第１、地域共生社会の実現

第２、地域福祉の推進

第３、在宅福祉の充実

第４、施設福祉の充実と地域移行の推進

第５、福祉サービスの質の向上

現状・課題

障害しゃが地域で安全に安心して暮らしていくためには、関係機関が連携し、相談・支援体制の

強化を図るとともに、保健、医療、福祉等の関係機関が共通の理解に基づき協働し、包括的かつ総

合的な支援が必要となります。

また、障害しゃの日常生活及び社会生活を支えるため、障害しゃ総合支援法に基づき居宅介護等

や生活介護の介護給付並びに就労移行支援等の訓練等給付などの障害福祉サービス及び更生医療の

給付や補装具の交付・修理を実施しています。

また、障害しゃの生活課題やニーズは複合化・多様化しており、これらへの対応を図るためには、

相談支援体制の強化やサービスの量的・質的な充実を計画的に推進することが必要です。

そして、今後も障害しゃの自立と社会参加を進めていくためには、必要とする障害福祉サービス、

その他の支援を受けながら、障害しゃが居住する場所を選択できることが重要であり、本人の意向

を尊重した上で、生活の場を地域生活へと移行していくことが大切です。例えば重度化・高齢化し

た障害しゃが地域生活を希望する場合には、日中サービス支援型共同生活援助により常時の支援体

制を確保するなど、サービス提供体制を充実させる必要があります。このため、地域における相談

支援体制の充実を図るとともに、自立生活援助等による移行後の地域生活の支援が課題となってい

ます。

また、障害しゃとその家族が必要とするサービスを選択できる基盤整備を促進するとともに、必

要なサービス量の確保を図る必要があります。

さらに、将来にわたって安定した障害福祉サービスを提供するためには、提供体制だけではなく、

それを担う人材の確保が必要です。障害福祉サービス事業所等に対する指導監査業務等を通して、

障害しゃ一人ひとりに合った支援を提供できる質の高い人材の育成を進めるとともに、他職種間の

連携の推進や障害福祉の魅力に関する積極的な周知・広報等を関係機関と連携して取り組んでいく

ことが重要となっています。
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第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

【施策の基本的方向】　
　地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをと
もに創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。

施策目標　第１　地域共生社会の実現
施策の方向　１　関係機関の協働による包括的な支援体制の構築

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
包括的かつ
総合的な支
援体制の充
実

重症心身障が
い児(者)及び
医療的ケア児
(者)の支援体
制の充実

※重症心身障がい児（者）及び※医療的ケア児（者）が、サー
ビスを円滑に利用しながら地域で安心した生活を送れるよ
う、医療的ケア児等コーディネーターを中心とした関係機関
との連携支援体制の充実・強化を図ります。

障がい福祉課
こども総務企画課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

地域生活支援
拠点等の機能
の充実及び連
携体制の強化

　障がい者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、整備
した地域生活支援拠点等について、※郡山市障がい者基幹相
談支援センターや郡山市障がい者自立支援協議会等と連携
し、機能の充実と体制の強化に繋げます。

障がい福祉課
保健・感染症課

安心安全に関
する支援体制
の構築

　障がい者が犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、関
係機関による支援体制の構築を図ります。
　また、障がい者の消費者トラブル防止のための啓発を推進
します。

障がい福祉課
セーフコミュニ
ティ課

重層的支援体
制整備事業の
活用

　複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体
制の構築を図る「重層的支援体制整備事業」等を活用し、必
要な支援へ繋ぐ連携体制の整備を進めます。

障がい福祉課
保健・感染症課
保健福祉総務課
地域包括ケア推進課
子育て給付課
こども家庭課

多機関の協働
による包括的
な支援体制の
推進

　「※ダブルケア」や「※8050 問題」など、一つの相談支援
機関では対応困難な課題を解決するため、市民や世帯が抱え
る複合的かつ多様な生活課題を「丸ごと」受け止め、様々な
機関をつなぎながら、世帯等に寄り添った支援を行う、相談
員を配置した相談窓口（福祉まるごと相談窓口）を設置し、
包括的な相談支援体制の推進を図ります。

保健福祉総務課

地域社会への
参加・包容 (イ
ンクルージョ
ン )の推進

　保育所等の育ちの場において、児童発達支援センターを中
心に関係機関が連携し、保育所等訪問支援等を活用した支援
体制の構築を図ります。

障がい福祉課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

新規

新規

20
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第１せつ、生活支援     

せさく目標第１、地域共生社会の実現     

せさくの方向１、関係機関の協働による包括的な支援体制の構築

せさくの基本的方向

地域のあらゆる住民が、支え手と受け手に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをとも

に創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。  

    

具体的方策

項目    

包括的かつ総合的な支援体制の充実  

しょう項目、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)の支援体制の充実

内容、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)が、サービスを円滑に利用しながら地域で安

心した生活を送れるよう医療的ケアじとうコーディネーターを中心とした、関係機関との連携支援

体制の充実・強化を図ります。

所管課、障害福祉課、こども総務企画課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センター

しょう項目、地域生活支援拠点等の機能の充実及び連携体制の強化

内容、障害しゃの高齢化・重度化や「親なきあと」を見据え、整備した地域生活支援拠点等につい

て、※、郡山市障害しゃ基幹相談支援センターや郡山市障害しゃ自立支援協議会等と連携し、機能

の充実と体制の強化に繋げます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、安心安全に関する支援体制構築

内容、障害しゃが犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、関係機関による支援体制の構築を図

ります。また、障害しゃの消費者トラブル防止のための啓発を推進します。

所管課、障害福祉課、セーフコミュニティー課

しょう項目、重層的支援体制整備事業の活用【新規】

内容、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を図る重層的支援体制整

備事業とうを活用し、必要な支援へ繋ぐ連携体制の整備を進めます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、保健福祉総務課、地域包括ケア推進課、子育て給付課、こ

ども家庭課

しょう項目、多機関の協働による包括的な支援体制の推進

内容、「※、ダブルケア」や「※、はちまるごーまる問題」など、一つの相談支援機関では対応困

難な課題を解決するため、市民や世帯が抱える複合的かつ多様な生活課題を丸ごと受け止め、様々

な機関をつなぎながら、世帯等に寄り添った支援を行う、相談員を配置した相談窓口（福祉まるご

と相談窓口）を設置し、包括的な相談支援体制の推進を図ります。

所管課、保健福祉総務課
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【施策の基本的方向】　
　住み慣れた環境での生活を維持し、その生活を充実したものとするため、地域におけるネットワー
クの充実を図り、市民一人一人が互いに支えあう地域福祉活動を促進します。

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～
施策目標　第２　地域福祉の推進
施策の方向　１　地域福祉ネットワークの充実

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
地域福祉
ネットワー
クの充実

社会福祉協議
会の組織強化

　地域福祉の中心的役割を担う郡山市社会福祉協議会の活動
を支援します。

保健福祉総務課

保健委員会等
の関連団体の
活動充実

　地域ネットワーク活動の一員として、保健委員会等の関連
団体の活動を支援します。

保健所総務課

地域福祉推進
事業の充実

　郡山市社会福祉協議会の各地区及び支部社会福祉協議会が
実施する、地域における友愛訪問や配食サービスなどの地域
福祉推進事業を支援します。

保健福祉総務課

緊急時の地域
ネットワーク
の充実

　緊急時における状況にいち早く対応するため、緊急通報シ
ステム事業及びＳＯＳ見守りネットワークを充実します。

地域包括ケア推進課

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
ボランティ
ア活動の育
成と活動の
活性化

ボランティア
活動の活性化

　ボランティア・ＮＰＯ等の市民公益活動支援の拠点となる
郡山市市民活動サポートセンターで、ボランティア・ＮＰＯ
等、市民公益活動の推進に関する事業を行います。

市民・ＮＰＯ活
動推進課

ボランティア
センターの充
実

　ボランティア活動の充実が図られるよう、ボランティア活
動の拠点となるボランティアセンターを運営する郡山市社会
福祉協議会の活動を支援します。

保健福祉総務課

【施策の基本的方向】　
　ボランティア活動や講座に関する情報提供を行うとともに、各種ボランティア講座や研修等の充実
を図り、また、ボランティアと支援を必要とする人を結びつけるコーディネート機能やボランティア同士
の交流・連携の充実に努めます。

施策目標　第２　地域福祉の推進
施策の方向　２　ボランティア活動の推進

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

21

前のページの続き

しょう項目、地域社会への参加・包容、インクルージョンの推進

内容、保育所等の育ちの場において、児童発達支援センターを中心に関係機関が連携し、保育所等

訪問支援などを活用した支援体制構築を図ります。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センター

21ページ

第１せつ、生活支援

せさく目標第２、地域福祉の推進

せさくの方向１、地域福祉ネットワークの充実

     

せさくの基本的方向

住み慣れた環境での生活を維持し、充実したものとするため、地域におけるネットワークの充実

を図り、市民一人ひとりが互いに支えあう地域福祉活動を促進します。

項目、地域福祉ネットワークの充実

しょう項目、社会福祉協議会の組織強化

内容、地域福祉の中心的役割を担う郡山市社会福祉協議会の活動を支援します。  

所管課、保健福祉総務課

しょう項目、保健委員会等の関連団体の活動充実

内容、地域ネットワーク活動の一員として、保健委員会等の関連団体の活動を支援します。

所管課、保健所総務課

しょう項目、地域福祉推進事業の充実

内容、郡山市社会福祉協議会の各地区及び支部社会福祉協議会が実施する、地域における友愛訪問

や配食サービスなど地域福祉推進事業を支援します。

所管課、保健福祉総務課

しょう項目、緊急時の地域ネットワーク充実

内容、 緊急時にいち早く対応するため、緊急通報システム事業及びＳＯＳ見守りネットワークを

充実します。

所管課、地域包括ケア推進課

第１せつ、生活支援

せさく目標第２、地域福祉の推進

せさくの方向２、ボランティア活動の推進

せさくの基本的方向

ボランティア活動や講座に関する情報提供を行うとともに、各種ボランティア講座や研修等の充

実を図り、ボランティアと支援を必要とする人を結びつけるコーディネート機能やボランティア同

士の交流・連携の充実に努めます。     

         

具体的方策   

項目、ボランティア活動の育成と活動の活性化

しょう項目、ボランティア活動の活性化

内容、ボランティア・ＮＰＯ等の市民公益活動支援の拠点の郡山市市民活動サポートセンターで、

ボランティア・ＮＰＯ等、市民公益活動推進に関する事業を行います。

所管課、市民・ＮＰＯ活動推進課

しょう項目、ボランティアセンターの充実

内容、ボランティア活動の充実が図られるよう、活動拠点となるボランティアセンターを運営する

郡山市社会福祉協議会の活動を支援します。

所管課、保健福祉総務課所管課、保健福祉総務課



－ 22－

第
２
章
第
１
節

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
相談支援体
制の充実

相談支援事業
の充実・強化

　障がい者の生活を支援するため適切な相談支援が実施でき
る体制の整備を図り、障がい者のニーズに応えた支援を強化
します。
　併せて、障がい児への相談支援体制の充実を図ります。
　また、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や
サービスの代理申請等を行います。

障がい福祉課
保健・感染症課

《障害児相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 733
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 870

《計画相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 1,914　
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 2,080

【施策の基本的方向】　
　障がい者やその家族等からの相談に応じ、適切な情報の提供や意思決定支援を含む障害福祉サー
ビスの利用支援、虐待防止等や発達障がい者（児）支援のための関係機関との調整等を的確に行え
る体制の充実を図ります。

施策目標　第３　在宅福祉の充実
施策の方向　１　相談支援体制の充実

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

【施策の基本的方向】　
　障がい者の主体的な活動を支援するため、障がい者団体の育成を図るとともに、その活動や運営を
支援します。

施策目標　第２　地域福祉の推進
施策の方向　３　障がい者関係団体の活動の推進

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がい者関
係団体の育
成と活動の
充実強化

障がい者関係
団体との連携
強化

　障がい者団体との意見交換、情報提供を通し連携を密にし
ます。

障がい福祉課
保健・感染症課

　障がい者団体の組織や活動の強化を図るため事業費の一部
を助成します。

障がい福祉課
保健・感染症課

22

22 ページ

第１せつ、生活支援     

せさく目標第２、地域福祉の推進     

せさくの方向３、障害しゃ関係団体の活動の推進      

せさくの基本的方向

障害しゃの主体的活動を支援するため、障害しゃ団体の育成を図るとともに、その活動や運営を

支援します。

具体的方策、項目

障害しゃ関係団体の育成と活動の充実強化

しょう項目、障害しゃ関係団体との連携強化

内容、障害しゃ団体との意見交換、情報提供を通し連携を密にします。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

内容、障害しゃ団体の活動の強化を図るため事業費の一部を助成します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

第１せつ、生活支援     

せさく目標第３、在宅福祉の充実、せさくの方向１、相談支援体制の充実  

せさくの基本的方向

障害しゃやその家族等からの相談に応じ、適切な情報の提供や意思決定支援を含む障害福祉サービス

の利用支援、虐待防止等や発達障害しゃ（じ）支援のための関係機関との調整等を的確に行える体制の

充実を図ります。

具体的方策、項目、 相談支援体制の充実

しょう項目、相談支援事業の充実・強化

内容、障害しゃの生活を支援するため適切な相談支援の実施体制の整備を図り、障害しゃのニーズに応

えた支援を強化します。併せて、障害児への相談支援体制の充実を図ります。

障害しゃ等からの相談に応じ、必要な情報の提供やサービスの代理申請等を行います。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、基幹相談支援センターの充実・強化

内容、郡山市障害しゃ基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援体制の拠点として総合的な相談

業務を行います。

相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言

※、権利擁護のために必要な援助

地域の相談支援体制強化の取組

相談業務の円滑な遂行のための体制作り 等

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、精神保健福祉相談の実施

内容、精神科医師、臨床心理士、精神保健福祉士による定期相談及び保健師による随時相談を行います。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、権利擁護事業の普及

内容、権利を侵害されやすい障害しゃが安心して生活できるよう権利擁護事業の普及に努めます。  

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
相談支援体
制の充実

基幹相談支援
センターの充
実・強化

　郡山市障がい者基幹相談支援センターにおいて、地域の相
談支援体制の拠点として総合的な相談業務を行います。
　○相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言
　○※権利擁護のために必要な援助
　○地域の相談支援体制強化の取組
　○相談業務の円滑な遂行のための体制作り　等

障がい福祉課
保健・感染症課

精神保健福祉
相談の実施

　精神科医師、臨床心理士、精神保健福祉士による定期相談
及び保健師による随時相談を行います。

保健・感染症課

権利擁護事業
の普及

　権利を侵害されやすい障がい者が安心して生活できるよう
権利擁護事業の普及に努めます。

障がい福祉課
保健・感染症課

虐待防止への
体制強化

　障がい者虐待防止センターにおいて、障がい者虐待の未然
防止や早期発見、迅速な対応に努めます。また、障がい者虐
待防止連絡会議を設置し、地域における関係機関等の協力体
制の整備や支援体制の強化を図ると共に、事業所への虐待防
止委員会の設置や研修会への参加を働きかけ、支援体制の強
化を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課

意思決定支援
の推進

　意思決定支援の質の向上を図るため、事業者等に対して「障
害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」
の普及を推進します。

障がい福祉課
保健・感染症課

※成年後見制
度の普及

　判断能力が十分でない障がい者の財産や権利を保護するた
めの成年後見制度の普及に努めます。
　郡山市成年後見支援センターを中心に関係機関等との連携
強化と成年後見制度の利用促進を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課
地域包括ケア推進課

協議会の活性
化

　障がい者の地域生活支援を推進するため、郡山市障がい者
自立支援協議会を通じて、相談支援事業所及び関係機関と連
携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に
調整、推進します。
　また、以下の役割の強化に努めます。
　○サービス等利用計画の質の向上を図る役割
　○地域移行のネットワークや資源開発の役割
　○郡山市障がい者計画、郡山市障がい福祉計画及び郡山市
　　障がい児福祉計画の分析・評価の役割
　〇個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援
　　体制の整備

障がい福祉課
保健・感染症課

発達障がい
者（児)支援
の充実

専門的な機関
との連携

　可能な限り身近な場所において必要な支援が受けられるよ
う、福島県発達障がい者支援センター等関係機関との連携を
図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課
こども家庭課

23

23ページ。
しょう項目、虐待防止への対応

内容、障害しゃ虐待防止センターにおいて、障害しゃ虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応に努めま

す。また、障害しゃ虐待防止連絡会議を設置し、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制

の強化を図るとともに、事業所への虐待防止委員会の設置や研修会への設置を働きかけ、支援体制の強

化を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、意思決定支援の推進

内容、意思決定支援の質の向上を図るため、事業者等に対して「障害福祉サービス等の提供に係る意思

決定支援ガイドライン」の普及を推進します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、※、成年後見制度の普及

内容、判断能力が十分でない障害しゃの財産や権利を保護するための成年後見制度の普及に努めます。

郡山市成年後見支援センターを中心に関係機関等との連携強化と成年後見制度の利用促進を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、地域包括ケア推進課

総合教育支援センター

しょう項目、協議会の活性化

内容、障害しゃの地域生活支援を推進するため、郡山市障害者自立支援協議会を通じて、相談支援事業

所及び関係機関と連携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に調整、推進します。ま

た、以下の役割の強化に努めます。

サービス等利用計画の質の向上を図る役割

地域移行のネットワークや資源開発の役割

郡山市障害しゃ計画、郡山市障害福祉計画及び郡山市障害児福祉計画の分析・評価の役割

個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援体制の整備

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

項目、発達障害しゃ（じ)支援の充実

しょう項目、専門的な機関との連携

内容、可能な限り身近な場所において必要な支援が受けられるよう、福島県発達障害しゃ支援センター

等関係機関との連携を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、こども家庭課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
情報提供の
充実

福祉サービス
の情報提供

　障がい者に各種福祉サービスの必要な情報を提供します。 障がい福祉課
保健・感染症課

障がい児の療
育等に関する
情報提供

　障がい児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方
法等の情報を提供します。

障がい福祉課
こども家庭課
保育課

障がい者団体
との情報交換

　ノーマライゼーションを推進し、共生社会の実現を図るた
め、障がい者団体との情報交換を行います。

障がい福祉課
保健・感染症課

気候変動への
対応

※環境変動適応法に基づく熱中症注意喚起情報の提供、※
暑熱避難施設（クーリング・シェルター）の周知及び利用促
進を図ります。

障がい福祉課
環境政策課
健康づくり課

意思疎通支
援の充実

手話通訳の派
遣

　聴覚障がい者の日常生活のコミュニケーションを支援する
ため、手話通訳派遣の充実を図ります。

障がい福祉課

手話通訳者の
養成及び研修
の充実

　手話通訳者の養成及び研修の充実を図ります。
　○手話奉仕員養成講座
　○手話通訳者養成講座
　○登録手話通訳者研修会

障がい福祉課

遠隔手話サー
ビスの利用促
進

　聴覚障がい者への日常生活や社会生活におけるコミュニ
ケーション支援として、ICT を活用した遠隔手話サービスを
実施します。

障がい福祉課

《手話通訳者派遣延べ人数》
　2022（令和４）年度実績（人） 4,891
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 5,135

《手話通訳者数》
　2022（令和４）年度実績（人） 39
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 45

《遠隔手話サービス利用件数》
　2022（令和４）年度実績（件） 955
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（件） 1,000 

【施策の基本的方向】　
　障がい者に対する情報提供については、障がいの種別に応じた伝達手段を用いる等の工夫を凝ら
し一層の充実を図り、手話通訳者等の専門的知識と技術を兼ね備えた人材の養成に努め、意思疎通
支援の充実を図ります。

施策目標　第３　在宅福祉の充実
施策の方向　２　情報提供の充実

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

新規
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第１せつ、生活支援     

せさく目標第３、在宅福祉の充実     

せさくの方向２、情報提供の充実         

せさくの基本的方向

障害しゃに対する情報提供については、障害の種別に応じた伝達手段を用いる等の工夫を凝らし

一層の充実を図り、手話通訳者等の専門的知識と技術を兼ね備えた人材の養成に努め、意思疎通支

援の充実を図ります。  

具体的方策

項目

情報提供の充実

しょう項目、福祉サービスの情報提供

内容、障害しゃに各種福祉サービスの必要な情報を提供します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、障害児の療育等に関する情報提供

内容、障害児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方法等の情報を提供します。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、保育課

しょう項目、障害しゃ団体との情報交換

内容、ノーマライゼーションを推進し、共生社会の実現を図るため、障害しゃ団体との情報交換を

行います。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、気候変動への対応（新規）

内容、※環境変動適応法に基づく熱中症注意喚起情報の提供、※暑熱避難施設（クーリング・シェ

ルター）の周知及び利用促進を図ります。

所管課、障害福祉課、環境政策課、健康づくり課

項目、意思疎通支援の充実

しょう項目、手話通訳の派遣

内容、聴覚障害しゃの日常生活のコミュニケーションを支援するため、手話通訳派遣の充実を図り

ます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、手話通訳者の養成及び研修の充実

内容、手話通訳者の養成及び研修の充実を図ります。

手話奉仕員養成講座

手話通訳者養成講座

登録手話通訳者研修会

所管課、障害福祉課

しょう項目、遠隔手話サービスの利用促進

内容、聴覚障害しゃへの日常生活や社会生活におけるコミュニケーション支援として、ICT を活用

した遠隔手話サービスを実施します。

所管課、障害福祉課

項目

意思疎通支援の充実

しょう項目、※、要約筆記者の派遣

内容、中途失聴・難聴者等の日常生活におけるコミュニケーションを支援するため、要約筆記者派

遣の充実を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、要約筆記者の養成

内容、要約筆記者の養成を図ります。

所管課、障害福祉課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
意思疎通支
援の充実

※要約筆記者
の派遣

　中途失聴・難聴者等の日常生活におけるコミュニケーショ
ンを支援するため、要約筆記者派遣の充実を図ります。

障がい福祉課

要約筆記者の
養成

　要約筆記者の養成を図ります。 障がい福祉課

緊急連絡ファ
クシミリ事業
（あんしんファ
ックス）の設置

　聴覚・音声・言語機能障がい者等の外出時の緊急連絡の支
援に努めます。

障がい福祉課

手話講座の開
催

　市職員研修における手話講座の開催及び企業、医療機関、
教育機関等に対して手話講座を開催することにより、聴覚障
がい者への理解促進に努めます。

障がい福祉課

ICT 機器等の
利活用の推進

　障がい特性に配慮した意思疎通支援の充実を図るため、
ICT機器の利活用に係る情報提供や啓発事業を実施します。

障がい福祉課

《要約筆記者派遣延べ人数》
　2022（令和４）年度実績（人） 92 
            ↓    
　2023（令和８）年度見込（人） 97  

《要約筆記者数》
　2022（令和４）年度実績（人） 19
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 20

新規

25

25ページ。

しょう項目、緊急連絡ファクシミリ事業（あんしんファックス）の設置

内容、聴覚・音声・言語機能障害しゃ等の外出時の緊急連絡の支援に努めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、手話講座の開催

内容、市職員研修における手話講座の開催及び企業、医療機関、教育機関等に対して手話講座を開

催することにより、聴覚障害しゃへの理解促進に努めます。  

所管課、障害福祉課

しょう項目、ICT機器などの利活用の推進（新規）

内容、障害特性に配慮した意思疎通支援の充実を図るため、ICT 機器の利活用にかかる情報提供や

啓発事業を実施します。

所管課、障害福祉課

26ページ。

第１せつ、生活支援     

せさく目標第３、在宅福祉の充実     

せさくの方向３、生活支援対策の充実     

せさくの基本的方向

障害しゃの経済的自立や生活安定のため、各種制度の充実や必要なときに必要と認められるサー

ビスを受けることができるように、サービス供給量の確保と質の向上を図ります。また、介護保険

と連携を図り適切な支援に努めます。  

具体的方策

項目

生活安定のための各種制度・事業の推進

しょう項目、年金制度・手当等の充実

内容、年金・手当等の制度の周知を図るとともに、制度の充実を国・県に要望します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、経済的負担の軽減

内容、医療費助成等により、在宅重度障害しゃの生活支援を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

項目

在宅福祉サービスの充実

しょう項目、居宅介護サービス等の充実

自宅で入浴、排泄や家事等の援助をします。また、障害により行動上困難を有する人に、危険を回

避するために必要な支援、外出支援をします。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、生活介護の充実

内容、常時介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活

動の機会を提供します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、短期入所の充実

内容、自宅で介護する人が病気等で不在のときに、施設で一時的に預かり日常生活の支援をします。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、訪問入浴サービスの充実

内容、自宅で入浴困難な重度の障害しゃ等を対象に移動入浴車により訪問し、入浴の介助を行いま

す。

所管課、障害福祉課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
生活安定の
ための各種
制度・事業
の推進

年金制度・手
当等の充実

　年金・手当等の制度の周知を図るとともに、制度の充実を
国・県に要望します。

障がい福祉課

経済的負担の
軽減

　医療費助成等により、在宅重度障がい者の生活支援を図り
ます。

障がい福祉課
保健・感染症課

在 宅 福 祉
サービスの
充実

居宅介護サー
ビス等の充実

　自宅で入浴、排泄や家事等の援助をします。
　また、障がいにより行動上困難を有する人に、危険を回避
するために必要な支援、外出支援をします。

障がい福祉課
保健・感染症課

生活介護の充
実

　常時介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄等の介護を行
うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

障がい福祉課

短期入所の充
実

　自宅で介護する人が病気等で不在のときに、施設で一時的
に預かり日常生活の支援をします。

障がい福祉課
保健・感染症課

訪問入浴サー
ビスの充実

　自宅で入浴困難な重度の障がい者等を対象に移動入浴車に
より訪問し、入浴の介助を行います。

障がい福祉課

《居宅介護》
《重度訪問介護》
《同行援護》
《行動援護》
《重度障害者等包括支援》
　2022（令和４）年度実績（時間／年） 160,044
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（時間／年） 224,256

《生活介護》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 140,172
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 (人日分／年 ) 133,128

《短期入所》（児童を除く）
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 8,520 
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 13,176

《短期入所》（児童分）
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 480 
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 3,516

《訪問入浴サービス》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 4,203　 
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 )  4,500

【施策の基本的方向】　
　障がい者の経済的自立や生活安定のため、各種制度の充実や必要なときに必要と認められるサービス
を受けることができるように、サービス供給量の確保と質の向上を図ります。
　また、介護保険と連携を図り適切な支援に努めます。

施策目標　第３　在宅福祉の充実
施策の方向　３　生活支援対策の充実

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

26
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具体的方策

項目

在宅福祉サービスの充実

しょう項目、日中いちじ支援の充実

内容、障害しゃの介助者が不在で、日中介護ができないときに施設等で一時的にお預かりし、見守

り等の支援をします。

所管課、障害福祉課

しょう項目、共生型サービスの推進

内容、障害児(しゃ)と高齢者が同一の事業所で障害福祉と介護保険の両方のサービスを一体的に受

けられる共生型サービスを推進し、利用者の利便性向上を図ります。

所管課、障害福祉課、介護保険課

しょう項目、関係機関との連携強化

内容、円滑なサービス提供を行えるよう、関係機関等との支援体制の連携を強化します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)の支援体制の充実【再掲】

内容、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)が、サービスを円滑に利用しながら地域で安

心した生活を送れるよう医療的ケアじとうコーディネーターを中心とした、関係機関との連携支援

体制の充実・強化を図ります。

所管課、障害福祉課、こども総務企画課、子育て給付課、こども家庭課、保育課、総合教育支援セ

ンター

しょう項目、ごみの訪問収集の実施

内容、ゴミ集積所にごみを排出するに当たり、自らが排出することが困難であり、かつ、親族その

他のかたからの協力を得ることができない障害しゃ及び高齢者など（以下「要援護者」という）に

対し、要援護者が排出するごみを本しが戸別に回収し、ごみの排出にかかる負担軽減を図ります。

所管課、ふぁいぶあーる推進課、障害福祉課、地域包括ケア推進課、保健・感染症課

項目

福祉機器・用具サービスの充実

しょう項目、補装具の交付及び修理

内容、身体障害しゃの自立更生に必要な補装具の購入または修理に要する費用について補装具費を

支給します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、日常生活用具の給付等

内容、在宅の障害しゃに対して日常生活用具の給付及び貸与を行います。

所管課、障害福祉課

しょう項目、福祉機器の相談の実施

内容、福祉機器についての相談に随時対応するとともに、情報提供を行います。

所管課、障害福祉課

項目

生活の場の確保

しょう項目、グループホームの充実

内容、地域での居住の場であるグループホームの充実を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
在 宅 福 祉
サービスの
充実

日中一時支援
の充実

　障がい者の介助者が不在で、日中介護ができないときに施
設等で一時的にお預かりし、見守り等の支援をします。

障がい福祉課

共生型サービ
スの推進

　障がい児 ( 者 ) と高齢者が同一の事業所で障害福祉と介護
保険の両方のサービスを一体的に受けられる「共生型サービ
ス」を推進し、利用者の利便性の向上を図ります。

障がい福祉課
介護保険課

関係機関との
連携強化

　円滑なサービス提供を行えるよう、関係機関等との支援体
制の連携を強化します。

障がい福祉課
保健・感染症課

重症心身障が
い児(者)及び
医療的ケア児
(者)の支援体
制の充実

　重症心身障がい児 (者 ) 及び医療的ケア児 (者 ) が、サービ
スを円滑に利用しながら地域で安心した生活を送れるよう、
医療的ケア児等コーディネーターを中心とした関係機関との
連携支援体制の充実・強化を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども総務企画課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

ごみの訪問収
集の実施

　ごみ集積所にごみを排出するに当たり、自らが排出するこ
とが困難であり、かつ、親族その他の者からの協力を得るこ
とができない障がい者及び高齢者等（以下「要援護者」とい
う。）に対し、要援護者が排出するごみを本市が戸別に回収し、
ごみの排出に係る負担の軽減を図ります。

5R推進課
障がい福祉課
地域包括ケア推進課
保健・感染症課

福祉機器・
用具サービ
スの充実

補装具の交付
及び修理

　身体障がい者の自立更生に必要な補装具の購入又は修理に
要する費用について補装具費を支給します。

障がい福祉課

日常生活用具
の給付等

　在宅の障がい者に対して日常生活用具の給付及び貸与を行
います。

障がい福祉課

福祉機器の相
談の実施

  福祉機器についての相談に随時対応するとともに、情報提
供を行います。

障がい福祉課

生活の場の
確保

グループホー
ムの充実

　地域での居住の場であるグループホームの充実を図ります。 障がい福祉課
保健・感染症課

賃貸住宅への
入居支援の検
討

  公営・民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、賃貸人等へ
障がい者に対する情報の提供など入居支援のあり方を検討す
るとともに、居住支援協議会との連携に努めます。

障がい福祉課
保健・感染症課
住宅政策課

地域生活支援
拠点等の機能
の充実及び連
携体制の強化

　障がい者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、整備
した地域生活支援拠点等について、郡山市障がい者基幹相談
支援センターや郡山市障がい者自立支援協議会等と連携し、
機能の充実と体制の強化に繋げます。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

※居住支援法
人との連携の
検討

　本人が希望する一人暮らし等を実現するため、障害福祉
サービス事業所と居住支援法人との連携を検討します。

障がい福祉課
保健・感染症課

人材の確保 人材の確保・
育成及び定着
の推進

　障害福祉人材確保のため、郡山公共職業安定所等関係機関
と連携して、就職案内の PR等を推進します。
　また、人材育成のため、国・県が実施する研修事業の積極
的な情報提供を図るとともに郡山市障がい者自立支援協議会
の各部会での研修を推進します。
　併せて、事業所における ICT・ロボットの導入による事務
負担軽減、職場環境の整備を推進し、人材定着を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課

《共同生活援助》
　2022（令和４）年度実績（人） 338　 
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人 ) 402

《日中一時支援》
　2022（令和４）年度実績（時間分／年） 15,272  
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 時間分／年 ) 17,000

新規

27

前のページの続き

しょう項目、賃貸住宅への入居支援の検討

内容、公営、民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、賃貸人等へ障害しゃに対する情報の提供など

入居支援のあり方を検討するとともに、居住支援協議会との連携に努めます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、住宅政策課

しょう項目、地域生活支援拠点等の機能の充実及び連携体制の強化

内容、障害しゃの高齢化・重度化や「親なきあと」を見据え、整備した地域生活支援拠点等につい

て、郡山市障害しゃ基幹相談支援センターや郡山市障害しゃ自立支援協議会等と連携し、機能の充

実と体制の強化に繋げます。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、居住支援法人との連携の検討【新規】

内容、本人が希望する一人暮らしなどを実現するため、障害福祉サービス事業所と居住支援法人と

の連携を検討します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

項目

人材の確保

しょう項目、人材の確保、育成及び定着の推進

内容、障害福祉人材確保のため、郡山公共職業安定所など関係機関と連携して、

就職案内の PR等を推進します。

また、人材育成のため、国・県が実施する研修事業の積極的な情報提供を図るとともに、

郡山市障害しゃ自立支援協議会の各部会での研修を推進します。併せて、事業所におけるアイシー

ティ・ロボットの導入による事務負担軽減、職場環境の整備を推進し、人材定着を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

28ページ。

第１せつ、生活支援     

せさく目標第３、在宅福祉の充実     

せさくの方向４、訓練の充実と社会参加のためのせさくの充実     

     

せさくの基本的方向

地域で生活する障害しゃの日常生活を豊かなものとするために必要な訓練の充実を図ります。

また、生活に必要な外出や社会参加を促進するため、障害しゃが移動しやすい環境整備、各種事

業の充実を図ります。

     

具体的方策

項目

自立訓練の充実

しょう項目、機能訓練及び生活訓練の充実

内容、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上の

ための必要な訓練をします。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
自立訓練の
充実

機能訓練及び
生活訓練の充
実

　自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間に
おける身体機能や生活能力向上のための必要な訓練をします

障がい福祉課
保健・感染症課

社会参加促
進のための
施策の充実

自動車運転免
許取得費・自
動車改造費の
助成

　下肢障がい又は聴覚障がい者に対し、自動車の運転免許取
得に要する経費を助成します。
　また、重度の肢体不自由障がい者に対し、自動車改造に要
する経費を助成します。

障がい福祉課

移動支援の充
実

　全身性障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の外出時の
移動を支援するためのガイドヘルパ－を派遣します。

障がい福祉課

公共施設の使
用料等の減免

　公共施設の使用料、入観料、観覧料等の減免を実施し、社
会参加を促進します。

障がい福祉課

※地域活動支
援センターの
充実

　障がい者に対して、創作活動、生産活動の機会の提供、社
会との交流の促進等の事業を行う地域活動支援センターの充
実を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課

《自立訓練（機能訓練）》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 0　 
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 216

《自立訓練（生活訓練）》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 9,876
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 9,036

《移動支援》
　2022（令和４）年度実績（時間／年） 9,202
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（時間／年） 16,000

【施策の基本的方向】　
　地域で生活する障がい者の日常生活を豊かなものとするために必要な訓練の充実を図ります。
　また、生活に必要な外出や社会参加を促進するため、障がい者が移動しやすい環境整備、各種事業
の充実を図ります。

施策目標　第３　在宅福祉の充実
施策の方向　４　訓練の充実と社会参加のための施策の充実

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

28

項目

社会参加促進のためのせさくの充実

しょう項目、自動車運転免許取得費・自動車改造費の助成

内容、下肢障害又は聴覚障害しゃに対し、自動車の運転免許取得に要する経費を助成します。また、

重度の肢体不自由障害しゃに対し、自動車改造に要する経費を助成します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、移動支援の充実

内容、全身性障害しゃ、知的障害しゃ及び精神障害しゃの外出時の移動を支援するためのガイドヘ

ルパーを派遣します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、公共施設の使用料等の減免

内容、公共施設の使用料、にゅうかんりょう、観覧料等の減免を実施し、社会参加を促進します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、※、地域活動支援センターの充実

内容、障害しゃに対して、創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の事業を行う

地域活動支援センターの充実を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

29ページ。

第１せつ、生活支援     

せさく目標第４、施設福祉の充実と地域移行の推進     

せさくの方向１、施設福祉サービスの充実     

せさくの基本的方向

障害しゃ支援施設等において、障害しゃのニーズに対応した質の高いサービスを提供することが

できるよう育成・支援を図ります。

具体的方策

項目

施設福祉サービスの充実

しょう項目、施設入所支援の充実

内容、施設に入所する障害しゃに、夜間や休日、入浴、排泄、食事等の介護を行います。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、重度化・高齢化への対応【新規】

内容、65 歳を迎える障害福祉サービス利用しゃが、介護保険サービスへの移行を含めた適切な支援

が受けられるよう、関係機関との連携体制を図ります。

所管課、障害福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課

第１せつ、生活支援     

せさく目標第４、施設福祉の充実と地域移行の推進     

せさくの方向２、地域移行の推進     

     

せさくの基本的方向

障害しゃの地域で自立した生活に向けて、施設・病院からの地域移行の促進を図るため、関係機

関・地域住民との支援体制を推進します。

具体的方策

項目

社会参加と自立の促進

しょう項目、地域生活体験事業の検討

内容、施設等に入所している障害しゃが、自立生活を営むことができるよう地域生活を体験する事

業を検討します。

所管課、障害福祉課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
施 設 福 祉
サービスの
充実

施設入所支援
の充実

　施設に入所する障がい者に、夜間や休日、入浴、排泄、食
事等の介護を行います。

障がい福祉課
保健・感染症課

重度化・高齢
化への対応

　65歳を迎える障害福祉サービス利用者が、介護保険サー
ビスへの移行を含めた適切な支援が受けられるよう、関係機
関との連携体制を図ります。

障がい福祉課
地域包括ケア推進課
介護保険課

《施設入所支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 197
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人 ) 176

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
社会参加と
自立の促進

地域生活体験
事業の検討

　施設等に入所している障がい者が、自立生活を営むことが
できるよう地域生活を体験する事業を検討します。

障がい福祉課

支援ニーズの
把握と支援体
制の充実

※強度行動障害や※高次脳機能障害を有する障がい者及び
※難病患者等が地域で安心して暮らせるように、支援ニーズ
の把握と支援体制の構築に向けて取り組みます。

障がい福祉課
保健・感染症課

障害児入所施
設からの移行
支援

　入所している児童が 18歳以降、大人にふさわしい環境へ
円滑に移行できるよう、関係機関と連携し、移行調整の協議
を推進します。

障がい福祉課

地域生活への
移行の推進

　保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促すため、
郡山市障がい者自立支援協議会、医療機関及び施設等と連携
し、普及啓発に努めます。

障がい福祉課
保健・感染症課

長期入院精神
障がい者の地
域移行に向け
た調整

  郡山市障がい者自立支援協議会、医療機関等と連携し、長
期入院精神障がい者の地域移行後の生活準備に向けた支援と
地域移行に向けたステップとしての支援等を検討し、退院後
の居住の場の確保及び地域生活を支えるサービスの確保に向
けた調整を図ります。

保健・感染症課

【施策の基本的方向】　
　障がい者支援施設等において、障がい者のニーズに対応した質の高いサービスを提供することがで
きるよう育成・支援を図ります。

施策目標　第４　施設福祉の充実と地域移行の推進
施策の方向　１　施設福祉サービスの充実

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

【施策の基本的方向】　
　障がい者の地域で自立した生活に向けて、施設・病院からの地域移行の促進を図るため、関係機
関・地域住民との支援体制を推進します。

施策目標　第４　施設福祉の充実と地域移行の推進
施策の方向　２　地域移行の推進

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

新規

新規

新規

29

前のページの続き

しょう項目、支援ニーズの把握と支援体制の充実【新規】

せさく内容、※強度行動障害や※高次脳機能障害をゆうする障害しゃ及び※難病患者とうが地域で

安心して暮らせるように、支援ニーズの把握と支援体制構築に向けて、取り組みます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、障害児入所施設からの移行支援【新規】

せさく内容、入所している児童が 18才以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、関係

機関と連携し、移行調整の協議を推進します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、地域生活への移行推進

せさく内容、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促すため、郡山市障害しゃ自立支援協

議会、医療機関及び施設等と連携し、普及啓発に努めます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、長期入院精神障害しゃの地域移行に向けた調整

せさく内容、 郡山市障害しゃ自立支援協議会、医療機関等と連携し、長期入院精神障害しゃの地

域移行後の生活準備に向けた支援と地域移行に向けたステップとしての支援等を検討し、退院後の

居住の場の確保及び地域生活を支えるサービスの確保に向けた調整を図ります。

所管課、保健・感染症課

30ページ

しょう項目、精神障害しゃにも対応した地域包括ケアシステム構築への連携強化

せさく内容、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の推進のため、郡山市障害しゃ自立

支援協議会において保健・医療・福祉関係者による協議の場を設定し、定期的に協議・検討を行い

ます。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、自立生活の援助

せさく内容、障害しゃ支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する者について、一定の

期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により適切な支援を行います。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、居住支援法人との連携の検討【再掲】

せさく内容、本人が希望する一人暮らしなどを実現するため、障害福祉サービス事業所と居住支援

法人との連携を検討します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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【施策の基本的方向】　
　サービスの提供者である事業者への実地指導等の実施や、それぞれに合った支援を提供できる質
の高い人材の育成を進めるとともに、障がい者の意思が適切に反映された生活を送れるよう意思決
定支援を推進し、サービスの質の向上を図ります。

施策目標　第５　福祉サービスの質の向上
施策の方向　１　福祉サービスの質の向上

第１節　生活支援　～ 地域で生活しやすいまちづくり ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
サービスの
質の向上

サービス評価
制度の周知

　質の高いサービスを確保する観点から、第三者評価機関等
による客観的なサービス評価の周知を図ります。

障がい福祉課

苦情解決制度
の周知

　サービスに関する苦情に対応するため、事業者や県社会福
祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、
円滑な利用を支援します。

障がい福祉課

障害福祉サー
ビス事業所等
への苦情状況
の把握

　障害福祉サービス事業所等への苦情・相談内容及び対応内
容を調査し、集計結果を公表することにより事業所間での認
識の共有体制の構築を検討します。

障がい福祉課

計画的な実地
指導の実施

障害福祉サービス等における運営管理体制の確立、適切な
利用（入所）者処遇並びに職員処遇の確保及び自立支援給付に
係る費用の額の算定の適正化等を図るため、障害福祉サービス
等を提供する事業者に対する実地指導を計画的に実施します。

保健福祉総務課
障がい福祉課
保健・感染症課

意思決定支援
の推進

　意思決定支援の質の向上を図るため、事業者等に対して「障
害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」
の普及を推進します。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

人材の確保・
育成及び定着
の推進

　障害福祉人材確保のため、郡山公共職業安定所等関係機関
と連携して、就職案内の PR等を推進します。
　また、人材育成のため、国・県が実施する研修事業の積極
的な情報提供を図るとともに郡山市障がい者自立支援協議会
の各部会での研修を推進します。
併せて、事業所における ICT・ロボットの導入による事務負

担軽減、職場環境の整備を推進し、人材定着を図ります。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
社会参加と
自立の促進

精神障がい者
にも対応した
地域包括ケア
システム構築
への連携強化

　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築の推進
のため、郡山市障がい者自立支援協議会において保健・医療・
福祉関係者による協議の場を設定し、定期的に協議・検討を
行います。

保健・感染症課

自立生活の援
助

　障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望
する者について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や
随時の対応により適切な支援を行います。

障がい福祉課
保健・感染症課

居住支援法人
との連携の検
討

　本人が希望する一人暮らし等を実現するため、障害福祉
サービス事業所と居住支援法人との連携を検討します。
（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

《自立生活援助》
　2022（令和４）年度実績（人） 16　 
　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人 ) 47

新規

新規

30

前のページの続き

第１せつ、生活支援     

せさく目標第５、福祉サービスの質の向上     

せさくの方向１、福祉サービスの質の向上     

せさくの基本的方向

サービスの提供者である事業者への実地指導等の実施や、それぞれに合った支援を提供できる質

の高い人材の育成を進めるとともに、障害しゃの意思が適切に反映された生活を送れるよう意思決

定支援を推進し、サービスの質の向上を図ります。

     

具体的方策

項目

サービスの質の向上

しょう項目、サービス評価制度の周知

内容、質の高いサービスを確保する観点から、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の周

知を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、苦情解決制度の周知

内容、サービスに関する苦情に対応するため、事業者や県社会福祉協議会が設けている苦情解決体

制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、障害福祉サービス事業所などへの苦情状況の把握【新規】

内容、障害福祉サービス事業所などへの苦情、相談内容及び対応内容を調査し、集計結果を公表す

ることにより、事業所間での認知の共有体制の構築を検討します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、計画的な実地指導の実施

内容、障害福祉サービス等における運営管理体制の確立、適切な利用（入所）者処遇並びに職員処

遇の確保及び自立支援給付に係る費用の額の算定の適正化等を図るため、障害福祉サービス等を提

供する事業者に対する実地指導を計画的に実施します。

所管課、保健福祉総務課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、意思決定支援の推進

せさくの内容 意思決定支援の質の向上を図るため、事業者等に対して「障害福祉サービス等の提

供に係る意思決定支援ガイドライン」の普及を推進します。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、人材の確保、育成及び定着の推進

内容、障害福祉人材確保のため、郡山公共職業安定所など関係機関と連携して、

就職案内の PR等を推進します。

また、人材育成のため、国・県が実施する研修事業の積極的な情報提供を図るとともに、

郡山市障害しゃ自立支援協議会の各部会での研修を推進します。併せて、事業所におけるアイシー

ティ・ロボットの導入による事務負担軽減、職場環境の整備を推進し、人材定着を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課



－ 31－

第
２
章

第
２
節

第２節　雇用・就業
テーマ　「経済的な自立に向けた就労支援の充実」

≪　現状・課題　≫
　近年の障がい者雇用制度の充実により、障がい者の就業促進が必要となってきている中、
相談支援体制をはじめとした雇用促進のための環境整備や、働く意欲のある障がい者がその
適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、※一般就労を希望する者には一般就労
ができるよう支援するとともに、一般就労が困難である者には就労継続支援Ｂ型事業所等で
の訓練・支援により工賃の水準が向上するよう、総合的な支援に取り組んでいます。
　障がい者が地域で経済的に自立した生活を送るためには就労が重要であり、一般就労の拡
大に向け、就労支援事業所や関係機関等によるネットワークを活用し、障がい者の職業能力開
発の支援等や、企業等に対し障がい者雇用に関する各種制度の広報・啓発活動を行うととも
に、障がい特性に応じた就労機会の創出について働きかけを行うなどの総合的な就労支援体
制が必要です。また、就労後の障がい者に対しては、就労定着支援等により相談やサポートな
どを行い、就労に伴う生活上の支援の充実や障がい者が安心して働き続けることができる環
境づくりを推進していくことが課題となっています。
　また、※福祉的就労の充実のため、「障害者優先調達推進法」に基づく障がい者就労施設か
らの優先的な物品の調達や「農福連携推進事業」などにより福祉と他業種の新たなマッチン
グを図り、安定的な作業の確保や工賃向上に向けた取り組みを進めることが必要です。

施策目標　第１　雇用の促進と職場定着の支援
　　　　　第２　就業機会の拡大
　　　　　第３　福祉的就労の促進

31

31 ページ。

第２せつ、雇用・就業

テーマ 「経済的な自立に向けた就労支援の充実」

せさく目標

第１、雇用の促進と職場定着の支援

第２、就業機会の拡大

第３、福祉的就労の促進

現状・課題

近年の障害しゃ雇用制度の充実により、障害しゃの就業促進が必要となってきている中、相談支援体

制をはじめとした雇用促進のための環境整備や、働く意欲のある障害しゃがその適正に応じた能力を十

分に発揮することができるよう、※、一般就労を希望する者には一般就労ができるよう支援するととも

に、一般就労が困難である者には就労継続支援Ｂ型事業所等での訓練・支援により工賃の水準が向上す

るよう、総合的な支援に取り組んでいます。

障害しゃが地域で経済的に自立した生活を送るためには就労が重要であり、一般就労の拡大に向け、

就労支援事業所や関係機関等によるネットワークを活用し、障害しゃの職業能力開発の支援等や、企業

等に対し障害しゃ雇用に関する各種制度の広報・啓発活動を行うとともに、障害特性に応じた就労機会

の創出について働きかけを行うなどの総合的な就労支援体制が必要です。また、就労後の障害しゃに対

しては、就労定着支援等により相談やサポートなどを行い、就労に伴う生活上の支援の充実や障害しゃ

が安心して働き続けることができる環境づくりを推進していくことが課題となっています。

また、※、福祉的就労の充実のためには、「障害しゃ優先調達推進法」に基づく障害しゃ就労施設か

らの優先的な物品の調達や「農福連携推進事業」などにより福祉と他業種の新たなマッチングを図り、

安定的な作業の確保や工賃向上に向けた取り組みを進めることが必要です。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
相談支援体
制の充実

相談支援事業
の充実・強化

　障がい者の生活を支援するため適切な相談支援が実施でき
る体制の整備を図り、障がい者のニーズに応えた支援を強化
します。
　併せて、障がい児への相談支援体制の充実を図ります。
　また、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や
サービスの代理申請等を行います。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

基幹相談支援
センターの充
実・強化

　郡山市障がい者基幹相談支援センターにおいて、地域の相
談支援体制の拠点として総合的な相談業務を行います。
　○相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言
　○権利擁護のために必要な援助
　○地域の相談支援体制強化の取組
　○相談業務の円滑な遂行のための体制作り　等（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

協議会の活性
化

　障がい者の地域生活支援を推進するため、郡山市障がい者
自立支援協議会を通じて、相談支援事業所及び関係機関と連
携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に
調整、推進します。
　また、以下の役割の強化に努めます。
　○サービス等利用計画の質の向上を図る役割
　○地域移行のネットワークや資源開発の役割
　○郡山市障がい者計画、郡山市障がい福祉計画及び郡山市
　　障がい児福祉計画の分析・評価の役割
　〇個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援
　　体制の整備
　（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

《計画相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 1,914            　　
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 2,080

《障害児相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 733
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 870　

【施策の基本的方向】　
　障がい者やその家族等からの相談に応じ、適切な情報の提供や就労に向けた職業訓練の充実、就
職に向けた相談体制の充実を図ります。

施策目標　第１　雇用の促進と職場定着の支援
施策の方向　１　相談支援体制の充実

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～
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32 ページ。

第２せつ、雇用・就業     
せさく目標第１、雇用の促進と職場定着の支援     
せさくの方向、１、相談支援体制の充実     
     
せさくの基本的方向

障害しゃやその家族等からの相談に応じ、適切な情報の提供や就労に向けた職業訓練の充実、就職に

向けた相談体制の充実を図ります。

     
具体的方策

項目

相談支援体制の充実

しょう項目、相談支援事業の充実・強化

内容、障害しゃの生活を支援するため適切な相談支援が実施できる体制の整備を図り、障害しゃのニー

ズに応えた支援を強化します。併せて、障害児への相談支援体制の充実を図ります。

また、障害しゃ等からの相談に応じ、必要な情報の提供やサービスの代理申請等を行います。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、基幹相談支援センターの充実・強化

内容、郡山市障害しゃ基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援体制の拠点として総合的な相談

業務を行います。

相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言

権利擁護のために必要な援助

地域の相談支援体制強化の取組

相談業務の円滑な遂行のための体制作り など（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

内容、障害しゃの地域生活支援を推進するため、郡山市障害者自立支援協議会を通じて、相談支援事業

所及び関係機関と連携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に調整、推進します。ま

た、以下の役割の強化に努めます。

サービス等利用計画の質の向上を図る役割

地域移行のネットワークや資源開発の役割

郡山市障害しゃ計画、郡山市障害福祉計画及び郡山市障害児福祉計画の分析・評価の役割

個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援体制の整備

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
雇用の促進 雇用促進体制

の確立
　企業に対する障がい者への理解と地域における障がい者の
就労促進を図るため、関係機関と連携して障がい者雇用のた
めの啓発活動の充実を推進します。

障がい福祉課
産業雇用政策課

雇用促進のた
めの制度の利
用促進

　事業主に対する各種助成制度及び優遇措置について活用を
図るよう関係機関と連携を図りながら周知に努めます。

産業雇用政策課

市職員等への
雇用の促進

  「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障がい者
の雇用の場を確保するため法定雇用率を踏まえた積極的な雇
用の拡大に取り組みます。また、「郡山市障害者活躍推進計画」
に基づき、働きやすい職場づくりに取り組みます。

人事課

雇用の安定 障がい者の職
業的自立の促
進

　郡山公共職業安定所等関係機関との連携を密にし、働く障
がい者のための相談、指導、援助等に努めます。
（県中地域障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）
運営連絡調整会の活用）

障がい福祉課
保健・感染症課
産業雇用政策課

  障がい者の自立を促進するため、グループホーム等の充実
を図ります。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

就労の定着支
援

　就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所及び家
族との連絡調整等の支援を一定期間にわたり行います。

障がい福祉課
保健・感染症課

《就労定着支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 14
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 48    

【施策の基本的方向】　
　障がい者が自らの個性と能力を発揮して働くことができるよう、関係機関と連携して雇用の促進と
安定を図ります。
　また、就労の場となる企業等に対し啓発活動を行うとともに、障がい者雇用に関する各種助成制度
等の周知に努めます。

施策目標　第１　雇用の促進と職場定着の支援
施策の方向　２　雇用の促進と安定

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～
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33 ページ。

第２せつ、雇用・就業     
せさく目標、第１、雇用の促進と職場定着の支援     
せさくの方向、２、雇用の促進と安定     
     
せさくの基本的方向

障害しゃが自らの個性と能力を発揮して働くことができるよう、関係機関と連携して雇用の促進と安

定を図ります。また、就労の場となる企業等に対し啓発活動を行うとともに、障害しゃ雇用に関する各

種助成制度等の周知に努めます。

     
具体的方策

項目

雇用の促進

しょう項目、雇用促進体制の確立

内容、企業に対する障害しゃへの理解と地域における障害しゃの就労促進を図るため、関係機関と連携

して障害しゃ雇用のための啓発活動の充実を推進します。

所管課、障害福祉課、産業雇用政策課

しょう項目、雇用促進のための制度の利用促進

内容、事業主に対する各種助成制度及び優遇措置について活用を図るよう関係機関と連携を図りながら

周知に努めます。  
所管課、産業雇用政策課

しょう項目、市職員等への雇用の促進

内容、「障害しゃの雇用の促進に関する法律」に基づき、障害しゃの雇用の場を確保するため法定雇用

率を踏まえた積極的な雇用の拡大に取り組みます。「郡山市障害しゃ活躍推進計画」に基づき、働きや

すい職場づくりに取り組みます。

所管課、人事課

項目

雇用の安定

しょう項目、障害しゃの職業的自立の促進

内容、郡山公共職業安定所等関係機関との連携を密にし、働く障害しゃのための相談、指導、援助等に

努めます。（けんちゅう地域障害しゃ就業・生活支援センター（雇用安定等事業）運営連絡調整会の活

用）所管課、障害福祉課、保健・感染症課、雇用政策課

内容、障害しゃの自立を促進するため、グループホーム等の充実を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、就労の定着支援

内容、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所及び家族との連絡調整等の支援を一定期間に

わたり行います。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
多様な就業
機 会 の 確
保・充実

就労へ向けた
支援体制の充
実強化

  働く意欲のある者の就労を支援するため、就労移行支援サー
ビス体制の充実を図ります。
　また、障がい者の一般就労を図るため、市が、知的障がい
者の職場体験の場を提供し、就労移行支援事業所と連携して
職場体験学習を実施します。
　さらに今後は、身体障がい者や精神障がい者の方への事業
の実施についても検討します。

障がい福祉課
保健・感染症課

　本人の希望や能力に沿った就労選択を図るため、就労選択
支援事業を推進します。
　また、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時
的な利用について、必要性に応じて利用できるよう検討しま
す。

障がい福祉課
保健・感染症課

柔軟な働き方
の推進

　関係機関と連携し、それぞれの障がい特性に応じ、短時間
労働や ICT を活用したテレワーク・在宅就業など、障がい者
がその能力や時間・場所を有効に活用できる柔軟な働き方を
推進します。

障がい福祉課
産業雇用政策課

障がい者の就
業相談、訓練
情報等の広報
推進

　福島障害者職業センターで行われる障がい者の就業相談、
ジョブコーチ支援事業、職業準備訓練、事業主の雇用管理等
について、広報の推進に努めます。

産業雇用政策課

障がい者雇用
事業主への助
成事業の広報
推進

　郡山公共職業安定所との連携により、障がい者を雇用して
いる事業主、雇い入れようとしている事業主に対して、障害
者雇用納付金制度及び各種助成制度の広報を推進します。

産業雇用政策課

障がい者職業
能力開発施設
の情報提供の
推進

　障がい者の職業能力開発を支援するため、公共職業能力開
発施設等の訓練内容、施設等についての情報の提供を推進し
ます。

産業雇用政策課
障がい福祉課

自動車運転免
許の取得促進

　障がい者自らが自動車を運転することにより、就業機会の
拡大が図られることから、障がい者の自動車運転免許の取得
を促進します。

障がい福祉課

《就労移行支援》
　2022（令和４）年度実績（人日分 /年） 17,004
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人日分 /年） 31,164

【施策の基本的方向】　
　障がい者の特性に応じた多様な就業の場や、就労の形態を選択できるよう、就業の機会の拡充に
努めるとともに、障がい者雇用に関する各種制度の周知や、趣旨の普及に向けての広報・啓発活動を
推進します。

施策目標　第２　就業機会の拡大
施策の方向　１　多様な就業機会の確保

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～

新規

34

34 ページ。

第２せつ、雇用・就業     
せさく目標、第２、就業機会の拡大     
せさくの方向、１、多様な就業機会の確保     
     
せさくの基本的方向

障害しゃの特性に応じた多様な就業の場や、就労の形態を選択できるよう、就業の機会の拡充に努め

るとともに、障害しゃ雇用に関する各種制度の周知や、趣旨の普及に向けての広報・啓発活動を推進し

ます。

     
具体的方策

項目

多様な就業機会の確保・充実

しょう項目、就労へ向けた支援体制の充実強化

内容、働く意欲のある者の就労を支援するため、就労移行支援サービス体制の充実を図ります。

また、障害しゃの一般就労を図るため、市が、知的障害しゃの職場体験の場を提供し、就労移行支援

事業所と連携して職場体験学習を実施します。さらに今後は、身体障害しゃや精神障害しゃのかたへの

事業の実施についても検討します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

【新規】内容、本人の希望や能力に沿った就労選択を図るため、就労選択支援事業を推進します。また、

一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用について、必要に応じて利用できるよう検

討します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、柔軟な働き方の推進

内容、関係機関と連携し、それぞれの障害特性に応じ、短時間労働やアイシーティーを活用したテレワ

ーク・在宅就業など、障害しゃがその能力や時間・場所を有効に活用できる柔軟な働き方を推進します。

所管課、障害福祉課、産業雇用政策課

しょう項目、障害しゃの就業相談、訓練情報等の広報推進

内容、福島障害しゃ職業センターで行われる障害しゃの就業相談、ジョブコーチ支援事業、職業準備訓

練、事業主の雇用管理等について、広報の推進に努めます。

所管課、産業雇用政策課

しょう項目、障害しゃ雇用事業主への助成事業の広報推進

内容、郡山公共職業安定所との連携により、障害しゃを雇用している事業主、雇い入れようとしている

事業主に対して、障害しゃ雇用納付金制度及び各種助成制度の広報を推進します。

所管課、産業雇用政策課

しょう項目、障害しゃ職業能力開発施設の情報提供の推進

内容、障害しゃの職業能力開発を支援するため、公共職業能力開発施設等の訓練内容、施設等について

の情報の提供を推進します。

所管課、障害福祉課、産業雇用政策課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
福祉的就労
の場の確保

障がい者授産
支援事業の充
実

　授産事業の振興及び販路拡大等支援の充実を図ります。
　○関係機関への働きかけによる製品等の販売斡旋、販路拡大
　○製品受注及び市の業務委託等の条件整備の促進

障がい福祉課

就労機会の提
供

  一般企業の雇用に結びつかない者等に対し、就労機会を提
供し、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課

障害者優先調
達推進法によ
る障がい者施
設の支援

　障がい者の工賃の向上、障がい者施設の経営基盤安定のた
め、「障害者優先調達推進法」に基づく調達方針を策定し、
障がい者施設への調達実績の向上を図ります。

全所属

《就労継続支援（Ａ型）》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 17,700　    
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 18,852

《就労継続支援（Ｂ型）》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 155,304
            ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 182,592

【施策の基本的方向】　
　一般就労が困難な障がい者に福祉的就労の場・機会の整備・拡充を図るとともに、福祉施設等で
の受注業務等の拡大に向けた施策の支援に取り組みます。

施策目標　第３　福祉的就労の促進
施策の方向　１　福祉的就労の場の確保

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～

【施策の基本的方向】　
　障がい者の就業機会の確保や工賃の向上を図るため、農業分野での障がい者の就労を支援し、農
業と福祉の連携を推進します。

施策目標　第３　福祉的就労の促進
施策の方向　２　農福連携の推進

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
農福連携の
推進

農作業請負の
マッチングの
支援

　農福連携による障がい者の農業分野の就労を促進するた
め、農家と就労系事業所間での農作業請負のマッチングを支
援します。

障がい福祉課
園芸畜産振興課

事業所に対す
る技術指導及
び助言

　農業を行っている事業所、または、新たに農業、あるいは
農業に関わる仕事を始める事業所に対し、農業技術に係る指
導及び助言を行います。

園芸畜産振興課

35

前のページの続き

しょう項目、自動車運転免許の取得促進

内容、障害しゃ自らが自動車を運転することにより、就業機会の拡大が図られることから、障害しゃの

自動車運転免許の取得を促進します。

所管課、障害福祉課

35 ページ。

第２せつ、雇用・就業     
せさく目標、第３、福祉的就労の促進     
せさくの方向、１、福祉的就労の場の確保     
     
せさくの基本的方向

一般就労が困難な障害しゃに福祉的就労の場・機会の整備・拡充を図るとともに、福祉施設等での受

注業務等の拡大に向けたせさくの支援に取り組みます。

     
具体的方策

項目

福祉的就労の場の確保

しょう項目、障害しゃ授産支援事業の充実

内容、授産事業の振興及び販路拡大等支援の充実を図ります。

関係機関への働きかけによる製品等の販売斡旋、販路拡大

製品受注及び市の業務委託等の条件整備の促進

所管課、障害福祉課

しょう項目、就労機会の提供

内容、 一般企業の雇用に結びつかない者等に対し、就労機会を提供し、生産活動に係る知識及び能力の

向上を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、障害しゃ優先調達推進法による障害しゃ施設の支援

内容、障害しゃの工賃の向上、障害しゃ施設の経営基盤安定のため、「障害しゃ優先調達推進法」に基

づく調達方針を策定し、障害しゃ施設への調達実績の向上を図ります。

所管課、全所属

     
第２せつ、雇用・就業     
せさく目標 、第３、福祉的就労の促進     
せさくの方向、２、農福連携の推進     
せさくの基本的方向

障害しゃの就業機会の確保や工賃の向上を図るため、農業分野での障害しゃの就労を支援し、農業と

福祉の連携を推進します。

     
具体的方策

項目

農福連携の推進

しょう項目、農作業請負のマッチングの支援

内容、農福連携による障害しゃの農業分野の就労を促進するため、農家と就労系事業所間での農作業請

負のマッチングを支援します。

所管課、障害福祉課、園芸畜産振興課

しょう項目、事業所に対する技術指導及び助言

内容、農業を行っている事業所、または、新たに農業、あるいは農業に関わる仕事を始める事業所に対

し、農業技術に係る指導及び助言を行います。

所管課、園芸畜産振興課



－ 36－

第
２
章

第
２
節

【施策の基本的方向】　
　福祉施設等の経営改善に向けた支援や、共同受注化の推進を図ります。

施策目標　第３　福祉的就労の促進
施策の方向　３　福祉的就労の質の向上

第２節　雇用・就業　～ 経済的な自立に向けた就労支援の充実 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
福祉的就労
の質の向上

工賃向上のた
めの取組の推
進

　県が策定する工賃向上計画に基づく施策の推進や障がい者
授産支援事業による専門技術に関する指導及び助言、工賃向
上の実践例の紹介などを通じ、福祉的就労の質の向上を図り
ます。
　また、郡山市障がい者自立支援協議会等と連携し、共同受
注体制の構築、推進を図ります。

障がい福祉課

36

36 ページ。

第２せつ、雇用・就業

せさく目標、第３、福祉的就労の促進     
せさくの方向、３、福祉的就労の質の向上     
     
せさくの基本的方向

福祉施設等の経営改善に向けた支援や、共同受注化の推進を図ります。

     
具体的方策

項目

福祉的就労の質の向上

しょう項目、新規、工賃向上のための取組の推進

内容、県が策定する工賃向上計画に基づくせさくの推進や障害しゃ授産支援事業による専門技術に関す

る指導及び助言、工賃向上の実践例の紹介などを通じ、福祉的就労の質の向上を図ります。

また、郡山市障害しゃ自立支援協議会等と連携し、共同受注体制の構築、推進を図ります。

所管課、障害福祉課
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第３節　スポーツ・文化・国際交流
テーマ　「社会参加の促進」

≪　現状・課題　≫
　スポーツ・レクリエーション、文化芸術活動への参加は、生活の質の向上を図り、ゆとりや潤
いのある生活を送るために重要であり、自立と社会参加を促進させる上で有効な手段となって
います。
　本市においては、障がい者スポーツ教室やふれあいピック等のスポーツ・レクリエーション活
動を始め、郡山市障害者福祉センターにおける文化活動の実施等により、障がい者の自立意
欲の向上と社会参加の促進を図っています。
　また、海外の文化に触れ、国際感覚を身につけることは重要でありますが、一部の方々に限
られているのが現状です。
　障がい者にとって、これらのスポーツや文化活動に参加する機会を確保することは、様々な
人との幅広いふれあいや交流、そして仲間づくり等により生活を豊かにするものであり、こうし
た活動を通じて障がい者に対する理解が深まり、ノーマライゼーションの理念が浸透しつつあ
ります。
　スポーツ・レクリエーション活動は、機能訓練、健康の保持増進・※リハビリテーションという
視点からも有意義であり、日常生活の中で障がい者が気軽に親しむことができるよう活動の
場を広く提供するとともに、指導者やボランティア等の人材育成を図り、関連施設のユニバー
サルデザインの推進やバリアフリー化などの整備・改善に努めていくことが必要となっていま
す。
　文化芸術活動については、広く障がい者が芸術・文化行事に参加する機会を拡充するととも
に、芸術を鑑賞したり、自分にあった趣味活動や創作活動等を楽しむ機会を提供し、作品の発
表の場の提供等、支援施策の充実が求められています。
　2021年には東京オリンピック・※パラリンピックが開催され、この機運を一過性のものにす
ることなく、大会のレガシーとして継承し、共生社会の実現に資する取り組みをより一層推進
していく必要があります。また、※スペシャルオリンピックスが開催する世界大会のほか、2025
年には東京で※デフリンピックが開催されるなど世界大会等への選手派遣等の体制づくりの
促進を図ることが必要となっています。
　更に、障がい者が今後も各種の活動へ主体的、自主的に参加できるようにするために条件整
備や情報提供による支援及び協力を継続することが重要です。

施策目標　第１　スポーツ・レクリエーション活動の充実
　　　　　第２　文化活動の充実
　　　　　第３　国際交流の促進

37

37 ページ。

第３せつ、スポーツ・文化・国際交流

テーマ 「社会参加の促進」

せさく目標

第１、スポーツ・レクリエーション活動の充実

第２、文化活動の充実

第３、国際交流の促進

現状・課題

スポーツ・レクリエーション、文化芸術活動への参加は、生活の質の向上を図り、ゆとりや潤いのあ

る生活を送るために重要であり、自立と社会参加を促進させる上で有効な手段となっています。

本しにおいては、障害しゃスポーツ教室やふれあいピック等のスポーツ・レクリエーション活動を始

め、郡山市障害しゃ福祉センターにおける文化活動の実施等により、障害しゃの自立意欲の向上と社会

参加の促進を図っています。

また、海外の文化に触れ、国際感覚を身につけることは重要でありますが、一部の方々に限られてい

るのが現状です。

障害しゃにとって、これらのスポーツや文化活動に参加する機会を確保することは、様々な人との幅

広いふれあいや交流、そして仲間づくり等により生活を豊かにするものであり、こうした活動を通じて

障害しゃに対する理解が深まり、ノーマライゼーションの理念が浸透しつつあります。

スポーツ・レクリエーション活動は、機能訓練、健康の保持増進・※、リハビリテーションという視点

からも有意義であり、日常生活の中で障害しゃが気軽に親しむことができるよう活動の場を広く提供す

るとともに、指導者やボランティア等の人材育成を図り、関連施設のユニバーサルデザインの推進やバ

リアフリー化などの整備・改善に努めていくことが必要となっています。

文化芸術活動については、広く障害しゃが芸術・文化行事に参加する機会を拡充するとともに、芸術を

鑑賞したり、自分にあった趣味活動や創作活動等を楽しむ機会を提供し、作品の発表の場の提供等、支

援せさくの充実が求められています。

2021 年には東京オリンピック・※、パラリンピックが開催され、この機運を一過性のものにすること

なく、大会のレガシーとして継承し、共生社会の実現に資する取組みをより一層推進していく必要があ

ります。また※、スペシャルオリンピックスが開催する世界大会のほか、2025 年には東京で※、デフリ

ンピックが開催されるなど世界大会等への選手派遣等の体制づくりの促進を図ることが必要となってき

ます。

更に、障害しゃが今後も各種の活動へ主体的、自主的に参加できるようにするために、条件整備や情報

提供による支援及び協力を継続することが重要です。



－ 38－

第
２
章

第
３
節

【施策の基本的方向】　
　障がい者がスポーツ・レクリエーション活動を通じて、体力増強や交流等を図ることができるよう
スポーツ・レクリエーション活動の推進を図ります。

施策目標　第１　スポーツ・レクリエーション活動の充実
施策の方向　１　スポーツ・レクリエーション活動の充実

第３節　スポーツ・文化・国際交流　～ 社会参加の促進 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
スポーツ・
レクリエー
ション活動
の推進

イベントへの
参加の促進

　障がい者の社会参加を図るため、事業の充実を図り、イベ
ントへの参加を促進します。
　○障がいの有無に関わらず、ともに楽しめる事業
　○障がい者向けの事業

障がい福祉課

スポーツ・レ
クリエーショ
ン交流の促進

　障がい者スポーツ・レクリエーション交流を推進し、市民
間の相互理解を深めると共に、障がい者が参加しやすい環境
づくりと社会参加の機会の獲得に努めます。
　○郡山市民スポーツ・レクリエーション祭、郡山シティー
　　マラソン大会等への参加案内
　○ふれあいピック、保健福祉フェスティバルの充実

障がい福祉課
スポーツ振興課

障がい者の行
事、スポーツ
等への参加の
促進

　各種行事、スポーツ等への参加を促進するため、手話通訳
者等の派遣を行ないます。

障がい福祉課

スポーツ大会
への参加の支
援

　国や県で開催される障がい者のスポーツ大会への参加を支
援します。

障がい福祉課
スポーツ振興課

スポーツ・レ
クリエーショ
ン指導者の養
成

　県障害者スポーツ協会を通じて、障がい者のスポーツ・レ
クリエーション等を適切に指導できるように人材養成に努め
ます。

障がい福祉課

障 が い 者 ス
ポーツ教室の
開催

　障がい者のスポーツ教室を開催し、社会参加と余暇支援に
努めます。

障がい福祉課

ニュースポー
ツの振興

　障がい者に適したニュースポーツの振興を図ります。 障がい福祉課

スポーツ団体
等の育成支援

　障がい者がスポーツ等に親しむ機会を提供するスポーツ・
レクリエーション団体の育成、支援に努めます。

障がい福祉課

レ ク リ エ ー
ション活動へ
の支援

　民間団体等が行う各種のスポーツ・レクリエーション関連
活動を支援します。

障がい福祉課
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第３せつ、スポーツ・文化・国際交流     
せさく目標、第１、スポーツ・レクリエーション活動の充実     
せさくの方向  １ スポーツ・レクリエーション活動の充実     
     
せさくの基本的方向

障害しゃがスポーツ・レクリエーション活動を通じて、体力増強や交流等を図ることができるようス

ポーツ・レクリエーション活動の推進を図ります。

     
具体的方策

項目

スポーツ・レクリエーション活動の推進

しょう項目、イベントへの参加の促進

内容、障害しゃの社会参加を図るため、事業の充実を図り、イベントへの参加を促進します。

障害の有無に関わらず、共に楽しめる事業。障害しゃ向けの事業

所管課、障害福祉課

しょう項目、スポーツ・レクリエーション交流の促進

内容、障害しゃスポーツ・レクリエーション交流を推進し、市民間の相互理解を深めるとともに 障害

しゃが参加しやすい環境づくりと社会参加の機会の獲得に努めます。

郡山市民スポーツ・レクリエーション祭、郡山シティーマラソン大会等への参加案内

ふれあいピック、保健福祉フェスティバルの充実

所管課、障害福祉課、スポーツ振興課

しょう項目、障害しゃの行事、スポーツ等への参加の促進

内容、 各種行事、スポーツ等への参加を促進するため、手話通訳者等の派遣を行ないます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、スポーツ大会への参加の支援

内容、 国や県で開催される障害しゃのスポーツ大会への参加を支援します。

所管課、障害福祉課、スポーツ振興課

しょう項目、スポーツ・レクリエーション指導者の養成

内容、県障害しゃスポーツ協会を通じて、障害しゃのスポーツ・レクリエーション等を適切に指導でき

るように人材養成に努めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、障害しゃスポーツ教室の開催

内容、 障害しゃのスポーツ教室を開催し、社会参加と余暇支援に努めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、ニュースポーツの振興

内容、障害しゃに適したニュースポーツの振興を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、スポーツ団体等の育成支援

内容、障害しゃがスポーツ等に親しむ機会を提供するスポーツ・レクリエーション団体の育成、支援に

努めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、レクリエーション活動への支援

内容、民間団体等が行う各種のスポーツ・レクリエーション関連活動を支援します。

所管課、障害福祉課
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【施策の基本的方向】　
　障がい者の文化・芸術活動へのニーズを把握し、主体的に取り組むことができるような機会を拡大
するとともに、相互理解を深め、社会参加しやすい機運の醸成を図ります。

施策目標　第２　文化活動の充実
施策の方向　１　文化・芸術活動（※アール・ブリュット等）の充実

第３節　スポーツ・文化・国際交流　～ 社会参加の促進 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
文化・芸術
活動参加の
支援

イベントへの
参加促進及び
環境整備

　障がい者の社会参加を図るため、事業の充実を図り、障が
い者が参加しやすい環境づくりと各種イベントへの参加の促
進を図ります。
　○障がいの有無に関わらず、ともに楽しめる事業
　○障がい者向けの事業
　○市のコンクール、コンサート、作品展等における障がい
　　者の参加の促進

障がい福祉課
文化振興課

芸術文化施設
の環境整備

　各施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進め
るほか、障がい者が参加しやすい事業を実施します。

施設所管課

作品展の開催 　障がい者による絵画、手工芸などの作品を展示し、障がい
者の社会参加と市民の障がい者に対する理解を深めます。

障がい福祉課

青少年の文化
活動参加促進

　小・中・義務教育学校の児童、生徒から作文を募集し障が
い者に対する理解と関心を深めます。また、障がい者との交
流を図ります。
　○福祉の心育成事業の推進 
　○障がい者とのふれあい事業の拡充

障がい福祉課
学校教育推進課

文化・芸術活
動の支援

　障がい者主体の文化・芸術活動（アール・ブリュット等）
への支援を行います。

障がい福祉課
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第３せつ、スポーツ・文化・国際交流     
せさく目標、第２、文化活動の充実     
せさくの方向、１、文化・芸術活動（※アール・ブリュット等）の充実     
     
せさくの基本的方向

障害しゃの文化・芸術活動へのニーズを把握し、主体的に取り組むことができるような機会を拡大す

るとともに、相互理解を深め、社会参加しやすい機運の醸成を図ります。

     
具体的方策

項目

文化・芸術活動参加の支援

しょう項目、イベントへの参加の促進及び環境整備

内容、障害しゃの社会参加を図るため、事業の充実を図り、障害しゃが参加しやすい環境づくりと各種

イベントへの参加促進を図ります。

障害の有無に関わらず、ともに楽しめる事業

障害しゃ向けの事業

市のコンクール、コンサート、作品展とうにおける障害しゃの参加促進

所管課、障害福祉課、文化振興課

しょう項目、芸術文化施設の整備充実

内容、各施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進めるほか、障害しゃが参加しやすい事業

を実施します。

所管課、施設所管課

しょう項目、作品展の開催

内容、障害しゃによる絵画、しゅこうげい、などの作品を展示し、障害しゃの社会参加と市民の障害し

ゃに対する理解を深めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、青少年の文化活動参加促進

内容、しょう、ちゅう、義務教育学校の児童、生徒から作文を募集し障害しゃに対する理解と関心を深

めます。また、障害しゃとの交流を図ります。

福祉の心育成事業の推進  
障害しゃとのふれあい事業の拡充

所管課、障害福祉課、学校教育推進課

しょう項目、文化・芸術活動の支援

内容、障害しゃ主体の文化・芸術活動（アール・ブリュット等）への支援を行います。

所管課、障害福祉課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
国際交流の
促進

国際交流事業
への障がい者
の参加の促進

　障がい者を含めた、より多くの市民による国際交流活動を
促進するため、郡山市国際交流協会等が実施する事業を広く
周知し、各種国際交流機会の充実を図ります。

国際政策課

パラリンピッ
ク等への障が
い者の参加の
促進

　障がい者が国際的なスポーツ大会等へ参加する体制づくり
を促進します。 
　○パラリンピックやデフリンピックに参加する選手への支
　　援
　○スペシャルオリンピックスが開催する世界大会等に参加
　　する選手への支援

障がい福祉課
スポーツ振興課

【施策の基本的方向】　
　国際化社会の中で、パラリンピックやデフリンピック、スペシャルオリンピックスが開催する世界大
会等に参加する選手への支援や、障がい者自身が主体的、自主的に参加できる国際交流の促進を図
ります。

施策目標　第３　国際交流の促進
施策の方向　１　国際交流の促進

第３節　スポーツ・文化・国際交流　～ 社会参加の促進 ～
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第３せつ、スポーツ・文化・国際交流     
せさく目標、第３、国際交流の促進     
せさくの方向、１、国際交流の促進     
     
せさくの基本的方向

国際化社会の中で、パラリンピックやデフリンピック、スペシャルオリンピックスが開催する世界大

会等に参加する選手への支援や、障害しゃ自身が主体的、自主的に参加できる国際交流の促進を図りま

す。

     
具体的方策

項目

国際交流の促進

しょう項目、国際交流事業への障害しゃの参加の促進

内容、障害しゃを含めた、より多くの市民による国際交流活動を促進するため、郡山市国際交流協会等

が実施する事業を広く周知し、各種国際交流機会の充実を図ります。

所管課、国際政策課

しょう項目、パラリンピック等への障害しゃの参加の促進

内容、障害しゃが国際的なスポーツ大会等へ参加する体制づくりを促進します。  
パラリンピックやデフリンピックに参加する選手への支援

スペシャルオリンピックスが開催する世界大会等に参加する選手への支援

所管課、障害福祉課、スポーツ振興課
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≪　現状・課題　≫
　2019（令和元）年末から流行した新型コロナウイルスの感染拡大により、これまでの健康管
理に加え、感染症対策が求められるようになりました。
　感染症対策を講じた新たな生活様式によりストレスが増大する傾向にあり、心のケアについ
てもますます重要性を増しています。
　生涯を通じて健やかで心豊かに生き生きと暮らすために、心身の健康づくりが重要です。
　疾病の早期発見のためには健康診断の定期的な受診とともに、適正な疾病治療による重症
化の予防、さらに介護予防や介護サービスの充実により健康寿命の延伸を図ることや、リハビ
リテーション等の利用で社会生活を営むための必要な機能の維持向上を図る必要があります。
併せて、安心して医療が受けられるような体制づくりや医療費負担軽減、安心して療養生活が
できる環境調整などの支援が重要です。
　日常の精神的な悩みの他、精神疾患、ひきこもり、発達障がい、依存症（アルコール依存、
ギャンブルや薬物依存等の嗜癖）、うつ、自死に関すること等、多様化する心の健康問題に関す
る相談体制を充実させるとともに、より専門的な対応を図るため、関係機関との連携を強化し、
精神疾患や障がいを抱える方の早期発見・早期治療、さらに、精神疾患を抱えていても自分ら
しく生活できるよう支援体制を整備していく必要があります。
　難病患者の指定難病医療費制度については、2021（令和３）年11月に対象疾病が338疾病
に拡大されました。地域生活を送る難病患者・家族の日常生活や社会生活への不安を軽減す
るための相談支援体制の充実や、入院や療養中の難病患者の社会復帰や地域交流活動等の
促進のため保健・医療・福祉が一体となったサービス提供が不可欠です。
　また、超高齢化、少子化が進むことにより、ますます保健福祉サービスの需要は高まること
が予想されます。保健福祉サービスの提供体制の充実はもとより、保健・医療・福祉の連携し
た支援体制の整備が一層必要となってきております。

第４節　保健・医療
テーマ　「予防と健康」

施策目標　第１　障がいの早期発見と早期治療の推進
　　　　　第２　医療の充実
　　　　　第３　精神保健・難病対策の推進
　　　　　第４　保健・医療・福祉の連携
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第４せつ、保健・医療

テーマ 予防と健康

せさく目標

第１、障害の早期発見と早期治療の推進

第２、医療の充実

第３、精神保健・難病対策の推進

第４、保健・医療・福祉の連携

現状・課題

2019 年末から流行した新型コロナウイルスの感染拡大により、これまでの健康管理に加え、感染症対策が

求められるようになりました。

感染症対策を講じた新たな生活様式によりストレスが増大する傾向にあり、心のケアについても、ますま

す重要性を増しています。

生涯を通じて健やかで心豊かに生き生きと暮らすために、心身の健康づくりが重要です。

疾病の早期発見のためには健康診断の定期的な受診とともに、適正な疾病治療による重症化の予防、さら

に介護予防や介護サービスの充実により健康寿命の延伸を図ることや、リハビリテーション等の利用で社会

生活を営むための必要な機能の維持向上を図る必要があります。併せて、安心して医療が受けられるような

体制づくりや医療費負担軽減、安心して療養生活ができる環境調整などの支援が重要です。

日常の精神的な悩みの他、精神疾患、ひきこもり、発達障害、依存症（アルコール依存、ギャンブルや薬物

依存等の嗜癖）、うつ、自死に関すること等、多様化する心の健康問題に関する相談体制を充実させるとと

もに、より専門的な対応を図るため、関係機関との連携を強化し、精神疾患や障害を抱えるかたの早期発

見・早期治療、さらに、精神疾患を抱えていても自分らしく生活できるよう支援体制を整備していく必要が

あります。

難病患者の指定難病医療費制度については、2021 年 11 月に対象疾病が 338 疾病に拡大されました。地域

生活を送る難病患者・家族の日常生活や社会生活への不安を軽減するための相談支援体制の充実や、入院や

療養中の難病患者の社会復帰や地域交流活動等の促進のため保健・医療・福祉が一体となったサービス提供

が不可欠です。

また、超高齢化、少子化が進むことにより、ますます保健福祉サービスの需要は高まることが予想されま

す。保健福祉サービスの提供体制の充実はもとより、保健・医療・福祉の連携した支援体制の整備が一層必

要となってきております。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
母子健康管
理対策の充
実

母子健康手帳
の交付

　母体の健康管理のため、早期の届出を勧めます。 こども家庭課

妊産婦健康診
査の実施

　妊婦及び胎児の疾病又は異常の早期発見及び予防に努めま
す。

こども家庭課

周産期医療関
係機関との連
携及び情報提
供

　妊婦の健康管理や出産時の異常など疾病予防対策を図るた
め、関係機関と情報提供及び連携を図ります。

こども家庭課

乳幼児健康診
査の実施

　乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導
を行います。
　○４か月児健康診査
　○ 10か月児健康診査
　○１歳６か月児健康診査
　○３歳児健康診査

こども家庭課

母子保健情報
システムの活
用

　妊娠から出産、乳幼児までの健康診査情報により、支援を
必要とする人に適時適切な保健指導を実施します。

こども家庭課

健康づくり
の推進

健康診査・が
ん検診の実施

　生活習慣病の早期発見・早期治療を目的とした健康診査・
がん検診等を実施します。

健康づくり課

健康づくりに
関する正しい
知識の普及啓
発と情報提供

　疾病の発症予防や健康づくりに重点をおいた保健指導を推
進するため保健サービスを拡充し、市民の健康増進を目指し
た事業及び健康づくりに関する情報提供を行います。

健康づくり課

感染症対策 感染症対策の
推進

　新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策につ
いて、関係機関と連携し感染の予防・拡大防止への取組みを
進めます。

障がい福祉課
保健・感染症課

【施策の基本的方向】　
　ライフステージに応じた保健・医療サービスを提供することで、自らの健康を知り、健康づくりや介
護予防に取り組む環境づくりを図り、障がいの原因疾病の早期発見・早期対応につなげます。

施策目標　第１　障がいの早期発見と早期治療の推進
施策の方向　１　健康管理対策の充実

第４節　保健・医療　～ 予防と健康 ～
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第４せつ、保健・医療     
せさく目標、第１、障害の早期発見と早期治療の推進     
せさくの方向、１、健康管理対策の充実     
     
せさくの基本的方向

ライフステージに応じた保健・医療サービスを提供することで、自らの健康を知り、健康づくりや介

護予防に取り組む環境づくりを図り、障害の原因疾病の早期発見・早期対応につなげます。

     
具体的方策 項目

母子健康管理対策の充実

しょう項目、母子健康手帳の交付

内容、母体の健康管理のため、早期の届出を勧めます。

所管課、こども家庭課

しょう項目、妊産婦健康診査の実施

内容、妊婦及び胎児の疾病又は異常の早期発見及び予防に努めます。

所管課、こども家庭課

しょう項目、周産期医療関係機関との連携及び情報提供

内容、妊婦の健康管理や出産時の異常など疾病予防対策を図るため、関係機関と情報提供及び連携を図

ります。  
所管課、こども家庭課

しょう項目、乳幼児健康診査の実施

内容、乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導を行います。

４か月じ健康診査、 10 か月じ健康診査

１歳６か月じ健康診査、 ３歳じ健康診査

所管課、こども家庭課

しょう項目、母子保健情報システムの活用

内容、妊娠から出産、乳幼児までの健康診査情報により、支援を必要とする人に適時適切な保健指導を

実施します。

所管課、こども家庭課

項目、健康づくりの推進

しょう項目、健康診査・がん検診の実施

内容、生活習慣びょうの早期発見・早期治療を目的とした健康診査・がん検診等を実施します。

所管課、健康づくり課

しょう項目、健康づくりに関する正しい知識の普及啓発と情報提供

内容、疾病の発症予防や健康づくりに重点をおいた保健指導を推進するため保健サービスを拡充し、市

民の健康増進を目指した事業及び健康づくりに関する情報提供を行います。

所管課、健康づくり課

項目、感染症対策

しょう項目、感染症対策の推進

内容、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策について、関係機関と連携し感染の予防・

拡大防止への取組みを進めます。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
健康教育・
相談・指導
の充実

妊産婦乳幼児
保健指導・訪
問指導の実施

　妊産婦及び乳幼児の保護者に対して、妊娠高血圧症候群、
低出生体重児や障がいの予防を図るため、妊娠、出産又は育
児についての必要な保健指導を行います。

こども家庭課

心身障がい児
療育相談の実
施

　心身の機能に障がいのある児童又はそのおそれのある児童
や医療的ケア児を早期に発見して、早期に適切な対応・治療・
療育につなげるための情報提供や相談等を行い、早期療育を
推進します。

障がい福祉課
こども家庭課
保育課

母子健康教育
の実施

　乳幼児健康診査後の経過観察児に対して、個別指導及び親
子遊び等の集団指導を実施します。

こども家庭課

健康教育・健
康相談の実施

　生活習慣病予防や介護予防の教室等を実施し、生活習慣病
予防・介護予防に関する正しい知識の普及や個別の助言、指
導を行います。

地域包括ケア推進課
健康づくり課

訪問指導の実
施

　家庭訪問により、対象者の生活指導や健康問題の解決にあ
たります。さらに、関係職種と連携し保健・福祉サービスの
活用方法に関する相談・調整等を図ります。  

健康づくり課

精神保健福祉
相談の実施

　精神科医師、臨床心理士、精神保健福祉士による定期相談
及び保健師による随時相談を行います。（再掲）

保健・感染症課
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具体的方策

項目

健康教育・相談・指導の充実

しょう項目、妊産婦乳幼児保健指導・訪問指導の実施

内容、妊産婦及び乳幼児の保護者に対して、妊娠高血圧症候群、低出生体重じや障害の予防を図るため、

妊娠、出産又は育児についての必要な保健指導を行います。

所管課、こども家庭課

しょう項目、心身障害児療育相談の実施

内容、心身の機能に障害のある児童又はそのおそれのある児童や医療的ケアじを早期に発見して、早期

に適切な対応・治療・療育につなげるための情報提供や相談等を行い、早期療育を推進します。  
所管課、障害福祉課、こども家庭課、保育課

しょう項目、母子健康教育の実施

内容、乳幼児健康診査後の経過観察じに対して、個別指導及び親子遊び等の集団指導を実施します。

所管課、こども家庭課

しょう項目、健康教育・健康相談の実施

内容、生活習慣びょう予防や介護予防の教室等を実施し、生活習慣びょう予防・介護予防に関する正し

い知識の普及や個別の助言、指導を行います。

所管課、地域包括ケア推進課、健康づくり課

しょう項目、訪問指導の実施

内容、家庭訪問により、対象者の生活指導や健康問題の解決にあたります。さらに、関係職種と連携し

保健・福祉サービスの活用方法に関する相談・調整等を図ります。

所管課、健康づくり課

しょう項目、精神保健福祉相談の実施

内容、精神科医師、臨床心理士、精神保健福祉士による定期相談及び保健師による随時相談を行います。

（再掲）

所管課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がい者に
対する医療
サービスの
充実

更生医療の給
付

　身体障がい者に対する日常生活能力又は職業能力の回復・
獲得等更生に必要な医療を給付します。

障がい福祉課

重度障がい者
の医療費の助
成

　重度心身障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、医
療費の一部負担金を助成します。

障がい福祉課
保健・感染症課

療養介護医療
費の給付等

　医療と常時介護を必要とする者に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理及び日常生活の支援を行います。

障がい福祉課

母子医療対
策の充実

母子医療対策
事業の実施

　心身ともに健康な子供の育成を図るため、必要な医療の給
付をします。
　○自立支援医療（育成医療給付事業）
　○小児結核患者療育給付事業
　○未熟児養育医療給付事業

こども家庭課
保健・感染症課

小児慢性特定
疾病対策事業
の実施

　小児慢性特定疾病にり患している児童に対して治療の普及促
進を図るとともに、患者家族の経済的負担の軽減を図ります。

こども家庭課

在宅ケア対
策の充実

在宅ケアサー
ビスの実施

　障がい者等に対して、総合的な在宅ケアを促進するため、
相談支援体制を強化するとともに、関係機関と密接に連携し
てサービスを提供します。

障がい福祉課
保健・感染症課

小児慢性特定
疾病児童等自
立支援事業の
実施

　小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連
絡調整その他の事業を行います。

こども家庭課

【施策の基本的方向】　
　医療費の公費負担制度や難病対策、在宅ケア対策などの充実を図るほか、障がい者に対する医療
を適切に受けられるように情報提供に努めます。

施策目標　第２　医療の充実
施策の方向　１　医療の充実

第４節　保健・医療　～ 予防と健康 ～

《療養介護》
　2022（令和４）年度実績（人） 42
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 50   
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第４せつ、保健・医療

せさく目標、第２、医療の充実     
せさくの方向、１、医療の充実     
     
せさくの基本的方向

医療費の公費負担制度や難病対策、在宅ケア対策などの充実を図るほか、障害しゃに対する医療を適

切に受けられるように情報提供に努めます。

     
具体的方策 項目

障害しゃに対する医療サービスの充実

しょう項目、更生医療の給付

内容、身体障害しゃに対する日常生活能力又は職業能力の回復・獲得等更生に必要な医療を給付します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、重度障害しゃの医療費の助成

内容、重度心身障害しゃの健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を助成します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、療養介護医療費の給付等

内容、医療と常時介護を必要とする者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理及び日常生活の支援を行

います。

所管課、障害福祉課

項目

母子医療対策の充実

しょう項目、母子医療対策事業の実施

内容、心身ともに健康な子供の育成を図るため、必要な医療の給付をします。

自立支援医療（育成医療給付事業）、小児結核患者療育給付事業

未熟児養育医療給付事業

所管課、こども家庭課、保健・感染症課

しょう項目、小児慢性特定疾病対策事業の実施

内容、小児慢性特定疾病にり患している児童に対して治療の普及促進を図るとともに、患者家族の経済

的負担の軽減を図ります。

所管課、こども家庭課  

項目

在宅ケア対策の充実

しょう項目、在宅ケアサービスの実施

内容、障害しゃ等に対して、総合的な在宅ケアを促進するため、相談支援体制を強化するとともに、関

係機関と密接に連携してサービスを提供します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施

内容、小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとと

もに、関係機関との連絡調整その他の事業を行います。

所管課、こども家庭課
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【施策の基本的方向】　
　精神疾患の患者や精神障がい者、さらに難病患者等が増加している現状を踏まえ、これらの患者及
び家族の方が抱える不安を解消するため、保健・医療・福祉のさらなる充実・強化を図ります。

施策目標　第３　精神保健・難病対策の推進
施策の方向　１　精神保健・難病対策の推進

第４節　保健・医療　～ 予防と健康 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
心の健康づ
くり対策の
実施

心の健康づく
り対策の実施

　精神保健に関する知識の普及・啓発を図るとともに、相談
指導体制の整備をします。
　また、自殺対策推進事業としてゲートキーパー養成研修、
自殺予防講演会、心のサポーター養成研修を開催します。

保健・感染症課

家族教室の実
施

　精神障がい者を抱える家族を支援するための家族教室を実
施します。

保健・感染症課

依存症対策の
推進

　依存症に関する正しい知識の普及啓発を図るため、福島県
精神保健福祉センターとの連携を強化するとともに、医療機
関や自主グループ等回復団体との連携も図り依存症対策を推
進します。特に、ギャンブル依存症については、多重債務、
生活困窮等の問題等も含め、消費生活センター等関係機関と
の連携を図り、対応します。

保健・感染症課

在 宅 ケ ア
（保健医療）
対策の推進

精神障がい者
に対するサー
ビスの提供

　精神障がい者の適切な医療の確保と社会復帰の促進を図る
ため、保健所を地域ネットワーク及び情報の拠点として、保
健、医療、福祉サービスの供給体制を整備します。

保健・感染症課

難病対策の
充実

在宅患者家庭
訪問、相談指
導の実施

　患者及び家庭の不安感を軽減するため、保健師を中心とし
た家庭訪問、相談の充実に努め、保健・医療・福祉の連携を
強化した一体的サービスを提供します。

保健・感染症課

難病患者の生
活支援

　日常生活及び社会生活に支障を来している難病患者に対
し、障害福祉サービス利用に向けた情報提供と支援を実施し
ます。

保健・感染症課

難病医療相談
会の実施

　患者及びその家族が安心して療養生活を送れるよう、疾患・
療養生活の理解と患者家族同士が互いに情報交換できる相談
会を実施します。

保健・感染症課

45

45 ページ。

第４せつ、保健・医療

せさく目標、第３、精神保健・難病対策の推進

せさくの方向、１、精神保健・難病対策の推進

     
せさくの基本的方向

精神疾患の患者や精神障害しゃ、さらに難病患者等が増加している現状を踏まえ、これらの患者及び

家族の方が抱える不安を解消するため、保健・医療・福祉のさらなる充実・強化を図ります。

     
具体的方策 項目

心の健康づくり対策の実施

しょう項目、心の健康づくり対策の実施

内容、精神保健に関する知識の普及・啓発を図るとともに、相談指導体制の整備をします。

また、自殺対策推進事業として、ゲートキーパー養成研修、自殺予防講演会、心のサポーター養成研修

を実施します。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、家族教室の実施

内容、精神障害しゃを抱える家族を支援するための家族教室を実施します。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、依存症対策の推進

内容、依存症に関する正しい知識の普及啓発を図るため、福島県精神保健福祉センターとの連携を強化

するとともに、医療機関や自主グループ等回復団体との連携も図り、依存症対策を推進します。特に、

ギャンブル依存症については、多重債務、生活困窮等の問題等も含め、消費生活センター等関係機関と

の連携を図り、対応します。

所管課、保健・感染症課

項目

在宅ケア（保健医療）対策の推進

しょう項目、精神障害しゃに対するサービスの提供

内容、精神障害しゃの適切な医療の確保と社会復帰の促進を図るため、保健じょを地域ネットワーク及

び情報の拠点として、保健、医療、福祉サービスの供給体制を整備します。

所管課、保健・感染症課

項目

難病対策の充実

しょう項目、在宅患者家庭訪問、相談指導の実施

内容、患者及び家庭の不安感を軽減するため、保健師を中心とした家庭訪問、相談の充実に努め、保

健・医療・福祉の連携を強化した一体的サービスを提供します。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、難病患者の生活支援

内容、日常生活及び社会生活に支障を来している難病患者に対し、障害福祉サービス利用に向けた情報

提供と支援を実施します。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、難病医療相談会の実施

内容、患者及びその家族が安心して療養生活を送れるよう、疾患・療養生活の理解と患者家族同士が互

いに情報交換できる相談会を実施します。

所管課、保健・感染症課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
保健・医療・
福祉の連携
強化

難病・精神疾
患等ケース会
議の実施

　在宅サービスを担う保健・医療・福祉等の関係者の連携強
化を図り、在宅療養者のニーズに対応した適切なサービスの
提供をするためのケース会議等を開催します。

保健・感染症課

健康増進に関
する連携の強
化

　健康増進事業等に携わる関係各課、関係諸機関及び地域組
織等との連携を密にし、健康増進事業の充実・強化を図りま
す。

健康づくり課

医学的リハビ
リテーション
の支援の強化

  医療、障がいの程度及びライフステージに応じた適切なリ
ハビリテーションが提供できるよう保健・医療・福祉などの
関係機関との連携強化を図ります。

障がい福祉課
保健・感染症課

重症心身障が
い児（者）及
び医療的ケア
児（者）の支
援体制の充実

　重症心身障がい児（者）及び医療的ケア児（者）が、サー
ビスを円滑に利用しながら地域で安心した生活を送れるよ
う、医療的ケア児等コーディネーターを中心とした関係機関
との連携支援体制の充実・強化を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども総務企画課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

【施策の基本的方向】　
　難病患者等を含め、保健・医療・福祉のサポートを要する方が安心して生活が送れるよう関係機関
の連携強化を図ります。

施策目標　第４　保健・医療・福祉の連携
施策の方向　１　保健・医療・福祉の連携強化

第４節　保健・医療　～ 予防と健康 ～
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第４せつ、保健・医療

せさく目標、第４、保健・医療・福祉の連携     
せさくの方向、１、保健・医療・福祉の連携強化     
     
せさくの基本的方向

難病患者等を含め、保健・医療・福祉のサポートを要するかたが安心して生活が送れるよう関係機関

の連携強化を図ります。

     
具体的方策

項目

保健・医療・福祉の連携強化

しょう項目、難病・精神疾患等ケース会議の実施

内容、在宅サービスを担う保健・医療・福祉等の関係者の連携強化を図り、在宅療養者のニーズに対応

した適切なサービスの提供をするためのケース会議等を開催します。

所管課、保健・感染症課

しょう項目、健康増進に関する連携の強化

内容、健康増進事業等に携わる関係各課、関係諸機関及び地域組織等との連携を密にし、健康増進事業

の充実・強化を図ります。

所管課、健康づくり課

しょう項目、医学的リハビリテーションの支援の強化

内容、 医療、障害の程度及びライフステージに応じた適切なリハビリテーションが提供できるよう保

健・医療・福祉などの関係機関との連携強化を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)の支援体制の充実

内容、重症心身障害児(しゃ)及び医療的ケアじ(しゃ)が、サービスを円滑に利用しながら地域で安

心した生活を送れるよう医療的ケアじとうコーディネーターを中心とした、関係機関との連携支援

体制の充実・強化を図ります。

所管課、障害福祉課、こども総務企画課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センター
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第５節　療育・教育・育成
テーマ　「ライフステージに応じた支援体制の充実」

≪　現状・課題　≫
　近年、こどもの障がいについても認知が広がり、障がい児に対する支援環境についても整備
が図られています。
　障がい児の発達段階、障がいの状態は多種多様であり、支援ニーズについても複雑化・複合
化しています。
　そのニーズに対応するためには、「包括的相談支援」「社会参加支援」「地域づくり」のそれ
ぞれの支援を充実させると同時に、各支援を複合させた支援体制を強化する必要があります。
複雑化する支援を連携させるためには、関係機関を「つなぐ」体制の強化も必要となり、その
ネットワークが現在の問題や課題だけではなく、支援の届いていない障がい児や潜在的な問
題や課題への対応もよりスムーズにすることが見込まれます。
　また、療育と教育、保育等の関係機関が連携を図った上で、障がい児及びその家族に対して、
乳幼児期から学校卒業までのライフステージに応じて、一貫して効果的な支援を身近な場所
で提供できる体制を図ることが重要です。※インクルーシブ教育システムにより、障がいのある
子どもを含む多様な子どもたちが同じ場で学ぶことを追求するとともに、自立と社会参加を見
据えて、一人一人の教育ニーズに応じた指導と支援を充実させることも重要です。
　子どもの障がいが重度重複化や多様化し、家庭の生活様式も多様化している現状を踏まえ、
それぞれの障がい児の実情に応じた支援を充実させ放課後や長期休暇における居場所の確保
を行うことなど、障がい児の生活の充実や保護者の就労を支援することも大切になります。
　インクルーシブ教育システムについては、障がいのある子どもを含む多様な子どもたちが同
じ場で学ぶことを追求するとともに、自立と社会参加を見据えて、一人一人の教育ニーズに応じ
た指導と支援を充実させる必要があります。
　既存の支援を更に充実させると同時に、新たな支援との複合化や連携を図り重層的な支援
体制の整備を推進する必要があります。

施策目標　第１　重層的な障がい児支援体制の構築
　　　　　第２　教育施策の充実　
　　　　　第３　切れ目ない療育・教育体制の確立
　　　　　第４　生涯学習施策の充実
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第５せつ、療育・教育・育成

テーマ 「ライフステージに応じた支援体制の充実」

せさく目標

第１、重層的な障害児支援体制の構築

第２、教育せさくの充実

第３、切れ目ない療育・教育体制の確立

第４、生涯学習せさくの充実

現状・課題

近年、こどもの障害についても認知が広がり、障害じに対する支援環境についても整備が図られてい

ます。

障害じの発達段階、障害の状態は多種多様であり、支援ニーズについても複雑化・複合化しています。

そのニーズに対応するためには、「包括的相談支援」「社会参加支援」「地域づくり」のそれぞれの支

援を充実させると同時に、各支援を複合させた支援体制を強化する必要があります。複雑化する支援を

連携させるためには、関係機関を「つなぐ」体制の強化も必要となり、そのネットワークが現在の問題

や課題だけではなく、支援の届いていない障害じや潜在的な問題や課題への対応も、よりスムーズにす

ることが見込まれます。

また、療育と教育、保育等の関係機関が連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期

から学校卒業までのライフステージに応じて、一貫して効果的な支援を身近な場所で提供できる体制を

図ることが重要です。※、インクルーシブ教育システムにより、障害のある子どもを含む多様な子ども

たちが同じ場で学ぶことを追求するとともに、自立と社会参加を見据えて、一人一人の教育ニーズに応

じた指導と支援を充実させることも重要です。

子どもの障害が重度重複化や多様化し、家庭の生活様式も多様化している現状を踏まえ、それぞれの

障害児の実情に応じた支援を充実させ、放課後や長期休暇における居場所の確保を行うことなど、障害

児の生活の充実や保護者の就労を支援することも大切になります。

インクルーシブ教育システムについては、障害のある子どもを含む多様な子どもたちが同じ場で学ぶ

ことを追求するとともに、自立と社会参加を見据えて、一人一人の教育ニーズに応じた指導と支援を充

実させる必要があります。

既存の支援を更に充実させると同時に、新たな支援との複合化や連携を図り、重層的な支援体制の整

備を推進する必要があります。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
相談支援体
制の充実

障がい児の療
育等に関する
情報提供

　障がい児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方
法等の情報を提供します。（再掲）

障がい福祉課
こども家庭課
保育課

相談支援事業
の充実・強化

　障がい者の生活を支援するため適切な相談支援が実施でき
る体制の整備を図り、障がい者のニーズに応えた支援を強化
します。
　併せて、障がい児への相談支援体制の充実を図ります。
　また、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や
サービスの代理申請等を行います。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

基幹相談支援
センターの充
実・強化

　郡山市障がい者基幹相談支援センターにおいて、地域の相
談支援体制の拠点として総合的な相談業務を行います。
　○相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言
　○権利擁護のために必要な援助
　○地域の相談支援体制強化の取組
　○相談業務の円滑な遂行のための体制作り　等（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

関係機関との
相談支援体制
の連携強化

　福祉、就労、保健・医療等の関係機関と相談支援事業所と
の相談支援体制の連携を強化します。

障がい福祉課

協議会の活性
化

　障がい者の地域生活支援を推進するため、郡山市障がい者
自立支援協議会を通じて、相談支援事業所及び関係機関と連
携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に
調整、推進します。
　また、以下の役割の強化に努めます。
　○サービス等利用計画の質の向上を図る役割
　○地域移行のネットワークや資源開発の役割
　○郡山市障がい者計画、郡山市障がい福祉計画及び郡山市
　　障がい児福祉計画の分析・評価の役割
　〇個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援
　　体制の整備（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

発達障がい
者（児 ) 支
援の充実

専門的な機関
との連携

　可能な限り身近な場所において必要な支援が受けられるよ
う福島県発達障がい者支援センター等関係機関との連携を図
ります。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課
こども家庭課

【施策の基本的方向】　
　障がい児への教育は、保健・医療・福祉・教育関係機関等の連携のもとに早期からの一貫した支援
体制が必要であることから、その整備を図るとともに、成長発達の状態に応じた多様な悩みに対応で
きる相談支援体制の充実を図ります。

施策目標　第１　重層的な障がい児支援体制の構築
施策の方向　１　相談支援体制の充実

第５節　療育・教育・育成　～ ライフステージに応じた支援体制の充実 ～

《計画相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 1,914
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 2,080  

《障害児相談支援》
　2022（令和４）年度実績（人） 733
            ↓    
　2026（令和８）年度見込（人） 870　 
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第５せつ、療育・教育・育成

せさく目標、第１、重層的な障害児支援体制の構築     
せさくの方向１、相談支援体制の充実     
     
せさくの基本的方向

障害児への教育は、保健・医療・福祉・教育関係機関等の連携のもとに早期からの一貫した支援体制

が必要であることから、その整備を図るとともに、成長発達の状態に応じた多様な悩みに対応できる相

談支援体制の充実を図ります。

     
項目

相談支援体制の充実

しょう項目、障害児の療育等に関する情報提供

内容、障害児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方法等の情報を提供します。（再掲）

所管課、障害福祉課、こども家庭課、保育課

しょう項目、相談支援事業の充実・強化

内容、障害しゃの生活を支援するため適切な相談支援が実施できる体制の整備を図り、障害しゃのニー

ズに応えた支援を強化します。 併せて、障害児への相談支援体制の充実を図ります。

また、障害しゃ等からの相談に応じ、必要な情報の提供やサービスの代理申請等を行います。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、基幹相談支援センターの充実・強化

内容、郡山市障害しゃ基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援体制の拠点として総合的な相談

業務を行います。

相談支援事業所への相談支援に関する専門的指導や助言

権利擁護のために必要な援助、 地域の相談支援体制強化の取組

相談業務の円滑な遂行のための体制作り など（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、関係機関との相談支援体制の連携強化

内容、福祉、就労、保健・医療等の関係機関と相談支援事業所との相談支援体制の連携を強化します。

所管課、障害福祉課

しょう項目、協議会の活性化

内容、障害しゃの地域生活支援を推進するため、郡山市障害者自立支援協議会を通じて、相談支援事業

所及び関係機関と連携し、福祉、就労、保健・医療等の各種サービスを総合的に調整、推進します。ま

た、以下の役割の強化に努めます。

サービス等利用計画の質の向上を図る役割

地域移行のネットワークや資源開発の役割

郡山市障害しゃ計画、郡山市障害福祉計画及び郡山市障害児福祉計画の分析・評価の役割

個別事例の検討を通じて抽出される課題を踏まえた支援体制の整備

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

項目、発達障害しゃ（じ)支援の充実

しょう項目、専門的な機関との連携

次のページに続きます。
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【施策の基本的方向】　
　障がい児に対する支援について、一人一人のニーズに応じた適切な支援を提供するため、教育・療育
環境の充実を図ります。

施策目標　第１　重層的な障がい児支援体制の構築
施策の方向　２　障がい児支援の充実

第５節　療育・教育・育成　～ ライフステージに応じた支援体制の充実 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がい児支
援の充実

障がい児保育
の実施

　認可保育施設において、集団保育が可能な障がい児の受け入
れを行い、心身の発達を促進する障がい児保育を実施します。　

保育課

　障がいのある児童が在籍する保育所等に、専門的な知識を
有する相談員を派遣し、保護者及び保育士の支援を行います。

保育課

　障がい児保育に必要な保育士の配置に努めるとともに、保
育所の改修・修繕の際には、ユニバーサルデザインの考え方
に基づき、誰もが利用しやすい保育環境の整備に努めます。

保育課

児童発達支援
の充実

　就学前の児童の日常生活における基本的な動作の指導、知
識技術の付与、集団生活に適応するための訓練その他必要な
支援をします。
　また、重症心身障がい児に対応した児童発達支援の充実を
図ります。

障がい福祉課

保育所等訪問
支援の充実

　障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応するこ
とができるよう、身体及び精神の状況及びその置かれている
環境に応じて適切な支援を行う保育所等訪問支援の充実を図
ります。

障がい福祉課

放課後等デイ
サービスの充
実

　就学児童の授業終了又は学校の休業日に、児童発達支援セ
ンター等に通い、生活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の必要な支援を行う放課後等デイサー
ビスの充実を図ります。
　また、重症心身障がい児に対応した放課後等デイサービス
の充実を図ります。

障がい福祉課

《児童発達支援》
2022（令和４）年度実績（人日分／年） 45,288
　　　　↓    
2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 61,344

《居宅訪問型児童発達支援》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 36 
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 24

《保育所等訪問支援》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 564　 　　
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 828　  　

《放課後等デイサービス》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 91,920　  
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 ) 93,276

49

前のページの続き

内容、可能な限り身近な場所において必要な支援が受けられるよう福島県発達障害しゃ支援センター等

関係機関との連携を図ります。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、こども家庭課

49 ページ。

第５せつ、療育・教育・育成

せさく目標第１、重層的な障害児支援体制の構築     
せさくの方向２、障害児支援の充実     
     
せさくの基本的方向

障害児に対する支援について、一人ひとりのニーズに応じた適切な支援を提供するため、教育・療育

環境の充実を図ります。

項目

障害児支援の充実

しょう項目、障害児保育の実施

内容、認可保育施設において、集団保育が可能な障害児の受け入れを行い、心身の発達を促進する障害

児保育を実施します。

所管課、保育課

内容、障害のある児童が在籍する保育所等に、専門的な知識を有する相談員を派遣し、保護者及び保育

士の支援を行います。

所管課、保育課

内容、障害児保育に必要な保育士の配置に努めるとともに、保育所の改修・修繕の際には、ユニバーサ

ルデザインの考え方に基づき、誰もが利用しやすい保育環境の整備に努めます。  
所管課、保育課

しょう項目、児童発達支援の充実

内容、就学前の児童の日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活に適応するた

めの訓練その他必要な支援をします。

また、主に重症心身障害児に対応した児童発達支援の充実を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、保育所とう、訪問支援の充実

内容、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、身体及び精神の状況やそ

の置かれている環境に応じて適切な支援を行う保育所とう訪問支援の充実を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、放課後とう、デイサービスの充実

内容、就学児童の授業終了または学校の休業日に、児童発達支援センターなどに通い、生活能力の向上

のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行う放課後とうデイサービスの充実を

図ります。また、主に重症心身障害児に対応した放課後とうデイサービスの充実を図ります。

所管課、障害福祉課

以降、次のページの内容です。

項目、障害児支援の充実

しょう項目、日中いちじ支援の充実

内容、障害児者の介助者が不在で、日中介護ができないときに施設等で一時的にお預かりし、見守り等

の支援をします。（再掲）

所管課、障害福祉課

しょう項目、重症心身障害児しゃ及び医療的ケアじしゃの支援体制の充実



－ 50－

第
２
章

第
５
節

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
一貫した相
談支援体制
の整備

一貫した相談
支援体制の整
備

　障がい児等に関する相談窓口をわかりやすくするため、相
談窓口の明確化に向けた体制の整備を図ります。

障がい福祉課
こども家庭課

就学前障がい
児の早期療育
機能の整備

　保健・医療・福祉・教育関係機関等による支援ネットワーク・
システムの構築に努め、障がい児の早期発見、早期療育のた
めの連携を密にし、適切な相談体制を整えます。

障がい福祉課
こども家庭課
総合教育支援セ
ンター

学校教育の
充実

インクルーシ
ブ教育システ
ムの推進

　障がいのある子どもとない子どもとが可能な限り共に教育
を受けられるように配慮するインクルーシブ教育システムを
推進します。

教育総務部総務課
総合教育支援セ
ンター

ｗ

【施策の基本的方向】　
　乳幼児期から就労期にわたる一貫した支援ができるよう、保健・医療・福祉・教育関係機関の連携
を強化し、個々の障がい等の状況に応じて、多様な学びの場の提供や適応支援に努めます。

施策目標　第２　教育施策の充実
施策の方向　１　教育施策の充実

第５節　療育・教育・育成　～ ライフステージに応じた支援体制の充実 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がい児支
援の充実

日中一時支援
の充実

　障がい児者の介助者が不在で、日中介護ができないときに施
設等で一時的にお預かりし、見守り等の支援をします。（再掲）

障がい福祉課

重症心身障が
い児（者）及
び医療的ケア
児（者）の支
援体制の充実

　重症心身障がい児（者）及び医療的ケア児（者）が、サー
ビスを円滑に利用しながら地域で安心した生活を送れるよう、
医療的ケア児等コーディネーターを中心とした関係機関との
連携支援体制の充実・強化を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども総務企画課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

放課後児童ク
ラブの充実

  放課後、保護者が就労等により家庭にいない小学生の遊び
及び生活の場を確保し、健全な育成を行うことを目的とする
放課後児童クラブの運営・整備の充実を図ります。

こども総務企画課

地域社会への
参加・包容（イ
ンクルージョ
ン）の推進

　保育所等の育ちの場において、児童発達支援センターを中
心に関係機関が連携し、保育所等訪問支援等を活用した支援
体制の構築を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

きょうだい児
等への配慮

　障がいのある兄弟姉妹を持つ「※きょうだい児」や「※ヤン
グケアラー」に対する理解と支援意識の醸成を図ります。

障がい福祉課
こども家庭課
総合教育支援セ
ンター

《日中一時支援》
2022（令和４）年度実績（時間分／年） 15,272 
　　　      ↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 時間分／年 ) 17,000

新規

新規

新規
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50 ページ。

内容、重症心身障害児しゃ及び医療的ケアじしゃが、サービスを円滑に利用しながら地域で安心し

た生活を送れるよう医療的ケアじとうコーディネーターを中心とした、関係機関との連携支援体制

の充実・強化を図ります。（再掲）

所管課、障害福祉課、こども総務企画課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センター  
しょう項目、放課後児童クラブの充実

内容、放課後、保護者が就労等により家庭にいない小学生の遊びや生活の場を確保し、健全な育成を行

うことを目的とする放課後児童クラブの運営・整備の充実を図ります。

所管課、こども総務企画課

しょう項目、地域社会への参加・包容、インクルージョンの推進【新規】

内容、保育所等の育ちの場において、児童発達支援センターを中心に関係機関が連携し、保育所等訪問

支援等を活用した支援体制構築を図ります。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センター

しょう項目、きょうだいじ等への配慮【新規】

内容、障害のある兄弟姉妹を持つ※、きょうだいじや※、ヤングケアラーに対する理解と支援意識

の醸成を図ります。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、総合教育支援センター

せさく目標第２、教育せさくの充実、せさくの方向１、教育せさくの充実
せさくの基本的方向

乳幼児期から就労期にわたる一貫した支援ができるよう、保健・医療・福祉・教育関係機関の連携を強化
し、個々の障害等の状況に応じて、多様な学びの場の提供や適応支援に努めます。
項目、一貫した相談支援体制の整備
しょう項目、一貫した相談支援体制の整備
内容、障害児などに関する相談窓口をわかりやすくするため、相談窓口の明確化に向けた体制整備を図りま
す。
所管課、障害福祉課、こども家庭課
しょう項目、就学まえ障害児の早期療育機能の整備
内容、保健・医療・福祉・教育関係機関等による支援ネットワーク・システム構築に努め、障害児の早期発
見、早期療育のための連携を密にし、適切な相談体制を整えます。
所管課、障害福祉課、こども家庭課、総合教育支援センター
項目、学校教育の充実
しょう項目、インクルーシブ教育システムの推進
内容、障害のある子どもとない子どもとが可能な限り共に教育を受けられるように配慮するインクルーシブ
教育システムを推進します。
所管課、教育総務部総務課、総合教育支援センター
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
学校教育の
充実

就学・教育相
談体制の充実

　障がい及び発達の状況に応じて、早期から適切な教育措置
を行うための相談体制の充実を図ります。
　総合教育支援センターが、就学に関する発達障がいのワン
ストップ相談機能としての充実を図ります。

総合教育支援セ
ンター

郡山市教育支
援委員会の開
催

　障がい児の適切な就学を進めるため、教育・医療・福祉等
の各関係機関の専門家等で構成された郡山市教育支援委員会
において十分に調査・審議を行うとともに、その後の一貫し
た教育的支援について適切な助言を行います。

総合教育支援セ
ンター

進路相談体制
の充実

  特別支援学校や福祉関係機関等との連携を図り、将来につ
いて、目標や生きがいがもてる進路指導の充実を図ります。

総合教育支援セ
ンター

教職員研修の
充実

　障がいの有無に関わらず、全ての子どものニーズに合わせ
た教育の支援を行うため、全教職員に対して特別支援教育の
研修の充実や、教職員の資質の向上を図ります。

教育研修センター

障がいに応じ
た教育のため
の諸条件の整
備

　障がいの状態や発達段階に応じて、公立小・中・義務教育
学校において適切な教育を行うため諸条件の整備を図りま
す。

総合教育支援セ
ンター

交流及び共同
学習の推進

　通常学級の児童生徒と特別支援学級、特別支援学校等の児
童・生徒が、相互理解を深め、好ましい人間関係を育てるた
めの交流及び共同学習を推進します。

総合教育支援セ
ンター

パンフレット
等の活用

　児童生徒が、障がい者への理解、認識を深められるよう、
福祉関係パンフレット等の資料の活用に努めます。

総合教育支援セ
ンター

福祉の心育成
事業の充実

　障がい者への意識と関心を高めるための作文を公募し、市
民への理解を深めます。

障がい福祉課
学校教育推進課

ボランティア
等の体験の場
の提供

　児童生徒が障がいの有無などに関わらず多様な他者と協働
することの重要性を実感しながら理解することができるよ
う、家庭や地域社会と連携・協働し、各教科の特質に応じた
体験活動の場を確保できるよう努めます。

学校教育推進課

福祉に関する
教育の充実

　小・中・義務教育学校が、各校の特色を生かし、特別活動
や総合的学習の時間などを中心に、福祉に関する現代的な課
題を各学校の実態に応じて取り上げ、福祉についての理解を
深めます。

学校教育推進課

情報機器等の
学習支援

　個別に支援を要する児童・生徒の学習を支援するため、小・
中・義務教育学校に配置している 1人１台端末へ、個別のニー
ズに応じた学習アプリのインストール支援を行います。

教育研修センター
総合教育支援セン
ター

卒業後の進路
指導の充実

　卒業後の生活として、就労をはじめとする多様な進路が確
保されるよう、職業指導の充実、一般企業の理解や雇用促進
とともに、労働、福祉の関係機関との連携の促進を図ります。

障がい福祉課

きょうだい児
等への配慮

　障がいのある兄弟姉妹を持つ「きょうだい児」や「ヤング
ケアラー」に対する理解と支援意識の醸成を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども家庭課
総合教育支援セ
ンター新規

51

51 ページ。
しょう項目、就学・教育相談体制の充実
内容、障害及び発達の状況に応じて、早期から適切な教育措置を行うための相談体制の充実を図ります。総
合教育支援センターが、就学に関する発達障害のワンストップ相談機能の充実を図ります。
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、郡山市教育支援委員会の開催
内容、障害児の適切な就学を進めるため、教育・医療・福祉等の各関係機関の専門家等で構成された郡山市
教育支援委員会において十分に調査・審議を行うとともに、その後の一貫した教育的支援について適切な助
言を行います。
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、進路相談体制の充実
内容、 特別支援学校や福祉関係機関等との連携を図り、将来について、目標や生きがいがもてる進路指導の
充実を図ります。
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、 教職員研修の充実
内容、障害の有無に関わらず、全ての子どものニーズに合わせた教育の支援を行うため、全教職員に対して
特別支援教育の研修の充実や、教職員の資質の向上を図ります。
所管課、教育研修センター
しょう項目、障害に応じた教育のための諸条件の整備
内容、障害の状態や発達段階に応じて、公立、しょう、ちゅう、義務教育学校において適切な教育を行うた
め諸条件の整備を図ります。
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、交流及び共同学習の推進
内容、通常学級の児童生徒と特別支援学級、特別支援学校等の児童・生徒が、相互理解を深め、好ましい人
間関係を育てるための交流及び共同学習を推進します。  
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、パンフレット等の活用
内容、児童生徒が、障害しゃへの理解、認識を深められるよう、福祉関係パンフレット等の資料の活用に努
めます。
所管課、総合教育支援センター
しょう項目、福祉の心育成事業の充実
内容、障害しゃへの意識と関心を高めるための作文を公募し、市民への理解を深めます。  
所管課、障害福祉課、学校教育推進課

しょう項目、ボランティア等の体験の場の提供
内容、児童生徒が障害の有無などに関わらず多様な他者と協働することの重要性を実感しながら理解するこ
とができるよう、家庭や地域社会と連携・協働し、各教科の特質に応じた体験活動の場を確保できるよう努
めます。
所管課、学校教育推進課

次のページに続きます。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
切れ目ない
療育・教育
体制の確立

乳幼児健康診
査の実施

　乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導
を行います。
　○４か月児健康診査
　○ 10か月児健康診査
　○１歳６か月児健康診査
　○３歳児健康診査　（再掲）

こども家庭課

母子健康教室
（おやこふれ
あい教室）の
充実

　おやこふれあい教室を実施し、発達障がいなどの傾向がみ
られる子の療育に結びつけます。

こども家庭課

保育所等訪問
支援の充実

　障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応するこ
とができるよう、身体及び精神の状況及びその置かれている
環境に応じて適切な支援を行う保育所等訪問支援の充実を図
ります。（再掲）

障がい福祉課

療育と教育の
連携体制の確
立

  障がい及び発達障がい等の早期発見のための体制や相談体
制の構築に努め、早期認知を促し、早期療育・早期教育の支
援の充実を図ります。
　また、郡山市子育てサポートブック及び医療的ケア児等生
活支援調整の手引きの活用を推進し、幼児から就労までの支
援がつながるシステムの構築を図ります。

障がい福祉課
こども総務企画課
子育て給付課
こども家庭課
保育課
総合教育支援セ
ンター

【施策の基本的方向】　
　障がいの原因となる疾病や障がいの早期発見から早期対応に係る相談体制の整備、また、医療機
関や関係機関との連携などにより、必要な療育の確保に努めるとともに、保育所等訪問支援等の充実
を図ります。

施策目標　第３　切れ目ない療育・教育体制の確立
施策の方向　１　切れ目ない療育・教育体制の確立

第５節　療育・教育・育成　～ ライフステージに応じた支援体制の充実 ～

《保育所等訪問支援》
　2022（令和４）年度実績（人日分／年） 564
　　　　↓    
　2026（令和８）年度見込 ( 人日分／年 )  828　

52

前のページの続き
しょう項目、福祉に関する教育の充実
内容、しょう、ちゅう、義務教育学校が、各校の特色を生かし、特別活動や総合的学習の時間などを中心に、
福祉に関する現代的な課題を各学校の実態に応じて取り上げ、福祉についての理解を深めます。
所管課、学校教育推進課
しょう項目、情報機器等の学習支援
内容、個別に支援を要する児童・生徒の学習を支援するため、しょう、ちゅう、義務教育学校に配置してい
る１人１台端末へ、個別のニーズに応じた学習アプリのインストール支援を行います。
所管課、教育研修センター、総合教育支援センター

しょう項目、卒業後の進路指導の充実
内容、 卒業後の生活として、就労をはじめとする多様な進路が確保されるよう、職業指導の充実、一般企業
の理解や雇用促進とともに、労働、福祉の関係機関との連携の促進を図ります。
所管課、障害福祉課

しょう項目、きょうだいじ等への配慮【新規】

内容、障害のある兄弟姉妹を持つ※、きょうだいじや※、ヤングケアラーに対する理解と支援意識

の醸成を図ります。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、総合教育支援センター

52 ページ

第５せつ、療育・教育・育成

せさく目標、第３、切れ目ない療育・教育体制の確立     
せさくの方向、１、切れ目ない療育・教育体制の確立     
     
せさくの基本的方向

障害の原因となる疾病や障害の早期発見から早期対応に係る相談体制の整備、また、医療機関や関係

機関との連携などにより、必要な療育の確保に努めるとともに、保育所とう訪問支援等の充実を図りま

す。

     
具体的方策

項目

切れ目ない療育・教育体制の確立

しょう項目、乳幼児健康診査の実施

内容、乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導を行います。

４か月じ健康診査、10 か月じ健康診査

１歳６か月じ健康診査、３歳じ健康診査 （再掲）

所管課、こども家庭課

しょう項目、母子健康教室（おやこふれあい教室）の充実

内容、おやこふれあい教室を実施し、発達障害などの傾向がみられる子の療育に結びつけます。

所管課、こども家庭課

しょう項目、保育所とう、訪問支援の充実

内容、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、身体及び精神の状況やそ

の置かれている環境に応じて適切な支援を行う保育所とう訪問支援の充実を図ります。（再掲）

所管課、障害福祉課

次のページに続きます。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
生涯学習施
策の充実

公共施設の整
備充実

　障がい者の学習の場を確保するため、公民館、図書館、福
祉施設等公共施設を利用できるように、施設のバリアフリー
化、ユニバーサルデザイン化に努めます。

障がい福祉課
生涯学習課
中央公民館
中央図書館

生涯学習機会
の確保

　障がいに関する理解と関心を深めるため、障がい者の施設
利用の無料化を図るなど学習機会の充実に努めます。

生涯学習課

読書バリア
フリーの推
進

読書環境の整
備

　障がい者の図書館利用を促進し、読書環境の整備を図ります。
　○本の宅配サービス（身体障がい者）
　○児童書の点字本の配置
　○大活字本の配置
　○ＣＤ貸出枚数の優遇（視覚障がい者）
　○電子書籍の貸出
　○ナクソス・ミュージック・ライブラリー（インターネット
　　上での音楽配信事業）の導入　　等

中央図書館

【施策の基本的方向】　
　障がい者の生涯学習活動への参加を支援するため、誰もが安全に利用できるようバリアフリー化
を進めるとともに、公共施設利用の無料化や読書環境の整備を図るなど学習活動の場の充実を図り
ます。

施策目標　第４　生涯学習施策の充実
施策の方向　１　生涯学習施策の充実

第５節　療育・教育・育成　～ ライフステージに応じた支援体制の充実 ～

53

前のページの続き

しょう項目、療育と教育の連携体制の確立

内容、障害及び発達障害等の早期発見のための体制や相談体制の構築に努め、早期認知を促し、早期療

育・早期教育の支援の充実を図ります。

また、郡山市子育てサポートブック及び医療的ケア児等生活支援調整の手引きの活用を推進し、幼児

から就労までの支援がつながるシステムの構築を図ります。

所管課、障害福祉課、こども総務企画課、子育て給付課、こども家庭課、保育課、総合教育支援センタ

ー

53 ページ。

第５せつ、療育・教育・育成

せさく目標、第４、生涯学習せさくの充実     
せさくの方向、１、生涯学習せさくの充実     
     
せさくの基本的方向

障害しゃの生涯学習活動への参加を支援するため、誰もが安全に利用できるようバリアフリー化を進

めるとともに、公共施設利用の無料化や読書環境の整備を図るなど学習活動の場の充実を図ります。

     
具体的方策

項目

生涯学習せさくの充実

しょう項目、公共施設の整備充実

内容、障害しゃの学習の場を確保するため、公民館、図書館、福祉施設等公共施設を利用できるように、

施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化に努めます。

所管課、障害福祉課、生涯学習課、中央公民館、中央図書館

しょう項目、生涯学習機会の確保

内容、障害に関する理解と関心を深めるため、障害しゃの施設利用の無料化を図るなど学習機会の充実

に努めます。

所管課、生涯学習課

項目、読書バリアフリーの推進

しょう項目、読書環境の整備

内容、障害しゃの図書館利用を促進し、読書環境の整備を図ります。

  本の宅配サービス（身体障害しゃ）

  児童書の点字本の配置

  大活字本の配置

  ＣＤ貸出枚数の優遇（視覚障害しゃ）

  電子書籍の貸出

  ナクソス・ミュージック・ライブラリー（インターネット上での音楽配信事業）の導入  等

所管課、中央図書館
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54 ページ。

このページには、令和５年度郡山市障害しゃ作品展、展示作品の中から、

郡山しりつ、たちばな小学校の生徒による作品。

障害しゃ支援施設、みなみ東北さくらかん、の作品、「ユニコーン」。

の２作品を掲載しています。

令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
郡山市立橘小学校

令和５年度郡山市障がい者作品展展示作品
「ユニコーン」

障がい者支援施設南東北さくら館
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第６節　啓発・広報
テーマ　「※こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用」

≪　現状・課題　≫
　障がい者の自立した地域生活の実現に当たっては、物理、制度、意識に加え文化・情報面な
どに潜むバリアを取り除いていくと同時に誤解や偏見、差別といった心のバリアを取り除いて
いくことが不可欠です。
　そのためには障がいに対する正しい知識の普及やＩＣＴを活用して情報のバリアフリー化を
図るなど、必要な支援を提供することが必要であり、国においては、2022（令和４）年に「障害
者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報ア
クセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）」が施行となりました。このため、この法律に
基づき障がい者の障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障がい当事者によるＩ
ＣＴ活用等の促進を図るための利活用に係る情報提供や啓発活動の実施が必要となりました。
　また、障がい者が地域で安心して日常生活を営むため、「障害者差別解消法」や「障害者虐
待防止法」を踏まえた差別の解消、虐待の防止並びに成年後見制度の利用促進などの取り組
みを進めることが大変重要であり、「障がいのある人もない人も、互いに支え合い、障がい者が
地域で安心して暮らすことのできる誰ひとり取り残されない『共生社会』の実現」を図るために
は、障がいや障がい者への理解を促進するよう、企業、民間団体、メディア等の多様な主体と
の幅広い広報・啓発活動の推進が必要です。
　さらに、障がいに対する正しい認識を深めるためには、幼少期からの啓発が不可欠であり、
家庭、地域はもとより学校教育における福祉に関する教育を継続的に推進する必要がありま
す。
　これらの取り組みにより、地域や学校での交流、ボランティア活動の充実を図り、障がいの
ある人とない人とが日常的にふれあうことで、相互理解が深まり、共に助け合い支えあう社会
を実現することができると考えます。

施策目標　第１　ＩＣＴ等の活用による情報の利用しやすさの推進
　　　　　第２　理解とふれあいの促進
　　　　　第３　地域における交流の促進

55

55 ページ。

第６せつ、啓発・広報

テーマ 「こころのバリアフリーとアイシーティー等の活用」

せさく目標

第１、アイシーティー等の活用による情報の利用しやすさの推進

第２、理解とふれあいの促進

第３、地域における交流の促進

現状・課題

障害しゃの自立した地域社会の実現に当たっては、物理、制度、意識に加え、文化・情報面などに潜

むバリアを取り除いていくと同時に、誤解や偏見、差別といった心のバリアを取り除いていくことが不

可欠です。

そのためには、障害に対する正しい知識の普及やアイシーティを活用して情報のバリアフリー化を図

るなど、必要な支援を提供することが必要であり、国においては、2022 年に「障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通に係るせさくの推進に関する法律（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケ

ーションせさく推進法）」が施行となりました。このため、この法律に基づき、障害しゃの障害特性に

配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事しゃによるアイシーティ活用などの促進を図るため、

利活用に係る情報提供や啓発活動の実施が必要となりました。

また、障害しゃが地域で安心して日常生活を営むため、「障害しゃ差別解消法」や「障害しゃ虐待防

止法」を踏まえた差別の解消、虐待の防止並びに成年後見制度の利用促進などの取り組みを進めること

が大変重要であり、「障害のある人もない人も、互いに支え合い、障害しゃが地域で安心して暮らすこ

とのできる誰ひとり取り残されない『共生社会』の実現」を図るためには、障害や障害しゃへの理解を

促進するよう、企業、民間団体、メディア等の多様な主体との幅広い広報・啓発活動の推進が必要です。

さらに、障害に対する正しい認識を深めるためには、幼少期からの啓発が不可欠であり、家庭、地域

はもとより学校教育における福祉に関する教育を継続的に推進する必要があります。

これらの取り組みなどにより、地域や学校での交流、ボランティア活動の充実を図り、障害のある人と

ない人とが日常的にふれあうことで、相互理解が深まり、共に助け合い支えあう社会を実現することが

できるものと考えます。
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【施策の基本的方向】　
　障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障が
いや障がい者への理解を促進するため、計画的かつ集中的に啓発・広報活動を推進します。

施策目標　第２　理解とふれあいの促進
施策の方向　１　啓発・広報活動の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
情報の利用
しやすさの
推進

アクセシビリ
ティに配慮し
た行政情報の
提供

  障がい者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情
報の電子的提供の充実に取り組みます。
　また、※ウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を
促進します。

障がい福祉課
広聴広報課

障がい者に対
する情報提供

　視覚障がい者のための点字並びに音声等による情報提供方
法の充実を図ります。
　○点字による広報こおりやま・議会だよりの発行
　○録音による広報こおりやま・議会だよりの発行
　○※音声コードを貼付した文書・封筒等の作製
　○その他の情報について点字化、音声化を検討します。

障がい福祉課

視覚障がい者への情報提供の充実を図るため、音声コード
の周知及び音声コードを貼付した文書等の作成を推進します。

障がい福祉課

　聴覚障がい者のための情報提供方法の充実を図ります。
　○ウェブサイト、YouTube 等による「手話動画」の配信
　○「週間トピックス」等の市政広報テレビ番組の手話通訳
　　及び字幕付きによるテレビ放映
　○「ふれあいネットワーク事業」による災害、緊急情報の提供

障がい福祉課

　障がいにより情報の取得や伝達に困難を生じる方に、ICT
等を活用し情報提供方法の充実を図ります。

障がい福祉課

ICT 機器等の
利活用の推進

障がい特性に配慮した意思疎通支援の充実を図るため、ICT
機器の利活用に係る情報提供や啓発事業を実施します。（再掲）

障がい福祉課

障がい特性に配
慮したハザード
マップの活用

　国等が作成した障がい特性に配慮したハザードマップサイ
ト等を活用し、防災意識の向上を図ります。

河川課

マイナンバー
カードの利活
用

　障害者手帳アプリを導入し、今後の活用についても検討し
ます。

障がい福祉課
マイナンバー活用課

【施策の基本的方向】　
　障がい者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、
情報提供の充実、コミュニケーション支援の充実等、情報の利用におけるアクセシビリティの向上を推
進します。

施策目標　第１　ＩＣＴ等の活用による情報の利用しやすさの推進
施策の方向　１　ＩＣＴ等の活用による情報の利用しやすさの推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

新規

新規

新規

56

56 ページ。

第６せつ、啓発・広報

せさく目標１、ICT 等の活用による情報の利用しやすさの推進

せさくの方向１、ICT 等の活用による情報の利用しやすさの推進  
基本的方向

障害しゃが円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、情報

提供の充実、コミュニケーション支援の充実等、情報利用におけるアクセシビリティ向上を推進します。

項目

情報の利用しやすさの推進

しょう項目、アクセシビリティに配慮した行政情報の提供

内容、 障害しゃを含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取組みます。また、

※、ウェブアクセシビリティ向上等に向けた取組を促進します。

所管課、障害福祉課、こうちょう広報課

しょう項目、障害しゃに対する情報提供

内容、視覚障害しゃのための点字並びに音声等による情報提供方法の充実を図ります。

点字及び録音による広報こおりやま・議会だよりの発行

※、音声コードを貼付した文書・封筒等の作製

その他の情報の点字化、音声化を検討します。

所管課、障害福祉課

内容、聴覚障害しゃのための情報提供方法の充実を図ります。

ウェブサイト、YouTube 等による手話動画の配信

週間トピックス等の市政広報テレビ番組の手話通訳及び字幕付きテレビ放映

ふれあいネットワーク事業による災害、緊急情報の提供

所管課、障害福祉課

内容、障害により情報の取得や伝達に困難を生じるかたに、ICT 等を活用し情報提供方法の充実を図ります。

所管課、障害福祉課

しょう項目、ICT機器などの利活用推進（再掲）

内容、障害特性に配慮した意思疎通支援の充実を図るため、ICT 機器の利活用にかかる情報提供や

啓発事業を実施します。

所管課、障害福祉課
しょう項目、障害特性に配慮したハザードマップの活用【新規】

内容、国などが作成した障害特性に配慮したハザードマップサイトなどを活用し、防災意識の向上を図

ります。

所管課、河川課

しょう項目、マイナンバーカードの利活用

内容、障害しゃ手帳アプリを導入し、今後の活用についても検討します。

所管課、障害福祉課、マイナンバー活用課

第６せつ、啓発・広報
せさく目標２、理解とふれあいの促進
せさくの方向１、啓発・広報活動の推進
せさくの基本的方向

障害の有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害や障害し
ゃへの理解を促進するため、計画的かつ集中的に啓発・広報活動を推進します。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
計画的な啓
発広報活動
の実施

公共サービス
従事者に対す
る障がい理解
の促進

　市職員等をはじめとする公共サービス従事者を対象に、障
がい及び障がい者の福祉についての関心と理解を深めるため
の研修及び啓発を図ります。

障がい福祉課

広聴活動の実
施

　市民提案制度（みなさんの声）などの PR と充実を図り、
広く市民の声を聴取します。

広聴広報課

効果的な啓発 　障がい者等へ、バリアフリー及びユニバーサルデザインに
配慮された施設等の紹介パンフレットを作成・配付します。
　○公共施設紹介パンフレット
　○生活用具の紹介パンフレット

障がい福祉課
施設所管課

定期的な広報
活動の内容充
実

　定期的な広報活動の内容の充実を図ります。
　○広報紙（点字広報・声の広報を含む。）
　○放送番組（テレビ・ラジオなど。特にテレビには、手話や字
　　幕テロップなどを挿入する。）
　○ウェブサイトや電子メール、Facebook、LINE等を活用
　○ボランティア団体や障がい者団体などが行う事業等の啓発・広報 

障がい福祉課
広聴広報課

啓発・広報活
動の充実

　障がい及び障がい者に対する正しい理解を深め共生社会の
理念の普及・浸透の機会を拡充します。
　○「市政きらめき出前講座」等の講習会等を実施し、学校
　　や職場、地域での障がい者に対する取り組みを支援します。
　○障がい者自らの会合、集会、講演会等を広く周知します。

障がい福祉課
保健・感染症課

　男女共同参画社会の推進や障がい及び障がい者に対する人
権等に関する理解と関心を深めるための学習機会の充実に努
め、学校や職場、地域等での障がい者の人権等に対する理解
の促進を図ります。　

男女共同参画課

各種イベント
の開催

　市民各層の人々が参加できる交流事業を開催し、障がい者
団体及びボランティア団体等の活動を紹介するとともに、一
般市民の参加を推進します。

障がい福祉課
保健福祉総務課

心の健康づく
りの普及

　地域住民の心の健康保持、増進のために、継続した実施計
画を立て、講演会、講習会等を開催します。
　また、自殺対策推進事業としてゲートキーパー養成研修、
自殺予防講演会、心のサポーター養成研修を開催します。

保健・感染症課

「障害者の
日」等を中
心とした集
中 的 な 啓
発・交流事
業の実施

「障害者の日」
「障害者週間」
に重点的な啓
発広報活動の
実施

　12 月９日の「障害者の日」及び「障害者週間｣ (12 月３
日～９日）を周知徹底するため、啓発活動を実施します。
　○広報紙などへの記事掲載
　○国、県と歩調を合わせた啓発協力
　○集会、大会等の開催
　○障がい者作品展の開催
　○障がい者交流事業の実施

障がい福祉課

「知的障害者
福祉月間」（９
月）に重点的
な啓発活動の
実施

　知的障がい児者に対する理解が得られるように、関係機関
と歩調を合わせながら、当事者と施設や団体を主体とした各
種啓発活動を支援します。

障がい福祉課

「障害者雇用
促進月間」（９
月）に重点的
な啓発活動の
実施

　障がい者の雇用促進について事業主や市民の意識高揚を図
るため、関係機関と連携を図りながら啓発活動を支援します。

産業雇用政策課

「全国一斉運
動期間」（10月
下旬の１週間）
に重点的な啓
発広報活動の
実施

　精神保健に関する知識の普及や精神障がいの正しい理解を
促進するために、関係機関と協力しながら「全国一斉運動期間」
（10月下旬の１週間）に行われる各種啓発活動を支援します。
　○各種精神保健施設や団体での講演会、交流会等の啓発協
　　力を実施します。

保健・感染症課

57

57 ページ。    
項目、計画的な啓発広報活動の実施
しょう項目、公共サービス従事者に対する障害理解の促進
内容、市職員等をはじめとする公共サービス従事者を対象に、障害及び障害しゃの福祉についての関心と理
解を深めるための研修及び啓発を図ります。
所管課、障害福祉課
しょう項目、広聴活動の実施
内容、市民提案制度（みなさんの声）などの PR と充実を図り、広く市民の声を聴取します。
所管課、こうちょう広報課
しょう項目、効果的な啓発
内容、障害しゃ等へ、バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮された施設等の紹介パンフレットを作
成・配付します。

公共施設紹介パンフレット、生活用具の紹介パンフレット
所管課、障害福祉課、施設所管課
しょう項目、定期的な広報活動の内容充実
内容、定期的な広報活動の内容の充実を図ります。

広報し（点字広報・声の広報を含む）
放送番組（テレビ・ラジオなど。特にテレビには、手話や字幕テロップなどを挿入する）
ウェブサイトや電子メール、Facebook、Line 等を活用
ボランティア団体や障害しゃ団体などが行う事業等の啓発・広報

所管課、障害福祉課、こうちょう広報課
しょう項目、啓発・広報活動の充実
内容、障害及び障害しゃに対する正しい理解を深め共生社会の理念の普及・浸透の機会を拡充します。

「市政きらめき出前講座」等の講習会等を実施し、学校や職場、地域での障害しゃに対する取り組みを支
援します。
障害しゃ自らの会合、集会、講演会等を広く周知します。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課
内容、男女共同参画社会の推進や障害及び障害しゃに対する人権等に関する理解と関心を深めるための学習
機会の充実に努め、学校や職場、地域等での障害しゃの人権等に対する理解の促進を図ります。
所管課、男女共同参画課
しょう項目、各種イベントの開催
内容、市民各層の人々が参加できる交流事業を開催し、障害しゃ団体及びボランティア団体等の活動を紹介
するとともに、一般市民の参加を推進します。
所管課、障害福祉課、保健福祉総務課
しょう項目、心の健康づくりの普及（再掲）
内容、地域住民の心の健康保持、増進のために、継続した実施計画を立て、講演会、講習会等を開催します。

また、自殺対策推進事業として、ゲートキーパー養成研修、自殺予防講演会、心のサポーター養成研修を
開催します。
所管課、保健・感染症課

項目、障害しゃの日等を中心とした集中的な啓発・交流事業の実施
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
学校教育に
おける福祉
に関する教
育の推進

小・中・義務教
育学校におけ
る福祉に関す
る教育の実施

　道徳科や総合的な学習の時間、特別活動などを中心に、福祉
に関する現代的な課題を各学校の実態に応じて取り上げ、児童
生徒が、障がいの有無などに関わらず、互いのよさを認め合っ
て協働していく態度を育てます。

学校教育推進課

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がいを理
由とする差
別の解消及
び権利擁護
の推進

障害者差別解
消法に関する
研修及び啓発

　「障害者差別解消法」を普及するため、研修及び効果的な
広報・啓発活動等の推進に取り組みます。

障がい福祉課

障がいを理由
とする差別に
関する相談対
応

　障がい者及びその家族その他の関係者（以下「相談者」とい
う。）からの相談等に的確に対応するため相談体制の整備を図
り、相談者からの相談等には関係機関と連携して迅速かつ的
確に対応します。また、相談案件については、事例の集積、共
有化を図るとともに、郡山市障害者差別解消支援地域協議会
におけるネットワークにより、障がいを理由とする差別の解消
の取り組みを進めます。

障がい福祉課

選挙等におけ
る配慮

　選挙等における配慮として、投票所のバリアフリー化等投
票環境の向上に努めます。

選挙管理委員会
事務局

権利擁護事業
の普及

　権利を侵害されやすい障がい者が安心して生活できるよう
権利擁護事業の普及に努めます。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

虐待防止への
体制強化

　障がい者虐待防止センターにおいて、障がい者虐待の未然
防止や早期発見、迅速な対応に努めます。また、障がい者虐
待防止連絡会議を設置し、地域における関係機関等の協力体
制の整備や支援体制の強化を図ると共に、事業所への虐待防
止委員会の設置や研修会への参加を働きかけ、支援体制の強
化を図ります。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課

成年後見制度
の普及

　判断能力が十分でない障がい者の財産や権利を保護するた
めの成年後見制度の普及に努めます。
　郡山市成年後見支援センターを中心に関係機関等との連携
強化と成年後見制度の利用促進を図ります。（再掲）

障がい福祉課
保健・感染症課
地域包括ケア推進課

【施策の基本的方向】　
　障がいのある子どもと障がいのない子ども、そして地域の人々が活動を共にし、お互いの理解を深
めるための取り組みを一層推進します。

施策目標　第２　理解とふれあいの促進
施策の方向　３　福祉に関する教育の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

【施策の基本的方向】　
　障がいを理由とする差別の解消、虐待の防止及び権利擁護のための支援の充実を図ります。

施策目標　第２　理解とふれあいの促進
施策の方向　２　障がいを理由とする差別の解消及び権利擁護の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

58

前のページの続き
しょう項目、障害しゃの日、障害しゃ週間に重点的な啓発広報活動の実施
内容、12 月９日の、障害しゃの日及び障害しゃ週間、(12 月３日～９日）を周知徹底するため、啓発活動を
実施します。
広報しなどへの記事掲載、国、県と歩調を合わせた啓発協力
集会、大会等の開催、障害しゃ作品展の開催、障害しゃ交流事業の実施

所管課、障害福祉課
しょう項目、知的障害しゃ福祉月間（９月）に重点的な啓発活動の実施
内容、知的障害児者に対する理解が得られるように、関係機関と歩調を合わせながら、当事者と施設や団体
を主体とした各種啓発活動を支援します。
所管課、障害福祉課
しょう項目、障害しゃ雇用促進月間（９月）に重点的な啓発活動の実施
内容、障害しゃの雇用促進について事業主や市民の意識高揚を図るため、関係機関と連携を図りながら啓発
活動を支援します。
所管課、産業雇用政策課
しょう項目、全国一斉運動期間（10 月下旬の１週間）に重点的な啓発広報活動の実施
内容、精神保健に関する知識の普及や精神障害の正しい理解を促進するために、関係機関と協力しながら全
国一斉運動期間（10 月下旬の１週間）に行われる各種啓発活動を支援します。
各種精神保健施設や団体での講演会、交流会等の啓発協力を実施します。

所管課、保健・感染症課

58 ページ。

第６せつ、啓発・広報

せさく目標２、理解とふれあいの促進     
せさくの方向２、障害を理由とする差別の解消及び権利擁護の推進      
せさくの基本的方向

障害を理由とする差別の解消、虐待の防止及び権利擁護のための支援の充実を図ります。

     
項目、障害を理由とする差別の解消及び権利擁護の推進

しょう項目、障害しゃ差別解消法に関する研修及び啓発

内容、障害しゃ差別解消法を普及するため、研修及び効果的な広報・啓発活動等の推進に取り組みます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、障害を理由とする差別に関する相談対応

内容、障害しゃ及びその家族その他の関係者（以下「相談者」という。）からの相談等に的確に対応す

るため相談体制の整備を図り、相談者からの相談等には関係機関と連携して迅速かつ的確に対応します。

また、相談案件については、事例の集積、共有化を図るとともに、郡山市障害しゃ差別解消支援地域協

議会におけるネットワークにより、障害を理由とする差別の解消の取り組みを進めます。

所管課、障害福祉課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
学校教育に
おける福祉
に関する教
育の推進

パンフレット
等の活用

　小・中・義務教育学校を対象にした、国や県、市等関係機
関が作成した福祉関係パンフレット等を活用し、福祉に関す
る現代的な課題への理解を深めます。

学校教育推進課

社会奉仕体験
活動等の充実

　障がいのある人々との交流や共同学習、体験活動を通して、
協働することや、他者の役に立ったり社会に貢献したりする
ことの喜びを得られる活動を充実させ、共に尊重し合いなが
ら協働して生活していく態度の育成を図ります。

学校教育推進課

障がい児理解
の促進

　交流及び共同学習等の実践により障がい児の理解が一層深
められるよう、学校全体での意識の向上を呼びかけます。

総合教育支援セ
ンター

きょうだい児
等への配慮

　障がいのある兄弟姉妹を持つ「きょうだい児」や「ヤング
ケアラー」に対する理解と支援意識の醸成を図ります。（再掲）

障がい福祉課
こども家庭課
総合教育支援セ
ンター

社会教育に
おける障が
い者理解の
促進

社会参加のた
めの環境整備
の推進

　地域社会の福祉の向上や連帯意識を醸成するため、明るい
まちづくり推進委員会協議会に負担金を交付し、障がい者施
設を含めた花いっぱい運動を推進するとともに、ハタチのつ
どい（旧成人式）成人式イベントにおいて、障がい者がとも
に参加できる環境づくりに努めます。

生涯学習課

生涯学習に
おける障が
い者理解の
促進

生涯学習の情
報の提供

　障がい者に対する正しい理解とノーマライゼーション意識
啓発のため、市政きらめき出前講座及び生涯学習きらめきバ
ンクを軸とした情報の提供に努めます。

生涯学習課

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
すべての人
が暮らしや
すいまちづ
くりの実現

市民や事業者
への周知

　「第二次こおりやまユニバーサルデザイン推進指針」に基
づき、障がいの有無や年齢、国籍、言語、性別等の違いにか
かわらず、「誰もが暮らしやすいユニバーサルデザインのま
ち」の実現に向け、地域や学校等において、ユニバーサルデ
ザインを正しく理解できる機会の充実を図ります。
　○広報紙、啓発パンフレット、ウェブサイト等を活用した分か
　　りやすい、効果的・継続的なユニバーサルデザインの啓発
　○講習会・セミナー、出前講座等の実施

市民・ＮＰＯ活
動推進課

　全ての市民の人権が尊重され、生き生きと生活できる社会
づくりのため、男女共同参画サポート事業「さんかく教室」
や人権啓発キャンペーンなどによる啓発活動に努め、人権意
識の高揚を図ります。

男女共同参画課

※ヘルプマー
クの推進

　援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要
としていることを知らせることができるヘルプマークを配布
し、普及啓発に取り組むことにより、合理的配慮の浸透及び
定着を図ります。

障がい福祉課

【施策の基本的方向】　
　障がい者のみならず、すべての人が暮らしやすいまちづくりを実現するため、ノーマライゼーション
の意識啓発普及を推進します。

施策目標　第２　理解とふれあいの促進
施策の方向　４　ノーマライゼーションの意識啓発の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

新規

59

前のページの続き

しょう項目、選挙等における配慮

内容、選挙等における配慮として、投票所のバリアフリー化等投票環境の向上に努めます。

所管課、選挙管理委員会事務局

しょう項目、権利擁護事業の普及

内容、権利を侵害されやすい障害しゃが安心して生活できるよう権利擁護事業の普及に努めます。（再

掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、虐待防止への体制強化

内容、障害しゃ虐待防止センターにおいて、障害しゃ虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応に努めま

す。また、障害しゃ虐待防止連絡会議を設置し、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制

の強化を図ると共に、事業所への虐待防止委員会の設置や研修会への参加を働きかけ、支援体制の強化

を図ります。（再掲）

所管課、障害福祉課、保健・感染症課

しょう項目、成年後見制度の普及

内容、判断能力が十分でない障害しゃの財産や権利を保護するための成年後見制度の普及に努めます。

郡山市成年後見支援センターを中心に関係機関等との連携強化と成年後見制度の利用促進を図ります。

所管課、障害福祉課、保健・感染症課、地域包括ケア推進課

せさく目標２、理解とふれあいの促進     
せさくの方向３、福祉に関する教育の推進     
基本的方向

障害のある子どもと障害のない子ども、そして地域の人々が活動を共にし、お互いの理解を深めるための
取り組みを一層推進します。
     
項目、学校教育における福祉に関する教育の推進
しょう項目、 しょう、ちゅう、義務教育学校における福祉に関する教育の実施
内容、道徳科や総合的な学習の時間、特別活動などを中心に、福祉に関する現代的な課題を各学校の実態に
応じて取り上げ、児童生徒が、障害の有無などに関わらず、互いのよさを認め合って協働していく態度を育
てます。
所管課、学校教育推進課
しょう項目、パンフレット等の活用
内容、しょう、ちゅう、義務教育学校を対象にした、国や県、市等関係機関が作成した福祉関係パンフレッ
ト等を活用し、福祉に関する現代的な課題への理解を深めます。
所管課、 学校教育推進課
しょう項目、社会奉仕体験活動等の充実
内容、障害のある人々との交流や共同学習、体験活動を通して、協働することや、他者の役に立ったり社会
に貢献したりすることの喜びを得られる活動を充実させ、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度
の育成を図ります。
所管課、 学校教育推進課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
ボランティ
ア活動への
理解と参加
の促進

ボランティア
活動への理解
と参加の促進

　ボランティア活動の拠点となる郡山市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンターの活動を支援します。

保健福祉総務課

　ボランティア・ＮＰＯ等の市民公益活動支援の拠点となる
郡山市市民活動サポートセンターで、ボランティア・ＮＰＯ
等、市民公益活動への意識啓発及び情報提供を行います。

市民・ＮＰＯ活
動推進課

【施策の基本的方向】　
　生涯学習の一環として、市民にボランティア活動を広く紹介するとともに、障がい者の多様なニーズ
に対応できる活動を推進し、活動の充実を図ります。

施策目標　第３　地域における交流の促進
施策の方向　１　ボランティア活動の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
施設の地域
への開放の
促進

施設の地域へ
の開放

　社会福祉施設の運動場や体育館等の施設機能を在宅の障が
い者や地域住民に開放するとともに、運動会や文化祭を開催
して、地域との交流を促進します。

障がい福祉課

【施策の基本的方向】　
　障がい及び障がい者への理解を深め、コミュニケーションを推進するため、施設を地域へ開放し交
流を図ります。

施策目標　第３　地域における交流の促進
施策の方向　２　開かれた施設の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～

具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
障がい者自身
の主体的な活
動と地域活動
への積極的な
参加の支援

地域活動への
主体的取組と
積極的な参加

　障がい者、障がい者団体及び各障がい者施設が行う地域活
動をはじめ、各種事業の充実を図り、参加を支援します。
　○シンポジウムや講演会といった障がい者団体が主催する
　　行事及び事業
　○ボランティア団体が主催する事業
　○施設等で開催するイベント
　○地域で行われるスポーツ、文化、祭り及び交流事業等

障がい福祉課

【施策の基本的方向】　
　障がい者の主体性を尊重し、自らが積極的に地域活動へ参加するための情報を提供するとともに、
地域住民との交流を促進します。

施策目標　第３　地域における交流の促進
施策の方向　３　障がい者自身の主体的な地域活動の推進

第６節　啓発・広報　～ こころのバリアフリーとＩＣＴ等の活用 ～
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59 ページ。
しょう項目、障害児理解の促進
内容、交流及び共同学習等の実践により障害児の理解が一層深められるよう、学校全体での意識の向上を呼
びかけます。
所管課、 総合教育支援センター

しょう項目、きょうだいじ等への配慮【再掲】

内容、障害のある兄弟姉妹を持つきょうだいじやヤングケアラーに対する理解と支援意識の醸成を

図ります。

所管課、障害福祉課、こども家庭課、総合教育支援センター

項目、社会教育における障害しゃ理解の促進
しょう項目、社会参加のための環境整備の推進
内容、地域社会の福祉の向上や連帯意識を醸成するため、明るいまちづくり推進委員会協議会に負担金を交
付し、障害しゃ施設を含めた花いっぱい運動を推進するとともに、はたちのつどい（旧成人式）、成人式イ
ベントにおいて、障害しゃがともに参加できる環境づくりに努めます。
所管課、生涯学習課
項目、生涯学習における障害しゃ理解の促進
しょう項目、 生涯学習の情報の提供
内容、障害しゃに対する正しい理解とノーマライゼーション意識啓発のため、市政きらめき出前講座及び生
涯学習きらめきバンクを軸とした情報の提供に努めます。
所管課、生涯学習課

60 ページ。

第６せつ、啓発・広報

せさく目標３、地域における交流の促進

せさくの方向１、ボランティア活動の推進

基本的方向

生涯学習の一環として、市民にボランティア活動を広く紹介するとともに、障害しゃの多様なニーズに対

応できる活動を推進し、活動の充実を図ります。

     
項目、ボランティア活動への理解と参加の促進

しょう項目、 ボランティア活動への理解と参加の促進

内容、ボランティア活動の拠点となる郡山市社会福祉協議会ボランティアセンターの活動を支援します。

所管課、保健福祉総務課

内容、ボランティア・ＮＰＯ等の市民公益活動支援の拠点となる郡山市市民活動サポートセンターで、ボラ

ンティア・ＮＰＯ等、市民公益活動への意識啓発及び情報提供を行います。  
所管課、市民・ＮＰＯ活動推進課

せさく目標３、地域における交流の促進

せさくの方向２、開かれた施設の推進

基本的方向

障害への理解を深め、コミュニケーションを推進するため、施設を地域へ開放し交流を図ります。

項目、施設の地域への開放の促進

しょう項目、 施設の地域への開放の促進

内容、社会福祉施設の運動場や体育館等の施設機能を在宅の障害しゃや地域住民に開放するとともに、運動

会や文化祭を開催して、地域との交流を促進します。

所管課、障害福祉課
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第７節　生活環境
テーマ　「セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進」

≪　現状・課題　≫
　障がい者の自立と社会参加を支援し、快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、
障がい者のための暮らしの場を確保し、建築物等のバリアフリー化を推進するなど、ユニバー
サルデザインの考え方に基づき、障がい者に配慮したまちづくりを推進する必要があります。
　また、これまでの災害の経験を活かし、障がいがあっても、地域社会において、安全・安心に
生活することができるよう、災害発生時の支援体制、※福祉避難所の充実及び避難支援につい
ては、地域が主体となって実施する仕組みづくりを図る必要があります。
　さらに、障がい者が犯罪や消費者トラブルに巻き込まれる事例が増加しており、地域におけ
る防犯対策を推進し、消費トラブルの防止や早期発見に取り組む啓発等を図る必要がありま
す。　
　身近な地域で、自立した生活を送るための基盤となる住まいの場と日常生活の場の整備を
促進するとともに、外出・移動支援については、歩行空間の段差解消や視覚障がい者誘導用ブ
ロックの敷設等、障がい特性に応じた多様なニーズに対応しながら、公共交通機関等の移動手
段の充実を図り、障がい者が安全・安心に地域生活を送ることができる環境の整備に努める
必要があります。
　また、ハード面の整備を行うと同時にその性能を最大限に生かすためには、認知すること、
配慮することも非常に重要になり、ソフト面に対する啓発支援の推進も必要です。

施策目標　第１　ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進
　　　　　第２　安全・安心のまちづくりの推進
　　　　　第３　住環境の整備促進

61

61 ページ。

第７せつ、生活環境

テーマ、セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進

せさく目標１、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進

２、安全・安心のまちづくりの推進

３、住環境の整備促進

現状・課題

  
障害しゃの自立と社会参加を支援し、快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、障害しゃ

のための暮らしの場を確保し、建築物等のバリアフリー化を推進するなど、ユニバーサルデザインの考

え方に基づき、障害しゃに配慮したまちづくりを推進する必要があります。

また、これまでの災害の経験を活かし、障害があっても、地域社会において、安全・安心に生活する

ことができるよう、災害発生時の支援体制、※、福祉避難所の充実及び避難支援については、地域が主

体となって実施する仕組みづくりを図る必要があります。

さらに、障害しゃが犯罪や消費者トラブルに巻き込まれる事例が増加しており、地域における防犯対

策を推進し、消費トラブルの防止や早期発見に取り組む啓発等を図る必要があります。

身近な地域で、自立した生活を送るための基盤となる住まいの場と日常生活の場の整備を促進すると

ともに、外出・移動支援については、歩行空間の段差解消や視覚障害しゃ誘導用ブロックの敷設等、障

害特性に応じた多様なニーズに対応しながら、公共交通機関等の移動手段の充実を図り、障害しゃが安

全・安心に地域生活を送ることができる環境の整備に努めていく必要があります。

また、ハード面の整備を行うと同時に、その性能を最大限に生かすためには、認知すること、配慮す

ることも非常に重要となり、ソフト面に対する啓発支援の推進も必要です。
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
福祉・建設・
交通相互の
連携ネット
ワーク化の
推進

福祉・建設・
交通相互の連
携の推進

　市営住宅のバリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮
した改善について、福祉部門と建設部門とが連携を図り、障
がい者等に住みよい住環境の整備を図ります。

障がい福祉課
建築課
住宅政策課

　障がい者等が安全で、安心して利用できる交通体系を確立
するため、道路網の整備及び公共交通機関（鉄道、バス、タ
クシー）との連携を図ります。

障がい福祉課
道路建設課
総合交通政策課

総合的な福
祉のまちづ
くりの推進

公共施設等に
おける施設設
備の先導的整
備の推進

　市民の利用する公共施設等について、バリアフリー及びユ
ニバーサルデザインの考え方を取り入れ、先導的に施設・設
備の整備を図ります。
　○スロープ（段差解消）
　○手すり
　○視覚障がい者誘導用ブロック
　○※バリアフリートイレ
　〇情報掲示板　等

施設所管課

民 間 事 業 者
（ 民 間 施 設、
交通機関等）
に お け る 施
設・設備整備
との連携

　「交通政策基本法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、民間の施設や交
通機関について、障がい者等の利用に対応した施設・設備の
整備の推進を図ります。

総合交通政策課

おもいやり駐
車場利用制度
の適正利用の
促進

　おもいやり駐車場利用制度の適正な利用について普及・啓
発を図ります。

障がい福祉課

移動交通対
策の推進

歩道環境に対
する整備の促
進

　市道等の道路改修・整備に当たっては、歩行者や自転車の
走行環境にも配慮し、段差解消や歩道の幅員確保などを進め、
快適な道路空間の創出を図ります。また、国道や県道につい
ても各道路管理者へ整備の要望を行います。

道路建設課
道路維持課
区画整理課

障がい者、高
齢者等の移動
における利便
性の向上

  「交通政策基本法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、利便性、快適性の
高い公共交通サービスが提供されるよう、施設、車両の改善
についてバリアフリー対応等、バス、鉄道関係事業者、関係
機関等への周知・普及を図り、利便性の向上に努めます。

総合交通政策課

移動環境に関
する情報の提
供

　障がい者等が安全に、安心して快適に外出できるよう、移
動環境に関する情報を的確に提供していくための方策を検討
します。

障がい福祉課

【施策の基本的方向】　
　障がい者等のニーズに対応しつつ、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づいた
やさしいまちづくりを推進します。

施策目標　第１　ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進
施策の方向　１　ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進

第７節　生活環境　～ セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進 ～

62

62 ページ。

第７せつ、生活環境     
せさく目標１、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進    
せさくの方向１、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進     
せさくの基本的方向

障害しゃのニーズに対応しつつ、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づいたやさしい

まちづくりを推進します。

     
具体的方策

項目

福祉・建設・交通相互の連携ネットワーク化の推進

しょう項目、 福祉・建設・交通相互の連携の推進

内容、市営住宅のバリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮した改善について、福祉部門と建設部門と

が連携を図り、障害しゃ等に住みよい住環境の整備を図ります。

所管課、障害福祉課、建築課、住宅政策課

内容、障害しゃ等が安全で、安心して利用できる交通体系を確立するため、道路もうの整備及び公共交通機

関（鉄道、バス、タクシー）との連携を図ります。

所管課、 障害福祉課、道路建設課、総合交通政策課

項目、総合的な福祉のまちづくりの推進

しょう項目、 公共施設等における施設設備の先導的整備の推進

内容、市民の利用する公共施設等について、バリアフリー及びユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、

先導的に施設・設備の整備を図ります。

スロープ（段差解消）、 手すり、 視覚障害しゃ誘導用ブロック

※、バリアフリートイレ、情報掲示板 等

所管課、施設所管課

しょう項目、民間事業者（民間施設、交通機関等）における施設・設備整備との連携

内容、 「交通政策基本法」及び「高齢者、障害しゃ等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏ま

え、民間の施設や交通機関について、障害しゃ等の利用に対応した施設・設備の整備の推進を図ります。

所管課、 総合交通政策課

しょう項目、おもいやり駐車場利用制度の適正利用の促進

内容、おもいやり駐車場利用制度の適正な利用について普及・啓発を図ります。

所管課、 障害福祉課

項目、移動交通対策の推進

しょう項目、 歩道環境に対する整備の促進

内容、市道等の道路改修・整備に当たっては、歩行者や自転車の走行環境にも配慮し、段差解消や歩道の幅

員確保などを進め、快適な道路空間の創出を図ります。また、国道や県道についても各道路管理者へ整備の

要望を行います。

所管課、 道路建設課、道路維持課、区画整理課

しょう項目、障害しゃ、高齢者等の移動における利便性の向上
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
防災・防犯
対策の推進

防災対策の推
進

　緊急時における状況をいち早く周知するため、防災行政無
線、防災ウェブサイト、緊急速報メール、メールマガジン、フェ
イスブック、X（旧ツイッター）などの ICTを活用し、コミュ
ニティＦＭ、電話ガイダンスなど多様な情報伝達手段により
迅速かつ的確な情報の配信に努めます。

障がい福祉課
防災危機管理課
広聴広報課

　防災意識の高揚を図るため、自主防災組織間の連携などを
含めた体制強化、障がい者や高齢者等を含めた総合防災訓練
の実施、防災講演会の実施などにより、防災知識の普及等に
努めます。

防災危機管理課

障がい特性に
配慮した災害
時の情報伝達
体制の整備

　障がい特性に配慮した適切な災害情報が伝達できるよう、
関係機関と連携し情報伝達体制の整備を進めます。

障がい福祉課

障がい特性に
配 慮 し た ハ
ザードマップ
の活用

　国等が作成した障がい特性に配慮したハザードマップサイ
ト等を活用し、防災意識の向上を図ります。（再掲）

河川課

福祉避難所の
充実

　避難場所に指定されている小・中・義務教育学校、公民館
など、施設の新築・改修に併せて、バリアフリー化を進める
とともに、パーテーションや車いす、簡易ベッド等の配備や
福祉避難所の指定について、関係課と連携を図り整備を進め
ます。

防災危機管理課
保健福祉総務課
建築課
教育総務部総務課
生涯学習課

  高齢者や障がい者等の災害時の安全確保を図るため、避難
行動要支援者避難支援制度の実効性を高めるとともに、生活
に支障を来す障がい者などの災害時要配慮者を受け入れる福
祉避難所の避難支援体制を整備します。

障がい福祉課
保健福祉総務課

司法機関等と
の連携

　市の担当部署や専門職の関係機関と連携して、支援が必要
な人に対して適切な支援を行える体制の充実を図ります。

障がい福祉課

事業所利用
者の安全確
保

防犯対策の推
進

　事業所に対して、平常時からの地域住民や関係機関との緊
密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取り
組みを推進します。

障がい福祉課

生活安定の
ため各種制
度・事業の
推進

安心安全に関
する支援体制
の構築

　障がい者が犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、関
係機関による支援体制の構築を図ります。
　また、障がい者の消費者トラブル防止のための啓発を推進
します。（再掲）

障がい福祉課
セーフコミュニ
ティ課

【施策の基本的方向】　
　災害時における適切な情報伝達や避難所での配慮等、災害発生時における支援体制の構築や、防
犯灯設置などの防犯対策の推進を図ります。

施策目標　第２　安全・安心のまちづくりの推進
施策の方向　１　防災・防犯対策の推進

第７節　生活環境　～ セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進 ～

新規

63

前のページの続き

内容、 「交通政策基本法」及び「高齢者、障害しゃ等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏ま

え、利便性、快適性の高い公共交通サービスが提供されるよう、施設、車両の改善についてバリアフリー対

応等、バス、鉄道関係事業者、関係機関等への周知・普及を図り、利便性の向上に努めます。

所管課、 総合交通政策課

しょう項目、移動環境に関する情報の提供

内容、障害しゃ等が安全に、安心して快適に外出できるよう、移動環境に関する情報を的確に提供していく

ための方策を検討します。

所管課、 障害福祉課

63 ページ。

第７せつ、生活環境     
せさく目標、第２、安全・安心のまちづくりの推進     
せさくの方向、１、防災・防犯対策の推進     
     
せさくの基本的方向

災害時における適切な情報伝達や避難所での配慮等、災害発生時における支援体制の構築や、防犯灯

設置などの防犯対策の推進を図ります。

     
具体的方策

項目、防災・防犯対策の推進

しょう項目、防災対策の推進

内容、緊急時における状況をいち早く周知するため、防災行政無線、防災ウェブサイト、緊急速報メー

ル、メールマガジン、フェイスブック、X（旧ツイッター）などのアイシーティーを活用し、コミュニ

ティＦＭ、電話ガイダンスなど多様な情報伝達手段により迅速かつ的確な情報の配信に努めます。

所管課、障害福祉課、防災危機管理課、こうちょう広報課

内容、防災意識の高揚を図るため、自主防災組織間の連携などを含めた体制強化、障害しゃや高齢者等

を含めた総合防災訓練の実施、防災講演会の実施などにより、防災知識の普及等に努めます。

所管課、防災危機管理課

しょう項目、障害特性に配慮した災害時の情報伝達体制の整備

内容、障害特性に配慮した適切な災害情報が伝達できるよう、関係機関と連携し情報伝達体制の整備を

進めます。

所管課、障害福祉課

しょう項目、障害特性に配慮したハザードマップの活用【新規】

内容、国などが作成した障害特性に配慮したハザードマップサイトなどを活用し、防災意識の向上を図

ります。

所管課、河川課

しょう項目、福祉避難所の充実

内容、避難場所に指定されている、しょう、ちゅう、義務教育学校、公民館など、施設の新築・改修に

併せて、バリアフリー化を進めるとともに、パーテーションや車いす、簡易ベッド等の配備や福祉避難

所の指定について、関係課と連携を図り整備を進めます。

所管課、防災危機管理課、保健福祉総務課、建築課、教育総務部総務課、生涯学習課
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具体的方策
施策の内容 所管課

項目 小項目
人にやさし
い住宅・住
環境の実現

市営住宅にお
ける障がい者
向け住宅の供
給

　障がい者の安全確保のため、市営住宅のバリアフリー化、
ユニバーサルデザイン化を進めます。

住宅政策課

民間住宅にお
ける耐震化の
促進

　誰もが安全に生活できるよう、住宅の耐震化などを進めます。 開発建築指導課

自立生活に
対する支援

市営住宅の利
用促進

　社会福祉法人等からの使用申請に応じて、グループホーム
として市営住宅の使用を検討します。

障がい福祉課
住宅政策課

【施策の基本的方向】　
　障がい者が安全に安心して生活できるよう、地域における暮らしの場の確保や障がい者に配慮した
住宅の整備を促進します。

施策目標　第３　住環境の整備促進
施策の方向　１　安全で快適な住環境の整備促進

第７節　生活環境　～ セーフコミュニティに基づく安全・安心のまちづくりの推進 ～

第　３　章

【障害福祉サービス等の成果目標及び見込量について】

第１　数値目標

第２　障害福祉サービス等の見込量

第３　地域生活支援事業の見込量

－65－

第
３
章

65ページ。

第３章

障害福祉サービス等の成果目標及び見込量について

第１せつ、数値目標

第２せつ、障害福祉サービス等の見込量

第３せつ、地域生活支援事業の見込量

64

前のページの続き

内容、高齢者や障害しゃ等の災害時の安全確保を図るため、避難行動、よう支援者避難支援制度の実効

性を高めるとともに、生活に支障を来す障害しゃなどの災害時、よう配慮者を受け入れる福祉避難所の

避難支援体制を整備します。

所管課、障害福祉課、保健福祉総務課

しょう項目、司法機関等との連携

内容、市の担当部署や専門職の関係機関と連携して、支援が必要な人に対して適切な支援を行える体制

の充実を図ります。

所管課、障害福祉課

項目、事業所利用者の安全確保

しょう項目、防犯対策の推進

内容、事業所に対して、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の

安全確保に向けた取り組みを推進します。

所管課、障害福祉課

項目、生活安定のため各種制度・事業の推進

しょう項目、安心安全に関する支援体制の構築

内容、障害しゃが犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、関係機関による支援体制の構築を図

ります。また、障害しゃの消費者トラブル防止のための啓発を推進します。

所管課、障害福祉課、セーフコミュニティー課

64 ページ。

第７せつ、生活環境

せさく目標、第３、住環境の整備促進     
せさくの方向、１、安全で快適な住環境の整備促進     
     
せさくの基本的方向

障害しゃが安全に安心して生活できるよう、地域における暮らしの場の確保や障害しゃに配慮した住

宅の整備を促進します。

     
項目、人にやさしい住宅・住環境の実現

しょう項目、市営住宅における障害しゃ向け住宅の供給

内容、障害しゃの安全確保のため、市営住宅のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を図ります。

所管課、住宅政策課

しょう項目、民間住宅における耐震化の促進

内容、誰もが安全に生活できるよう、住宅の耐震化などを進めます。

所管課、開発建築指導課

項目、自立生活に対する支援

しょう項目、市営住宅の利用促進

内容、社会福祉法人等からの使用申請に応じて、グループホームとして市営住宅の使用を検討します。

所管課、障害福祉課、住宅政策課
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【障害福祉サービス等の成果目標及び見込量について】

第１　数値目標

第２　障害福祉サービス等の見込量

第３　地域生活支援事業の見込量

－65－
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第３章

障害福祉サービス等の成果目標及び見込量について

第１せつ、数値目標

第２せつ、障害福祉サービス等の見込量

第３せつ、地域生活支援事業の見込量
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第１　数値目標

第３章 障害福祉サービス等の成果目標及び見込量について

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

　障がい者等の自立支援の観点から、施設等からの地域生活移行や就労支援といった課題に
対応するため、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた
めの基本的な指針（令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号）」に即すとともに、本市に
おける実績等を踏まえて数値目標を設定します。

　福祉施設に入所している障がい者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後グループホー
ム、一般住宅等に移行する者の数値目標を、これまでの本市の状況を踏まえて設定します。
　2026(令和８)年度末までに、2023(令和５)年３月31日時点の施設入所者数197人の６.1％に
当たる12人の地域生活移行を目指します。
　また、2026(令和８)年度末時点の福祉施設入所者数を2023(令和５)年３月31日時点と比べ
て10人（197人の5.1％）少ない187人を目指します。

 【福祉施設の入所者の地域生活への移行者数】

項　目
2023年

３月31日時点の
全施設入所者数

考え方 数値目標
2026年度

地域生活移行者数　　　　　　 １９７人 2023年３月31日時点の入所者
数の6.1％ １２人

削減見込 １９７人 2023年３月31日時点の入所者
数の5.1％ １０人

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築　
　精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、以下の活動指標を設定します。

項　目
（保健、医療及び福祉関係者による協議の場に関する活動指標）

実　績
2022年度

2026年度
見込

協議の場の開催回数 ４回 ４回

協議の場への関係者の参加者数 ６６人 延べ　４０人

協議の場における目標設定及び評価の実施回数 １回 　１回

67 ページ。

第３章 障害福祉サービスとうの成果目標及び見込量について

第１ 数値目標

障害しゃ等の自立支援の観点から、施設等からの地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、

国の「障害福祉サービスとう及び障害児通所支援とうの円滑な実施を確保するための基本的な指針（れい

わ５年、こども家庭庁、厚生労働省告示第１号）」に即すとともに、本しにおける実績等を踏まえて数値

目標を設定します。

１、福祉施設の入所者の地域生活への移行

福祉施設に入所している障害しゃ（以下「施設入所者」という）のうち、今後グループホーム、一般住宅

等に移行する者の数値目標を、これまでの本しの状況を踏まえて設定します。

2026 年度末までに、2023 年３月 31 日時点の施設入所者数、197 人のろくてんいち％に当たる 12 人の地

域生活移行を目指します。

また、2026 年度末時点の施設入所者数を 2023 年３月 31 日時点と比べて 10 人（197 人の、ごうてんい

ち％）少ない 187人を目指します。

福祉施設の入所者の地域生活への移行者数

項目、地域生活移行者数、2023 年３月 31日時点の全施設入所者数、197人

考え方、2023 年３月 31 日時点の入所者数のろくてんいち％に当たる 12 人を 2026 年度の目標ちとする。

項目、削減見込、考え方、2023年３月 31日時点の入所者数の、ごうてんいち％に当たる 10 人を 2026年

度の目標ちとする。

２、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害しゃが、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、以下の活動指標を設定します。

保健、医療及び福祉関係者による協議の場に関する活動指標

協議の場の開催回数、2022年度実績、４回、2026年度見込、４回

協議の場への関係者の参加者数、2022年度実績、66人、2026 年度見込、延べ 40人

協議の場における目標設定及び評価の実施回数、2022 年度実績、１回、2026年度見込、１回
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３　地域生活支援の充実

４　福祉施設から一般就労への移行等

　障がい者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援の中心となる地域生活拠点施設等
を整備し、その機能の充実のため、コーディネーター及び地域生活支援拠点施設の機能を担う
障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及
び緊急時の連絡体制の構築を進めます。また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を
検証及び検討します。
　また、強度行動障害を有する障がい者の支援体制の充実を図るため、強度行動障害を有す
る障がい者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の
整備を検討します。

　福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、2026（令和８）年度中に一般就
労に移行する者の目標値を設定します。
　また、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業について、それ
ぞれ2026(令和８)年度中に一般就労に移行する者の目標値を併せて設定します。
　さらに、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値を設定し
ます。

項　目（活動指標） 実　績
2022年度

2024年度
見込

2025年度
見込

2026年度
見込

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 ０人 １人 １人 １人

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 ６人 ５人 ６人 ７人

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 １９５人 １９５人 ２００人 ２０５人

精神障がい者の自立訓練(生活訓練)の利用者数 ― １０人 １１人 １２人

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 １１人 ３０人 ３２人 ３４人

項　目 考え方 数値目標
2026年度末

コーディネーターの配置人数 2026年度末までに１名以上配置 １人

検証・検討回数 年１回以上検証及び検討 年１回

【福祉施設から一般就労への移行者数】　　

項　目 実　績
2021年度 考え方 数値目標

2026年度

一般就労移行者数 ３２人 2021年度に一般就労した者の
１.２５倍 ４０人
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精神障害しゃの利用に関する活動指標

精神障害しゃの地域移行支援の利用者数

2022年度実績、０人、2024年度見込、１人、2025年度見込、１人、2026年度見込、１人

精神障害しゃの地域定着支援の利用者数

2022年度実績、６人、2024年度見込、５人、2025年度見込、６人、2026年度見込、７人

精神障害しゃの共同生活援助の利用者数

2022年度実績、195人、2024 年度見込、195人、2025年度見込、200人、2026年度見込、205人

精神障害しゃの自立訓練（生活訓練）の利用者数

2024年度見込、10人、2025年度見込、11人、2026 年度見込、12人

精神障害しゃの自立生活援助の利用者数

2022年度実績、11人、2024年度見込、30人、2025 年度見込、32人、2026年度見込、34人

３、地域生活支援の充実

障害しゃの地域生活への移行の支援及び地域生活支援の中心となる地域生活拠点施設とうを整備し、

その機能の充実のため、コーディネーター及び地域生活支援拠点施設の機能を担う障害福祉サービス事

業所とうの担当者の配置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築

を進めます。また、年１回以上、支援の実績などを踏まえ運用状況を検証及び検討します。

また、強度行動障害を有する障がい者の支援体制の充実を図るため、強度行動障害を有する障害しゃに

かんして、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を検討します。

４ 福祉施設から一般就労への移行等

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、2026 年度中に一般就労に移行する者の目標ち

を設定します。

また、就労移行支援事業、就労継続支援Ａがた事業及び就労継続支援Ｂがた事業について、それぞれ 2026

年度中に一般就労に移行する者の目標ちを併せて設定します。

さらに、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標ちを設定します。

福祉施設から一般就労への移行者数

2022年度実績 32人

考え方、2021年度に一般就労した者の、いちてんにいごう倍

2026年度数値目標 40人
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【事業ごとの一般就労への移行者数】

【一般就労移行者が５割以上になる就労移行支援事業所数】

【一般就労移行者のうち就労定着支援事業利用者数】

【就労定着率が７割以上になる就労定着支援事業所数】

項　目 実　績
2021年度 考え方 数値目標

2026年度

就労移行支援事業移行者数　　　　　　　２８人　　　2021年度に一般就労した者の１.４倍 ３９人

就労継続支援Ａ型事業
移行者数 １人　　　2021年度に一般就労した者の２.０倍 ２人

就労継続支援Ｂ型事業
移行者数 ３人 2021年度に一般就労した者の

１.３倍 ４人

項　目 就労移行支援事業所数
(2026年度目標値) 考え方 数値目標

2026年度

一般就労移行者が５割以上に
なる就労移行支援事業所数 １３か所 2026年度の就労移行支援事業

所数の見込みの５３.８％ ７か所

項　目 実　　績
2021年度 考え方 数値目標

2026年度

一般就労移行者のうち
就労定着支援事業利用者数 １４人 2021年度に就労定着支援事業

を利用した者の３.４倍 ４８人

項　目 就労定着支援事業所数
（2026年度見込） 考え方 数値目標

2026年度

就労定着率が７割以上に
なる就労定着支援事業所数　　　　　　 ８か所 2026年度の就労定着支援事業

所数の見込みの37.5％ ３か所
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事業ごとの一般就労への移行者数

項目、就労移行支援事業移行者数

2021年度実績、28人

考え方、2021年度に一般就労した者の、いってんよん倍

2026年度数値目標、39人

項目、就労継続支援Ａがた事業移行者数

2021年度実績、１人

考え方、2021年度に一般就労した者の、２倍

2026年度数値目標 ２人

項目、就労継続支援Ｂがた事業移行者数

2021年度実績 ３人

考え方、2021年度に一般就労した者の、いってんさん倍

2026年度数値目標 ４人

項目、就労移行者が５割以上になる就労移行支援事業所数

考え方、2026年度の就労移行支援事業所数の見込の 53てんはち％

2026年度目標値 ７か所

項目、一般就労移行者のうち就労定着支援事業利用者数

2021年度実績、14人

考え方、2021年度に就労定着支援事業を利用した者のさんてんよん倍

2026年度数値目標 48人

項目、就労定着率が７割以上になる就労定着支援事業所数

考え方、2026年度の就労定着支援事業所数の見込の 37てんご％

2026年度目標値 ３か所
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６　相談支援体制の充実・強化
　障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。
　また、地域の相談支援体制を強化するため、基幹相談支援センターによる以下の見込みを
設定します。

項　　目 実　績
2022年度

2024年度
見込

2025年度
見込

2026年度
見込

地域の相談支援事業所に対する訪問等によ
る専門的な指導・助言件数 ２５７回 ２６５回 ２７５回 ２８０回

地域の相談支援事業所の人材育成の支援件
数 ６３６回 ６５０回 ６６５回 ６８６回

地域の相談機関との連携強化の取組の実施
回数 ２，０２１回 ２，０４５回 ２，０７０回 ２，１００回

個別事例の支援内容の検証の実施回数 １４回 １４回 １５回 １６回

主任相談支援専門員の配置人数 ３人 ３人 ３人 ３人

【主に重症心身障がい児を支援する事業所の確保】　

【保育所等訪問支援事業所の整備】

（参考）

項　目 実　績
2022年度

事業所数
2026年度見込

医療的ケア児対応事業所数
（2022年度末）

児童発達支援事業所 ２か所　　　 ４か所 ４か所

放課後等デイサービス事業所 ３か所 ６か所 ４か所

項　目 支援事業所数
（2022年度）

数値目標
2026年度

保育所等訪問支援事業所数　　　　　　５か所 ７か所

５　障がい児支援の提供体制の整備
　障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪問支
援事業所を確保します。
　また、医療的ケア児及び重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように主に重
症心身障がい児を支援する事業所を確保します。
　なお、障害児入所施設に入所している児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにす
るための移行調整の協議を推進します。
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５、障害児支援の提供体制の整備

障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪問支援事業所を確

保します。

また、医療的ケア児及び重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように主に重症心身障害児

を支援する事業所を確保します。

なお、障害児入所施設に入所している児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移

行調整の協議を推進します。

項目、保育所とう訪問支援事業所の整備

保育所とう訪問支援事業所数、2022 年度実績５か所、2026年度目標 ７か所

項目、主に重症心身障害児を支援する事業所の確保

児童発達支援事業所数 2022 年度実績 ２か所、2026年度見込 ４か所

放課後とうデイサービス事業所数 2022 年度実績 ３か所、2026年度見込 ６か所

参考値

医療的ケアじ対応事業所数 2022年度末時点

児童発達支援事業所数 ４か所

放課後とうデイサービス事業所数 ４か所

６、相談支援体制の充実・強化

障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。

また、地域の相談支援体制を強化するため、基幹相談支援センターによる以下の見込みを設定します。

項目、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数

2022年度実績 257回、2024 年度見込 265回、2025年度見込 275回、2026年度見込 280回

項目、地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数

2022年度実績 636回、2024 年度見込 650回、2025年度見込 665回、2026年度見込 686回

項目、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数

2022年度実績 2021 回、2024年度見込 2045回、2025 年度見込 2070回、2026年度見込 2100回

項目、個別事例の支援内容の検証の実施回数

2022年度実績 14回、2024年度見込 14回、2025年度見込 15回、2026 年度見込 16回

項目、主任相談支援専門員の配置人数

2022年度実績 ３人、2024年度見込３人、2025年度見込３人、2026年度見込３人

項目、協議会における相談支援事業所参画による事例検討回数及び参加事業しゃ数

2022年度実績８回 101か所、2024年度見込９回 105か所、2025 年度見込 10回 107か所、2026 年度見込

12回 110か所。
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７　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

８　発達障がい者等に対する支援

　利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、以下の取組を実施する
体制を構築します。

　発達障がい者等の早期発見・早期支援には、発達障がい者等及びその家族等への支援が重
要であることから、以下の活動指標を設定します。

項　　目 実　績
2022年度

2024年度
見込

2025年度
見込

2026年度
見込

協議会における相談
支援事業所の参画に
よる事例検討

実施回数 ８回 ９回 １０回 １２回

参加事業者・機関数 １０１か所 １０５か所 １０７か所 １１０か所

協議会の専門部会
設置数 ４部会 ４部会 ４部会 ４部会

実施回数 １３回 １５回 １７回 １９回

項　　目 実　績
2022年度

2026年度
見込

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修
への市職員の参加人数 ６人 １０人

障害者自立支援審査支払等システム
による審査結果の共有

体制の有無 有 有

共有実施回数 １回 １回

項　目（活動指標） 実　績
2022年度

2024年度
見込

2025年度
見込

2026年度見
込

ペアレントトレーニングやペアレ
ントプログラム等の支援プログ
ラム等の受講者数

受講者数 ４３人 ４７人 ５１人 ５６人

実施者数 １６人 １７人 １８人 １９人

ペアレントメンターの人数 ２人 ３人 ４人 ５人

ピアサポートの活動への参加人数 ２５人 ２６人 ２７人 ２８人
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７、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

利用者が、しんに必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、以下の取組を実施する体制を構

築します。

項目、県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市職員の参加人数

2022年度実績６人、2026年度見込 10人

項目、障害しゃ自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有体制の有無

2022年度実績、あり、2026年度見込、あり

共有実施回数

2022年度実績、１回、2026年度見込、１回

８ 発達障害しゃ等に対する支援

発達障害しゃ等の早期発見・早期支援には、発達障害しゃ等及びその家族等への支援が重要であること

から、以下の活動指標を設定します。

項目、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラムについて

受講者数

2022年度実績 43人、2024 年度見込 47人、2025年度見込 51人、2026年度見込 56人

実施者数

2022年度実績 16人、2024 年度見込 17人、2025年度見込 18人、2026年度見込 19人

項目、ペアレントメンターの人数

2022年度実績 ２人、2024 年度見込 ３人、2025年度見込 ４人、2026 年度見込 ５人

項目、ピアサポートの活動への参加人数

2022年度実績 25人、2024 年度見込 26人、2025年度見込 27人、2026年度見込 28人
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第2　障害福祉サービス等の見込量

区　分 単位 2022年度
（実績）

2023年度
(実績見込) 2024年度 2025年度 2026年度

⑴訪問系
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

時間分 13,337 12,139 15,248 16,818 18,688

人分 586 528 573 578 585

⑵日中活動系

①生活介護
人日分 11,681 13,814 11,077 11,085 11,094
人分 730 742 747 755 764

うち重度障害者 人分 5 5 5

②自立訓練（機能訓練）
人日分 0 50 18 18 18
人分 0 7 1 1 1

③自立訓練（生活訓練）
人日分 823 1,200 775 764 753
人分 52 125 47 44 41

④就労選択支援
人日分 － － － 10 10
人分 － － － 1 1

⑤就労移行支援
人日分 1,417 951 1,692 2,097 2,597
人分 89 128 129 171 227

⑥就労継続支援（Ａ型）
人日分 1,475 1,571 1,571 1,571 1,571
人分 78 102 102 102 102

⑦就労継続支援（Ｂ型）
人日分 12,942 10,622 12,918 13,976 15,216
人分 733 789 789 836 891

⑧就労定着支援 人分 14 40 40 40 48
⑨療養介護 人分 42 39 45 47 50
⑩短期入所（医療型）
　　※児童除く

人日分 0 10 20 20 20
人分 0 3 6 6 6

うち重度障害者 人分 6 6 6
⑪短期入所（福祉型）
　　※児童除く

人日分 710 820 901 990 1,088
人分 198 251 276 304 335

うち重度障害者 人分 5 5 5

　（相談支援及び障害児相談支援については年間の見込量とする）
※１月あたりの見込量

72 ページ。
第 2 障害福祉サービス等の見込量、 ひとつきあたりの見込量
相談支援及び障害児相談支援については年間の見込量とする。
障害福祉サービスの種類、2022 年度から 2026 年度、2022 年度は実績、それ以降は見込量

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害しゃとう包括支援
2022 年度 13337 時間分、586 人分、 2023 年度 12139 時間分、528 人分、 2024 年度 15248 時間分、573 人
分、 2025 年度 16818 時間分、578 人分、 2026 年度 18688 時間分、585 人分
日中活動系
①生活介護
2022 年度 11681 にんにち分、730 人分、2023 年度 13814 にんにち分、742 人分、2024 年度 11077 にんにち分、
747 人分、2025 年度 11085にんにち分、755 人分、2026 年度 11094 にんにち分、764 人分。
※うち重度障害者 2024 年度 5 人分、2025 年度 5 人分、2026 年度 5 人分。
②自立訓練（機能訓練）
2022 年度 0 にんにち分、0 人分、2023 年度 50 にんにち分、7 人分、2024 年度 18 にんにち分、1 人分、2025 年
度 18 にんにち分、1 人分、2026 年度 18 にんにち分、1 人分
③自立訓練（生活訓練）
2022 年度 823 にんにち分、52 人分、2023 年度 1200 にんにち分、125 人分、2024 年度 775 にんにち分、47 人
分、2025 年度 764 にんにち分、44 人分、2026 年度 753 にんにち分、41 人分
④就労選択支援

2025 年度開始予定の新サービス 2025 年度 10 にんにち分、1 人分、2026 年度 10 にんにち分、1 人分
⑤就労移行支援
2022 年度 1417 にんにち分、89 人分、2023 年度 951 にんにち分、128 人分、2024 年度 1692 にんにち分、129
人分、2025 年度 2097 にんにち分、171 人分、2026 年度 2597 にんにち分、227 人分
⑥就労継続支援 A がた
2022 年度 1475 にんにち分、78 人分、2023 年度 1571にんにち分、102 人分、2024 年度 1571 にんにち分、102
人分、2025 年度 1571 にんにち分、102 人分、2026 年度 1571 にんにち分、102 人分
⑦就労継続支援 B がた
2022 年度 12942 にんにち分、733 人分、2023 年度 10622 にんにち分、789 人分、2024 年度 12918 にんにち分、
789 人分、2025 年度 13976にんにち分、836 人分、2026 年度 15216 にんにち分、891 人分
⑧就労定着支援
2022 年度 14 人分、2023 年度 40 人分、2024 年度 40 人分、2025 年度 40 人分、2026 年度 48 人分
⑨療養介護
2022 年度 42 人分、2023 年度 39 人分、2024 年度 45 人分、2025 年度 47 人分、2026 年度 50 人分
⑩短期入所（医療型）児童除く
2022 年度 0 にんにち分、0 人分、2023 年度 10 にんにち分、3 人分、2024 年度 20 にんにち分、6 人分、2025 年
度 20 にんにち分、6 人分、2026 年度 20 にんにち分、6 人分
※うち重度障害者 2024 年度 6 人分、2025 年度 6 人分、2026 年度 6 人分。
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区　分 単位 2022年度
（実績）

2023年度
(実績見込) 2024年度 2025年度 2026年度

⑶居住系
①自立生活援助 人分 16 35 44 45 47
②共同生活援助（ＧＨ） 人分 338 358 362 382 402
うち重度障がい者 人分 3 3 3
③施設入所支援 人分 197 218 188 182 176

⑷相談支援
①計画相談支援 人分/年 1,914 1,761 1,968 2,023 2,080
②地域移行支援 人分/年 0 4 2 2 2
③地域定着支援 人分/年 8 5 7 7 7

⑸障害児支援

①児童発達支援
人日分 3,774 3,160 3,652 4,370 5,112
人分 421 400 415 491 568

②医療型児童発達支援
人日分 26 33 30 30 30
人分 10 7 9 9 9

③放課後等デイサービス
人日分 7,660 7,060 7,060 7,060 7,773
人分 758 763 763 763 772

④保育所等訪問支援
人日分 47 110 64 66 69
人分 209 120 46 47 49

⑤居宅訪問型児童発達支援
人日分 3 69 2 2 2
人分 1 3 1 1 1

⑥障害児相談支援 人分 733 846 850 860 870
⑦医療的ケア児等コーディ
ネーター配置人数 人 1 1 2 2 2

⑧保育所の利用を必要とす
る障がい児数

人日分 547 596 2,470 2,720 3,020
人分 65 89 247 272 302

⑨認定こども園の利用を必
要とする障がい児数

人日分 47 50 330 420 510
人分 5 6 33 42 51

⑩放課後児童健全育成事業
を必要とする障がい児数

人日分 363 442 2,620 2,950 3,280
人分 76 118 262 295 328

⑪短期入所（医療型）
　　※児童のみ

人日分 6 19 23 27 30
人分 8 8 10 11 13

⑫短期入所（福祉型）
　　※児童のみ

人日分 34 188 196 227 263
人分 17 118 133 167 210

※単位の「人日分」とは、「利用者数×１か月当たりのサービス利用日数」。
※「重度障がい者」とは、強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する者や医療的ケアを必要とする者。
※これまでの実績や障がい者のニーズ等を勘案し、見込量を算出しています。

72ページの続きです。
⑪短期入所（福祉型）児童除く
2022 年度 710 にんにち分、198 人分、2023 年度 820 にんにち分、251 人分、2024年度 901 にんにち分、276 人
分、2025 年度 990 にんにち分、304 人分、2026 年度 1088 にんにち分、335 人分
※うち重度障害者 2024 年度 5 人分、2025 年度 5 人分、2026 年度 5 人分。

73ページ。
（３）居住系
①自立生活援助
2022 年度 16 人分、2023 年度 35 人分、2024 年度 44 人分、2025 年度 45 人分、2026 年度 47 人分
②共同生活援助（グループホーム）
2022 年度 338 人分、2023年度 358 人分、2024 年度 362 人分、2025 年度 382 人分、2026 年度 402 人分
※うち重度障害しゃ 2024 年度 3 人分、2025 年度 3 人分、2026 年度 3 人分。

③施設入所支援
2022 年度 197 人分、2023年度 218 人分、2024 年度 188 人分、2025 年度 182 人分、2026 年度 176 人分
（４）相談支援系
①計画相談支援
2022 年度 1,914 人分、2023 年度 1,761 人分、2024 年度 1,968 人分、2025 年度 2,023 人分、 2026 年度 2,080
人分
②地域移行支援
2022 年度 0 人分、2023 年度 4 人分、2024 年度 2 人分、2025 年度 2 人分、2026年度 2 人分
③地域定着支援
2022 年度 8 人分、2023 年度 5 人分、2024 年度 7 人分、2025 年度 7 人分、2026年度 7 人分

障害児支援
①児童発達支援
2022 年度 3,774 にんにち分、421人分、 2023 年度 3,160 にんにち分、400 人分、 2024 年度 3,652に
んにち分、415人分、 2025年度 4,370にんにち分、491 人分、 2026年度 5,112にんにち分、568人分
②医療型児童発達支援
2022年度 26にんにち分、10人分、 2023 年度 33にんにち分、7人分、 2024 年度 30にんにち分、9人
分、 2025 年度 30にんにち分、9人分、 2026年度 30 にんにち分、9人分
③放課後とうデイサービス
2022 年度 7,660 にんにち分、758人分、 2023 年度 7,060 にんにち分、763 人分、 2024 年度 7,060に
んにち分、763人分、 2025年度 7,060にんにち分、763 人分、 2026年度 7,773にんにち分、772人分
④保育所とう訪問支援
2022年度 47にんにち分、209人分、 2023年度 110 にんにち分、120 人分、 2024 年度 64にんにち分、
46人分、 2025 年度 66にんにち分、47人分、 2026年度 69 にんにち分、49人分
⑤居宅訪問型児童発達支援
2022 年度 3 にんにち分、1 人分、2023 年度 69 にんにち分、3 人分、2024 年度 2 にんにち分、1 人分、
2025年度 2にんにち分、1人分、 2026年度 2にんにち分、1人分
⑥障害児相談支援
2022年度 733人分、 2023 年度 846人分、 2024年度 850 人分、 2025年度 860人分、 2026 年度 870
人分
⑦医療的ケア児とうコーディネーター配置人数
2022年度 1人、2023 年度 1人、2024年度 2人、2025年度 2人、2026 年度 2人
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　各サービス見込量については、過去のサービス利用者数、指定事業所数の推移を考慮し、前
回策定の第５期郡山市障がい者福祉プランの見込量到達状況により調整を行います。自立訓
練、就労継続支援Ａ型、居住系サービスについては、既存のサービス事業所による対応を主と
して継続するとともに、訪問系サービス、生活介護、就労継続支援Ｂ型、障害児支援など需要
の増加が見込まれるサービスについては、事業者に対して適切な情報提供などを行いながら、
サービスの量的な拡大を図り、必要な実施体制と見込量の確保に努めます。
　障害福祉サービス等を適切に利用することができるような利用計画の策定をはじめ、施設
や病院からの地域移行支援の充実を図っていくため、新たな相談支援事業所の開設に向けた
情報提供の促進や相談支援専門員の人員の確保を図り、基幹相談支援センター及び指定相談
支援事業所等と連携を図りながら、見込量の確保に向けた相談支援機能の強化に努めます。

◎障害福祉サービス等の提供体制を確保するための方策等74ページの続き。
⑧保育所の利用を必要とする障がい児数
2022 年度 547 にんにち分、65 人分、2023 年度 596にんにち分、89人分、2024 年度 2,470 にんにち分、
247 人分、 2025 年度 2,720にんにち分、272人分、 2026年度 3,020にんにち分、302人分
⑨認定こども園の利用を必要とする障がい児数
2022年度 47 にんにち分、5人分、2023 年度 50にんにち分、6人分、2024年度 330にんにち分、33人分、
2025年度 420にんにち分、42人分、 2026年度 510にんにち分、51人分

⑩放課後児童健全育成事業を必要とする障がい児数
2022 年度 363 にんにち分、76 人分、2023 年度 442にんにち分、118人分、2024 年度 2620 にんにち分、
262 人分、2025年度 2,950にんにち分、295人分、 2026 年度 3280にんにち分、328人分

⑪短期入所（医療型）児童のみ
2022 年度 6 にんにち分、8 人分、2023 年度 19 にんにち分、8 人分、2024 年度 23 にんにち分、10 人分、
2025年度 27 にんにち分、11人分、2026 年度 30にんにち分、13人分
⑫短期入所（福祉型）児童のみ
2022年度 34 にんにち分、17人分、2023 年度 188にんにち分、118人分、2024 年度 196にんにち分、133
人分、2025 年度 227 にんにち分、167人分、2026年度 263にんにち分、210人分

74ページ

障害福祉サービス等の提供体制を確保するための方策等
各サービス見込量については、過去のサービス利用者数、指定事業所数の推移を考慮し、前回策定の

第５期郡山市障がい者福祉プランの見込量到達状況により調整を行います。自立訓練、就労継続支援Ａ
型、居住系サービスについては、既存のサービス事業所による対応を主として継続するとともに、訪問
系サービス、生活介護、就労継続支援Ｂ型、障害児支援など需要の増加が見込まれるサービスについて
は、事業者に対して適切な情報提供などを行いながら、サービスの量的な拡大を図り、必要な実施体制
と見込量の確保に努めます。
障害福祉サービス等を適切に利用することができるような利用計画の策定をはじめ、施設や病院から

の地域移行支援の充実を図っていくため、新たな相談支援事業所の開設に向けた情報提供の促進や相談
支援専門員の人員の確保を図り、基幹相談支援センター及び指定相談支援事業所等と連携を図りながら、
見込量の確保に向けた相談支援機能の強化に努めます。
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第3　地域生活支援事業の見込量

事　業　名 単位等 2022年度
（実績）

2023年度
(実績見込) 2024年度 2025年度 2026年度

⑴理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有
⑵自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有
⑶相談支援事業
①基幹相談支援センター等機能強化事業 実施の有無 有 有 有 有 有

⑷成年後見制度利用支援事業 人分 24 26 26 29 32
⑸意思疎通支援事業
①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 人分 4,983 4,993 5,232 5,232 5,231
②手話通訳者設置事業 人 39 41 43 44 45

⑹日常生活用具給付等事業
①介護・訓練支援用具　　　　　　件 35 51 50 50 50
②自立生活支援用具 件 65 68 68 68 68
③在宅療養等支援用具 件 64 105 100 100 100
④情報・意思疎通支援用具 件 564 587 570 570 570
⑤排泄管理支援用具 件 1,250 1,161 1,300 1,300 1,300
⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件 11 12 12 12 12

⑺手話奉仕員養成研修事業 人 44 60 60 60 60

⑻移動支援事業
人分 160 200 200 200 200
時間分 9,202 16,000 16,000 16,000 16,000

⑼地域活動支援センター か所 8 8 8 8 8
⑽専門性の高い意思疎通支援
を行う者の養成研修事業
①手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 人 25 25 25 25 25

⑾専門性の高い意思疎通支援
を行う者の派遣事業
①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 人 12 50 50 50 50

（上記の他実施する事業）
⑿訪問入浴 人日分 4,203 3,900 4,500 4,500 4,500

⒀日中一時支援
人分 364 350 370 370 370
時間分 15,272 17,000 17,000 17,000 17,000

75ページ。

第３ 地域生活支援事業の見込量
事業名 2022年度から 2026年度。2022年度は実績、それ以降は見込量。
1、理解促進研修・啓発事業
2022年度実施あり、2023年度実施あり、2024年度実施あり、2025 年度実施あり、2026年度実施あり
2、自発的活動支援事業
2022年度実施あり、2023年度実施あり、2024年度実施あり、2025 年度実施あり、2026年度実施あり
3、相談支援事業
基幹相談支援センター等機能強化事業、 2022 年度実施あり、2023 年度実施あり、2024 年度実施あり、
2025年度実施あり、2026年度実施あり
4、成年後見制度利用支援事業
2022年度 24 人分、2023年度 26 人分、2024年度 26人分、2025 年度 29人分、2026 年度 32人分
5、意思疎通支援事業
手話通訳者・要約筆記者派遣事業、2022 年度 4983人分、2023 年度 4993人分、2024 年度 5232人分、2025
年度 5232人分、2026 年度 5231 人分
手話通訳者設置事業、2022年度 39人、2023年度 41人、2024 年度 43人、2025 年度 44人、2026 年度 45
人
6、日常生活用具給付等事業
介護・訓練支援用具、 2022 年度 35 件、2023 年度 51 件、2024 年度 50 件、2025年度 50 件、2026年度
50件
自立生活支援用具、 2022年度 65件、2023年度 68件、2024 年度 68件、2025 年度 68件、2026 年度 68
件
在宅療養等支援用具、 2022 年度 64 件、2023年度 105件、2024年度 100件、2025年度 100件、2026年
度 100件
情報・意思疎通支援用具、 2022 年度 564 件、2023 年度 587 件、2024 年度 570 件、2025 年度 570 件、
2026年度 570件
排泄管理支援用具、 2022年度 1250 件、2023 年度 1161件、2024年度 1300件、2025 年度 1300件、2026
年度 1300件
居宅生活動作補助用具（住宅改修費）、 2022 年度 11 件、2023 年度 12 件、2024 年度 12 件、2025 年度
12件、2026年度 12件
7、手話奉仕員養成研修事業
2022年度 44 人、2023 年度 60人、2024年度 60人、2025 年度 60人、2026年度 60人
8、移動支援事業
2022年度 160人分、9202時間分、2023 年度 200人分、16000 時間分、2024 年度 200人分、16000時間分、
2025年度 200人分、16000時間分、2026年度 200人分、16000時間分
9、地域活動支援センター
2022年度 8箇所、2023年度 8箇所、2024年度 8箇所、2025年度 8箇所、2026年度 8箇所
10、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者・要約筆記者要請研修事業、 2022年度 25人、2023年度 25人、2024年度 25人、2025年度
25人、2026 年度 25人
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77 ページ。

資料編。

　地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施する
事業であり、次の事業を展開しております。
　相談支援事業については、相談支援体制の強化に取り組むとともに、各種相談に応じ、障が
い者一人一人に即したサービスの利用を援助する質の高いケアマネジメント、必要な情報提供
等を行う相談支援体制の確保を図っていきます。
　成年後見制度利用支援事業、手話通訳や要約筆記等の意思疎通支援事業、日常生活用具給
付事業、手話通訳者養成研修事業及び移動支援事業については、現在の体制を基本に提供体
制を確保します。地域活動支援センター機能強化事業については、障がい特性等に応じた活
動の機会や場の提供の確保を図っていきます。

◎地域生活支援事業提供体制を確保するための方策等75ページの続き。

11、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者・要約筆記者派遣事業、 2022 年度 12 人、2023 年度 50 人、2024 年度 50 人、2025 年度 50
人、2026年度 50 人
12、訪問入浴
2022年度 4203、にんにち分、2023 年度 3900、にんにち分、2024 年度 4500、にんにち分、2025 年度 4500、
にんにち分、2026年度 4500、にんにち分
13、にっちゅういちじ支援
2022 年度 364 人分、15272 時間分、2023 年度 350 人分、17000 時間分、2024 年度 370 人分、17000 時間
分、2025年度 370人分、17000時間分、2026年度 370人分、17000時間分

76ページ。

地域生活支援事業提供体制を確保するための方策等

地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性

や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施する事業であり、次の事業を展

開しております。

相談支援事業については、相談支援体制の強化に取り組むとともに、各種相談に応じ、障がい者一人一

人に即したサービスの利用を援助する質の高いケアマネジメント、必要な情報提供等を行う相談支援体

制の確保を図っていきます。

成年後見制度利用支援事業、手話通訳や要約筆記等の意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、手話

通訳者養成研修事業及び移動支援事業については、現在の体制を基本に提供体制を確保します。地域活

動支援センター機能強化事業については、障がい特性等に応じた活動の機会や場の提供の確保を図って

いきます。
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１　障がい者をとりまく環境の変化

第１　法制度関係

国際的動向 国　の　動　向

2003年

「アジア太平洋障害者の十年」
（第２期）（2003年～2012年）
※「アジア太平洋障害者の十年」
　（第１期）の終了を受け、日本の
提唱により、さらに10年延期さ
れることとなった。

４月　「支援費制度」施行
４月　「高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

る特定建築物の建築の促進に関する法律の
一部を改正する法律（ハートビル法）」施行

2005年 ４月　「発達障害者支援法」施行

2006年 12月　第61回国連総会本会議にお
いて障害者権利条約を採択

４月　「障害者自立支援法」一部施行
10月　「障害者自立支援法」完全施行
12月　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー新法）」施行

2007年 ９月　日本が障害者権利条約に署名

2008年
５月　障害者権利条約の効力発生

（批准国が20か国に達したた
め）

2010年

12月　「障がい者制度改革推進本部等における検
討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま
での間において障害者等の地域生活を支援
するための関係法律の整備に関する法律」
公布

2012年

４月　「障がい者制度改革推進本部等における検討
を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで
の間において障害者等の地域生活を支援す
るための関係法律の整備に関する法律」施行

４月　「地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律」施行

10月　「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律」施行

2013年

４月　「地域社会における共生の実現に向けて新
たな障害保健福祉施策を講ずるための関係
法律の整備に関する法律」一部施行

４月　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（障害者総合支援
法）」施行

４月　「国等による障害者就労施設等からの物品
等の調達の推進等に関する法律（障害者優
先調達推進法）」施行

2014年 １月　「障害者権利条約」の批准
４月　「地域社会における共生の実現に向けて新

たな障害保健福祉施策を講ずるための関係
法律の整備に関する法律」完全施行

78
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１、障害しゃをとりまく環境の変化。

第１、法制度関係。

2003 年、国際的動向、アジア太平洋障害しゃの十年、(第２期）(2003 年～2012 年）。  

※アジア太平洋障害しゃの十年、（第１期）の終了を受け、日本の提唱により、さらに１０年延期され

ることとなった。

国の動向、４月、支援費制度、施行。

４月、高齢者、身体障害しゃ等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正

する法律（ハートビル法）、施行。

2005 年、国の動向、４月、発達障害しゃ支援法、施行。

2006 年、国際的動向、12 月、第 61 回国連総会本会議において障害しゃ権利条約を採択。

     国の動向、４月、障害しゃ自立支援法、一部施行。

10 月、障害しゃ自立支援法、完全施行。

12 月、高齢者、障害しゃとう、の移動とうの円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）、施行。

2007 年、国際的動向、９月、日本が障害しゃ権利条約に署名。

2008 年、国際的動向、５月、障害しゃ権利条約の効力発生   （批准こくが２０か国に達したため）。

2010 年、国の動向、12 月、障害しゃ制度改革推進本部とうにおける検討を踏まえて障害保健福祉せさ

くを見直すまでの間において障害しゃとうの地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律、

公布。

2012 年、国の動向、４月、障害しゃ制度改革推進本部とうにおける検討を踏まえて障害保健福祉せさく

を見直すまでの間において障害しゃとうの地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律、施

行。

４月、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

施行。

10 月、障害しゃ虐待の防止、障害しゃの養護者に対する支援とうに関する法律、施行。

2013 年、国の動向、４月、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉せさくを講ずるた

めの関係法律の整備に関する法律、一部施行。

４月、障害しゃの日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害しゃ総合支援法）、施行。

４月、国とうによる障害しゃ就労施設とうからの物品とうの調達の推進とうに関する法律（障害しゃ優

先調達推進法）、施行。

2014 年、国際的動向、１月、障害しゃ権利条約、の批准。

国の動向、４月、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉せさくを講ずるための関係

法律の整備に関する法律、完全施行。
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国際的動向 国　の　動　向

2016年

４月　「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律（障害者差別解消法）」施行

４月　「障害者の雇用等に関する法律の一部を改
正する法律」施行

６月　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の一
部を改正する法律」一部施行

８月　「発達障害者支援法の一部を改正する法律」
施行

2018年

４月　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の一
部を改正する法律」施行

６月　「障害者による文化芸術活動の推進に関す
る法律」施行

12月　「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策
の総合的かつ一体的な推進に関する法律」
施行

2019年
６月　「障害者の雇用の促進等に関する法律の一

部を改正する法律」成立
　　　「視覚障害者等の読書環境の整備の促進に

関する法律」成立

2020年

４月　「障害者の雇用の促進等に関する法律の一
部を改正する法律」施行（一部令和元年６
月、９月施行）

５月　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律の一部を改正する法律（バ
リアフリー法）」成立

６月　「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化
に関する法律」成立

2021年
５月　「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律の一部を改正する法律」成立
９月　「医療的ケア児及びその家族に対する支援

に関する法律」施行

2022年
５月　「障害者による情報の取得及び利用並びに

意思疎通に係る施策の推進に関する法律
（障害者情報アクセシビリティ・コミュニ
ケーション施策推進法」施行

2023年 ４月　「こども家庭庁」設立

2024年 ４月　「改正精神保健福祉法」施行
　　　「改正障害者差別解消法」施行
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2016 年、国の動向、４月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害しゃ差別解消法）、

施行。

４月、障害しゃの雇用とうに関する法律の一部を改正する法律、施行。

６月、障害しゃの日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正す

る法律、一部施行。

８月、発達障害しゃ支援法の一部を改正する法律、施行。

2018 年、国の動向、４月 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福

祉法の一部を改正する法律」施行

６月 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」施行

12 月 「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」施行

2019 年、国の動向、6 月、「障害しゃの雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」、成立。

視覚障害しゃとうの読書環境の整備の促進に関する法律、成立

2020 年、国の動向、４月「障害しゃの雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」、施行

（一部令和がん年 6 月、9月施行）

5 月、高齢者、障害しゃとうの移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（バリア

フリー法）成立。6月、聴覚障害者とうによる電話の利用の円滑化に関する法律、成立。

2021 年、国の動向、5 月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律、

成立。9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、施行。

2022 年、国の動向、5 月、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関

する法律（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法、施行

2023年、国の動向、「こども家庭庁」設立。

2024年、国の動向、 「改正精神保健福祉法」、「改正障害しゃ差別解消法」施行。
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第２　障がい者計画関係

国   の   動   向 県　の　動　向 市　の　動　向

1993年 障害者対策に関する新長期計画
「全員参加の社会づくりをめざして」　

1994年

市町村障害者計画策定指針

「障害者プラン
(ノーマライゼーション７カ年戦略 )」
　(1996 年度～ 2002年度）　

※「障害者対策に関する新長期計画」
　(1993 年度～ 2002年度）の

具体化を図るための重点施策実施計画

福島県障害者計画
（障害者自立・共生
ふくしまプラン）

（1994年度～2003年度）

1995年

1997年

郡山市障害者計画
（1997年度～2003年度）

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

「障害者基本計画」
（2003年度～ 2012年度）

「重点施策実施５か年計画」

2004年
第２次

福島県障害者計画
（2004年度～2009年度）

第二次
郡山市障がい者計画

（前期）
(2004年度～2008年度）

2005年

2006年

2007年 福島県
障がい福祉計画
(2007年度～2008

年度）

郡山市
障がい福祉計画
（2007年度～
2008年度）2008年

2009年 福島県
障がい福祉計画
（第２期）

(2009年度～2011
年度）

郡山市障がい者福祉プラン
（2009年度～2011年度）2010年

第３次
福島県

障がい者計画
（2010年度～
2014年度）

2011年

2012年 福島県
障がい福祉計画
（第３期）

(2012年度～2014
年度）

第２期
郡山市障がい者福祉プラン
（2012年度～2014年度）

2013年

「障害者基本計画」（第３次）
（2013年度～2017年度）

2014年

2015年

第４次
福島県

障がい者計画
(2015年度～
2020年度)

福島県
障がい福祉計画
（第４期）

(2015年度～2017
年度）

第３期
郡山市障がい者福祉プラン
（2015年度～2017年度）

2016年

2017年

2018年

「障害者基本計画」（第４次）
（2018年度～2022年度）

第５期福島県
障がい福祉計画・第
１期福島県

障がい児福祉計画
(2018年度～
 2020年度）

第４期
郡山市障がい者福祉プラン
（2018年度～2020年度）

2019年

2020年

2021年 第６期福島県
障がい福祉計画・第
２期福島県

障がい児福祉計画
(2021 年度～
 2023 年度）

第５期
郡山市障がい者福祉プラン
（2021年度～2023年度）

2022年

第５次
福島県

障がい者計画
(2022 年度～
2030年度 )

2023年

「障害者基本計画」（第５次）
（2023年度～ 2027年度）

2024年 第７期福島県
障がい福祉計画・第
３期福島県

障がい児福祉計画
(2024 年度～
 2026 年度）

第６期
郡山市障がい者福祉プラン
（2024年度～2026年度）

2025年

2026年
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第２ 障害しゃ計画関係。

1993 年、国の動向、障害しゃ対策に関する新長期計画

全員参加の社会づくりをめざして、策定。

1994 年、国の動向、市町村障害しゃ計画策定指針。

障害しゃプラン（ノーマライゼーション７カ年戦略）、を策定(1996 年度から 2002 年度）。

※障害しゃ対策に関する新長期計画、（1993 年度から 2002 年度の具体化を図るための重点せさく実施

計画。

1994 年、県の動向、福島県障害しゃ計画（障害しゃ自立・共生ふくしまプラン）（1994 年度～2003 年

度）。

1997 年、市の動向、郡山市障害しゃ計画（1997 年度から 2003 年度）。

2003 年、国の動向、障害しゃ基本計画、（2003 年度から 2012 年度）。

12 月、重点せさく実施５か年計画を策定。

2004 年、県の動向、第二次福島県障害しゃ計画（2004 年度から 2009 年度）。

市の動向、第二次郡山市障害しゃ計画（前期）、(2004 年度から 2008 年度）。

2007 年、県の動向、福島県障害福祉計画、(2007 年度から 2008 年度）。

市の動向、郡山市障害福祉計画、(2007 年度から 2008 年度）。

2009 年、県の動向、福島県障害福祉計画（第二期）、(2009 年度から 2011 年度）。

市の動向、郡山市障害しゃ福祉プラン、（2009 年度から 2011 年度）。

2010 年、県の動向、第三次福島県障害しゃ計画、2010 年度から 2014 年度。

2012 年、県の動向、福島県障害福祉計画（第三期）、2012 年度から 2014 年度。

市の動向、第２期郡山市障害しゃ福祉プラン、2012 年度から 2014 年度。

2013 年、国の動向、９月、障害しゃ基本計画、（第 3 次）、2013 年度から 2017 年度。

2015 年、県の動向、第四次福島県障害しゃ計画、2015 年度から 2020 年度。

福島県障害福祉計画（第四期）、2015 年度から 2017 年度。

市の動向、第３期郡山市障害しゃ福祉プラン、2015 年度から 2017 年度。

2018 年、国の動向、障害しゃ基本計画（第 4 次）、2018 年度から 2022 年度。

県の動向、第５期福島県障害福祉計画・第１期福島県障害児福祉計画、2018 年度から 2020 年度。

市の動向、第 4 期郡山市障害しゃ福祉プラン、2018 年度から 2020 年度。

2021年、県の動向、第６期福島県障害福祉計画・第２期福島県障害児福祉計画、2021年度から 2023年

度。

市の動向、第 5 期郡山市障害しゃ福祉プラン、2021 年度から 2023 年度。

2022 年、県の動向、第５次福島県障害しゃ計画、2022 年度から 2030 年度。

2023 年、国の動向、障害しゃ基本計画（第５次）、2023 年度から 2027 年度。

2024 年、県の動向、第 7期福島県障害福祉計画・第 3期福島県障害児福祉計画、2024年度から 2026 年

度。

市の動向、第 6 期郡山市障害しゃ福祉プラン、2024 年度から 2026 年度。
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第３　市の組織、事業関係

年度 組　織 事　　業　　関　　係

2003年

保健福祉部
（福祉事務所）
障害福祉課

2004年 「オストメイト対応トイレ設置事業」開始

2005年 「郡山市発達障害児等療育支援事業」開始

2006年
「郡山市地域生活支援事業」開始
「ふれあいハイキング事業」開始
「豊心園、緑豊園、更生園、障害者福祉センター」指定管理者制度導入

2007年 「郡山市障がい者自立支援協議会」設置

2008年

保健福祉部
（福祉事務所）
障がい福祉課

「郡山市車いす使用者用駐車施設利用啓発事業」開始

2009年 「おもいやり駐車場利用制度事業」開始
「みんなで奏でるハーモニー事業」開始

2010年

2011年 「同行援護事業」開始
「グループホーム・ケアホーム等助成事業」開始

2012年
「障害福祉サービス事業所等の指定及び実地指導事業」開始
「障がい者就労支援事業」開始
「障がい者虐待防止センター」設置

2013年

2014年 「郡山市重度障がい者入院時意思疎通支援事業」開始
「郡山市児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業」開始

2015年
「郡山市手話言語条例」施行
児童発達支援センター「郡山市立希望ヶ丘学園」開所
「障がい福祉施設の庁舎内販売」開始
「郡山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業」開始

2016年
「障がいを正しく理解し、適切に対応するための対応サポートブック」作成
「重度心身障害者医療費助成に係る自動償還払い」開始
「音声コード実証実験」実施

2017年 「郡山市障がい者基幹相談支援センター」開所
「ヘルプマーク推進事業」開始

2018年 「音声コード付窓あき封筒」作成・使用開始
「水道料金等検針票音声コード貼付」開始

2019年
「障害児通所支援事業所の指定及び実地指導事業」開始
「みんなにやさしい郡山認定事業」開始
「希望ヶ丘学園」指定管理者制度導入
「遠隔手話サービス」開始

2020年
「郡山市障害者差別解消支援地域協議会」設置
「郡山市における聴覚障がい者への施策に係る意見交換会」設置
「郡山市障がい者地域生活支援拠点事業」開始
「医療的ケア児等コーディネーター」配置

2021年 「郡山市医療的ケア児等支援調整会議」設置

2022年 「障がい者の情報格差解消に向けたスマホ等活用事業」開始
「郡山市要援護者ごみ戸別収集事業」受付開始

2023年
「障害者手帳アプリ（ミライロ ID）」活用開始
「郡山市要援護者ごみ戸別収集事業」運用開始
「消防との連携による救急時の遠隔手話サービス」開始
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第３、市の組織、事業関係。

市の組織。2003 年から 2007 年、保健福祉部（福祉事務所）障害福祉課。

2008 年から 2023 年、保健福祉部（福祉事務所）障がい福祉課。

事業関係

2004 年、オストメイト対応トイレ設置事業、開始。

2005 年、郡山市発達障害児とう療育支援事業、開始。

2006 年、郡山市地域生活支援事業、開始。

ふれあいハイキング事業、開始。

ほうしん園、りょくほう園、更生園、障害しゃ福祉センター、指定管理者制度導入。

2007 年、郡山市障害しゃ自立支援協議会、設置。

2008 年、郡山市車いす使用者用駐車施設利用啓発事業、開始。

2009 年、おもいやり駐車場利用制度事業、開始。

みんなで奏でるハーモニー事業、開始。

2011 年、同行援護事業、開始。

グループホーム・ケアホームとう助成事業、開始。

2012 年、障害福祉サービス事業所とうの指定及び実地指導事業、開始。

障害しゃ就労支援事業、開始。

障害しゃ虐待防止センター、設置。

2014 年、郡山市重度障害しゃ入院時意思疎通支援事業、開始。

郡山市児童発達支援とう第いっし利用者負担無料化・軽減事業、開始。

2015 年、郡山市手話言語条例、施行。

児童発達支援センター、郡山市立希望ヶ丘学園、開所。

障害福祉施設の庁舎内販売、開始。

郡山市軽度・中等度難聴じ補聴器購入費とう助成事業、開始。

2016 年、障害を正しく理解し、適切に対応する為の対応サポートブック、作成。

重度心身障害しゃ医療費助成に係る自動償還払い、開始。

音声コード実証実験、実施。

2017 年、郡山市障害しゃ基幹相談支援センター、開所。

ヘルプマーク推進事業、開始。

2018 年、音声コード付窓あき封筒、作成・使用開始。

水道料金等検針票音声コード貼付、開始

2019 年、障害児通所支援事業所の指定及び実地指導事業、開始。

みんなに優しい郡山認定事業、開始。希望ヶ丘学園、指定管理者制度導入。

遠隔手話サービス、開始。

2020 年、郡山市障害者差別解消支援地域協議会、設置。

郡山市における聴覚障害しゃへの施策に係る意見交換会、設置。

郡山市障害しゃ地域生活支援拠点事業、開始。

医療的ケアじとうコーディネーター、配置。

2021 年、郡山市医療的ケア児とう支援調整会議、設置

2022 年、障害しゃの情報格差解消に向けたスマホとう活用事業、開始。

郡山市要援護しゃゴミこべつ収集事業、受付開始。

2023 年、障害しゃ手帳アプリ(ミライロ ID）、活用開始。

郡山市要援護しゃゴミこべつ収集事業、運用開始。

消防との連携による救急時の遠隔手話サービス、開始。
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２　障がい者雇用の状況

年度 企業数
雇用状況 雇用率達成企業

の割合常用労働者数 障がい者数 実雇用率

2021 354社 79,599人 1,734人 2.18％ 43.8％

2022 349社 78,415人 1,811人 2.31％ 46.7％

2023 358社 78,472人 1,852人 2.36％ 53.6％

各年度　６月１日現在

年度
規模別状況（実雇用率）

43.5～100人未満 100～300人未満 300～500人未満 500～1000人未満 1,000人以上

2021 1.31％ 1.93％ 2.18％ 1.89％ 2.74％

2022 1.47％ 1.86％ 2.39％ 2.20％ 2.95％

2023 1.67％ 2.05％ 2.58％ 2.44％ 2.78％

各年度　６月１日現在

※「企業数」は、郡山公共職業安定所管内（郡山市及び田村郡）に本社機能がある企業であり、
　常用労働者数はその企業全体の数である。

（１）一般の企業における障がい者の雇用状況

各年度　６月１日現在

年度

産業別状況（実雇用率）
鉱業
採掘業
砂利採取業

建設業 製造業 情報
通信業

運輸業
郵便業

卸売業
小売業

金融業
保険業

不動産業
物品賃貸業

2021 3.70% 0.98% 1.96% 1.50% 2.47% 2.34% 1.43% 0.33%

2022 3.77% 1.27% 2.02% 1.72% 2.72% 2.35% 1.83% 1.94%

2023 1.89% 1.48% 2.01% 2.50% 2.63% 2.41% 2.07% 3.07%

年度

産業別状況（実雇用率）
学術研究
専門・技術
サービス業

宿泊業
飲食

サービス業

生活関連
サービス業
娯楽業

教育・学習
支援業 医療福祉

複合
サービス
事業

サービス業

2021 0.87% 2.16% 2.69% 1.07% 2.30% 1.70% 1.48%

2022 1.38% 2.27% 2.46% 1.39% 2.20% 1.73% 1.87%

2023 2.07% 2.17% 2.38% 1.56% 2.46% 2.05% 2.19%
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２、障害しゃ雇用の状況。各年度、六月一日現在。

企業数は、郡山公共職業安定所管内（郡山市及び田村郡）に本社機能がある企業であり、常用労働者数

はその企業全体の数である。

１、一般の企業における障害しゃの雇用状況。

2021 年度、企業数 354 社。常用労働者数 79599 人。雇用障害者数 1734 人。じつ雇用率 1 てんいち 8％。雇

用率達成企業の割合 43 てん 8％。

2022 年度、企業数 349 社。常用労働者数 78415 人。雇用障害者数 1811 人。じつ雇用率 2 てんさん 1％。雇

用率達成企業の割合 46 てん 7％。

2023 年度、企業数 358 社。常用労働者数 78472 人。雇用障害者数 1852 人。じつ雇用率 2 てんさん 6％。雇

用率達成企業の割合 53 てん 6％。

じつ雇用率の規模別状況。

2021 年度、43 てん 5 人から 99 人、1 てんさん 1％。100 から 299 人、1 てんきゅう 3％。300 から 499 人、

2 てんいち 8％。500 から 999 人、1 てんはち 9％。1000 人以上、2 てんなな 4％。

2022 年度、43 てん 5 人から 99 人、1 てんよん 7％。100 から 299 人、1 てんはち 6％。300 から 499 人、2
てんさん 9％。500 から 999 人、2 てん 2％。1000 人以上、2 てんきゅう 5％。

2023 年度、43 てん 5 人から 99 人、1 てんろく 7％。100 から 299 人、2 てんぜろ 5％。300 から 499 人、2
てんごう 8％。500 から 999 人、2 てんよん 4％。1000 人以上、2 てんなな 8％。

じつ雇用率の産業別状況。

2021 年度。鉱業、採掘業、じゃり採取業、3 てん 7％。建設業、0 てんきゅう 8％。製造業、1 てんきゅう

6％。情報通信業、1てん5％。運輸業、郵便業、2てんよん7％。卸売業、小売業、2てんさん4％。金融業、

保険業、1 てんよん 3％。不動産業、物品賃貸業、0 てんさん 3％。学術研究、専門・技術サービス業、０て

んはち 7％。宿泊業、飲食サービス業、2 てんいち 6％。生活関連サービス業、娯楽業、2 てんろく 9％。教

育・学習支援業、1 てんぜろ 7％。医療、福祉、2 てん 3％。複合サービス事業、1 てん 7％。サービス業、１

てんよん 8％。

2022 年度。鉱業、採掘業、じゃり採取業、３てんなな 7％。建設業、１てんにい７％。製造業、２てんぜろ

２％。情報通信業、１てんなな２％。運輸業、郵便業、２てんなな２％。卸売業、小売業、２てんさん５％。

金融業、保険業、１てんはち３％。不動産業、物品賃貸業、１てんきゅう４％。学術研究、専門・技術サー

ビス業、１てんさん８％。宿泊業、飲食サービス業、２てんにい７％。生活関連サービス業、娯楽業、２て

んよん６％。教育・学習支援業、１てんさん９％。医療、福祉、２てん２％。複合サービス事業、１てんな

な３％。サービス業、１てんはち７％。
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※「身体障がい者以外」＝「知的障がい者」＋「精神障がい者」＋「その他」

※安定所に登録されていない者もいることから、「有効求職者」をもって、失業している障
がい者の全体数及び「就業中の者」をもって、就労している障がい者の全体数ではないこと。

（２）公共職業安定所における障がい者の求職登録の状況
　　 （2021（令和３）年度以降）

各年５月31日現在

総数
身体障がい者 身体障がい者以外

重度 知的 精神
2021年　登録者数（人） 3,455 1,676 746 1,779 710 850 

就業中の者 2,486 1,310 590 1,176 586 494 
有効求職者 641 233 91 408 69 239 

2022年　登録者数（人） 3,732 1,747 762 1,985 757 947 
就業中の者 2,607 1,334 599 1,273 620 521 
有効求職者 804 289 100 515 72 314 

2023年　登録者数（人） 3,867 1,766 760 2,101 782 1,108 
就業中の者 2,785 1,394 619 1,391 639 604 
有効求職者 721 256 89 465 68 357 
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障がい者の求職登録状況 推移

就業中の登録者（障がい別内訳） 有効求職者（障がい別内訳）

有効求職者
就業中

身体（重度）
身体（重度以外）
知的
精神
その他

0
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障がい者の求職登録状況 推移

就業中の登録者（障がい別内訳） 有効求職者（障がい別内訳）

有効求職者
就業中

身体（重度）
身体（重度以外）
知的
精神
その他

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

3,732

804

2,607

2022年

3,867

2023年

721

2,785

2,486

590

494 96

586

720

2021年

2,607

599

521 132

620

735

2022年

2,785

619

604
148

639

775

2023年

641
91

239

100

69
142

2021年

804
100

314

129

72

189

2022年

721
89

357

40

68

167

2023年

3,455
641

2,486

2021年

800

各年度　５月31日現在
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前のページの続き
2023 年度。鉱業、採掘業、じゃり採取業、１てんはち９％、建設業、１てんよん８％、製造業、２てんぜろ

１％、情報通信業、２てん５％、運輸業、郵便業、２てんろく３％、卸売業、小売業、２てんよん１％、金

融業、保険業、２てんぜろ７％、不動産業、物品賃貸業、３てんぜろ７％、学術研究、専門・技術サービス

業、２てんぜろ７％、宿泊業、飲食サービス業、２てんいち７％、生活関連サービス業、娯楽業、２てんさ

ん８％、教育・学習支援業、１てんごう６％、医療、福祉、２てんよん６％、複合サービス事業、２てんぜ

ろ５％、サービス業、２てんいち９％。

83 ページ。

２、公共職業安定所における障害しゃの求職登録の状況。 2021（令和 3）年度以降。

注１、身体障害しゃ以外とは、知的障害しゃ、精神障害しゃ、その他を合わせた数値である。

注 2、安定所に登録されていない者もいることから、有効求職者をもって、失業している障害しゃの全

体すうおよび、就業中のものをもって、就労している障害しゃの全体数ではないこと。

2021 ねん 5 月 31 日現在。

登録者数、総数、3455 人。 身体障害しゃ、1676 人。 うち重度、746 人。 身体障害しゃ以外、

1779 人。 うち知的、710 人。精神、850 人。

就業中のもの、総数、2486 人。 身体障害しゃ、1310 人。 うち重度、590 人。 身体障害しゃ以外、

1176 人。 うち知的、586 人。 精神、494 人。

有効求職者、総数、641 人。 身体障害しゃ、233 人。 うち重度、91 人。 身体障害しゃ以外、408
人。 うち知的、69 人。精神、239 人。

2022 ねん 5 月 31 日現在。

登録者数、総数、3732 人。 身体障害しゃ、1747 人。 うち重度、762 人。 身体障害しゃ以外、

1985 人。 うち知的、757 人。精神、947 人。

就業中のもの、総数、2607 人。 身体障害しゃ、1334 人。 うち重度、599 人。 身体障害しゃ以外、

1273 人。 うち知的、620 人。 精神、521 人。

有効求職者、総数、804 人。 身体障害しゃ、289 人。 うち重度、100 人。 身体障害しゃ以外、515
人。 うち知的、72 人。精神、314 人。

2023 ねん 5 月 31 日現在。

登録者数、総数、3867 人。 身体障害しゃ、1766 人。 うち重度、760 人。 身体障害しゃ以外、

2101 人。 うち知的、782 人。精神、1108 人。

就業中のもの、総数、2785 人。 身体障害しゃ、1394 人。 うち重度、619 人。 身体障害しゃ以外、

1391 人。 うち知的、639 人。精神、604 人。

有効求職者、総数、721 人。 身体障害しゃ、256 人。 うち重度、89 人。 身体障害しゃ以外、465
人。 うち知的、68 人。精神、357 人。
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特別支援学校 児童生徒数　推移

2018年

599

2019年

601

2020年

597

2021年

578

2022年 2023年

579 571
（単位：人）

合計
幼稚園
小学部
中学部
高等部
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小中学校特別支援学級数及び児童生徒数 推移

小学校学級数
中学校学級数
小学校児童数
（人）
中学校生徒数
（人）

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

98
44

108
44

111
47

120
47

126
56

138
67

174 195
239 258 295

348
555

498

641
576

703
770

3　教育施策の現状
１　特別支援学校
　（１）現状　（2023（令和５）年５月１日現在） （単位：人）

　（２）これまでの推移

　（２）これまでの推移

学　　校　　名 幼稚園 小学部 中学部 高等部 合　計
1 県立聴覚支援学校 5 10 19 20 54
2 県立郡山支援学校 62 40 63 165
3 県立須賀川支援学校郡山校 3 10 13
4 県立あぶくま支援学校 87 53 199 339

小　　　計 5 162 122 282 571

２　特別支援学級
　（１）現状　（2023（令和５）年５月１日現在） （単位：人）

学　　　校 特別支援
学級数

人数（学年別）
小　計

1 2 3 4 5 6
郡山市立小学校 138 101 130 135 124 143 137 770
郡山市立中学校 67 142 120 86 348

各年５月1日現在

各年５月1日現在
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３、教育せさくの現状。

１、特別支援学校。

（１）現状。2023 年５月１日、現在。

１、県立聴覚支援学校、幼稚園 5 人、小学部 10 人、中学部 19 人、高等部 20 人、合計 54 人。

２、県立郡山支援学校、小学部 62 人、中学部 40 人、高等部 63 人、合計 165 人。

３、県立須賀川支援学校、郡山校、小学部 3 人、中学部 10 人、合計 13 人。

４、県立あぶくま支援学校、小学部 87 人、中学部 53 人、高等部 199 人、合計 339 人。

小計、幼稚園 5 人、小学部 162 人、中学部 122 人、高等部 282 人、合計 571 人。

（２）これまでの推移。特別支援学校、児童生徒数の推移。各年度５月１日、現在。

幼稚園。2018 年度、8 人、2019 年度、8 人、2020 年度、6 人、2021 年度、9 人、2022 年度、7 人、

2023 年度、5 人。

小学部。2018年度、183人、2019年度、194人、2020年度、182人、2021年度、167人、2022年度、

170 人、2023 年度、162 人。

中学部。2018年度、139人、2019年度、140人、2020年度、148人、2021年度、151人、2022年度、

142 人、2023 年度、122 人。

高等部。2018年度、269人、2019年度、259人、2020年度、261人、2021年度、251人、2022年度、

260 人、2023 年度、282 人。

合計。2018 年度、599 人、2019 年度、601 人、2020 年度、597 人、2021 年度、578 人、2022 年度、

579 人、2023 年度、571 人。

２、特別支援学級。

（１）現状。2023（令和５）年５月１日、現在。

郡山市立小学校。特別支援学級数、138、特別支援学級児童数、学年別、１学年、101 人、２学年、130
人、３学年、135 人、４学年、124 人、５学年、143 人、６学年、137 人、計、770 人。

郡山市立中学校。特別支援学級数、67、特別支援学級生徒数、学年別、１学年、142 人、２学年、120
人、３学年、86 人、計、348 人。

（２）これまでの推移。小中学校特別支援学級数及び児童生徒数の推移。各年度 5 月１日、現在。

小学校特別支援学級数。2018 年度、98、2019 年度、108、2020 年度、111、2021 年度、120、2022 年

度、126、2023 年度、138。
中学校特別支援学級数。2018年度、44、2019年度、44、2020年度、47、2021年度、47、2022年度、

56、2023 年度、67。
小学校特別支援学級児童数。2018 年度、498、2019 年度、555、2020 年度、576、2021 年度、641、
2022 年度、703、2023 年度、770。
中学校特別支援学級生徒数。2018 年度、174、2019 年度、195、2020 年度、239、2021 年度、258、
2022 年度、295、2023 年度、348。
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４　2022年（令和４年度）郡山市障がい者（児）実態調査実施結果概要

　本調査は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障害児通所支援受給者証交付
者及び難病患者等の実態や意向を把握し、障がい者福祉のより一層の推進と充実を図るた
めの基礎資料とします。

（１）調査対象者
障がい者（児）当事者：障がい者手帳、指定難病医療費受給者証、障がい児通所支援の
　　　　　　　　　　　受給者証をお持ちの方の中から無作為に抽出
障がい福祉サービス事業所：市内の障がい福祉サービス事業所

2023年（令和５年）２月３日～ 2023年（令和５年）２月 17日

郵送配付・郵送回収方式

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。基本的
に、各障がい別の基数は下表のとおりです。これと異なる場合は、別途設問ごとに記載
します。

・小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％にならない場合があ
ります。
・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという
見方になるため、回答比率の合計が100.0％を超える場合があります。
・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純
集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数
項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラ
フを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。
・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを
　次に割合が高いものを　　で網かけしています。（無回答を除く）

１　調査の目的

２　調査の方法

３　調査期間

４　調査方法

６　調査結果の表示方法

５　回収状況
障がい手帳 配布数 有効回答数 有効回答率

障がい者（児）当事者 4,000 通 2,030 通 50.8％
障がい福祉サービス事業所 208通 163通 78.4％

全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
回答数（基数） 2,030 1,244 379 270 424 318 92
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４、2022 年度実態調査実施概要。

郡山市障害しゃ福祉プランの策定に当たっては、障害しゃを取り巻く社会情勢が変化している現状と、

障害しゃ自身のニーズを的確に把握するため、2023 年２月にアンケート調査を実施しました。

１、調査の目的。

本調査は、身体障害しゃ、知的障害しゃ、精神障害しゃ、障害児通所支援受給者しょう交付者及び難

病患者とうの実態や意向を把握し、障害しゃ福祉のより一層の推進と充実を図るための基礎資料とする。

２、調査対象

障害当事しゃ。障がい者手帳、指定難病医療費受給者証、障害児通所支援の受給者証をお持ちの方の

中から無作為に抽出。

障害福祉サービス事業所。市内の障害福祉サービス事業所

３、調査期間。

   2023 年２月３日から 2023 年２月 17 日。

４、調査方法。

   郵送による調査票の配布及び回収（回答は無記名）。

５、回収状況。

  障害当事しゃ、配布数、4000 つう、有効回答数、2030 つう、（回収率、ごじゅってん８％）。

  障害福祉サービス事業所、配布数、208 つう、有効回答数、163 つう、（回収率、78 てん４％）。

６、調査結果の表示方法。

回答は各質問の回答者数を基とした百分率（％）で示してあります。

基本的に、各障害別の基数は下記のとおり。これと異なる場合は、別途設問に記載。

全体、回答者数（基数）、2030 人。

身体、回答者数（基数）、1244 人。

知的、回答者数（基数）、379 人。

精神、回答者数（基数）、270 人。

難病、回答者数（基数）、424 人。

発達、回答者数（基数）、318 人。

高次脳機能、回答者数（基数）、92 人。

小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100％にならない場合があります。

複数回答が可能な設問の場合、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。

クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計の有効回答

数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類した集計のこと

で、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにす

るための集計方法です。
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2022 年（令和４年度）実態調査集計結果

問１. 回答者

問３. 本人の性別

無回答
7.1％

本人
55.7％本人の家族

34.6％

家族以外の
介助者
2.4％

その他
0.2％全体

無回答
1.2％

その他・
答えたくない
0.2％

男
54.5％

女
44.1％

全体

問２. 本人の年齢
18歳未満 18・19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65歳以上 無回答

全体 9.7% 0.6% 6.1% 5.6% 8.4% 10.6% 6.9% 49.8% 2.3%
身体 2.7% 0.2% 3.1% 2.4% 6.2% 10.0% 8.0% 65.4% 2.1%
知的 33.8% 2.9% 18.2% 13.7% 11.6% 6.3% 1.6% 10.6% 1.3%
精神 7.0% 0.7% 15.6% 10.0% 16.7% 17.4% 9.3% 21.1% 2.2%
難病 3.5% 0.5% 3.8% 6.6% 12.0% 15.6% 9.4% 46.5% 2.1%
発達 48.4% 3.1% 22.0% 10.1% 8.8% 3.8% 0.6% 2.5% 0.6%

高次脳機能 － － 2.2% 3.3% 7.6% 10.9% 8.7% 63.0% 4.3%

本人 本人の
家族

家族以外
の介助者 その他 無回答

全体 55.7% 34.6% 2.4% 0.2% 7.1%
身体 60.5% 29.7% 1.6% 0.2% 7.9%
知的 18.7% 69.1% 6.6% 0.3% 5.3%
精神 61.9% 25.9% 4.4% － 7.8%
難病 66.7% 26.4% 0.9% － 5.9%
発達 17.3% 76.7% 1.6% 0.3% 4.1%

高次脳機能 21.7% 63.0% － － 15.2%

男 女 その他・
答えたくない 無回答

全体 54.5% 44.1% 0.2% 1.2%
身体 53.9% 45.0% 0.1% 1.0%
知的 64.4% 35.1% － 0.5%
精神 55.9% 42.2% 0.7% 1.1%
難病 44.6% 54.5% － 0.9%
発達 68.9% 30.5% 0.3% 0.3%

高次脳機能 53.3% 42.4% 1.1% 3.3%

回答者属性

86

86 ページ。

実態調査集計結果。

回答者属性。

１、回答したかた。

全体。本人、55てん 7％、本人の家族、34 てん 6％、家族以外の介助者、2てん 4％、無回答 7てん 1％
障害別。身体、本人、60てん 5％、本人の家族、29てん7％、家族以外の介助者、1てん 6％、その他、

0 てん 2％、無回答、7 てん 9％。

知的、本人、18 てん 7％、本人の家族、69 てん 1％、家族以外の介助者、6 てん 6％、その他、0 てん

3％、無回答、5 てん 3％。

精神、本人、61 てん 9％、本人の家族、25 てん 9％、家族以外の介助者、4 てん 4％、無回答、7 てん

8％。

難病、本人、66 てん 7％、本人の家族、26 てん 4％、家族以外の介助者、0 てん 9％、無回答、５てん

9％。

発達、本人、17 てん 3％、本人の家族、76 てん 7％、家族以外の介助者、1 てん 6％、その他、0 てん

3％、無回答、4 てん 1％。

高次脳機能、本人、21 てん 7％、本人の家族、63％、無回答、15 てん 2％。

２、本人の年齢。

全体、18 歳未満、9 てん 7％、18・19 歳、0 てん 6％、20 代、6 てん 1％、30 代、5 てん 6％、40 代、

8てん 4％、50代、10てん 6％、60～64歳、6てん 9％、65歳以上、49てん 8％、無回答、2てん 3％。

３、本人の性別。

男性、54 てん 5％、女性、44 てん 1％、無回答、その他、1 てん 4％。



－ 87－

資
料
編

問４. あなたは現在どのように暮らしていますか。

問５. あなたは今後３年以内にどのような暮らしをしたいと思いますか。

暮らしについて

一人で
暮らしている

家族と
暮らしている グループホーム 入所施設 病院に入院 その他 無回答

全体 12.6% 74.6% 3.0% 3.7% 1.6% 1.9% 2.7%
身体 15.4% 72.5% 1.8% 3.9% 1.8% 2.3% 2.3%
知的 4.2% 82.1% 5.5% 5.5% 0.8% 0.5% 1.3%
精神 16.7% 63.7% 10.7% 3.3% 2.2% 1.9% 1.5%
難病 12.5% 78.1% 1.7% 2.6% 1.9% 2.4% 0.9%
発達 1.3% 92.5% 1.6% 2.8% － 0.6% 1.3%

高次脳機能 7.6% 63.0% 1.1% 9.8% 7.6% 4.3% 6.5%

今のまま
生活したい

家族と一緒に
生活したい グループホーム 一般の住宅で一人暮らし 福祉施設 その他 無回答

全体 61.7% 24.2% 2.0% 2.5% 3.3% 1.5% 4.8%
身体 63.1% 24.4% 1.4% 1.5% 4.2% 1.4% 4.0%
知的 45.4% 35.1% 3.4% 4.2% 4.7% 1.8% 5.3%
精神 57.4% 18.9% 6.3% 7.0% 2.2% 3.0% 5.2%
難病 71.7% 19.6% 1.4% 1.4% 2.1% 1.2% 2.6%
発達 47.5% 36.5% 3.1% 5.7% 2.2% 1.9% 3.1%

高次脳機能 44.6% 23.9% 5.4% 1.1% 9.8% 4.3% 10.9%

入所施設 3.7％

グループホーム
3.0％

一人で
暮らして
いる
12.6％

家族と
暮らしている
74.6％

病院に入院
1.6％

その他
1.9％

無回答
2.7％

全体

一般の住宅で
一人暮らし
2.5％

グループホーム
2.0％

今のまま
生活したい
61.7％

家族と一緒に
生活したい
24.2％

福祉施設
3.3％

その他
1.5％

無回答
4.8％

全体
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暮らしについて。

問４、あなたは現在どのように暮らしていますか。

全体。一人暮らし、12てん6％、家族と暮らしている、74てん6％、グループホーム、3％、入所施設、

3 てん 7％、病院に入院している、1 てん 6％、その他、1 てん 9％、無回答、2 てん 7％。

障害別。

一人暮らし、身体、15 てん 4％、知的、4 てん 2％、精神、16 てん 7％、難病、12 てん 5％、発達、1
てん 3％、高次脳機能、7 てん 6％。

家族と暮らしている、しんたい、72 てん 5％、知的、82 てん 1％、精神、63 てん 7％、難病、78 てん

1％、発達、92 てん 5％、高次脳機能、63％。

グループホーム、身体、1 てん 8％、知的、5 てん 5％、精神、10 てん 7％、難病、1 てん 7％、発達、1
てん 6％、高次脳機能、1 てん 1％。

入所施設、身体、3 てん 9％、知的、5 てん 5％、精神、3 てん 3％、難病、2 てん 6％、発達、2 てん

8％、高次脳機能、9 てん 8％。

病院に入院している、身体、1 てん 8％、知的、0 てん 8％、精神、2 てん 2％、難病、1 てん 9％、高次

脳機能、7 てん 6％。

その他、身体、2てん 3％、知的、0てん 5％、精神、1てん 9％、難病、2てん 4％、発達、0てん 6％、

高次脳機能、4 てん 3％。

無回答、身体、2てん 3％、知的、1てん 3％、精神、1てん 5％、難病、0てん 9％、発達、1てん 3％、

高次脳機能、6 てん 5％。

問５、あなたは今後３年以内に、どのような暮らしをしたいと思いますか。

全体。今のまま暮らしたい、61 てん 7％、家族と一緒の生活、24 てん 2％、普通の住宅でひとり暮らし、

2 てん 5％、福祉施設で暮らしたい、3 てん 3％、その他、1 てん 5％、無回答、4 てん 8％、
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経済的な負担の軽減

身近に相談できる場所があること

必要な在宅サービスが適切に利用できること

在宅で医療ケアが適切に得られること

障がい者に適した住宅の確保

コミュニケーション支援

生活訓練等の充実

地域住民や学校などの理解

その他

無回答

53.3％

28.9％

26.7％

25.1％

19.0％

16.1％

14.8％

12.0％

4.5％

12.8％

全体 回答者数＝2,030

経
済
的
な
負
担
の
軽
減

身
近
に
相
談
で
き
る

場
所
が
あ
る
こ
と

必
要
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス

が
適
切
に
利
用
で
き
る

こ
と

在
宅
で
医
療
ケ
ア
が

適
切
に
得
ら
れ
る
こ
と

障
が
い
者
に
適
し
た

住
宅
の
確
保

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援

生
活
訓
練
等
の
充
実

地
域
住
民
や
学
校
な
ど

の
理
解

そ
の
他

無
回
答

全体 53.3% 28.9% 26.7% 25.1% 19.0% 16.1% 14.8% 12.0% 4.5% 12.8%
身体 49.4% 22.3% 29.3% 30.5% 18.8% 11.3% 10.7% 5.7% 4.0% 14.0%
知的 55.4% 44.6% 31.4% 15.0% 31.7% 34.3% 32.5% 19.0% 7.4% 6.3%
精神 67.4% 45.6% 21.1% 11.1% 24.4% 28.5% 17.8% 18.5% 3.7% 10.7%
難病 61.1% 24.8% 28.5% 32.1% 16.0% 7.5% 9.7% 7.5% 5.7% 8.5%
発達 66.4% 56.9% 22.6% 8.2% 27.0% 41.5% 34.6% 45.0% 6.3% 3.5%

高次脳機能 46.7% 18.5% 31.5% 19.6% 19.6% 12.0% 15.2% 4.3% 4.3% 25.0%

問 6. 希望する暮らしを送るためには、どのような支援があればよいと思いますか。
　　 （複数回答）
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とい６、希望する暮らしを送るためには、どのような支援があればよいと思いますか。複数回答。

全体。

経済的な負担の軽減、53 てん 3％、身近に相談できる場所があること、28 てん 9％、必要な在宅サービ

スが適切に利用できること、26 てん 7％、在宅で医療ケアが適切に得られること、25 てん 1％、障害者

に適した住宅の確保、19％、コミュニケーション支援、16 てん 1％、生活訓練等の充実、14 てん 8％、

地域住民や学校などの理解、12％、その他、4 てん 5％、無回答 12 てん 8％。

障害別。

経済的な負担の軽減、身体、49 てん 4％、知的、55 てん 4％、精神、67 てん 4％、難病、61 てん 1％、

発達、66 てん 4％、高次脳機能 46 てん 7％
身近に相談できる場所があること、身体、22 てん 3％、知的、44 てん 6％、精神、45 てん 6％、難病、

24 てん 8％、発達、56 てん 9％、高次脳機能 18 てん 5％。

必要な在宅サービスが適切に利用できること、身体、29 てん 3％、知的、31 てん 4％、精神、21 てん

1％、難病、28 てん 5％、発達、22 てん 6％、高次脳機能 31 てん 5％
在宅で医療ケアが適切に得られること、身体、30てん 5％、知的、15％、精神、11 てん 1％、難病、32
てん 1％、発達、8 てん 2％、高次脳機能 19 てん 6％
障害しゃに適した住宅の確保、身体、18 てん 8％、知的、31 てん 7％、精神、24 てん 4％、難病、16％、

発達、27％、高次脳機能 19 てん 6％
コミュニケーション支援、身体、11 てん 3％、知的、34 てん 3％、精神、28 てん 5％、難病、7 てん

5％、発達、41 てん 5％、高次脳機能 12％
生活訓練とうの充実、身体、10 てん 7％、知的、32 てん 5％、精神、17 てん 8％、難病、9 てん 7％、

発達、34 てん 6％、高次脳機能 15 てん 2％
地域住民や学校などの理解、身体、5 てん 7％、知的、19％、精神、18 てん 5％、難病、7 てん 5％、発

達、45％、高次脳機能 4 てん 3％
その他、身体、4％、知的、7 てん 4％、精神、3 てん 7％、難病、5 てん 7％、発達、6 てん 3％、高次

脳機能 4 てん 3％
無回答、身体、14％、知的、6 てん 3％、精神、10 てん 7％、難病、8 てん 5％、発達、3 てん 5％、高

次脳機能 25％
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問７. どのような勤務形態で働いていますか

全体

その他
3.4%

自営業、
農林水産業など
 21.6%

正職員で
他の職員と
勤務条件等に
違いはない
31.4%

非常勤職員・
派遣職員
34.8%

無回答
4.9％

正職員で
障がい者への
配慮がある
3.9%

就労について

基数　（収入を得て仕事をしている方）
全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
385人 224人 34人 45人 129人 29人 3 人

正
職
員
で
他
の
職
員
と

勤
務
条
件
等
に
違
い
は

な
い

正
職
員
で
障
が
い
者
へ

の
配
慮
が
あ
る

非
常
勤
職
員
・

派
遣
職
員

自
営
業
、
農
林
水
産
業

な
ど

そ
の
他

無
回
答

全体 31.4% 3.9% 34.8% 21.6% 3.4% 4.9%
身体 29.9% 5.4% 28.6% 27.2% 3.6% 5.4%
知的 8.8% 14.7% 58.8% 2.9% 5.9% 8.8%
精神 6.7% 6.7% 66.7% 6.7% 4.4% 8.9%
難病 47.3% － 30.2% 18.6% 1.6% 2.3%
発達 6.9% 10.3% 69.0% 3.4% 3.4% 6.9%

高次脳機能 － 66.7% － 33.3% － －

「収入を得て仕事をしている」方
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就労について。

収入を得て、仕事をしているかたにお聞きしました。

とい７、どのような勤務形態で働いていますか。

基数。身体、224 人、知的、34 人、精神、45 人、難病、129 人、発達、29 人、高次脳機能、3 人、合

計、385 人。

全体。せい職員、31 てん 4％、短時間勤務とうの配慮のある、せい職員、3 てん 9％、非常勤職員・派

遣職員、34 てん 8％、自営業とう、21 てん 6％、その他、3 てん 4％、無回答、4 てん 9％。

障害別

せい職員、身体、29 てん 9％、知的、8 てん 8％、精神、6 てん 7％、難病、47 てん 3％、発達、6 てん

9％、高次脳機能、0％。

短時間勤務とうの配慮のある、せい職員、身体、5 てん 4％、知的、14 てん 7％、精神、6 てん 7％、難

病、0％、発達、10 てん 3％、高次脳機能、66 てん 7％。

非常勤職員・派遣職員、身体、28 てん 6％、知的、58 てん 8％、精神、66 てん 7％、難病、30 てん 2％、

発達、69％、高次脳機能、0％。

自営業とう、身体、27 てん 2％、知的、2 てん 9％、精神、6 てん 7％、難病、18 てん 6％、発達、3 て

ん 4％、高次脳機能、33 てん 3％。

その他、身体、3てん 6％、知的、5てん 9％、精神、4てん 4％、難病、1てん 6％、発達、3てん 4％、

高次脳機能、0％。

無回答、身体、5てん 4％、知的、8てん 8％、精神、8てん 9％、難病、2てん 3％、発達、6てん 9％、

高次脳機能、0％。
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問８. 仕事をやめた理由は何ですか。（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障がいの状態の変化・体調の悪化
49.1%

26.2%

49.1%

13.8%

12.4%

10.7%

10.5%

10.1%

9.1%

4.8%

8.8%

4.7%

14.8%

0.0%

全体

職場での人間関係
障がいへの理解・配慮が不足していた、

または理解・配慮が無かった
契約期間の終了

結婚・出産・育児・介護のため

自身のスキル、能力が不足していると感じたため

仕事内容への不満

給与や待遇への不満

会社からのリストラ

会社の将来性への不安

雇用形態への不安

その他

無回答

回答者数＝703

障
が
い
の
状
態
の

変
化
・
体
調
の
悪
化

職
場
で
の
人
間
関
係

障
が
い
に
対
し
て
の
理
解
・
配

慮
が
不
足
し
て
い
た
、
ま
た
は

理
解
・
配
慮
が
無
か
っ
た

契
約
期
間
の
終
了

結
婚
・
出
産
・
育
児
・
介
護
の

た
め

自
身
の
ス
キ
ル
、
能
力
が
不
足

し
て
い
る
と
感
じ
た
た
め

仕
事
内
容
へ
の
不
満

給
与
や
待
遇
へ
の
不
満

会
社
か
ら
の
リ
ス
ト
ラ

会
社
の
将
来
性
へ
の
不
安

雇
用
形
態
へ
の
不
安

そ
の
他

全体 49.1% 26.2% 13.8% 12.4% 10.7% 10.5% 10.1% 9.1% 8.8% 4.8% 4.7% 14.8%
身体 49.8% 17.2% 9.6% 12.9% 10.0% 7.6% 6.9% 8.3% 7.8% 3.8% 4.5% 17.6%
知的 38.8% 59.7% 31.3% 6.0% 3.0% 22.4% 10.4% 4.5% 10.4% 3.0% 4.5% 11.9%
精神 63.3% 50.0% 28.0% 10.0% 6.7% 19.3% 15.3% 14.0% 14.0% 7.3% 7.3% 10.0%
難病 54.2% 18.4% 10.6% 10.6% 16.8% 8.4% 15.1% 12.3% 5.6% 6.1% 6.1% 10.1%
発達 39.3% 58.9% 50.0% 8.9% 5.4% 28.6% 12.5% 8.9% 12.5% 8.9% 8.9% 10.7%

高次脳機能 60.5% 13.2% 21.1% 2.6% － 7.9% 5.3% 5.3% 7.9% 2.6% － 21.1%

基数　（過去に仕事を辞めたことがある方）
全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
703人 448人 67人 150人 179人 56人 38 人

「過去に仕事をやめたことがある」方
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過去に仕事を辞めたことがあるかたに、お聞きしました。

とい８、仕事を辞めた理由は何ですか。（複数回答）

基数、身体 448人、知的 67人、精神 150人、難病 179人、発達 56人、高次脳機能 38人、合計 703人。

全体。障害の状態の変化・体調の悪化、49 てん 1％、職場での人間関係、26 てん 2％、障害への理解・

配慮が不足、またはなかった、13 てん 8％、契約期間の終了、12 てん 4％、結婚・出産・育児・介護の

ため、10 てん 7％、自身の能力・スキルが不足していると感じた、10 てん 5％、仕事内容への不満、10
てん1％、給与や待遇への不満、9てん1％、会社からのリストラ、8てん8％、会社の将来性への不安、

4 てん 8％、雇用形態への不安、4 てん 7％、その他、14 てん 8％。

障害別。

障害の状態の変化・体調の悪化、しんたい 49てん 8％、知的 38 てん 8％、精神 63 てん 3％、難病 54て

ん 2％、発達 39 てん 3％、高次脳機能 60 てん 5％
職場での人間関係、しんたい 17 てん 2％、知的 59 てん 7％、精神 50％、難病 18 てん 4％、発達 58 て

ん 9％、高次脳機能 13 てん 2％
障害への理解・配慮が不足、またはなかった、しんたい 9 てん 6％、知的 31 てん 3％、精神 28％、難病

10 てん 6％、発達 50％、高次脳機能 21 てん 1％
契約期間の終了、しんたい 12 てん 9％、知的 6％、精神 10％、難病 10 てん 6％、発達 8 てん 9％、高

次脳機能 2 てん 6％。

結婚・出産・育児・介護のため、しんたい 10％、知的 3％、精神 6 てん 7％、難病 16 てん 8％、発達 5
てん 4％、高次脳機能 0％。

自身の能力・スキルが不足していると感じた、しんたい 7 てん 6％、知的 22 てん 4％、精神 19 てん 3％、

難病 8 てん 4％、発達 28 てん 6％、高次脳機能 7 てん 9％。

仕事内容への不満、しんたい 6 てん 9％、知的 10 てん 4％、精神 15 てん 3％、難病 15 てん 1％、発達

12 てん 5％、高次脳機能 5 てん 3％
給与や待遇への不満、しんたい 8 てん 3％、知的 4 てん 5％、精神 14％、難病 12 てん 3％、発達 8 てん

9％、高次脳機能 5 てん 3％。

会社からのリストラ、しんたい 7 てん 8％、知的 10 てん 4％、精神 14％、難病 5 てん 6％、発達 12 て

ん 5％、高次脳機能 7 てん 9％。

会社の将来性への不安、しんたい 3 てん 8％、知的 3％、精神 7 てん 3％、難病 6 てん 1％、発達 8 てん

9％、高次脳機能 2 てん 6％。

雇用形態への不安、しんたい 4 てん 5％、知的 4 てん 5％、精神 7 てん 3％、難病 6 てん 1％、発達 8 て

ん 9％、高次脳機能 0％。

その他、しんたい 17 てん 6％、知的 11 てん 9％、精神 10％、難病 10 てん 1％、発達 10 てん 7％、高

次脳機能 21 てん 1％。
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0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％

職場の上司や同僚に障がいの理解があること

障がい特性に配慮した職場環境の整備

短時間勤務や勤務日数など柔軟な勤務体制の配慮

通勤手段の確保

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携（定着支援）

在宅勤務の拡充（自宅で仕事をすること）

職場で介助や援助等が受けられること

仕事について職場外での相談対応、支援

勤務場所における施設のバリアフリーの配慮

就労初期段階での支援（ジョブコーチ）

就労に向けた面接、実習などの支援

企業ニーズに合った就労訓練

その他

無回答

45.1%

37.1%

36.3%

33.4%

22.4%

20.6%

20.0%

20.0%

18.6%

16.6%

15.3%

14.4%

3.9%

27.3%

全体 回答者数＝2,030

職
場
の
上
司
や
同
僚
に

障
が
い
の
理
解
が
あ
る
こ
と

障
が
い
特
性
に
配
慮
し
た

職
場
環
境
の
整
備

短
時
間
勤
務
や
勤
務
日
数
な
ど

柔
軟
な
勤
務
体
制
の
配
慮

通
勤
手
段
の
確
保

就
労
後
の
フ
ォ
ロ
ー
な
ど

職
場
と
支
援
機
関
の
連
携

（
定
着
支
援
）

在
宅
勤
務
の
拡
充

（
自
宅
で
仕
事
を
す
る
こ
と
）

職
場
で
介
助
や
援
助
等
が

受
け
ら
れ
る
こ
と

仕
事
に
つ
い
て
職
場
外
で
の

相
談
対
応
、
支
援

勤
務
場
所
に
お
け
る
施
設
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
配
慮

就
労
初
期
段
階
で
の
支
援

（
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
）

就
労
に
向
け
た
面
接
、

実
習
な
ど
の
支
援

企
業
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た

就
労
訓
練

そ
の
他

無
回
答

全体 45.1% 37.1% 36.3% 33.4% 22.4% 20.6% 20.0% 20.0% 18.6% 16.6% 15.3% 14.4% 3.9% 27.3%
身体 37.6% 30.5% 30.4% 28.9% 14.6% 19.6% 17.1% 14.2% 21.6% 10.2% 10.7% 10.7% 4.7% 33.0%
知的 60.7% 59.4% 45.1% 49.9% 41.4% 19.5% 35.4% 33.2% 17.9% 32.7% 26.6% 22.4% 1.1% 14.0%
精神 54.4% 44.8% 45.6% 41.9% 31.9% 24.1% 19.6% 30.4% 9.3% 27.4% 23.3% 20.4% 4.4% 18.5%
難病 51.7% 36.6% 44.1% 35.4% 24.1% 26.9% 21.9% 19.8% 25.7% 15.3% 11.6% 14.6% 3.8% 20.0%
発達 73.6% 66.0% 50.9% 49.1% 53.5% 22.0% 34.6% 41.2% 11.6% 43.1% 35.2% 29.9% 1.9% 8.8%

高次脳機能 32.6% 23.9% 27.2% 28.3% 12.0% 16.3% 27.2% 8.7% 19.6% 6.5% 5.4% 12.0% 3.3% 45.7%

問 9.  あなたは、障がい者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。
　　  （複数回答）
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とい９、あなたは障害者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。複数回答。

全体。

上司や同僚に障害の理解があること、45 てん 1％、障害特性に配慮した職場環境の整備、37 てん 1％、

短時間勤務などの柔軟な勤務体制の配慮、36 てん 3％、通勤手段の確保、33 てん 4％、職場と支援機関

の連携（定着支援）、22 てん 4％、在宅勤務の拡充、20 てん 6％、職場で介助や援助等が受けられるこ

と、20％、職場外での相談対応、支援、20％、勤務場所の施設のバリアフリーの配慮、18 てん 6％、就

労初期段階での支援（ジョブコーチ）、16 てん 6％、面接・実習などの支援、15 てん 3％、企業ニーズ

に合った就労訓練、14 てん 4％、その他、3 てん 9％、無回答、27 てん 3％。
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教育について

問10.  あなたが、現在通園・通学しているところはどこですか。（複数回答）

小
学
校

(

特
別
支
援
学
級)

特
別
支
援
学
校

(

小
・
中
・
高
等
部)

障
が
い
児
の
通
所
支
援

施
設
な
ど

中
学
校

(

特
別
支
援
学
級
）

小
学
校(

普
通
学
級)

保
育
所

幼
稚
園

高
等
学
校

認
定
こ
ど
も
園

中
学
校(

普
通
学
級)

専
修
学
校
・
専
門
学
校

特
に
通
園
・
通
学
は

し
て
い
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体 32.7% 21.4% 15.8% 12.2% 11.7% 6.1% 5.6% 3.6% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 2.0% －
身体 12.1% 48.5% 18.2% 9.1% 3.0% － － 6.1% － 3.0% － － 6.1% －
知的 31.3% 31.3% 14.8% 14.1% 4.7% 5.5% 4.7% 1.6% 1.6% － 0.8% 0.8% 2.3% －
精神 47.4% － 5.3% 31.6% 15.8% － － 10.5% － － － － 5.3% －
難病 26.7% 26.7% 20.0% 6.7% 6.7% － － 6.7% 6.7% － － － 6.7% －
発達 37.7% 19.5% 14.9% 14.3% 12.3% 3.9% 5.8% 2.6% 1.3% 0.6% － － 2.6% －

高次脳機能 － － － － － － － － － － － － － －

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

小学校（特別支援学級）

特別支援学校（小・中・高等部）

障がい児の通所支援施設など

中学校（特別支援学級）

小学校（普通学級）

保育所

幼稚園

高等学校

認定こども園

中学校（普通学級）

専修学校・専門学校

特に通園・通学はしていない

その他

無回答

32.7％

21.4％

15.8％

12.2％

11.7％

6.1％

5.6％

3.6％

1.0％

1.0％

0.5％

0.5％

2.0％

0.0％

全体 回答者数＝196

18 歳未満の方

基数　（過去に仕事を辞めたことがある方）
全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
196人 33人 128人 19人 15人 154人 －
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教育について。

18 歳未満のかたにお聞きします。

とい 10、あなたが、現在通園・通学しているところはどこですか。複数回答。

基数、身体、33 人、知的、128 人、精神、19 人、難病、15 人、発達、154 人、合計、196 人。

全体。

小学校（特別支援学級）、32てん 7％、特別支援学校、21てん 4％、障害児の通所支援施設など、15て

ん 8％、中学校（特別支援学級）、12てん 2％、小学校（普通学級）、11てん 7％、保育所、6てん 1％、

幼稚園、5 てん 6％、高等学校、3 てん 6％、認定こども園、1％、中学校（普通学級）、1％、専修学

校・専門学校、れいてん、5％、特に通園・通学はしていない、れいてん 5％、その他、2％。



－ 93－

資
料
編

障
が
い
特
性
な
ど
に

対
応
す
る
教
師
の

理
解
や
配
慮

児
童
・
生
徒
の

理
解
や
配
慮

送
迎
な
ど
、
通
園
・

通
学
の
サ
ポ
ー
ト

障
が
い
特
性
に
合
わ
せ

た
施
設
環
境
の
整
備

障
が
い
の
あ
る
児
童
が

利
用
で
き
る
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
な
ど
の
整
備

学
習
支
援
や
介
助

な
ど
、園
・
学
校
生
活

の
サ
ポ
ー
ト

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

な
ど
専
門
的
な
機
関
の

整
備

生
活
訓
練
や
職
業
訓
練

な
ど
専
門
的
な
指
導

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

な
ど
、
外
部
の
支
援
機

構
と
の
連
携

投
薬
や
喀
痰
吸
引
な
ど

医
療
的
な
ケ
ア

そ
の
他

無
回
答

全体 54.3% 38.2% 33.8% 30.5% 30.2% 26.4% 24.8% 24.7% 24.2% 15.9% 3.1% 27.8%
身体 47.6% 32.7% 31.8% 30.9% 25.9% 21.2% 18.2% 21.1% 19.9% 16.5% 2.6% 33.4%
知的 71.8% 47.8% 44.6% 33.5% 44.3% 39.6% 42.5% 37.7% 39.1% 19.3% 2.4% 12.9%
精神 56.3% 43.0% 30.7% 29.3% 29.3% 31.1% 27.4% 33.0% 33.7% 15.2% 5.6% 23.3%
難病 59.9% 41.5% 40.1% 38.0% 33.3% 26.2% 24.5% 22.9% 22.6% 20.3% 3.8% 21.0%
発達 78.6% 56.9% 41.5% 34.3% 47.5% 47.8% 53.1% 41.2% 43.7% 17.0% 4.7% 7.2%

高次脳機能 31.5% 23.9% 20.7% 25.0% 17.4% 14.1% 12.0% 12.0% 12.0% 16.3% 2.2% 56.5%

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

回答者数＝2,030

障がい特性などに対応する教師の理解や配慮

児童・生徒の理解や配慮

送迎など、通園・通学のサポート

障がい特性に合わせた施設環境の整備

障がいのある児童が利用できる放課後児童クラブなどの整備

学習支援や介助など、園・学校生活のサポート

放課後等デイサービスなど専門的な機関の整備

生活訓練や職業訓練など専門的な指導

福祉サービス事業所など、外部の支援機構との連携

投薬や喀痰吸引など医療的なケア

その他

無回答

54.3％

38.2％

33.8％

30.5％

30.2％

26.4％

24.8％

24.7％

24.2％

15.9％

3.1％

27.8％

全体

問11. あなたは、保育所・幼稚園・学校でどのような支援が必要だと思いますか。
　　 （複数回答）

93
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とい１１、あなたは、保育所・幼稚園・学校でどのような支援が必要だと思いますか。（複数回答）

全体。

障害特性などに対応する教師の理解や配慮、54 てん 3％、児童・生徒の理解や配慮、38 てん 2％、送迎

など、通園・通学のサポート、33 てん 8％、障害特性に合わせた施設環境の整備、30 てん 5％、障害の

ある児童が利用できる放課後児童クラブなどの整備、30 てん 2％、学習支援や介助など、えん、学校生

活のサポート、26 てん 4％、放課後とうデイサービスなど専門的な機関の整備、24 てん 8％、生活訓練

や職業訓練など専門的な指導、24 てん 7％、福祉サービス事業所など、外部の支援機構との連携、24 て

ん 2％、投薬や喀痰吸引など医療的なケア、15 てん 9％、その他、3 てん 1％、無回答、27 てん 8％。
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情報について

問12. 障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いで 
　　　すか。（複数回答）

市
の
刊
行
物

(
広
報
こ
お
り
や
ま
な
ど)

本
や
新
聞
、
雑
誌
の
記
事
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

病
院

家
族
や
友
人
、
知
人

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
的
機
関
の
窓
口

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
入

所
施
設
の
職
員
、
家
族
以
外

の
介
助
者

民
間
の
相
談
支
援
機
関

保
育
所
、
幼
稚
園
、
学
校

近
所
の
人
、
民
生
委
員・児
童

委
員

障
が
い
者
団
体
や

患
者
会
な
ど

そ
の
他

無
回
答

全体 32.1% 28.9% 28.9% 24.6% 22.5% 19.3% 17.4% 8.6% 4.1% 2.4% 2.3% 2.6% 8.5%
身体 37.2% 31.4% 28.8% 23.5% 17.2% 19.9% 16.2% 7.7% 1.1% 2.9% 2.3% 2.3% 8.8%
知的 20.1% 17.7% 18.5% 32.2% 23.0% 20.6% 32.7% 13.7% 14.2% 1.1% 2.4% 4.2% 6.1%
精神 19.3% 21.9% 44.4% 25.9% 27.8% 18.1% 21.1% 11.1% 3.7% 2.2% 3.0% 4.4% 6.3%
難病 36.3% 33.3% 38.0% 25.0% 34.2% 21.7% 12.5% 5.0% 1.2% 2.1% 2.4% 2.4% 3.8%
発達 16.4% 14.2% 27.7% 37.4% 32.4% 17.9% 27.4% 14.2% 20.1% 0.9% 2.8% 3.1% 5.0%

高次脳機能 19.6% 20.7% 17.4% 22.8% 9.8% 16.3% 25.0% 12.0% － 1.1% 1.1% 6.5% 17.4%

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

市の刊行物（広報こおりやまなど）

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオ

病院

家族や友人、知人

インターネット

公的機関の窓口

民間の相談支援機関

保育所、幼稚園、学校

近所の人、民生委員・児童委員

障がい者団体や患者会など

その他

無回答

32.1％

28.9％

28.9％

24.6％

22.5％

19.3％

17.4％

8.6％

4.1％

2.4％

2.3％

2.6％

8.5％

全体 回答者数＝2,030

障がい福祉サービス事業所や
入所施設の職員、家族以外の介助者

94
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情報について

とい 12、障害や福祉サービスとうの情報をどこから知ることが多いですか。複数回答。

全体。

市の刊行物、32 てん 1％、本や新聞、テレビやラジオ、28 てん 9％、病院、28 てん 9％、家族や友人、

知人、24 てん 6％、インターネット、22 てん 5％、公的機関の窓口、19 てん 3％、福祉サービス事業所

職員とう、家族以外の介助者、17 てん 4％、相談支援機関、8 てん 6％、保育所、幼稚園、学校、4 てん

1％、近所の人、民生委員・児童委員、2 てん 4％、障害しゃ団体や患者会など、2 てん 3％、その他、2
てん 6％、無回答、8 てん 5％。
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問13. いままで障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか。

問14. どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか。（複数回答）

全体

ない
52.2%

ある
20.7%

少しある 
16.9%

無回答
10.1％

ある 少しある ない 無回答
全体 20.7% 16.9% 52.2% 10.1%
身体 16.2% 15.8% 57.9% 10.1%
知的 36.7% 26.6% 29.0% 7.7%
精神 39.3% 20.4% 30.7% 9.6%
難病 12.3% 18.4% 62.7% 6.6%
発達 43.1% 25.8% 25.5% 5.7%

高次脳機能 15.2% 19.6% 42.4% 22.8%

権利擁護について

幼
稚
園
、
保
育
所
、

学
校
、
塾
な
ど

勤
め
先
（
仕
事
場
）

不
特
定
多
数
の
人
が

利
用
す
る
場
所

病
院
な
ど
の

医
療
機
関

住
ん
で
い
る
地
域

公
共
交
通
機
関
を

利
用
し
て
い
る
と
き

公
的
施
設

福
祉
施
設

そ
の
他

無
回
答

全体 34.8% 24.9% 23.3% 17.9% 16.9% 13.9% 8.2% 6.3% 8.9% 4.6%
身体 19.1% 25.9% 24.4% 19.3% 18.8% 16.8% 8.3% 6.0% 11.1% 6.0%
知的 56.7% 15.4% 31.7% 20.4% 19.6% 12.9% 5.4% 8.3% 4.6% 2.5%
精神 38.5% 38.5% 13.7% 21.1% 16.8% 12.4% 13.7% 9.3% 9.3% 3.1%
難病 16.9% 30.8% 27.7% 13.8% 15.4% 13.8% 13.1% 4.6% 9.2% 2.3%
発達 68.5% 13.7% 26.0% 17.4% 15.1% 11.4% 5.5% 7.3% 4.6% 3.7%

高次脳機能 9.4% 18.8% 28.1% 21.9% 25.0% 25.0% 3.1% 3.1% 12.5% 9.4%

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

幼稚園、保育所、学校、塾など

勤め先（仕事場）

不特定多数の人が利用する場所

病院などの医療機関

住んでいる地域

公共交通機関を利用しているとき

公的施設

福祉施設

その他

無回答

34.8％

24.9％

23.3％

17.9％

16.9％

13.9％

8.2％

6.3％

8.9％

4.6％

全体 回答者数＝764

問 13で「ある」又は「少しある」を選んだ方

基数　（差別や嫌な思いをしたことがある方）
全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
764人 398人 240人 161人 130人 219人 32 人
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権利擁護について。

とい 13、今まで障害があることで差別やいやな思いをしたことがありますか。

全体。

ある、20 てん 7％、少しある、16 てん 9％、ない、52 てん 2％、無回答、10 てん 1％。

とい 13 で、ある、または、少しある、と答えたかたにおききしました。

とい 14、どのような場所で、差別やいやな思いをしましたか。複数回答。

基数。身体、398人、知的、240人、精神、161人、難病、130人、発達、219人、高次脳機能、32人、

合計、764 人。

全体。

保育所、学校等、34てん 8％、勤め先、仕事場、24てん 9％、不特定多数の人が利用する場所、23てん

3％、病院など医療機関、17 てん 9％、住んでいる地域、16 てん 9％、公共交通機関、13 てん 9％、公

的施設、8 てん 2％、福祉施設、6 てん 3％、その他、8 てん 9％、無回答、4 てん 6％。
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問15. どのようなことで嫌な思いをしましたか。（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

嫌な顔をされた
差別的な発言をされた

無視された
希望する仕事に就けなかった

職場での労働条件が他の人より低い
医療機関から受診や治療を断られた

施設や飲食店、交通機関の利用を断られた
希望した学校に入学できなかった

賃貸物件の入居を断られた
その他
無回答

58.6%
46.5%

24.6%
9.4%
7.9%

5.1%
3.0%
3.0%
2.7%

14.3%
6.8%

全体 回答者数＝764

嫌
な
顔
を
さ
れ
た

差
別
的
な
発
言
を

さ
れ
た

無
視
さ
れ
た

希
望
す
る
仕
事
に

就
け
な
か
っ
た

職
場
で
の
労
働
条
件
が

他
の
人
よ
り
低
い

医
療
機
関
か
ら
受
診
や

治
療
を
断
ら
れ
た

施
設
や
飲
食
店
、

交
通
機
関
の
利
用
を

断
ら
れ
た

希
望
し
た
学
校
に

入
学
で
き
な
か
っ
た

賃
貸
物
件
の
入
居
を

断
ら
れ
た

そ
の
他

無
回
答

全体 58.6% 46.5% 24.6% 9.4% 7.9% 5.1% 3.0% 3.0% 2.7% 14.3% 6.8%
身体 52.5% 40.7% 21.4% 10.8% 8.8% 3.8% 3.5% 3.3% 3.3% 14.1% 9.3%
知的 68.8% 51.7% 25.8% 4.6% 5.4% 10.0% 5.4% 5.0% 1.3% 10.0% 3.3%
精神 62.1% 59.6% 33.5% 18.6% 11.8% 7.5% 3.1% 2.5% 5.6% 16.1% 4.3%
難病 55.4% 44.6% 15.4% 8.5% 7.7% 5.4% 3.1% 2.3% 2.3% 19.2% 4.6%
発達 69.9% 57.1% 29.2% 5.9% 4.6% 7.8% 4.1% 4.6% － 14.6% 4.1%

高次脳機能 59.4% 34.4% 18.8% 6.3% 6.3% 3.1% － － － 3.1% 28.1%

問 14で「ある」又は「少しある」を選んだ方

基数　（差別や嫌な思いをしたことがある方）
全体 身体 知的 精神 難病 発達 高次脳機能
764人 398人 240人 161人 130人 219人 32人
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とい 14 で、ある、すこしある、を選んだかたにおききします。

とい 15、どのようなことで嫌な思いをしましたか。複数回答。

基数、身体、398 人、知的、240 人、精神、161 人、難病、130 人、発達、219 人、高次脳機能、32 人

合計、764 人。

全体。

嫌な顔をされた、58 てん 6％、差別的な発言をされた、46 てん 5％、無視された、24 てん 6％、希望す

る仕事に就けなかった、9 てん 4％、職場での労働条件がほかの人より低い、7 てん 9％、医療機関から

受診や治療を断られた、5 てん 1％、施設や飲食店、交通機関の利用を断られた、3％、希望した学校に

入学できなかった、3％、賃貸物件の入居を断られた、2 てん 7％、その他、14 てん 3％、無回答、6 て

ん 8％。
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問16. 障がいのある方への偏見や差別を解消するため、取り組んでほしいことは何ですか。
　　 （複数回答）

0% 10% 20% 30% 40%

地域の学校で共に成長できる環境整備、福祉教育の推進
パンフレット等で周知啓発をする

研修会や講演会、イベントなどを行う
地域で障がい者(児)と住民が交流できる機会を増やす

障がい者（児）の文化芸術、レクリエーション、スポーツ活動の推進
その他
無回答

39.6％
27.8％

26％
25.9％
21.5％

5.8％
27.6％

全体 回答者数＝2030

地
域
の
学
校
で
共
に

成
長
で
き
る
環
境
整
備
、

福
祉
教
育
の
推
進

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で

周
知
啓
発
を
す
る

研
修
会
や
講
演
会
、

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
う

地
域
で
障
が
い
者(

児)

と

住
民
が
交
流
で
き
る
機
会

を
増
や
す

障
が
い
者（
児
）の

文
化
芸
術
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

そ
の
他

無
回
答

全体 39.6% 27.8% 25.9% 21.5% 21.0% 5.8% 27.6%
身体 32.8% 28.2% 22.9% 19.2% 18.4% 5.5% 31.9%
知的 60.4% 27.7% 30.6% 29.3% 27.2% 5.0% 14.8%
精神 40.0% 32.2% 38.5% 22.6% 30.0% 12.2% 19.3%
難病 40.6% 30.7% 28.1% 25.2% 20.5% 5.2% 22.9%
発達 71.4% 27.7% 34.3% 24.5% 31.8% 8.2% 9.7%

高次脳機能 27.2% 21.7% 15.2% 15.2% 18.5% 3.3% 48.9%
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とい 16、障害のあるかたへの偏見や差別を解消するため、取り組んでほしいことは何ですか。複数回答。

全体。

地域の学校で共に成長できる環境整備、福祉教育の推進、39 てん 6％、パンフレット等で周知啓発をす

る、27 てん 8％、研修会や講演会、イベントとうを行う、26％、地域で障害しゃ（じ）と住民が交流で

きる機会を増やす、25 てん 9％、障害しゃ（じ）の文化芸術、レクリエーションとうの推進、21 てん

5％、その他、5 てん 8％、無回答、27 てん 6％。
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緊急時等について

問17. 災害時に困ることは何ですか。（複数回答）

薬
や
医
療
用
品
が
手
に
入
ら

な
い

不
安
や
緊
張
で
眠
れ
な
く
な

る 迅
速
に
避
難
で
き
な
い
、
移

動
手
段
が
な
い

避
難
場
所
で
の
設
備
が
整
っ

て
い
な
い

急
激
な
環
境
変
化
に
対
応
で

き
ず
避
難
所
生
活
が
で
き
な

い 周
囲
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い

救
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

な
い

被
害
状
況
、
避
難
場
所
な
ど

の
情
報
が
入
ら
な
い

補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
の

入
手
が
で
き
な
く
な
る

利
用
し
て
い
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
な
く
な
る

補
装
具
の
使
用
が
困
難
に
な

る そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 43.3% 31.7% 29.4% 26.6% 26.2% 20.9% 20.6% 16.5% 14.1% 11.1% 6.8% 2.8% 12.8% 9.8%
身体 43.9% 27.7% 31.8% 29.3% 21.1% 15.6% 18.5% 15.2% 16.7% 11.3% 9.2% 3.0% 13.5% 10.5%
知的 39.3% 36.4% 36.9% 28.2% 45.6% 49.9% 43.8% 26.6% 11.1% 17.4% 4.2% 2.1% 7.1% 6.1%
精神 46.7% 53.0% 27.8% 22.6% 37.4% 30.0% 23.0% 17.0% 11.1% 13.7% 3.3% 3.7% 7.0% 11.1%
難病 58.3% 31.8% 28.3% 30.7% 23.1% 13.7% 16.5% 14.2% 15.8% 8.7% 8.7% 3.5% 12.7% 6.1%
発達 39.0% 46.2% 34.0% 25.8% 58.2% 50.0% 40.6% 24.5% 10.7% 16.4% 3.1% 3.1% 6.9% 4.1%

高次脳機能 46.7% 27.2% 46.7% 39.1% 32.6% 27.2% 28.3% 15.2% 16.3% 21.7% 14.1% 3.3% 5.4% 22.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

薬や医療用品が手に入らない

不安や緊張で眠れなくなる

迅速に避難できない、移動手段がない

避難場所での設備が整っていない

急激な環境変化に対応できず、避難所生活ができない

周囲の人とコミュニケーションがとれない

救助を求めることができない

被害状況、避難場所などの情報が入らない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

利用している福祉サービスが利用できなくなる

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

無回答

43.3%

31.7%

29.4%

26.6%

26.2%

20.9%

20.6%

16.5%

14.1%

11.1%

6.8%

2.8%

12.8%

9.8%

全体 回答者数＝2,030
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緊急じとうについて

とい 17、災害時に困ることは何ですか。複数回答。

全体。

薬や医療用品が手に入らない、43 てん 3％、不安や緊張で眠れなくなる、31 てん 7％、迅速に避難でき

ない、移動手段がない、29 てん 4％、避難場所での設備が整っていない、26 てん 6％、急激な環境変化

に対応できず避難所生活ができない、26 てん 2％、周囲の人とコミュニケーションがとれない、20 てん

9％、救助を求めることができない、20 てん 6％、被害状況・避難場所などの情報が入らない、16 てん

5％、補装具・日常生活用具の入手ができなくなる、14 てん 1％、福祉サービスが利用できなくなる、

11 てん 1％、補装具の使用が困難になる、6 てん 8％、その他、2 てん 8％、特にない、12 てん 8％、無

回答、9 てん 8％。



－ 99－

資
料
編

障がい福祉施策について

問18.  あなたが必要だと思う障がい福祉の取り組みは何ですか。（複数回答）

相
談
窓
口
や
情
報
提
供
の
充
実

医
療
費
の
助
成
制
度

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

切
れ
目
な
い
支
援
体
制

日
常
生
活
に
必
要
な
移
動
支
援

の
充
実

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

障
が
い
の
早
期
発
見
、早
期
療
育

体
制
の
充
実

働
く
場
の
確
保
や
雇
用
環
境
の

整
備

障
が
い
に
配
慮
し
た
住
環
境
の

整
備

学
校
や
地
域
で
の
障
が
い
理
解
や

障
が
い
者（
児
）と
の
交
流

施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
、

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
充
実

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
地
域

活
動
の
促
進

芸
術
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
推
進
や
ロ
ボ
ッ
ト
の

活
用

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 41.1% 34.3% 27.1% 18.4% 15.8% 15.3% 15.1% 11.3% 9.9% 6.4% 6.3% 3.9% 2.5% 2.1% 2.1% 6.1% 11.5%
身体 39.8% 33.9% 22.7% 21.1% 19.1% 11.9% 11.3% 9.3% 6.3% 7.7% 8.3% 4.6% 1.9% 1.9% 1.6% 7.4% 12.9%
知的 40.9% 24.5% 47.2% 17.4% 10.0% 19.8% 19.3% 22.2% 20.3% 5.8% 4.5% 2.1% 2.6% 2.1% 3.4% 3.4% 6.6%
精神 44.8% 31.9% 27.8% 13.7% 9.6% 18.5% 25.9% 15.6% 10.0% 3.7% 3.3% 1.9% 4.4% 1.5% 2.6% 5.9% 11.1%
難病 45.3% 45.5% 27.1% 18.6% 19.1% 16.3% 17.7% 9.0% 7.5% 9.2% 5.4% 4.0% 1.4% 2.4% 1.7% 3.3% 7.8%
発達 43.4% 28.3% 49.4% 13.5% 5.3% 30.8% 26.7% 15.4% 26.4% 2.2% 3.1% 0.3% 2.5% 2.5% 4.7% 2.2% 4.4%

高次脳機能 27.2% 28.3% 28.3% 17.4% 19.6% 10.9% 6.5% 15.2% 2.2% 7.6% 12.0% 3.3% － 1.1% 4.3% 4.3% 21.7%

回答者数＝2,030

0% 10% 20% 30% 40%

相談窓口や情報提供の充実

医療費の助成制度

ライフステージに応じた切れ目ない支援体制

日常生活に必要な移動支援の充実

居宅サービスの充実

障がいの早期発見、早期療育体制の充実

働く場の確保や雇用環境の整備

障がいに配慮した住環境の整備

学校や地域での障がい理解や障がい者（児）との交流

施設のバリアフリー化

補装具や日常生活用具、コミュニケーション支援の充実

ボランティア活動などの地域活動の促進

文化芸術、レクリエーション、スポーツ活動の推進

ICTの推進やロボットの活用

その他

特にない

無回答

41.1%

34.3%

27.1%

18.4%

15.8%

15.3%

15.1%

11.3%

9.9%

6.4%

6.3%

3.9%

2.5%

2.1%

2.1%

6.1%

11.5%

全体
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障害福祉せさくについて

とい 18、あなたが必要だと思う障害福祉せさくは何ですか。複数回答。

全体。

相談窓口や情報提供の充実、41 てん 1％、医療費の助成制度、34 てん 3％、ライフステージに応じた切

れ目ない支援体制の充実、27 てん 1％、日常生活に必要な移動支援の充実、18 てん 4％、居宅サービス

の充実、15 てん 8％、障害の早期発見、早期療育体制の充実、15 てん 3％、働く場の確保や雇用環境の

整備、15 てん 1％、障害にはいりょした住環境の整備、11 てん 3％、学校や地域での障害理解や障害じ

しゃとの交流、9 てん 9％、施設のバリアフリー化、6 てん 4％、補装具や日常生活用具、コミュニケー

ション支援の充実、6 てん 3％、地域活動の促進、3 てん 9％、文化芸術、レクリエーション、スポーツ

活動の推進、2 てん 5％、ICT の推進やロボットの活用、2 てん 1％、その他、2 てん 1％、特にない、6
てん 1％、無回答 11 てん 5％。
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５　関係要綱・規約

（設置）
第１条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第
123号）第89条の３第１項の規定に基づき、郡山市障がい者自立支援協議会（以下｢協議会｣
という。）を設置する。

　（目的）
第２条　この協議会は、郡山市内に居住する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及
び障がい児（以下「障がい児者」という。）等に関する福祉、保健医療等の各種サービスや就
労を総合的に調整、推進するとともに、教育及び経済団体との連携を強化し、もって障がい
児者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

　（事業内容）
第３条　協議会は、次に掲げる事項の協議を行う。
　⑴　関係機関による連携強化のためのネットワーク構築に関すること。
　⑵　困難事例への対応のあり方に関すること。
　⑶　相談支援事業の中立及び公平性の確保に関すること。
　⑷　郡山市障がい者計画、郡山市障がい福祉計画の策定又は変更及び評価に関すること。
　⑸　前号に掲げるもののほか、第２条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
　（組織）
第４条　協議会は、20人以内で次に掲げる者をもって組織する。
　⑴　学識経験者
　⑵　保健及び医療関係者
　⑶　教育関係者
　⑷　雇用関係機関
　⑸　経済団体
　⑹　障害福祉サービス事業者等
　⑺　障がい者又はその家族等
　⑻　郡山市
　⑼　前各号に掲げる者のほか、会長が特に必要があると認める者
　（会長及び副会長）
第５条　協議会に会長及び副会長1人を置き、会員の互選によりこれを定める。
２　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代
行する。

　（会議）
第６条　協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２　会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くこ
とができる。

　（実務者会議）
第７条　協議会に実務者会議（以下｢部会｣という。）を置く。
２　部会は、第４条の規定に掲げた団体及び関係行政機関等の実務者とする。
３　部会は、会長の指示に従い、特定の事項を調査・研究し、その結果を協議会に報告する。
４　部会の構成員は、会長が指名する。

第１　郡山市障がい者自立支援協議会規約
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５、関係要綱、規約。

第１、郡山市障害しゃ自立支援協議会規約。

（設置）。

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 89
条の３第１項の規定に基づき、郡山市障害しゃ自立支援協議会（以下｢協議会｣という。）を設置する。

（目的）。

第２条 この協議会は、郡山市内に居住する身体障害しゃ、知的障害しゃ、精神障害しゃ及び障害児

（以下「障害じしゃ」という。）等に関する福祉、保健医療等の各種サービスや就労を総合的に調整、

推進するとともに、教育及び経済団体との連携を強化し、もって障害じしゃ等の福祉の増進を図ること

を目的とする。

（事業内容）。

第３条 協議会は、次に掲げる事項の協議を行う。

(1) 関係機関による連携強化のためのネットワーク構築に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 相談支援事業の中立及び公平性の確保に関すること。

(4) 郡山市障害しゃ計画、郡山市障害福祉計画の策定または変更及び評価に関すること。

(5) ぜん号に掲げるもののほか、第２条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

（組織）。

第４条 協議会は、20 人以内で次に掲げるものをもって組織する。

(1) 学識経験者、(2) 保健及び医療関係者

(3) 教育関係者、(4) 雇用関係機関、(5) 経済団体

(6) 障害福祉サービス事業者等、  (7) 障害しゃまたはその家族等

(8) 郡山市、(9) ぜん、かく号に掲げる者のほか、会長が特に必要があると認める者

（会長及び副会長）。

第５条 協議会に会長及び副会長 1 人を置き、会員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

（会議）。

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求め、説明または意見を聞くことがで

きる。

（実務者会議）

第７条 協議会に実務者会議（以下｢部会｣という。）を置く。

２ 部会は、第４条の規定に掲げた団体及び関係行政機関等の実務者とする。

３ 部会は、会長の指示に従い、特定の事項を調査・研究し、その結果を協議会に報告する。

４ 部会の構成員は、会長が指名する。
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（部会長及び副部会長）
第８条　部会に部会長及び副部会長を置く。
２　部会長又は副部会長は、部会を構成する部会員の互選によりこれを定める。
３　部会長は、部会の議長となり、議事を整理し、部会の事務を総理する。
４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
　（部会の開催）
第９条　部会は、部会別に随時開催するものとする。
２　前項に定めるもののほか、部会長が必要と認めるときは、部会を開催することができる。
３　部会長は、必要に応じて、専門的知識を有する者を、部会に出席させることができる。
４　部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮り別に定める。
　（運営会議）
第10条　協議会及び各部会間の円滑な運営を目的として、協議会に運営会議を置く。
２　運営会議の会員は、各部会長、事務局の代表、障がい福祉課職員、その他会長が必要と認
める者とする。
３　運営会議に会長及び副会長を置き、運営会議の会員が互選する。
４　運営会議は、会長が招集し、その議長となる。
５　運営会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、その結果を協議会に報告する。
　⑴　各部会間の情報交換及び連絡調整に関すること
　⑵　部会の新設、存続及び廃止に関すること
　⑶　協議会の構成員に関すること
　⑷　その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項　
　（事務局）
第11条　協議会の事務は、障がい福祉課で処理する。ただし、社会福祉法人等に委託して実
施することができるものとする。
　（個人情報の保護）
第12条　協議会に係る会議の参加者は、正当な理由なしに、会議に関して知り得た個人の秘
密を漏らしてはならない。
　（その他）
第13条　この規約に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項
は、別に定める。
　附　則
　（施行期日）
1　この規約は、令和元年8月21日から施行する。
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（部会長及び副部会長）

第８条 部会に部会長及び副部会長を置く。

２ 部会長または副部会長は、部会を構成する部会員の互選によりこれを定める。

３ 部会長は、部会の議長となり、議事を整理し、部会の事務を総理する。

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

（部会の開催）

第９条 部会は、部会別に随時開催するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、部会長が必要と認めるときは、部会を開催することができる。

３ 部会長は、必要に応じて、専門的知識を有する者を、部会に出席させることができる。

４ 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮り別に定める。

（運営会議）

第 10 条 協議会及び各部会間の円滑な運営を目的として、協議会に運営会議を置く。

２ 運営会議の会員は、各部会長、事務局の代表、障害福祉課職員、その他会長が必要と認めるものと

する。

３ 運営会議に会長及び副会長を置き、運営会議の会員が互選する。

４ 運営会議は、会長が招集し、その議長となる。

５ 運営会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、その結果を協議会に報告する。

(1)各部会間の情報交換及び連絡調整に関すること

(2)部会の新設、存続及び廃止に関すること

(3)協議会の構成員に関すること

(4)その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

（事務局）

第 11条 協議会の事務は、障害福祉課で処理する。ただし、社会福祉法人等に委託して実施することが

できるものとする。

（個人情報の保護）

第 12条 協議会に係る会議の参加者は、正当な理由なしに、会議に関して知り得た個人の秘密をもらし

てはならない。

（その他）

第 13 条 この規約に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。

附 則

（施行期日）

1 この規約は、令和がん年 8 月 21 日から施行する。
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第２　郡山市障がい者自立支援協議会会員

区　分 会員名 機関・団体名

学識経験者
松　井　壽　則 前日本大学工学部准教授

松　本　寛　之 福島県弁護士会郡山支部

保健・医療
関係者

森　田　浩　之 福島県総合療育センター所長

武　田　浩一郎 もとみや整形外科クリニック

佐久間　　　啓 あさかホスピタル院長

教育関係者

齋　藤　成　子 福島県立郡山支援学校長

鈴　木　龍　也 福島県立あぶくま支援学校長

角　井　勇　三 郡山市立富田西小学校長(特別支援教育研究会 会長)

雇用・経済
団体

津　田　丈　治 郡山公共職業安定所長

内　藤　清　吾 郡山商工会議所顧問

関係機関
坂　詰　健　一 福島県県中児童相談所長

高　橋　正　光 郡山市民生児童委員協議会連合会副会長

障害福祉
サービス・
地域生活
支援事業

高　荒　　　淳 障がい者支援施設南東北さくら館施設長

角　田　 ミキ子 社会福祉法人ほっと福祉記念会理事長

遠　藤　慶　介 社会福祉法人郡山コスモス会施設長

当事者団体

佐　藤　邦　子 郡山市聴力障害者協会

國　井　　　剛 郡山市手をつなぐ親の会会長

朝　生　 裕　之 県中地域精神保健福祉団体連絡会副会長

郡山市 松　田　信　三 保健福祉部長
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第２、 郡山市障害しゃ自立支援協議会会員。

  
区分、 会員名、 機関、団体名。

学識経験者。

松井 ひさのり、ぜん、日本大学工学部准教授。

まつもと、ひろゆき、福島県弁護士会郡山支部。

保健、医療関係者。

森田、ひろゆき、 福島県総合療育センター、 所長。

たけだ、こういちろう、もとみや整形外科クリニック院長

さくま、けい、あさかホスピタル院長

教育関係者。

斎藤 しげこ、福島県立郡山支援学校長。

鈴木 たつや、福島県立あぶくま支援学校長。

かくい、ゆうぞう、郡山市立とみたにし小学校長、特別支援教育研究会、会長。

雇用 経済団体。

つだ、じょうじ、郡山公共職業安定所、所長。

ないとう、せいご、郡山商工会議所、顧問。

関係機関。

さかづめ、けんいち、福島県けんちゅう児童相談所 所長。

高橋 まさみつ、郡山市民生児童委員協議会連合会、副会長。

障害福祉サービス、地域生活支援事業。

たかあら、じゅん、障害しゃ支援施設みなみとうほくさくらかん、施設長。

つのだ、みきこ、社会福祉法人ほっと福祉記念会理事長。

遠藤、けいすけ、社会福祉法人郡山コスモス会、副理事長。

当事者団体。

さとう くにこ、郡山市聴力障害しゃ協会。

くにい つよし、郡山市てをつなぐ親の会 会長。

あそう ひろゆき、けんちゅう地域精神保健福祉団体連絡会副会長。

郡山市。

まつだ、しんぞう、保健福祉部長。
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　（設置）
第１条　郡山市障がい者計画、郡山市障がい福祉計画及び郡山市障がい児福祉計画（以下
「郡山市障がい者福祉プラン」という。）の改訂について調査及び検討を行うため、郡
山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会（以下「検討会」という。）を設置する。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
　⑴　郡山市障がい者計画　障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3号に規定す
る市町村障害者計画をいう。
　⑵　郡山市障がい福祉計画　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画をいう。
　⑶　郡山市障がい児福祉計画　児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項
に規定する市町村障害児福祉計画をいう。
　（所掌事務）
第３条　検討会は、次に掲げる事務を所掌する。
　⑴　郡山市障がい者福祉プランの改訂等に関すること。
　⑵　その他目的を達成するために必要な事務に関すること。
　（組織）
第４条　検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
２　会長には、保健福祉部次長、副会長には障がい福祉課長及び保健所保健・感染症課長
をもって充てる。
３　委員には、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
４　会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。
　（会議）
第５条　検討会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　会長は、特に必要があると認めるときは委員以外の職員又は関係者の出席を求め、そ
の意見又は説明を聴くことができる。
　（庶務）
第６条　検討会の庶務は、保健福祉部障がい福祉課において処理する。
　（委任）
第７条　この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が別に
定める。
附　則
この要綱は、平成26年５月14日から施行する。
この要綱は、平成28年４月1日から施行する。
この要綱は、平成29年４月1日から施行する。
この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

第３　郡山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会設置要綱
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第３、郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内検討会設置要綱。

（設置）。

第１条 郡山市障害しゃ計画、郡山市障害福祉計画及び郡山市障害児福祉計画（以下「郡山市障害しゃ

福祉プラン」という。）の改訂について調査及び検討を行うため、郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内

検討会（以下「検討会」という。）を設置する。

（定義）。

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１、 郡山市障害しゃ計画 障害しゃ基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３号に規定する市

町村障害しゃ計画をいう。

（２、郡山市障害福祉計画 障害しゃの日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）第 88 条第１項に規定する市町村障害福祉計画をいう。

（３、郡山市障害児福祉計画 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 20 第 1 項に規定す

る市町村障害児福祉計画をいう。

（しょしょう事務）。

第３条 検討会は、次に掲げる事務をしょしょうする。

（１、郡山市障害しゃ福祉プランの改訂とうに関すること。

（２、その他目的を達成するために必要な事務に関すること。

（組織）。

第４条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

２、会長には、保健福祉部次長、副会長には障害福祉課長及び保健所保健・感染症課長をもって充てる。

３、委員には、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

４、会長は、検討会を代表し、かいむを総理する。

５、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）。

第５条 検討会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２、会長は、特に必要があると認めるときは委員以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見または

説明を聴くことができる。

（庶務）。

第６条 検討会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。

（委任）。

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則。

この要綱は、平成 26 年５月 14 日から施行する。

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

この要綱は、令和 3 年４月１日から施行する。

この要綱は、令和 4 年 11 月１日から施行する。

この要綱は、令和 5 年 6 月１日から施行する。
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別表（第４条関係）

部　局　名 職　　　　　　名

総　務　部 人事課長、防災危機管理課長

政策開発部 政策開発課長、ＤＸ戦略課長、広聴広報課長

市　民　部
市民・ＮＰＯ活動推進課長、男女共同参画課長、
マイナンバー推進課長、セーフコミュニティ課長

文化スポーツ部 文化振興課長、スポーツ振興課長、国際政策課長

環　境　部 ３Ｒ推進課長

保健福祉部
保健福祉総務課長、生活支援課長、健康長寿課長、
地域包括ケア推進課長、介護保険課長、保健所総務課長、
保健所健康づくり課長

こ ど も 部
こども政策課長、こども家庭未来課長、
こども家庭支援課長、保育課長

農　林　部 農業政策課長、園芸畜産振興課長

産業観光部 産業雇用政策課長

建　設　部
道路建設課長、道路維持課長、河川課長、建築課長、
住宅政策課長

都市構想部
都市政策課長、総合交通政策課長、区画整理課長、
公園緑地課長、開発建築指導課長

教
育
委
員
会

教育総務部 総務課長、生涯学習課長、中央公民館長、中央図書館長

学校教育部
学校教育推進課長、教育研修センター所長、
総合教育支援センター所長

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局次長

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
この要綱は、令和４年11月１日から施行する。
この要綱は、令和５年６月１日から施行する。
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別表（第４条関係。

部局名、職名。

総務部、人事課長、防災危機管理課長。

政策開発部、政策開発課長、ディーエックス推進課長、広聴広報課長。

市民部、市民・ＮＰＯ活動推進課長、男女共同参画課長マイナンバー推進課長、セーフコミュニティ課

長。

文化スポーツ部、文化振興課長、スポーツ振興課長、国際政策課長。

環境部、スリーアール推進課長。

保健福祉部、保健福祉総務課長、生活支援課長、健康長寿課長、地域包括ケア推進課長、

介護保険課長、 保健所総務課長、保健所健康づくり課長。

こども部、こども政策課長、こども家庭未来課長、こども家庭支援課長、保育課長。

農林部、農業政策課長、園芸畜産振興課長。

産業観光部、産業雇用政策課長。

建設部、道路建設課長、道路維持課長、河川課長、建築課長、住宅政策課長。

都市構想部、都市政策課長、総合交通政策課長、区画整理課長、公園緑地課長、開発建築指導課長。

教育委員会

教育総務部、総務課長、生涯学習課長、中央公民館長、中央図書館長。

学校教育部、学校教育推進課長、教育研修センター所長、総合教育支援センター所長。

選挙管理委員会事務局、選挙管理委員会事務局次長。
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６　策定経過

年　　月　　日 会　　議　　名　　等 備　　考

2 0 2 3 年 2 月 3 日 アンケート調査(２月３日～２月17日)
無作為抽出
当事者　4,000人
事業所　208か所

2 0 2 3 年 5月 2 4 日 第１回郡山市障がい者自立支援協議会全体会

2 0 2 3 年 5月 2 9 日 第１回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2 0 2 3 年 6 月 2 日 第１回郡山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会 (書面開催)

2 0 2 3 年 6月 2 6 日 第２回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2 0 2 3 年 7 月 5 日 障がい者団体との意見交換会（９団体）

2 0 2 3 年 7月 3 1日
第２回郡山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会

第３回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2 0 2 3 年 8月 2 3 日 第２回郡山市障がい者自立支援協議会全体会 骨子案審議

2 0 2 3 年 8月 2 8 日 第４回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2 0 2 3 年 9月 2 5日 第５回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

202 3年10月12日 第３回郡山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会 (書面開催)

2023年10月30日 第６回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2023 年 11 月 8 日 第３回郡山市障がい者自立支援協議会全体会 素案審議

2023 年 11 月 27 日 第７回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2023年12月４日から
2024年1月４日まで パブリックコメント

2 0 2 4 年 1月 2 4 日 第４回郡山市障がい者福祉プラン策定庁内検討会 (書面開催)

2 0 2 4 年 1月 2 9 日 第８回郡山市障がい者自立支援協議会運営会議

2 0 2 4 年 2 月 7 日 第４回郡山市障がい者自立支援協議会全体会 最終案審議
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６、郡山市障害しゃ福祉プラン策定経過。

2023 年 2 月 3 日、アンケート調査（２月３日から２月 17 日）、無作為抽出、当事しゃ、4000 人、

事業しょ、208 か所。

2023 年 5 月 24 日、第１回郡山市障害しゃ自立支援協議会全体会（書面開催）、策定概要。

2023 年 5 月 29 日、第１回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年６月２日、第１回郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内検討会。（書面開催）

2023 年 6 月 26 日、第２回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年 7 月５日、障害しゃ団体との意見交換会。９団体。

2023 年７月 31 日、第２回郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内検討会。

第３回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年８月 23 日、第２回郡山市障害しゃ自立支援協議会全体会、骨子案審議。

2023 年８月 28 日、第４回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年９月 25 日、第５回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年 10 月 12 日、第３回郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内検討会。（書面開催）

2023 年 10 月 30 日、第６回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年 11 月８日、第３回郡山市障害しゃ自立支援協議会全体会、素案審議。

2023 年 11 月 27 日、第７回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。

2023 年 12 月 4 日から 2024 年 1 月 4 日まで、パブリックコメント。

2024 年 1 月 24 日、第４回郡山市障害しゃ福祉プラン策定庁内検討会。（書面開催）

2024 年 1 月 29 日、第８回郡山市障害しゃ自立支援協議会運営会議。  
2024 年 2 月７日、第４回郡山市障害しゃ自立支援協議会全体会、最終案審議。
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７　用語解説
【あ行】
あ アール・ブリュット 　フランスの画家ジャン・デュビュッフェによって考案された言葉

で、伝統や流行、教育などに左右されず、自身の内側から沸き上が
る衝動のままに表現した芸術を指す。加工されていない生（き）の
芸術という意味で、英語ではアウトサイダー・アートと称されてい
る。

ＩＣＴ 　Information and Communication Technology　の略語。
　情報通信技術。コンピュータやネットワークに関する諸分野にお
ける技術・産業・設備・サービスなどの総称。

アクセシビリティ 　誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること。

新しい生活様式 　長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感
染、さらには近距離の会話などへの対策をこれまで以上に日常生
活に取り入れた生活様式のこと。

い 一般就労 　通常の雇用形態のことで、労働基準法及び最低賃金法に基づく
雇用関係による企業への就労をいう。「福祉的就労」に対する用語
として使用される。

医療的ケア児(者) 　日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工
呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けるこ
とが不可欠である児童及び成人。

医療的ケア児及びその家
族に対する支援に関する
法律

　医ケア児支援法（令和3年法律第81号）
　医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職
の防止に資すること、安心して子供を生み、育てることができる社
会の実現に寄与することを目的とした法律。
(2021(令和3)年6月公布、2021(令和3)年9月施行)

インクルーシブ教育シス
テム

　人間の多様性の尊重等を強化し、障がい者が精神的及び身体的
な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に
参加することを可能にするという目的の下、障がいのある者と障が
いのない者が共に学ぶ仕組み。そこでは、障がい者が一般的な教
育制度から排除されないこと、自己の生活する地域において初等
中等教育の機会が与えられること、合理的配慮が提供されること
等が必要とされている。

う ウェブアクセシビリティ 　誰もがウェブサイト等で提供される情報や機能を支障なく利用
できること。

ｗell-being
(ウェルビーイング) 　心身ともに健康で社会的にも満たされた状態にあること。
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あ行

あ

アール・ブリュット。フランスの画家ジャン・デュビュッフェが考案した言葉で、伝統や流行、教育な

どに左右されず、自身の内側から沸き上がる衝動のままに表現した芸術を指す。加工されていない、き、

の芸術という意味で、英語ではアウトサイダー・アートと称される。

ICT。Information and Communication Technology の略語。コンピュータやネットワークに関する諸

分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称。

アクセシビリティ。誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること。

新しい生活様式。感染症の拡大を防ぐため、飛沫感染や接触感染などへの対策をこれまで以上に日常生

活に取り入れた生活様式のこと。

い

一般就労。通常の雇用形態のことで、労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係による企業への就労

をいう。福祉的就労に対する用語として使用される。

医療的ケア児しゃ。日常生活及び社会生活を営むために恒常的な医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管

理、喀痰吸引などの医療行為）が不可欠である児童及び成人。

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律。医ケアじ支援法、令和 3 年法律第 81 号。

医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職防止に資すること、安心して子供を生み、

育てることができる社会実現に寄与することを目的とした法律。

2021 年 6 月公布、2021 年 9 月施行。

インクルーシブ教育システム。人間の多様性の尊重等を強化し、障害しゃが精神的及び身体的な能力等

を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的のもと、

障害のある者とない者が共に学ぶ仕組み。そこでは、障害しゃが教育制度から排除されないこと、自己

の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、合理的配慮が提供されること等が必要

とされている。

う

ウェブアクセシビリティ、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること。

ウェルビーイング。心身ともに健康で社会的にも満たされた状態にあること。
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え ＳＤＧｓ
(エスディージーズ)

　Sustainable Development Goals の略語。持続可能な開発
目標。2015 年9 月に国連で採択され、2030 年までに達成を目
指す17 の目標と169 のターゲット（具体目標）からなる世界共通
課題解決のための目標。

お オストメイト 　病気や事故などで消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに
排泄のための開口部（ストーマ）を造設した人のこと。

音声コード 　紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二
次元コード。
　本冊子には、日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)が開発
した「音声コードUni-Voice」を使用しております。

【か行】
き 気候変動適応法 　(平成30年法律第50号)

　気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動
適応に関する情報の提供、熱中症対策の推進その他必要な措置を
講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の
国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法
律。
（2018(平成30)年６月公布、12月施行）

ギャンブル等依存症対策
基本法

　（平成30年法律第74号）
　ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・
回復のための対策等を総合的かつ計画的に推進し、国民の健全な
生活の確保を図ることを目的とした法律。
　（2018（平成30）年７月公布、10月施行)

きょうだい児 　重い病気や障がいを持つ兄弟や姉妹がいる子どものこと。

強度行動障害 　自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本
人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起
こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。

居住支援法人 　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（通称：住宅セーフティネット法）に基づき、居住支援を行う法人と
して、都道府県が指定するもの。

け 権利擁護 　自らの権利を主張したりニーズを表明することが困難な人のた
めに、その行為を代理したり、他者による権利侵害から守ること。

こ 高次脳機能障害 　脳卒中などの病気や交通事故などで脳の一部を損傷したため
に、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能の一部に障害が起
きた状態。
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エスディージーズ、Sustainable Development Goals の略語。持続可能な開発目標。2015 年 9 月に国連

で採択され、2030 年までに達成を目指す 17 の目標と 169 のターゲット（具体目標）からなる世界共通

課題解決のための目標。

お

オストメイト、病気や事故などで消化かんや尿かんが損なわれたため、腹部などに排泄のための開口部、

ストーマを造設した人のこと。

音声コード。紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二次元コード。

本冊子には、日本視覚障がい情報普及支援協会、JAVIS が開発した音声コード Uni-Voice を使用。

か行

き

気候変動適応法。平成 30 年法律第 50 号。

気候変動適応に関する計画の策定、気候変動の影響及び適応に関する情報提供、熱中症対策の推進その

他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的

な生活の確保に寄与することを目的とした法律。2018 年６月公布、12 月施行。

ギャンブルとう依存症対策基本法。平成 30 年法律第 74 号。

ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・回復のための対策等を総合的かつ計画

的に推進し、国民の健全な生活の確保を図ることを目的とした法律。2018 年７月公布、10 月施行。

きょうだい児。重い病気や障がいを持つ兄弟や姉妹がいる子どものこと。

強度行動障害。自傷、他傷、こだわり、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人のくらしに影響を

及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。

居住支援法人。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、住宅セーフティネット

法に基づき、居住支援を行う法人として、都道府県が指定するもの。

け

権利擁護、自らの権利を主張したりニーズを表明することが困難な人のために、その行為を代理したり、

他者による権利侵害から守ること。

こ

高次脳機能障害。脳卒中などの病気や交通事故などで脳の一部を損傷したために、思考・記憶・行為・

言語・注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態。
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【さ行】
し 視覚障害者等の読書環

境の整備の推進に関する
法律

　読書バリアフリー法(令和元年法律第49号)
障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・
活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するこ
とを目的とした法律。
(2019(令和元年)６月公布、施行)

児童福祉法 　（1947（昭和22）年法律第164号）
児童の出生・育成が健やかであり、かつその生活が保障愛護される
ことを理念とし、児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童
相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めた法律。
　（1948（昭和23）年１月施行）

重症心身障がい児(者) 　重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症
心身障害といい、その状態にある児童及び成人。

障害者の雇用の促進等に
関する法律

　障害者雇用促進法（1960（昭和35）年法律第123号）。
　障がい者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職
業リハビリテーションの措置等を通じて、障がい者の職業の安定
を図るための法律。
　（1960（昭和35）年７月施行）

障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律

　障害者差別解消法（2013（平成25）年法律第65号）。
　障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
行政機関等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消す
るための措置等を定めることにより、障がいを理由とする差別の
解消を推進するための法律。
　（2013（平成25）年６月公布、2016（平成28）年４月施行）

こ こおりやま広域連携中枢
都市圏

　住民が引き続き現在の居住地で生活できるように利便性を維持
向上させ、将来にわたって豊かな地域として持続していくことを目
指し、郡山市を含む近隣の17市町村で形成する連携中枢都市圏。
【構成自治体】（５市８町４村）
　郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、
　鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、石川町、玉川村、
　平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

郡山市障がい者基幹相談
支援センター

　地域における相談支援の中核的な役割を担う機関。地域の相談
支援事業者間の連絡調整や関係機関の連携の支援を行う。

郡山市障がい者自立支援
協議会

　障害者総合支援法第89条の３第１項の規定に基づき、地域の相
談支援体制の強化及び障がい福祉システムづくり等について中核
的な協議を行う場として設置されている。

こころのバリアフリー 様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を
深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと。
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こ

こおりやま広域連携中枢都市圏、住民が引き続き現在の居住地で生活できるように利便性を維持向上さ

せ、将来にわたって豊かな地域として持続していくことを目指し、郡山市を含む近隣の17市町村で形成

する連携中枢都市圏。

構成自治体（５市８町４村）、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、おおたま村、鏡石まち、

天栄村、ばんだいまち、猪苗代まち、石川まち、玉川村、平田村、あさかわまち、古殿まち、三春まち、

小野まち

郡山市障害しゃ基幹相談支援センター、地域の相談支援の中核的役割を担う機関。地域の相談支援事業

者間の連絡調整や関係機関の連携支援を行う。

郡山市障害しゃ自立支援協議会、障害者総合支援法第89条の３第１項の規定に基づき、地域の相談支援

体制の強化及び障害福祉システムづくり等について中核的な協議の場として設置されている。

こころのバリアフリー。様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互理解を深めようとコミュ

ニケーションをとり、支え合うこと。

さ行

し

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律。読書バリアフリー法、令和元年法律第 49 号。

障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができ

る社会の実現に寄与することを目的とした法律。2019 年６月公布、施行。

児童福祉法、昭和 22 年法律第 164 号。児童の出生・育成が健やかであり、かつその生活が保障愛護さ

れることを理念とし、児童保護のための禁止行為や児童福祉し、児童相談所・児童福祉施設などの諸制

度について定めた法律。1948 年１月施行。

重症心身障害じしゃ、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といい、そ

の状態にある児童及び成人。

障害者の雇用の促進等に関する法律。障害者雇用促進法、昭和 35 年法律第 123 号。

障害しゃの雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、

障害しゃの職業の安定を図るための法律。1960 年７月施行。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。障害者差別解消法、平成 25 年法律第 65 号。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由

とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進するため

の法律。2013 年６月公布、2016 年４月施行。
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し 障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律

　障害者総合支援法（2005（平成17）年法律第123号）。
　障害者自立支援法に代わって制定された新たな法律。障がい者
の定義に難病等を追加し、2014（平成26）年４月からはケアホー
ムのグループホームへの一元化、重度訪問介護の対象者の拡大な
どが実施された。
　（2012（平成24）年６月公布、2013（平成25）年４月施行）

障害者による情報の取得
及び利用並びに意思疎通
に係る施策の推進に関す
る法律

　障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
　（令和４年法律第50号）
　障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を
総合的に推進し、社会の実現に資することを目的とした法律。
　(2022(令和４年)５月公布、施行)

障害者の文化芸術活動の
推進に関する法律

　障害者文化芸術活動推進法（平成30年法律第47号）
　障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進し，もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力
の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とした法律。
　（2018（平成30）年６月公布、施行）

障害者優先調達推進法 　国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に
関する法律（2012（平成24）年法律第50号）。
　障がい者就労施設等からの受注の機会を確保するために必要な
事項等を定めることにより、障がい者就労施設等が供給する物品
等に対する需要の増進を図り、障がい者就労施設で就労する障が
い者等の自立の促進に資するものとした法律。
　（2012（平成24）年６月公布、2013（平成25）年４月施行）

暑熱避難施設
(クーリング・シェルター)

　市町村長により指定された、地域における熱中症対策を促進す
るため、極端な高温時に暑さから避けるための施設。

す スペシャルオリンピックス 　知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその
成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的
なスポーツ組織。

せ 成年後見制度 　知的障がい、精神障がい、認知症等により、判断能力が不十分
な成年者を保護するための制度。判断能力が不十分な人について
契約の締結等を代わりに行う代理人等を選任する他、本人が誤っ
た判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができ
るようにするなど、不利益から守る制度。

セーフコミュニティ 　「生活の安全と安心を脅かすけがや事故は、原因を究明するこ
とで予防することができる」という理念のもと、地域の実情をデー
タを用いて客観的に評価し、地域住民、地域の団体、組織、関係機
関、行政などが力をあわせて「安心して生活できる安全なまちづく
り」に取り組む活動を行っている地域のことをいう。
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し

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。障害者総合支援法、平成 17 年法律第

123 号。障害者自立支援法に代わって制定された法律。障害しゃの定義に難病等を追加し、2014 年４月

からはケアホームのグループホームの一元化、重度訪問介護の対象拡大などが実施された。2012 年６月

公布、2013 年４月施行。

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律。障害者情報アクセシ

ビリティ・コミュニケーション施策推進法、令和４年法律第 50 号。

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、社会の実現に資するこ

とを目的とした法律。2022 年５月公布、施行。

障害者の文化芸術活動の推進に関する法律。障害者文化芸術活動推進法、平成 30 年法律第 47 号。

障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，文化芸術活動を通じた障

害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とした法律。2018 年６月公布、施行。

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律。障害者優先調達推進法、平成

24 年法律第 50 号。障害しゃ就労施設等からの受注機会を確保するため、必要な事項を定め、障害しゃ

就労施設等が供給する物品等に対する需要増進を図り、障害しゃ就労施設で就労する障害しゃ等の自立

促進に資するものとした法律。2012 年６月公布、2013 年４月施行。

クーリング・シェルター。市町村長により指定された、地域における熱中症対策を促進するため、極端

な高温時の避暑施設。

す

スペシャルオリンピックス。知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果発表の場

である競技会を、年間を通じ提供している国際的スポーツ組織。

せ

成年後見制度。知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制

度。判断能力が不十分な人について、契約等を代わりに行う代理人等を選任する他、本人が誤った判断

に基づいて契約した場合、それを取消すことができるようにするなど、不利益から守る制度。

セーフコミュニティ。生活の安全と安心を脅かすけがや事故は、原因を究明することで予防することが

できるという理念のもと、地域の実情をデータで客観的に評価し、地域住民、地域団体、組織、関係機

関、行政などが力をあわせて、安心して生活できる安全なまちづくりに取組む活動を行う地域のこと。
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【た行】
た ダブルケア 　育児期にある者（世帯）において、子育てと親や親族の介護が同

時期に発生する状況。

ち 地域活動支援センター 　障害者総合支援法に基づく市町村における地域生活支援事業の
一つ。障がい者に対し、創作的活動や生産活動の機会を提供する
とともに、社会との交流の促進などを行うセンター。

て ＤＸ
(デジタルトランスフォー
メーション)

　Digital Transformation の略語。
　「IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ
せる」という概念。

デフリンピック 　4年に1度、世界規模で開催される、耳の聞こえないアスリートの
ための国際総合スポーツ競技大会。

【な行】
な 難病 　発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少な

疾病であって長期の療養を必要とするもの。難病のうち、医療費助
成の対象疾病を「指定難病」と呼び、患者が置かれている状況から
みて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、以下
の要件の全てを満たすものを、厚生科学審議会の意見を聴いて厚
生労働大臣が指定する。
　《指定難病の要件》
　　①患者数が本邦において一定の人数（人口の約0.1％程度）に
　　　達しないこと。
　　②客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立してい
　　　ること。

の ノーマライゼーション 　「障害者基本計画（2002（平成14）年12月24日閣議決定）」で
は、「障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の
生活を送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそ
ノーマルな社会であるとの考え方」とされている。
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た

ダブルケア、育児期にある者（世帯）において、子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状況。

ち

地域活動支援センター、障害者総合支援法に基づく市町村における地域生活支援事業の一つ。障害しゃ

に対し、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流の促進などを行うセンター。

て

ディーエックス、Digital Transformation の略語。

「IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。

デフリンピック、４年に１度、世界規模で開催される、耳の聞こえないアスリートのための、国際総合

スポーツ競技大会。

な行

な

難病、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少な疾病であって長期の療養を必要

とするもの。難病のうち、医療費助成の対象疾病を「指定難病」と呼び、患者が置かれている状況から

みて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、以下の要件の全てを満たすものを、厚生科

学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定する。

指定難病の要件、①患者数が本邦において一定の人数（人口の約、れいてん１％程度）に達しないこと。

②客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること。

の

ノーマライゼーション、「障害者基本計画（2002年 12月 24日閣議決定）」では、「障害しゃを特別視

するのではなく、一般社会の中で普通の生活を送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会

こそノーマルな社会であるとの考え方」とされている。
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【は行】
は 8050（はちまるごーま

る）問題
　ひきこもりの長期化などにより、本人と親が高齢化し、支援につ
ながらないまま孤立してしまうこと。

発達障害者支援法 　（2004（平成16）年法律第167号）
　自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害や、学習
障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳
機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害に対して、早
期発見と早期療育や学校教育・就労・地域生活に必要な支援と家
族への助言、発達障害の啓発、都道府県での発達障害者支援セン
ター設置など、その自立と社会参加の援助について国・自治体の
責務を規定した法律。
　（2005（平成17）年４月施行）

パラリンピック 　４年に一度、オリンピック終了後に同じ開催地で行われる、障が
い者のスポーツの世界大会。

バリアフリー 　障がい者等の歩行、住宅などの出入りを妨げる物理的障がいが
なく、動きやすい環境をいう。また、物理的な障壁を取り除くこと
だけでなく、制度的、心理的、情報等、障がいを取り巻く生活全般
に関連している障壁を取り除くことをいう。

バリアフリートイレ 　車いす使用者やオストメイト、障がいの介助で同伴が必要な方へ
の適正な配慮がされたトイレの総称。

ひ ＰＤＣＡサイクル 　さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く
活用されているマネジメント手法で、「計画（Plan）」「実行（Do）」
「評価（Check）」「改善（Act）」のプロセスを順に実施していくも
の。

ふ 福祉的就労 　一般就労が困難な障がい者のために福祉的な観点に配慮され
た環境での就労で、労働者としての権利や最低賃金は保障されず、
あくまでも施設の利用者という立場であり、自立更生を促進する意
味あいがある。

福祉避難所 障がい者や高齢者等のために特別な配慮がされた避難所。

へ ヘルプマーク 　義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、又
は、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見か
らは分からない方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせる
ことで、援助が得られやすくなるよう作成されたマーク。このマーク
を模った樹脂性のタグを鞄などに付け、裏面にシールを張り必要な
支援を記載することができる。ヘルプマーク
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は

はちまるごうまる問題、ひきこもりの長期化などにより、本人と親が高齢化し、支援につながらないま

ま孤立してしまうこと。

発達障害者支援法。平成 16 年法律第 167 号。

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害や、学習障害、注意欠陥・多動性障害、その他

これに類する脳機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害に対して、早期発見と早期療育や学

校教育・就労・地域生活に必要な支援と家族への助言、発達障害の啓発、都道府県での発達障害者支援

センター設置など、その自立と社会参加の援助について国・自治体の責務を規定した法律。

2005 年４月施行。

パラリンピック。４年に一度、オリンピック終了後に同じ開催地で行われる、障害しゃのスポーツの世

界大会。

バリアフリー。障害しゃ等の移動、行動を妨げる物理的障害がなく、動きやすい環境をいう。また、物

理的障壁だけでなく、制度的、心理的、情報等、障害を取り巻く生活全般に関連している障壁を取り除

くことをいう。

バリアフリートイレ、車いす使用者やオストメイト、障害の介助で同伴が必要なかたへの適正な配慮が

されたトイレの総称。

ひ

ピーディーシーエーサイクル。さまざまな分野・領域において品質や業務改善などに広く活用されてい

るマネジメント手法で、「計画、Plan」「実行、Do」「評価、Check」「改善、Act」のプロセスを順

に実施していくもの。

ふ

福祉的就労。一般就労が困難な障害しゃのために福祉的な観点に配慮された環境での就労。労働者とし

ての権利や最低賃金は保障されず、あくまで施設利用者という立場であり、自立更生を促進する意味あ

いがある。

福祉避難所、障害しゃや高齢者等のために特別な配慮がされた避難所。

へ

ヘルプマーク、義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、援

助や配慮を必要としていることが外見からは分からないかたが、周囲に配慮を必要としていることを知

らせることで、援助が得られやすくなるよう作成されたマーク。このマークをかたどった樹脂性のタグ

を鞄などに付け、裏面にシールを張り必要な支援を記載することができる。
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〒９６３－８６０１
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□郡山市保健福祉部障がい福祉課
　電　話：０２４－９２４－２３８１
　ＦＡＸ：０２４－９３３－２２９０
　E-mail：shougaifukushi＠city.koriyama.lg.jp

□郡山市保健所保健・感染症課
　電　話：０２４－９２４－２１６３
　ＦＡＸ：０２４－９３４－２９６０
　E-mail：hokenkansen＠city.koriyama.lg.jp

【ら行】
り リハビリテーション 　心身に障がいのある者の人間的復権を理念とし、障がい者のも

つ能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために用いられる専
門的技術。リハビリテーションには、医学的、心理的、職業的、社会
的、教育的分野等がある。

【や行】
や ヤングケアラー 　家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責

任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを
行っている、18歳未満の子どものこと。

ゆ ユニバーサルデザイン 　「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無
などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能である
ようにデザインすること。

よ 要約筆記者 　話の内容をその場で要約し、文字にして聴覚障がい者に伝える
作業に従事する者。
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